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１、開催年月日時刻及び場所

  平成３１年２月２０日

自  午後 １時３１分

至  午後 １時４８分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 吉村 庄二 君

委 員 宮内 雪夫 君

〃 小林 克敏 君

〃 橋村松太郎 君

〃 坂本 智徳 君

〃 下条ふみまさ 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮本 法広 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

総 務 部 長 古川 敬三 君

財 政 課 長 古謝 玄太 君

企画 振興部 長 柿本 敏晶 君

土地 対策室 長 原田 一城 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第72号議案

平成30年度長崎県一般会計補正予算（第6号）
（関係分）

７、審査の経過次のとおり

― 午後 １時３１分 開会 ―

【大場委員長】 それでは、ただいまから、総務

委員会及び予算決算委員会総務分科会を開会い

たします。

なお、橋村委員、吉村 洋委員より、所用によ

り本委員会への出席が遅れる旨の連絡があって

おりますので、ご了解をお願いいたします。

これより議事に入ります。

まず、会議録署名委員を慣例によりまして、

私より指名させていただきます。

会議録署名委員は、宮内議員、坂本(智)委員
のご両人にお願いいたします。

本日の議題は、第72号議案「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第6号）」のうち関係部
分及び平成31年2月定例会における本委員会の
審査内容等についてであります。

審査方法についてお諮りいたします。

本日審査する議案は、国の経済対策に伴う補

正予算に伴うものであり、明日の本会議で審議

する必要があることから、付託議案に限って審

査を行い、その後、平成31年2月定例会の審査
内容案について、委員間討議を行うこととした

いと思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】では、そのようにさせていただ

きます。

なお、理事者の出席については、付託議案に

関係する範囲とし、お手元に配付いたしており

ます配席表のとおりと決定いたしたいと存じま

すので、よろしくお願いをいたします。
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【大場分科会長】それでは、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

企画振興部長より予算議案説明をお願いいた

します。

【柿本企画振興部長】企画振興部関係の議案に

ついてご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料（経済対策補正先議分）」をご覧願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第72号議案「平成30年度長崎県一般会計補正予
算（第6号）」のうち関係部分であります。
今回の補正予算は、国において決定された「防

災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」
等に伴う国の補正予算に適切に対処するため、

必要な予算を追加しようとするものであります。

補正予算は、歳入予算で2,540万円の増、歳出
予算で3,810万円の増を計上いたしております。
これは、災害時の迅速な復旧に資するため、

土砂災害警戒区域等を含む地域において、諫早

市及び平戸市が実施する地籍調査事業に対する

国土調査事業等補助金を増額いたしております。

次に、繰越明許費についてご説明いたします。

国からの追加予算の配分が2月となり、年度
内に適正な事業期間を確保できないことから、

3,810万円について繰越明許費を設定するもの
であります。

以上をもちまして企画振興部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】次に、総務部長より説明をお

願いいたします。

【古川総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料（経済対策先議分）」をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第72号議案「平成30年度長崎県一般会計補正予
算（第6号）」のうち関係部分であります。
今回の補正予算は、国において決定された「防

災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」
等に伴う国の補正予算に適切に対処するため、

必要な予算を追加しようとするものであります。

歳入予算は、地方交付税3億2,784万8,000円
の増、県債86億8,490万円の増、合計90億1,274
万8,000円の増となっております。
以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

【下条委員】今の総務部長の説明ですが、国の

決定事項の補正予算ということですので、一旦、

国のものが長崎県にきて、それを県として、私

たちが審査をしながら、提案をされて粛々と進

んでいくものだなと。緊急を要するから早めに

予算執行したいということで、こういう委員会

があっていると思うんですけれども、その中に

おいて、ちょっとお尋ねします。

地方交付税が3億円程度、県債が86億8,490万
円ですが、この86億8,490万円の国の後での負
担というのはどうなのか。歳入の合計が90億円
で、その内訳の86億8,490万円が県債になって
いますね。これは、素直に私たちはこのとおり

に受けていいんですか。86億8,490万円を長崎
県が県債として発行して、後日、臨時財政対策

債か何かで後づけされるのか、教えてください。

【古謝財政課長】今回の経済対策は、ほとんど
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の部分が公共事業とか建設関係の事業になって

おりまして、その財源としては、それぞれの事

業によって割合が違っていますけれども、国庫

がまず入ってくると。残りの地方負担部分につ

いては、公共事業であれば公共事業搭載の関係

ですけれども、今回は補正予算でございますの

で、当初よりも有利な県債を発行することがで

きまして、基本的にはこの86億8,490万円を起
債した後で、後年度の交付税措置としてはその

半額、50％が交付税措置をされるということに
なっています。

【下条委員】そうすれば、私たちは総務部と企

画振興部をやっているわけですが、今回の補正

は260億円程度ですよね、歳入・歳出がね。そ
の中で、およそ40億円から50億円ぐらいは長崎
県が真水として負担すると、そういうふうに思

っていいということですか。そうであれば、も

う再質問はしませんが。

【古謝財政課長】真水の負担ということでいい

ますと、県債の86億円のうち半分の43億円と、
地方交付税の3億2,784万円の部分は起債がは
まらない、一般財源で対応すべきところになり

ますので、その3億2,784万円も県として出さな
いといけない額ということになります。43億円
プラス3億2,784万円というところです。
【大場分科会長】ほかにございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第72号議案のうち関係部分は、原案のとおり
可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定をされました。

分科会の審査結果について整理したいと思い

ますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３９分 休憩 ―

― 午後 １時４０分 再開 ―

【大場分科会長】 分科会を再開いたします。

それでは、これをもちまして分科会の審査を

終了いたします。

【大場委員長】この後、今定例会での委員会審

査内容案について協議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 １時４１分 休憩 ―

― 午後 １時４２分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これより、3月5日からの委員会の審査内容等
を決定するための委員間討議を行います。

審査方法についてお諮りをいたします。

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】では、そのようにさせていただ

きます。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時４３分 休憩 ―
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― 午後 １時４７分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については決定されましたので、この後、

理事者に正式に通知することといたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】それでは、これをもって本日の

総務委員会を終了いたします。

お疲れさまでございました。

― 午後 １時４８分 閉会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  平成３１年 ３月 ５日

自  午前１０時 １分

至  午後 １時５６分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 吉村 庄二 君

委 員 宮内 雪夫 君

〃 小林 克敏 君

〃 橋村松太郎 君

〃 坂本 智徳 君

〃 下条ふみまさ 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮本 法広 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

警 務 部 長 伊藤 健一 君

首 席 監 察 監 森﨑 辰則 君

総 務 課 長 杉町  孝 君

広報 相談課 長 犬塚 尚男 君

会 計 課 長 井手 孝志 君

警 務 課 長 宮崎 光法 君

装備 施設課 長 佐藤 一春 君

監 察 課 長 山口 善之 君

教 養 課 長 平田 泰範 君

厚 生 課 長 内田 久子 君

留置 管理課 長 黒岩 茂久 君

生活 安全部 長 田尻 弘久 君

次 席 参 事 官
兼生活安全部付

赤瀬 幸利 君

生活安全企画課長 北村 秀明 君

地域課次席調査官 梅野 満幸 君

少 年 課 長 宮下 直樹 君

生活 環境課 長 山崎 博之 君

刑 事 部 長 森田 英孝 君

刑事 総務課 長 永峯 一宏 君

捜査 第一課 長 塚本 松一 君

捜査 第二課 長 中根純一郎 君

組織犯罪対策課長 宮原 哲朗 君

交 通 部 長 土井  隆 君

交通 企画課 長 小松 浩幸 君

交通 指導課 長 松岡  隆 君

交通 規制課 長 植木  保 君

運転免許管理課長 黒﨑  誠 君

警 備 部 長 西浦 泰治 君

公 安 課 長 池園 直隆 君

警 備 課 長 鷺池 満治 君

外 事 課 長 船場 幸夫 君

会 計 管 理 者 野嶋 克哉 君

会 計 課 長 福田 修二 君

物品 管理室 長 吉野ゆき子 君

出 納 室 長 櫻井 毅 君

監査 事務局 長 辻  亮二 君

監 査 課 監 査 監 町田 博昭 君

人事委員会事務局長 寺田 勝嘉 君

職 員 課 長 三田  徹 君



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月５日）

- 6 -

労働委員会事務局長
（ 併 任 ）

寺田 勝嘉 君

調整 審査課 長 山田  健 君

議会 事務局 長 木下  忠 君

総 務 課 長 高見  浩 君

議 事 課 長 篠原みゆき 君

政務 調査課 長 太田 勝也 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第1号議案
平成31年度長崎県一般会計予算（関係分）

第9号議案
平成31年度長崎県庁用管理特別会計予算

第13号議案
平成31年度長崎県公債管理特別会計予算

第57号議案
平成30年度長崎県一般会計補正予算（第5号）
（関係分）

第64号議案
平成30年度長崎県庁用管理特別会計補正予算
（第1号）

第68号議案
平成30年度長崎県公債管理特別会計補正予算
（第1号）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第17号議案
長崎県手数料条例の一部を改正する条例（関

係分）

第18号議案
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例

第19号議案
長崎県行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例

第20号議案
警察本部の組織に関する条例の一部を改正す

る条例

第21号議案
武道館条例の一部を改正する条例

第50号議案
包括外部監査契約の締結について

第51号議案
和解及び損害賠償の額の決定について

第52号議案
和解及び損害賠償の額の決定について

（2）請 願

・国に対し「2019年10月からの消費税率10％へ
の引き上げ中止を求める意見書」の提出を求

める請願書

（3）陳 情

・陳情書（全国知事会の「米軍基地負担に関す

る提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹

を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める

意見書を提出する事を求める）

・海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ

・長崎県庁舎跡地の利用計画に関する陳情書

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活

用・公開・整備に関する陳情書Ⅱ

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 １分 開会 ―

【大場委員長】ただいまから、総務委員会及び

予算決算委員会総務分科会を開会いたします。

なお、小林委員より、所用により本委員会の
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出席が遅れる旨、連絡があっておりますので、

ご了承をお願いいたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

17号議案「長崎県手数料条例の一部を改正する
条例」のうち関係部分外7件であります。その
ほか請願1件、陳情4件の送付を受けております。
なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を総

務分科会において審査することとなっておりま

すので、本分科会として審査いたします案件は、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分外5件であります。
審査の方法についてお諮りをいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとにお手元にお

配りしております審査順序のとおりとしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】では、そのようにさせていただ

きます。

なお、先般の委員間討議を踏まえ、3月11日
に長崎県新船建造費等検証委員会の池上委員長

及び齋藤副委員長を参考人として招致したいと

存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、これより警察本部関係の審査を行

います。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

警務部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【伊藤警務部長】 おはようございます。

警察本部の警務部長の伊藤と申します。よろ

しくお願いいたします。

警察本部関係の議案についてご説明をいたし

ます。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部の1ページをお開き願います。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第57号議案「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分でございます。

はじめに、第1号議案「平成31年度長崎県一
般会計予算」のうち関係部分についてご説明を

いたします。

予算額は、歳入予算17億9,998万6,000円、歳
出予算418億2,954万2,000円を計上いたしてお
ります。

歳出予算の主なものについてご説明をいたし

ます。

1ページの最下部に記載してあります一般庁
費等の管理的な経費として、光熱水費、電子計

算機等の使用賃借料等19億805万1,000円、その
他の歳出といたしましては、2ページ中段に記
載してあります警察施設費につきまして、一般

施設整備費として長崎警察署庁舎建設工事費、

警察署庁舎改修等30億8,678万2,000円などを
計上いたしております。

3ページをご覧ください。
上段に記載してあります一般警察活動費とし

て、警察活動における一般的な運営、地域警察

に要する経費等7億227万円を計上いたしてお
ります。

一般警察活動費については、高齢者が安全で

安心して暮らせる社会づくりに向けて、深刻な
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状況にある特殊詐欺などの犯罪の抑止対策経費、

高齢者が関係する交通事故の抑止対策経費等を

計上いたしております。

このほか、債務負担行為は下段から4ページ
にかけて記載されているとおりであります。

次に、4ページ下段から記載してあります第
57号議案「平成30年度長崎県一般会計補正予算
（第5号）」のうち関係部分についてご説明を
いたします。

5ページをご覧ください。
補正予算額は、歳入予算4,693万2,000円の増、

歳出予算1億7,147万円の減を計上いたしてお
ります。

歳出予算の主な内容は、一般庁用消耗品等の

執行残や職員給与費既定予算の過不足調整に要

する経費の減等を計上いたしております。

6ページをお開きください。
繰越明許費として、旧警察本部庁舎解体工事

につきまして、当初想定していたよりも広範囲

に石綿が含有していることが判明し、その除去

工事が追加されたため、本年度中に予定してい

た工事を完了することが困難であることから、

繰越明許費を設定しようとするものであります。

最後に、平成30年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を願いたいと存じます。

平成30年度の予算につきましては、今後、年
間の執行額の確定に伴い整理を要するものがあ

り、これらの整理・調整を行うため、3月末を
もって、平成30年度予算の補正について専決処
分により措置させていただきたいと考えており

ますので、ご了承を賜りますようにお願いを申

し上げます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いを申し

上げます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

【宮本委員】それでは、予算議案について質問

をさせていただきます。

まず、第1号議案についてですけれども、説
明資料の3ページ、交通指導取締費について、
ちょっとお尋ねをいたします。

いただいた横長の分科会説明資料の6ページ、
交通指導取締費を見ておりましたところ、前年

度と比べると約2億5,000万円ほどマイナスと
なっております。何か大きなシステムの改修か

何かかと思うんですけど、本年度と前年度と比

べてマイナス約2億5,000万円のご説明をいた
だければと思います。

【井手会計課長】交通指導取締経費につきまし

てご説明をいたします。

交通指導取締経費、総額は約14億6,000万円
でございますが、この内訳といたしましては、

交通安全教育に要する経費として約4,500万円、
交通指導取締り及び捜査に要する経費として約

1億円、そのほかとしては交通安全施設整備に
要する経費として約8億円、こういった経費の
総額として約14億6,000万円を計上しておりま
す。

今回約2億5,000万円の減額になった事情で
ございますが、委員ご指摘のとおり、システム

関係の工事が一旦終了したということでありま

して、その内容は、道路の信号機等を多面的に

制御して円滑な交通を確保するための交通管制

センターにつきまして、平成29年度に尾上町の
新本部庁舎に移転を終了し、平成30年度には、
リース代を伴う新しい機械を入れています。そ

れに伴い、信号機等の端末装置等の接続等もご

ざいましたから、この点につきまして総額約2
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億4,000万円を計上しておりました。
ですから、平成30年度につきましては、そう

いった特殊な事情がございまして金額的には大

きくなっておりましたが、こういった工事が一

旦終了したことから、来年度につきましては約

2億5,000万円の減となったものであります。
【宮本委員】ありがとうございました。という

ことであれば、特殊な事情で、平成31年度は前
年度と比べると約2億5,000万円ほど減額にな
ったということでありますね。承知いたしまし

た。

それではもう1点、いただいた総務分科会補
足説明資料の中からお尋ねをいたします。補足

説明資料の2ページで、可搬式のオービス整備
事業費についてです。来年度の当初予算の主な

計上事業として上げられています。

この可搬式オービス整備事業につきましては、

2月定例会の冒頭、知事説明でも、持ち運び可
能なオービス、速度違反自動取締装置の導入に

よる効果的な交通取締りの実施等によりという

形で説明があっております。

これに約1,100万円計上されておりますけれ
ども、この事業費について具体的にご説明いた

だけますか。

【松岡交通指導課長】お尋ねの点は、可搬式速

度違反自動取締装置についてと承知をしており

ます。その予算面につきましては、効果あると

いうことで我々も計上させていただいておりま

す。

この導入に至った経緯につきましては、これ

まで、道路の幅が狭くて車両を駐車する場所の

確保が困難などの理由で、速度取締がやや困難

であった生活道路や通学路及び交通死亡事故が

発生した路線等における指導、取締りに活用す

ることを目的としまして、運転者の交通規範意

識を高めつつも県民の安全・安心向上につなが

ると考えて、今回、予算の計上をさせていただ

いているところでございます。

【宮本委員】わかりました。生活道路等におい

て、交通取締りを強化するという形であります。

ちなみにこの機械は、1,100万円で台数的にど
れくらいの規模になるのかだけ確認させてくだ

さい。

【松岡交通指導課長】本年度の予算で計上させ

ていただいたのは、1台で要求をさせていただ
いております。

【宮本委員】 わかりました。1台ですね。結構
高い。これぐらいはするんでしょうね。

ちなみに九州各県、そしてまた全国的にも、

この可搬式オービスの整備、普及はできている

んでしょうか。確認だけさせてください。

【松岡交通指導課長】この取締装置につきまし

ては、現在、全国的に導入を推進しているもの

でございまして、平成32年度には全国的にほぼ
導入の予定と聞いております。

【宮本委員】 わかりました。これは、交通事故

で死亡を減少させる、もしくは発生を減少させ

るという意味では、非常に大事な事業であると

いうふうに思っています。

平成31年度は1,100万円で効果を見るという
ことでしょうけれども、今後についての考え、

今後もうちょっと普及させていきたいとか、そ

ういったお考えはありますでしょうか。

【松岡交通指導課長】 平成31年度予算に1台導
入を計上させていただいておりますが、その後

につきましては、予算面等、また、その時々の

交通情勢等を踏まえ、必要性を判断しながら、

さらなる導入も検討していきたいと考えており

ます。

【宮本委員】わかりました。非常に大事な事業
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であると思っていますし、大事な事業費である

と思っています。

長崎で初めての可搬式オービスが導入される

ということでありますので、我々ドライバーと

しては注意を要していかなければならないと同

時に、取締りを今後ともしっかりと強化すると

いう面では大事なものであるというふうに思っ

ていますから、経過を私自身も見せていただけ

ればと思います。（「関連」と呼ぶ者あり）

【吉村(洋)委員】 今、宮本委員から可搬式オー
ビスの導入の件について質問があったわけです

が、宮本委員は注意して運転と言ったけど、普

通言う速度取締りの機械とは違うんですよね、

その使い方というか、効力は。

そこら辺をもう少し、この可搬式オービスを

使う内容とか、そういうところの説明をしてい

ただけませんか。

【松岡交通指導課長】 現在の速度取締装置は、

固定しまして、その場で違反車両をとめるとい

うスタンスでございますが、高速道路等におけ

るオービスと同様なシステムになっておりまし

て、それが固定ではなくて可搬式となっていま

すので、どこでも持ち運びができて、高速道路

のオービスと同様に撮影しながら取締りをやっ

て検挙をしていくというようなシステムになっ

ております。

【吉村(洋)委員】 そうしたら、表現は悪いです
が、今までネズミ取りと言っていたものの能力

が高いものというような考え方ぐらいなんです

か、これは。

【松岡交通指導課長】能力的という表現よりも、

高速道路などでオービスが写真を撮ります。今

回の可搬式も写真を証拠として撮って、それで

捜査していくという形になります。メーカー的

にいろいろとございますけど、能力的にはほぼ

変わらないかと。ただ、立証がやりやすいとい

う利点があると思います。

【吉村(洋)委員】 そこはわかるんですけど、使
い方として、今までの固定式のオービスは、探

している人の運転する車が移動していく時に、

所々で写真に写っていて移動したところがわか

るというような使い方もされよったですね。そ

ういうことにも使うのかなと思ったんですが、

そういうことには使用しないと理解していいん

ですか。（「休憩をお願いします」と呼ぶ者あ

り）

【大場分科会長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時１８分 休憩 ―

― 午前１０時１９分 再開 ―

【大場分科会長】 委員会を再開いたします。

【松岡交通指導課長】今回導入するのは交通指

導取締り、指導を目的として導入するものでご

ざいまして、捜査のためのいわゆるカメラシス

テムとか防犯カメラ等とは、ちょっと目的が違

うということをご理解いただければと思います。

【吉村(洋)委員】 そこら辺まで広く活用してい
くというような目標があると、今から先に向け

てよかったのかなとも思ったりしますが。

今まであったスピード違反の取締りの機械は

県内に何台あって、それを順次この機械に更新

していくという計画になっているのか、そこら

辺までお知らせいただければと思います。

【松岡交通指導課長】 現在、長崎県には20数
台の速度取締機器がございます。しかしながら、

この可搬式オービスを導入するに当たっては、

その効果も検証しながら、今のところ具体的に

何台というのは控えさせていただきたいかなと

思います。

今回の可搬式が、全国的にかなり効果が出て
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おりますので、先ほどもご答弁いたしましたけ

れども、導入を検討しながら購入を計画してい

きたいとも考えております。

【吉村(洋)委員】 今の答弁で大体、今までの取
締りの機械をこのオービス型に変えていくと、

更新していくというような感じかなと理解した

んですが、単価的には、今までの取締機とこの

可搬式オービスとはどれぐらいの差があるのか、

参考に教えてもらえませんか。

【松岡交通指導課長】今回購入の予算を計上さ

せていただいたのは1台1,000万円程度でござ
いますが、既存の速度取締装置につきましては、

400万円程度かかる場合もございますが、約300
万円程度と承知しております。

【大場分科会長】ほかにございますでしょうか。

【吉村(庄)副会長】 このたびの予算で、警察施
設費につきまして、前から計画をされておりま

した長崎警察署庁舎建設工事費、それから警察

署庁舎改修等で必要な部分が入っているんでし

ょうけど、30億8,678万2,000円ですね。長崎警
察署の庁舎建設工事は、前に説明を受けたよう

に思いますけれども、再確認をしたいんです。

長崎警察署庁舎建設工事費自体では金額は幾

らなのか、この中の全部じゃないと思います。

それと、いつからいつまでの工期で、いつ完成

をするか、再確認の意味で教えていただきたい。

【佐藤装備施設課長】 平成31年度の当初予算
におけます警察施設費約30億円のうち、長崎署
の工事費が約27億円です。残りを警察庁舎の改
修経費等に充てております。

長崎警察署の工期につきましては、平成31年
度が最終年度となっております。平成31年12月
の完成を目指しているところであります。

【吉村(庄)副会長】 前にも申し上げたことです
けど、長崎署も古くなって、統合も含めて再整

備するという話で、長崎を中心とする警察署の

配置を考えて、こういうふうになったことは私

は承知をしておるんですけれども、平成31年12
月までにはという話がございまして、それはそ

れとして理解をします。

そこで、県下の警察署の古くなったところを

含めて、どういう計画になっているか、私もチ

ェックはさせていただいておりません。例えば

佐世保警察署も前に議論させていただいたんで

すが、ほかにも古いのがあるのかどうか、正確

に把握しているわけではございませんけど、佐

世保警察署も相当古くなっている状況でござい

ます。

こういうところをどういうふうに考えて次の

計画を立てていくのか、佐世保警察署は一定の

年数のうちに予定に入っているのかどうか。佐

世保警察署も大変古くなって、私の目から見ま

したら、中身を含めて施設として苦労している

ように判断をしますので、どういうふうになっ

ているか、参考までにお知らせください。

【佐藤装備施設課長】警察署の建替えにつきま

しては、副会長ご指摘のとおり、今、長崎署を

建設中であります。

その次に老朽化、狭隘化が著しいのが佐世保

警察署でございます。したがいまして、佐世保

警察署を建て替えるべく検討を進めているとこ

ろであります。

【吉村(庄)副会長】 今お話がありましたし、さ
きの委員会でしたか、私もそういう説明を聞い

ておりました。

具体的に、平成31年度にここが終わるから、
平成32年度からというふうなことで、既に検討
がかなり具体化しているんでしょうか。そこだ

けお聞かせください。私は、具体化して検討を

早めていただきたい、努力していただきたいと、
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こういう要望を含めて申し上げておきます。

【佐藤装備施設課長】現在、佐世保警察署につ

きましては、警察署の規模、機能、整備手法等

について、そして最近の治安傾向、地域警察の

機能強化、ＩＲの誘致、また、クルーズ船によ

る来日、訪日外国人、そういったところの地域

展望を加味しつつ、部内で検討を進めておりま

す。

【大場分科会長】ほかに質問はございますでし

ょうか。

【吉村(洋)委員】 さっきのオービスの件で聞き
忘れたことが1点。
参考までに、年間の取締りの件数と収入額が

わかっておられれば、お知らせいただきたいと

思います。大分払っているのでですね。

【大場分科会長】 わかりますか。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時２６分 休憩 ―

― 午前１０時２７分 再開 ―

【大場分科会長】 分科会を再開いたします。

【井手会計課長】交通反則金における歳入の考

え方でございますが、交通反則通告制度におけ

る反則金につきましては全て国庫に帰属される

ものでございまして、国の歳入として入ります。

これが、交通事故の状況とか人口とか、そう

いったものを含めて国の方でご検討いただいて、

それに応じた交付金という格好で長崎県に歳入

として入るといった形状でございます。

【吉村(洋)委員】 国庫だったですね。国庫に入
るので、県では全然わからないんですよと言わ

れると、ちょっと困るんですが。件数とか、1
回通って国に上げていくのに、自動的に国庫に

ポンと入るんですかね。ある程度、把握した中

で国庫に入っていくというシステムにはなって

おらんのですか。

それと、それが配分されるというのは、いっ

た分が全部配分されるのか、そこはもうわから

んごとなるわけですかね。その2点についてお
知らせいただきたい。（「休憩をお願いします」

と呼ぶ者あり）

【大場分科会長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時２８分 休憩 ―

― 午前１０時２９分 再開 ―

【大場分科会長】 分科会を再開いたします。

【吉村(洋)委員】 国庫ということで、資料的に
揃っておらんところがあるのかと思いますが、

件数とかわかる範囲で、資料が出れば後もって

出していただければと思いますが、分科会長、

いかがでしょうか。

【大場分科会長】 対応できますでしょうか。

【松岡交通指導課長】速度違反という形でお答

えすれば、平成30年中は2万2,077件で、前年比
マイナス3,000件程度の減少になっております
が、平成31年1月末現在で1,395件、前年同期比
でプラス205件と。速度取締りも、本年に入っ
てから多くはなっております。後ほど、資料等

は提出をさせていただきます。

なお、先ほど私が、定置式速度装置を20数台
とお答えしましたが、詳細な数は今後の取締り

の関係がありますけど、間違っておりまして、

約30数台という感覚でご理解いただければと
思います。よろしくお願いいたします。

【大場分科会長】では、後ほど資料をよろしく

お願いします。

ほかに質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。
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次に、討論を行います

討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分及び第57号議案の
うち関係部分は、原案のとおり、それぞれ可決

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定をされました。

【大場委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

警務部長より、総括説明をお願いいたします。

【伊藤警務部長】警察本部関係の議案について、

ご説明をいたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

条例議案2件、事件議案1件でございます。
それでは、説明をいたします。横長の総務委

員会説明資料、警察本部の1ページ及び2ページ
をご覧願います。

第20号議案は、「警察本部の組織に関する条
例の一部を改正する条例」であります。

この条例は、近年の犯罪情勢の変化等に伴い、

地域部を新設し、地域警察及び生活安全警察の

機能強化を図るものであります。

改正内容といたしましては、警察本部に置か

れている警務部、生活安全部、刑事部、交通部

及び警備部に加えて、新たに地域部を置いて6
部とし、これまで生活安全部の所掌事務であっ

た「地域警察に関すること」などを地域部の所

掌事務として改めようとするものであり、施行

期日は平成31年4月1日を予定しております。
同じく資料の3ページをご覧願います。
第21号議案は「武道館条例の一部を改正する
条例」であります。

この条例は、消費税率の改定に伴い、武道館

使用料の金額を改めようとするものであります。

武道館使用料は6項目に分類されており、全
ての項目について改正することとなります。

なお、本条例の施行日は平成31年10月1日を
予定しております。

同じく資料の4ページをご覧願います。
第52号議案は、平成30年6月19日、長崎市元

船町の県道上において、長崎警察署の職員が、

立ち往生していた故障車両を移動させた際、片

側4車線道路の第2車線に駐車していた事故処
理車を発進させる際、前方安全不確認のまま発

進したため、第1車線から第2車線に進路変更し
てきた普通乗用自動車に気づかず衝突したもの

であり、警察側の過失90％と認定されたことに
基づき、賠償金194万9,026円について、和解及
び損害賠償の額を決定しようとするものです。

なお、この損害賠償金は全額、保険から支払

われることになります。

同じく資料の5ページ及び6ページをご覧願
います。

これは、公用車による交通事故のうち和解が

成立いたしました6件及び損害賠償事案1件の
合計104万217円を支払うため、2月14日付で専
決処分をさせていただいたものであります。

このうち損害賠償事案につきましては、警察

本部の職員が、男女間のトラブル事案取扱い中

に、過って相手方所有の傘を損壊させた事案で

あります。

この損害賠償事案の賠償金2,500円は、全額県
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費から支払われることになります。

公用車による交通事故を減少させるため、事

故が多い若手を対象とした運転能力向上研修会

を開催して運転技能向上を目的とした訓練等を

実施しているほか、各警察署におきましても、

安全運転指導員による同乗指導等の訓練を実施

するなど再発防止に取り組んでおります。

今後も引き続き、交通事故をはじめとする損

害賠償事案を起こすことがないよう指導を徹底

してまいりますので、ご理解をお願いいたしま

す。

このほかに、長崎市内警察署の再編整備につ

いては、過去の総務委員会において、平成32年
度をめどに長崎警察署と稲佐警察署を統合し、

ＪＲ長崎駅西側に建設する新たな警察署の名称

を「長崎警察署」とすることについてご説明を

しておりました。

このたび、来年3月7日に現在の長崎警察署を
新たな長崎警察署に先行して機能移転をさせた

上で、同年4月1日に長崎警察署と稲佐警察署を
統合することといたしました。

今後は県警の方針について、関係機関、地域

住民の皆様方への説明を進めてまいりたいと考

えております。

犯罪の一般概況について、ストーカー及び配

偶者等暴力事案の認知状況について、特殊詐欺

の被害防止対策について、暴力団対策について、

少年非行の概況について、生活経済事犯の取締

り状況について、交通事故の発生状況について

は、縦長の総務委員会関係議案説明資料に記載

したとおりとなっております。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

【宮本委員】それでは、議案について質問をさ

せていただきます。

先ほど説明がありました資料の1ページ、第
20号議案「警察本部の組織に関する条例の一部
を改正する条例」について。

今回、地域部を新設するということでありま

す。改正概要といたしまして、地域警察及び生

活安全警察の機能強化が目的と書いてあります

けれども、地域部を新設するに当たって、どう

いう経過でこれを新設しようとしたのかという

こと、そしてまた、地域部の具体的な体制につ

いて、ご説明いただけますか。

【宮崎警務課長】警察本部につきましては、先

ほど警務部長の話にもありましたように5部が
あります。

生活安全部には、私服で勤務し、児童虐待、

ストーカー、ＤＶなどの人身安全関連事案や特

殊詐欺防止対策などの生活安全警察を担当する

部署が3所属あります。制服で勤務し、パトロ
ールや110番の受理、指令などの地域警察を担
当する部署が3所属あり、本来であれば分離、
独立すべき業務が並立、混在している状況であ

ります。

そのような中、昨年、他県におきまして、交

番で勤務中の制服警察官が襲撃されて殺傷され

る事件が相次いで発生したことから、交番等の

機能強化を図る必要があります。

また、情報通信技術を悪用した犯罪が悪質・

巧妙化しており、東京オリンピック・パラリン

ピック等の大規模な行事が予定されている中、

サイバー空間の脅威に的確に対応する体制の整

備は喫緊の課題であります。

そこで、生活安全警察、地域警察のそれぞれ
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の部門がさらなる機能強化を図られるよう、部

長を責任者とする体制を整備しまして指揮・指

導体制を強化したいと考え、地域部を新設する

こととしたものであります。

これにより、これまで以上にサイバー空間の

脅威に的確に対応できるとともに、地域住民の

安全と安心のよりどころである交番等の機能強

化が図られるものと考えております。

【宮本委員】今の社会情勢を踏まえてとか、近

年起こっている事件を踏まえて、そしてまた交

番等の機能強化のために地域部を創設しようと

いうことと確認いたしました。

ただ、私がちょっと心配なのは、今いらっし

ゃる人員で対応できるのかということです。機

能強化と書いてあるんですけれども、今、5部
あったのを6部にすると、新たに地域部を創設
し、部長を置いて、それに対して職員の方々が

分かれるんでしょうけど、今の人員で果たして

機能強化になるのかというのがちょっと気にな

るところなんです。人員の対応についてはどの

ようにお考えでしょうか。

【宮崎警務課長】地域部を設置することに伴い

まして、生活安全部に生活安全企画課、少年課、

生活環境課と、新たにサイバー犯罪対策課を置

きます。

また、地域部に地域課、通信指令課、自動車

警ら隊を配置したいと考えており、人員規模で

は、新しい生活安全部が4所属の100人規模、地
域部が3所属の150人規模を考えております。
なお、県下の地域警察官は約1,070人と、全警

察官の約35％を占めております。その強化を図
るため、組織の調整力及び企画立案力を向上さ

せる観点から、地域部に部長を配置するととも

に、地域課に地域企画室を新設しまして、担当

の警視を配置するなど、県警の最上級幹部であ

る警視を増員して、規模強化を図ってまいりた

いと考えております。

なお、政令で定める警察官の定員の基準に変

更がありませんので、警察官の増員はございま

せんが、今後も厳しい治安情勢の中で安全・安

心な県民生活を確保していくためには警察官の

増員は必要であると考えておりますので、警察

庁等に対して警察官の増員を要望していきたい

と考えております。

【宮本委員】 わかりました。ただ、定員は変わ

らないわけですね。定員は変わらず、その中で

いろいろ細部にわたって対応するということな

ので。

確かに大事なところだと思います。今後、社

会情勢を踏まえて、地域部で地域の安全・安心

を確保する、担保するというのは大事だと思い

ますけど、それにまつわる人員が強化できなけ

れば難しいかなと思いますから、先ほど最後に

言われたとおり、しっかりとまた要望をですね。

これを警視庁になるとですかね、警視庁に対し

て人員の要望というのは、（発言する者あり）

警察庁に対して人員の増員の要望は毎年される

んでしょうけれども、今いらっしゃる方々が窮

屈にならないだろうかというのが、ちょっと気

になるところではあります。

具体的に今後何人必要だというか、これだけ

確保していかなければならないというような人

員体制は、今のところの把握とか、ある程度の

予想とかというのはありますでしょうか。確認

だけさせてください。

【宮崎警務課長】今後の治安情勢等を踏まえま

して、適宜・適切に計画、判断したいと考えて

おります。現在の段階で、何年に何人という増

員等は、まだ計画はございません。

【宮本委員】 わかりました。地域部、確かに今
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後も大事な部署になろうかと思いますし、サイ

バー対策について、昨日の予算総括質疑でも出

ていましたとおり、大事な部署であると思いま

すので、しっかりと機能強化、新たに地域部と

いうことでありますから、地域警察の強化に向

けて、さらに無事故で対応していただければと

思いますので、よろしくお願いします。（「関

連」と呼ぶ者あり）

【小林委員】条例の改正で地域部を設置すると

いうことで、今、宮本委員からも核心に触れる

質問があったわけであります。

私はかねてから、他県ではありますものの、

交番とか駐在所が襲撃を受け、そこで殺傷が起

こると、こういうような事件のこれまでの経過

を見ております時に、地域の安心・安全という

ものを考えてみる時に、交番の役割、駐在所の

役割はとても大きいものがあると思います。

これは一般的に言えることでありますけれど

も、地域住民の安全な暮らし、非常に住みやす

く暮らしやすいという基本的な源は、やっぱり

安全であると思うんです。この安心・安全がな

くて治安というものはあり得ないと、こう考え

ているわけです。

そういう意味から、交番、駐在所の機能を強

化するということについては、今まで私も、機

会があるごとに、その事件の内容を指摘しなが

ら、県警は大丈夫でございますかとか、あるい

はどういうような機能強化をなされていますか

とか、こんな質疑を交わさせていただいたとこ

ろでございます。

今回、そういう流れがあって地域部を条例改

正して設置するということでございますので、

まさに私が指摘をしておった問題点を具体的に

地域部という形に変えて、そして交番、派出所、

あるいは駐在所等々を強化していただくという

ことは大変力強いし、また県民の皆様方も、安

心・安全を見る面において、とても喜んでいた

だいていると思うんです。

そこで、先ほどのご答弁の中で組織の体制に

ついてはよくわかったところでございまして、

それだけの補充をしたり、あるいは機能強化に

ついてはわかったのでありますが、具体的に現

場でどういうようなことを機能強化という形で

やっていくのかと。言葉の機能強化というのは

よくわかるんですけれども、現場でどういうふ

うなことが機能強化ということになっていくの

かどうかと。

体制はわかりました。こうして地域部をつく

っていただくということもわかりました。具体

的にどういう流れの中で、より安全でより安心

につながるような交番とか駐在所になっていく

のかと、この辺のところについて重ねてお尋ね

をしておきたいと思います。

【赤瀬首席参事官】 平成30年中に富山県や宮
城県で発生しました交番襲撃事件を受けまして、

本県警察においても、交番等における安全確保

対策の一層の強化を図っているところでござい

ます。

具体的に申しますと、交番等の設備の一斉点

検を行い、机やキャビネットの配置の見直しや

不具合があった設備等の修繕、改修を行ったと

ころです。

また、刺股や警杖、盾といった装備資機材の

追加配備や配置位置の見直し等による対応力の

強化を図りました。

また、交番、駐在所への防犯カメラの設置の

推進にも取り組んでまいりました。

そのほか、交番等の事務室内で襲撃事件対応

訓練を反覆実施するとともに、自動車警ら隊と

連携を密にすることなどについても指示を行い、
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安全確保に努めてまいったところでございます。

今後の取組としましては、交番勤務員の勤務

状況をリアルタイムで確認できる交番用ネット

ワークカメラシステムの構築、交番等に勤務す

る若手警察官に対する教養の見直し等を予定し

ておりますが、交番、駐在所の勤務員の意見、

要望を聴取しながら、さらに受傷事故防止、効

果を高めるための取組を継続していきたいと考

えております。

【小林委員】ただいまの、これまでとってきた

体制強化、それから新たに地域部という組織の

改正までしながら、そしてなお対応していこう

という県警の意気込みというか、皆さん方の安

心・安全を守っていくんだと、地域をしっかり

守っていくぞと、こういうような姿勢、その取

組を私たちも評価をいたしたいと思っているわ

けであります。

何度も言っておりますけれども、交番とか駐

在所とかというのは地域の暮らしに密着してい

るわけです。ここが襲撃をされるとか、そうい

う事件の現場になってまいりますと、皆さん方

の心配が非常に大きくなるということは言うま

でもないことであります。ましてや交番とか駐

在所あたりが襲撃をされるということになりま

すと、これは率直に言わせていただくと警察そ

のものの権威にかかると、私はそう思っている

わけです。一番、地域住民の暮らしを守ってい

ただいているところの警察が、いろいろと事件

現場になること自体、本当に警察の威信に関わ

る。我々が枕を高くして眠れるのも皆さん方の

おかげだと、その安心・安全が神話になってし

まったら困ると思うんです。ですから、そうい

う面からいっても体制強化を望んでまいりまし

て、先ほどから指摘をするように、今回、これ

だけの取組をしていただくと。

それから、今の答弁の中で、今までやってき

たこと、これからやること、現場の強化を図っ

ていただく中で、絶対に交番とか派出所とか駐

在所を襲撃しようとかというような思いに至ら

ないよう、きちんとした姿勢が守られるという

ことで非常に意を強くいたしておりますし、こ

れは本当に結構なことではないかと思っている

わけであります。

ただ、今も話がありましたが、この体制は大

丈夫ですかと。私は新聞報道で見たんですけれ

ども、生活安全部が今まで1,300人ぐらいいらっ
しゃると、その中で地域課が1,070人ですか。
1,300人のうちに地域課が1,070人ぐらいいら
っしゃるんだと、その約1,070人の方たちを中心
として今度の地域部をつくるとなってまいりま

すと、じゃあ、生活安全部の方は一体どうなっ

ていくのかと、この辺の職員体制が具体的にど

うなっていくのかということを、重ねてお尋ね

をしたいと思います。

【宮崎警務課長】生活安全部には、先ほど申し

ましたとおり、4月1日付でサイバー犯罪対策課
を設置いたします。その上で生活安全部長のも

とで4所属がございまして、そこに本部に所属
する者、約100人規模で配置を考えております。
今までサイバー犯罪対策課がありませんでした

ので、サイバー犯罪対策室と、警務課に所属し

ておりましたサイバーセキュリティ戦略室を統

合いたしまして強化することとしております。

【小林委員】いずれにしても、強化されるとい

うことについては非常に歓迎をしたいと思うし、

ぜひ、そういう姿勢でやってもらいたいと思い

ます。

今後、県警本部が体制を、きちんと条例改正

までして対応していくと、皆さん方のその姿勢

の中で一番大事な問題点は一体何かと。やっぱ
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り地域住民の皆さん方とよく連携をとっていく

こと、また、財政課をはじめとして知事部局あ

たりともよく相談をしていただきながら、きち

んとした予算の確保をお願いしたいと、こう思

っているわけでありますが、その辺の姿勢につ

いてはいかがですか。

【伊藤警務部長】安全で安心な長崎県を目指し

て、県民の期待と信頼に応える力強い警察を構

築するためには、先ほど首席参事官から説明し

ましたが、交番、駐在所の機能強化といった問

題があったり、それからＩＲの誘致などの治安

情勢の変化にも県警として的確に対応しなけれ

ばならないと考えております。時代に合わせて

警察力の強化に努める必要がありますので、今

回お願いをする地域部の新設は、そのために行

うものでございます。

今後とも、県警といたしましては、安全で安

心な長崎県を目指し、県議会のご理解、ご協力

を得ながら、知事部局をはじめとする関係機関、

地域住民の方々と連携を密にして、組織一丸と

なって治安対策に取り組んでまいりたいと考え

ている次第でございます。

【小林委員】 わかりました。

駐在所あたりは、ご家族と一緒に暮らして、

そこの中にいらっしゃるご家族の役割もまたあ

るんだというようなことをよく聞いているんで

すけれども、仮に駐在所等に襲撃があったりし

て、変な奴が入ってきたりなんかします時に、

例えば交番とか駐在所の複数体制とか、あるい

は緊急の通報装置とか、こういうようなことも

お考えいただくことができないものかと、そん

なようなこともかねてから議論があったと思い

ますけれども、こういう緊急の通報装置をきち

んと整備する。

それから、夜遅くなったり暮れてきますと、

1人体制を2人体制にしていただくというよう
な具体的な人員の配置とか、これからＩＴのそ

ういう装備をしながら署員の生命もしっかり守

っていただくことも大事ではないかと思います

けれども、この点については何か具体的に、緊

急通報装置とか、あるいは2人体制とか、そん
なようなことを考えていただいているかどうか、

いかがですか。

【赤瀬首席参事官】 2点ほどお答えいたします。
まず、通報装置の関係でございます。これは、

先ほどご説明しましたとおり、防犯カメラのシ

ステムの導入と合わせまして、駐在所につきま

しても、先ほど委員からご指摘のとおり家族と

一緒になった勤務体制でございますので、駐在

所等1人勤務の中で非常事態が発生した場合は、
本部、もよりの警察署に連絡がいくような通報

システムについても現在、検討をしております。

2点目の複数勤務体制の関係でございます。
現在も、夜間は原則として複数での勤務体制と

いうことで指示をさせております。今後も、全

てとはなかなか難しいところもございますけれ

ども、勤務については複数体制に基づいて勤務

を執行するということで、体制は引き続き継続

していきたいと考えております。

【大場委員長】 ほかにございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第20号議案、第21号議案及び第52号議案は、
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原案のとおり、それぞれ可決することにご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。

よって各議案は、原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定をされました。

次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。

【伊藤警務部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した警察本部関係の資料についてご説明をいた

します。

1,000万円以上の契約状況につきましては、昨
年11月から本年1月までの実績は、資料に記載
のとおり26件となっております。
このうち、随意契約によるものはございませ

んでした。

また、今回、陳情・要望で回答するものは、

長崎幸町工場跡地活用事業に向けた要望事項に

ついてのうち、交通関係についての関係部分で

ございます。

ご要望に対する回答につきましては、資料に

記載のとおりでございます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場委員長】それでは、議案外の所管事務一

般に関する質問を行うことといたします。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 それでは、次に、議案外所管事

務一般について、ご質問はありませんか。

【宮本委員】 議案外所管事務について、1点だ
け確認の意味で質問をさせていただきます。

総務委員会の補足説明資料で、事件・事故の

推移という資料をいただきました。この中には

ないんですけれども、今、報道でよくあってい

ます「アポ電」、アポイントメント電話詐欺と

いうのが頻繁に言われております。殺人事件が

あったら報道があるんでしょうけれども、長崎

県内でアポ電のような事例があったのかどうか、

それだけ確認させてください。

【北村生活安全企画課長】委員がおっしゃいま

した通称「アポ電」、犯罪の前に犯人がかけて

くる電話と認識をさせていただければ、現在、

生活安全部では特に特殊詐欺対策の中で、電話

を受けるとだまされると、電話がかかりにくい

対策ということで対応をしております。これは

特殊詐欺のみならず悪質商法とか、言葉巧みに

だまされる、中には今回ありましたように個人

情報を聞き出すということもございますので、

特に高齢者の方に対しては、もう関係ない人の

電話には出ないようにしましょうということで

留守電にしていただくとか、「この電話は録音

しますよ」というような撃退機の対応とか、そ

ういった対策を進めていって犯罪全般を防止し

ようという対策を進めている状況で、特にアポ

電が何件あったとか、そういった統計まではと

っておりません。

【宮本委員】わかりました。この資料にもあり

ますけど、振り込め詐欺の被害、オレオレであ

ったり架空請求、融資保証金などなどありまし

て、年々減ってきている現状も見られますけれ

ども、巧みに犯罪の手口が変わってきていると

いう現状もあると思うんです。先ほど答弁いた

だいたとおり、それらに対応されていると、前
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回の委員会等々でも確認はしておりますけれど

も、さらに巧妙な手口に対しても、いち早く長

崎県警としても情報をキャッチして、また取組

を強固にしていただければと、これは要望させ

てください。よろしくお願いします。

【吉村(洋)委員】 始まる前にもちょっと聞きよ
りましたが、政策等決定過程の透明性等の確保

などに関する資料の中で、警察用の船舶が定期

検査に2隻、中間検査が1隻とあります。この3
隻合わせると9,400万円ぐらいですが、平成31
年予算では2億7,000万円程度が維持費で組ま
れておりますね。

県警所管の船艇が何隻いて、毎年大体これぐ

らいの維持管理費で推移しているのかというの

が1点と、定期検査と中間検査の違いというの
も併せてお知らせいただければと思います。

【佐藤装備施設課長】 現在、警察には船舶は8
隻ございます。この8隻につきましては、警察
庁の所有している国有財産を無償で使用してい

るという形で管理をしております。

今回、この船舶が、11月以降の契約の中で3
隻ございますが、定期検査及び中間検査という

ことで、委員ご指摘のとおり約9,000万円という
形になっています。

来年度に計上しております分につきましては

3隻分ですが、その3隻についても、経過年数に
よって定期検査の費用が高くなったり変わって

きますので、一概に幾らぐらいで移動している

のかというのはちょっとつかめていません。

5年に1回が定期検査、その間に中間検査とい
う形で実施をしております。定期検査におきま

しては、基本的にはエンジンのオーバーホール

と船体部分の塗装という形で実施をして、今回、

1隻目の「でじま」で約5,000万円程度かかって
おります。

中間検査となりますと、その間の点検であり

ますので、エンジンのオーバーホールまではし

ない程度の簡易的な補修、整備ということで、

金額的に、その半額程度になるのかなというふ

うに考えております。

【吉村(洋)委員】 今の説明で大体わかったわけ
ですが、維持管理費の部分で、毎年大体この程

度の金額で推移をしているのかというところに

ついて、もう一回よろしいですか。

【佐藤装備施設課長】警備艇の修理につきまし

ては、先ほど説明しましたとおり5年に1回の定
期検査と、警察の方にはもう少し型の小さい小

型船舶がありまして、これは6年に1回というス
パンでやっていますので、その5年に1回、6年
に1回のスパンを繰り返してくるものですから、
年によって増減が出てきます。配備した年数に

よって定期検査の順番が変わってくるというこ

ともございまして、定期検査の数が多いとどう

しても金額が上がりますし、少ない年は少なく

なるというような推移をしております。

【吉村(洋)委員】 動きはあるでしょうね。定期
検査が多い時、少ない時とか、そういう波はあ

るんだろうと思いますが、大体同じような周期

というところで、異常にかかるとかというよう

なことはあまりないのかなと思います。

それともう一つ、これは一般競争入札でして

あるんですが、一般競争入札と指名の考え方と

いうか。長崎県内の造船所でできるようなんで

すが、これを指名競争入札にしないというとこ

ろは何か理由があるんですか。

【佐藤装備施設課長】基本的に、船舶の入札に

関しましては、一般競争入札を原則としており

ます。広く県内に、長崎市内を含め県北、ある

いは対馬の造船所に広く参加を求めて、できる

だけ価格競争をやって費用を抑えたいというと
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ころもございます。

【大場委員長】ほかに質問はございますでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

警察本部関係の審査結果について整理したいと

思います。

しばらく休憩をいたします。

― 午前１１時 ８分 休憩 ―

― 午前１１時 ８分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後1時30
分より委員会を再開し、出納局・各種委員会の

審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時 ９分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【大場委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

また、審査に入ります前に、監査事務局監査

課長から、本委員会を欠席し、監査課監査監を

代理出席させる旨の届が出ておりますので、ご

了承をお願いいたします。

それでは、これより、出納局及び各種委員会

事務局関係の審査を行います。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

会計管理者より予算議案説明をお願いいたし

ます。

【野嶋会計管理者】それでは、出納局関係の議

案についてご説明をいたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の出納局・各種委員会事務局の1ページをお開
きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第57号議案「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分であります。

まず、第1号議案「平成31年度長崎県一般会
計予算」のうち関係部分についてご説明いたし

ます。

歳入予算総額は20億4,238万円で、主なもの
は証紙売払収入であります。

歳出予算総額は4億841万7,000円で、主なも
のは出納局職員の給与及び会計事務の管理運営

に要する経費であります。

次に、2ページをお開きください。
債務負担行為につきましては、事務用消耗品

の集中調達にかかる経費及び出納局所管の各種

システムの保守業務にかかる経費であります。

次に、第57号議案「平成30年度長崎県一般会
計補正予算（第5号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。

歳入予算の主なものは、証紙売払収入の増に

よるものであります。

歳出予算の主なものは、物品管理事務の運営

及び会計事務の管理運営に要する経費の執行見

込み額の減によるものであります。

最後に、平成30年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

平成30年度の予算については、今後、年間執
行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって平成30年度予算の補
正を専決処分により措置させていただきたいと
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存じますので、ご了承を賜りますようお願いい

たします。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】次に、監査事務局長より予算

議案説明をお願いいたします。

【辻監査事務局長】監査事務局関係の議案につ

いてご説明いたします。

同じく資料の4ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第57号議案「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分であります。

まず、第1号議案、平成31年度当初予算のう
ち関係部分についてご説明いたします。

歳出予算総額は1億7,360万5,000円で、その
主なものは、代表監査委員や事務局職員の給与

費並びに事務局運営に要する経費であります。

次に、第57号議案、平成30年度補正予算（第
5号）のうち関係部分についてご説明いたしま
す。

歳出予算補正の主なものは、事務局運営費の

執行見込み額の減によるものであります。

最後に、平成30年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

平成30年度の予算については、今後、年間執
行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって平成30年度予算の補
正を専決処分により措置させていただきたいと

存じますので、ご了承を賜りますようお願いい

たします。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】次に、人事委員会事務局長よ

り予算議案説明をお願いいたします。

【寺田人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。

同じ資料のの6ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第57号議案「平成31年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分であります。

まず、第1号議案、平成31年度当初予算の歳
入予算総額は184万8,000円であります。その主
なものにつきましては、警察官採用共同試験受

託に伴う収入であります。

歳出予算総額は1億2,929万円であります。そ
の主なものにつきましては、職員給与費及び事

務局運営に要する経費であります。

次に、平成30年度の補正予算（第5号）につ
いてご説明いたします。

歳出予算につきましては、その主なものは、

職員給与費の過不足調整及び事務局運営に要す

る経費の執行見込み額の減によるものでありま

す。

最後に、平成30年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

平成30年度の予算については、今後、年間執
行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって平成30年度の補正を
専決処分により措置させていただきたいと存じ

ますので、ご了承を賜りますようお願いいたし

ます。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の
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説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】次に、労働委員会事務局長よ

り予算議案説明をお願いいたします。

【寺田労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。

同じ資料の8ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第57号議案「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分であります。

まず、第1号議案、平成31年度当初予算の歳
出予算総額は8,319万円であります。その主なも
のにつきましては、委員会業務の活動に要する

経費、職員給与費及び事務局運営に要する経費

であります。

次に、平成30年度の補正予算（第5号）につ
いてご説明いたします。

歳出予算につきまして、その主なものは、委

員会及び事務局の運営に要する経費の執行見込

み額の減や職員給与費の過不足調整に要する経

費であります。

最後に、平成30年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

平成30年度の予算については、今後、年間執
行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって平成30年度予算の補
正を専決処分により措置させていただきたいと

存じますので、ご了承を賜りますようお願いい

たします。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】次に、議会事務局長より予算

議案説明をお願いいたします。

【木下議会事務局長】議会事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。

同じく分科会資料の10ページをお開きくだ
さい。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第57号議案「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分であります。

まず、第1号議案、平成31年度当初予算の歳
出予算総額は13億3,574万5,000円であります。
その主なものは、議員報酬及び議会運営に要す

る経費であります。

債務負担行為につきましては、県議会テレビ

広報番組の制作及び放映委託にかかる経費など

を計上いたしております。

次に、11ページですが、第57号議案、平成30
年度補正予算（第5号）の主なものにつきまし
ては、議員報酬及び議員の費用弁償に要する経

費並びに議会運営経費に要する経費の執行見込

み額の減によるものであります。その他の内容

につきましては、それぞれ記載のとおりであり

ます。

最後に、平成30年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

平成30年度の予算については、今後、年間執
行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって平成30年度予算の補
正を専決処分により措置させていただきたいと

存じますので、ご了承を賜りますようお願いい

たします。

以上をもちまして、議会事務局関係の説明を
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終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって、質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分及び第57号議案の
うち関係部分は、原案のとおりそれぞれ可決す

ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定をされました。

【大場委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

出納局及び各種委員会事務局においては委員

会付託議案がないことから、所管事項について

の説明を受けた後、所管事項についての質問を

行うことといたします。

まず、人事委員会事務局長より所管事項説明

をお願いいたします。

【寺田人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項についてご説明いたします。

総務委員会関係議案説明資料追加1の1ペー
ジをお開きください。

平成30年度長崎県職員採用試験についてで

ありますが、警察官Ⅲ類（男性・女性）採用試

験並びに障害者を対象とした選考試験を実施し、

最終合格者を発表いたしました。

受験者数、合格者数及び競争倍率につきまし

ては、それぞれ記載のとおりであります。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

【大場委員長】次に、労働委員会事務局長より

所管事項説明をお願いいたします。

【寺田労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の所管事項についてご説明いたします。

総務委員会関係議案説明資料の1ページをお
開きください。

調整事件について。

平成30年4月1日以降、現在まで取り扱いまし
た調整事件は3件であり、1件は解決、2件は打
切りによる終結しております。

審査事件について。

不当労働行為事件は5件であり、うち2件は関
与和解により終結しており、現在審査中の事件

は3件であります。
個別的労使紛争について。

個別的労使紛争に係るあっせん事件は2件で
あり、いずれも打切りにより終結しております。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

【大場委員長】次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料につい

て、説明を求めます。

【福田会計課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局・各種委員会事務局の資料について、

ご説明いたします。

資料の1ページをご覧ください。
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1,000万円以上の契約について、昨年11月か
ら本年1月までの実績は、記載のとおり3件とな
っております。

なお、入札結果につきましては、2ページか
ら4ページに記載のとおりでございます。
【大場委員長】次に、所管事務一般に対する質

問を行うことといたします。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 よろしいでしょうか。

それでは、次に、所管事務一般について、ご

質問はありませんか。

【吉村(庄)副委員長】 労働委員会事務局関係で、
この前も、特に審査事件が一定の年数がかかっ

ているという話をしておりましたね。それで、

審査事件の不当労働行為事件の2件は関与和解
により終結しており、現在審査中の事件は3件
でありますと書いてありますが、1番、2番、3
番というふうに仮定をして、いつ申し立てがあ

ったのか、何年ぐらいかかっているかと。現在

審査中の事件の3件について、いつ提訴という
か申し立てがあって、今ずっと続いているわけ

ですから、1年前であれば1年間続いているとい
う形になるんですけれども、そこのところを教

えてください。

【山田調整審査課長】 現在申請中の3件であり
ますが、まず1件目は、申請があったのが平成
28年でございますので、2年2カ月ほどたってい
ます。それが1件目でございます。

2件目が昨年でございまして、5カ月ほどたっ
ています。

3件目は今年でございまして、1カ月ほどたっ
ています。

以上のような状況でございます。

【吉村(庄)副委員長】 最近と去年のは別にしま
して、平成28年という話がありまして、1件目
は時間がかかっているんですね。

不当労働行為事件ですから、この前もちょっ

と申し上げましたけど、早急に和解をするなり、

あるいは結果を出すなりですね。委員会、それ

からまた参与というんですか、労働側、使用者

側、そういう関係の皆さん方もいらして、もち

ろん当事者がいらっしゃるわけですが。

不当労働行為の場合は、双方の信頼関係が

云々ということになってくるんだろうと思うん

ですけれども、そういうのが2年も幾らもかか
っていくという状況は、考えればあまり好まし

い状態ではないと。一定の期間には、どんな形

かは別にして解決して、そこの労使関係が何と

か、言い方はあれですけれども、スムーズにい

けるような形にしてもらうのが当然。そういう

役割を労働委員会は持っているわけですから、

急いで審査をとね、簡単に言えば、期間を短縮

することに努力をしていただきたいと思います

が、いかがですか。

【山田調整審査課長】 確かに1件目は2年以上
の月日がかかっていまして、審査には迅速、的

確にということをモットーに、急いで集中をし

てやってきたところでございますが、いかんせ

ん時間がかかっている状況でございます。

審査日数は、それぞれの審査事件によりまし

て違いが生じてくることはご承知のとおりでご

ざいます。審査事件によっては、審査の申し立

ての件数が多いとか主張立証が多いということ、

ほかに、出す書証が多いとか、証人尋問の数が

多いとか、そういうことがあります。

この長引いている審査事件につきましても、

集中して審問を行ったり、努力はしているとこ

ろでございますが、いかんせん長くなっている
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ところでございます。

それからまた、和解を図るというケースもご

ざいますので、それも複数回にわたり努力をし

ているところでございますので、どうぞご理解

をいただきたいと思います。今後とも、この長

くなっている1件も含めまして、迅速、的確に
進めてまいりたいと思っているところでござい

ます。

【吉村(庄)副委員長】 事件によって、内容その
他もいろいろ、例えば和解についても、そうい

う状況であれば委員会の中で当然提示されてき

ているでしょうけど、これだけ長くかかってい

ることについて簡単に言うと、当事者同士で不

信感というか、そういうものが中心的に出てき

てなかなかという状況もあると思いますが、何

といっても労使関係を正常化するという言い方

からすると、一定の期間には審査結果も含めて

出していかないと問題が残るんじゃないかと、

こういうふうに思いますから、努力をしていた

だきたいと思います。

それから、監査事務局については一般事務の

ことが、報告があまり具体的になかった、予算

はあったんですけど。

監査事務局、よろしいですか、監査問題につ

いて、包括監査の委託の問題です。これは、あ

なたのところですか。違いますか。（「総務文

書課です」と呼ぶ者あり）

監査との関係がありますが、通常監査をやる

でしょう。包括外部監査もやると、こういう状

況でやっていくわけですが、一般監査とその監

査との関係について、位置づけは今のところは、

法定における取扱い。そこら辺について、少し

考えさせられるところがあるんですよね。一般

監査との関係をどういうふうに考えているかと

いうことです。

包括のところは総務文書課であれば、総務文

書課でまたお尋ねさせていただきたいと思いま

す。ここでは見解を求めるということはしない

で結構だと思います。

【大場委員長】 ほかにございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

出納局及び各種委員会事務局関係の審査結果に

ついて整理したいと思いますので、しばらく休

憩いたします。

― 午後 １時５４分 休憩 ―

― 午後 １時５５分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、これをもちまして、出納局及び各

種委員会事務局関係の審査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、文化観光国際部関係
の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 １時５６分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  平成３１年３月６日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ３時 ５分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 吉村 庄二 君

委 員 宮内 雪夫 君

〃 小林 克敏 君

〃 橋村松太郎 君

〃 坂本 智徳 君

〃 下条ふみまさ 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮本 法広 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君

文化観光国際部政策監
（国際戦略担当）

田代 秀則 君

文化観光国際部次長 岩田 正嗣 君

文化 振興課 長 本多 敏博 君

世界 遺産課 長 村田 利博 君

観光 振興課 長 佐古 竜二 君

観光振興課企画監
（観光基本計画・
県観光施設担当）

松田 武文 君

国際観光振興室長
（ 参 事 監 ）

土井口章博 君

物産ブランド推進課長 宮本 智美 君

国 際 課 長 佐々野一義 君

国際 課企画 監
（アジア・国際戦略担当）

小川 昭博 君

６審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これより文化観光国際部関係の審査を行いま

す。

【大場分科会長】予算議案を議題といたします。

文化観光国際部長より、予算議案説明をお願

いいたします。

【中﨑文化観光国際部長】おはようございます。

それでは、お手元に「予算決算委員会議案説

明資料」をよろしくお願いいたします。

1ページでございます。
文化観光国際部関係の議案について、ご説明

いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第57号議案「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分であります。

議案の説明に先立ちまして、文化観光国際部

の新年度の取組の方向性について、ご説明いた

します。

近年における本県観光の動向は、クルーズ乗

船客の増加などにより、日帰り客を含む観光客

延べ数については、熊本地震の影響を除けば概

ね拡大傾向にあるものの、地域経済への波及効

果が大きい観光消費額や宿泊者数については、

伸び悩んでいる現状があります。
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このような状況を踏まえて、県としても、観

光産業として捉えるという考え方のもと、地域

の資源を活かした生産性の向上や人材育成など、

産業としての成長に欠くことのできない課題解

決に向けて取り組んでまいります。

また、文化、観光、国際、物産の各部門が一

層連携して2つの世界遺産を初めとする本県の
多様で魅力ある地域資源の価値を発信し、歴史

文化を活かした交流促進やブランド力の強化に

よって国内外からの観光客や観光消費額の増加、

県産品の販路拡大など実需の創出につなげてま

いります。

具体的には、宿泊施設が観光事業者と連携し

て魅力向上による高付加価値化を図る取組に対

して、新たに支援することで観光産業の「稼ぐ

力」の最大化を図るとともに、長崎の食の魅力

を味わえる店舗情報の発信等による観光客の

「グルメ満足度」の向上や、県内高校生が対象

となる観光をテーマにした講座の開催等による

観光人材の確保・育成についても新たに取り組

んでまいります。併せて、品質向上を図る宿泊

事業者の取組を重点的に支援するとともに、こ

れら事業者との県産食材や観光人材のマッチン

グを積極的に進めてまいります。

世界遺産については、「長崎と天草地方の潜

伏キリシタン関連遺産」への来訪者が登録の7
月から好調に推移しており、引き続き、地域の

方々の生活と観光の調和に留意しながら一層の

受け入れ体制充実を図るため、世界遺産の価値

を伝えるガイドの育成等に取り組んでまいりま

す。

また、所有者への支援や調査研究を継続する

とともに、構成資産の保護を担う地域の活動支

援や県内大学と連携したフィールドワークの実

施など、次世代への継承や地域の活性化にも取

り組んでまいります。

アジア・国際戦略については、歴史的なつな

がりや人脈、さらには、本県ゆかりの偉人の功

績顕彰など、それぞれの国における本県の強み

を生かし、本県のプレゼンス及び認知度の向上

を図り、観光客誘致や県産品の輸出拡大など、

経済的実利の創出・拡大に取り組んでまいりま

す。

それではまず、第1号議案「平成31年度長崎
県一般会計予算」のうち関係部分について、ご

説明いたします。

歳入予算の総額は、3億4,990万1,000円で、
内訳は記載のとおりであります。

文化観光国際部所管の歳出予算額は、39億
8,634万6,000円で、これを平成30年度当初予算
額と比較いたしますと、7,496万5,000円、1.8％
の減となっております。

平成31年度長崎県一般会計予算の歳出予算
の内訳は、記載のとおりであります。

歳出予算の主なものについては、記載のとお

りであります。

5ページをお願いいたします。
債務負担行為について。

次に、平成32年度以降の債務負担を行うもの
については、県有施設等管理に係る平成32年度
に要する経費など、記載のとおりであります。

6ページでございます。
次に、第57号議案「平成30年度長崎県一般会
計補正予算（第5号）」のうち関係部分につい
て、ご説明いたします。

歳入予算は、合計1,772万4,000円の減であり
ます。歳出予算は、合計3億4,321万円の減であ
ります。

歳出予算の主な内容については、事業の執行

見込みの減など、記載のとおりであります。
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7ページでございます。
次に、繰越明許費について、ご説明いたしま

す。

世界遺産保存・活用整備補助事業等において、

入札の不調により年度内の工期が十分に確保で

きないことから、繰越明許費を設定しようとす

るものであります。

この結果、平成30年度の文化観光国際部所管
の歳出予算額は、37億5,357万1,000円となりま
す。

最後に、平成30年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

平成30年度の予算につきましては、今議会に
補正をお願いしておりますが、今後、年間の執

行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じてまいりますので、3月末をもって平成30年
度予算の補正について専決処分により措置させ

ていただきたいと考えておりますので、ご了承

賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】次に、文化振興課長より補足

説明をお願いいたします。

【本多文化振興課長】それでは、第1号議案「平
成31年度長崎県一般会計予算」のうち関係部分
について、補足してご説明いたします。

資料につきましては、お配りしております縦

長の資料の「総務分科会 補足説明資料」をご覧

いただきたいと思います。

資料のうち主な事業について、ご説明をいた

します。

まず、資料の2ページをお開きいただきたい
と思います。

文化振興課関係予算のうち、長崎と中国の「永

遠の絆」発信事業費、予算額は1,187万6,000円
でございます。

これは、中国における本県のプレゼンスの向

上や交流の深化を図るため、シンポジウム等の

開催や人的ネットワークを構築するなど、隠元

禅師や孫文・梅屋庄吉などに象徴される長崎と

中国との交流の歴史について、国内外へ効果的

に情報を発信する事業でございます。

次に、3ページをお開きください。
世界遺産課関係予算のうち主なものは、潜伏

キリシタン関連遺産に関する事業の世界遺産で

つなぐ・つながるプロジェクト事業費967万円、
包括的保存管理計画推進事業費5,786万6,000
円でございます。

世界遺産でつなぐ・つながるプロジェクト事

業費につきましては、構成資産集落における市

町、住民の活動を支援し、小・中・高校のふる

さと教育や大学との連携によって、若い世代や

地域の方々の保護意識の醸成と地域の活性化を

図るというもので、潜伏キリシタン関連遺産を

次世代につないでいくための取組でございます。

また、ユネスコに提出した包括的保存管理計

画を推進するための事業費として、世界遺産委

員会決議に基づく調査事業や、構成資産保存の

ための修復工事への助成等に要する経費を計上

しており、世界遺産保有県の責務を果たしてま

いりたいと考えております。

次に、5ページをお開きください。
観光振興課関係予算の21世紀まちづくり推

進総合支援事業費1億2,267万9,000円のうち、
「長崎の宿」イノベーション創出事業、予算額

は2,000万円でございます。宿泊施設と関連事業
者との連携による積極的な県産食材の活用や体

験プログラムの充実など、施設の魅力向上によ
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る高付加価値化を図る取組に対し、支援する事

業でございます。

次に、9ページをお開きください。
同じく観光振興課関係予算のうち、観光の未

来担い手育成事業費、予算額は240万2,000円で
ございます。明確なジョブイメージをもって関

連観光産業に就職し、将来にわたって活躍でき

る人材の確保・育成を図るため、県内高校生を

対象に観光をテーマにした講座の開催やインタ

ーンシップを実施いたします。

次に、11ページをお開きください。
国際観光振興室関係予算のうち、ディスカバ

ーＮＡＧＡＳＡＫＩグローバルキャンペーン事

業費、予算額は796万8,000円でございます。イ
ンバウンドの誘客に積極的に取り組む市町とと

もに、観光素材の磨き上げや海外市場に向けた

情報発信を行い、外国人観光客の誘客を図って

まいります。

次に、12ページをお開きください。
物産ブランド推進課関係予算のうち、長崎県

産品輸出拡大プロモーション事業費、予算額は

1,005万6,000円でございます。県産品のブラン
ド化と販路拡大を図るため、関係各課・団体・

民間企業と連携し、海外における総合フェアの

開催やインターネット上で商品を販売するＥＣ

サイトでのプロモーション等により、県産品を

初めとした本県の魅力を総合的に発信してまい

ります。

最後に、15ページをお開きください。
国際課関係事業のうち、多文化共生推進事業

費、予算額は1,095万5,000円でございます。国
において策定された「外国人材の受入れ・共生

のための総合的対応策」を踏まえ、在留外国人

が生活や就労等の適切な情報に速やかに到達で

きるように、多言語によるワンストップの総合

相談窓口を整備し、外国人が地域において安心

して安全に生活できる共生社会を推進してまい

ります。

以上をもちまして、第1号議案のうち関係部
分の補足説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますよう、お願いいたし

ます。

【大場分科会長】 次に、提出のあった「政策等

決定過程の透明性等の確保などに関する資料」、

政策的新規事業について、説明を求めます。

【本多文化振興課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本分科会に提

出しております資料につきまして、ご説明をい

たします。

資料は、表紙に「危機管理監・総務部・企画

振興部・文化観光国際部」と記載があるもので

ございます。

まず、1ページをお開きいただきたいと思い
ます。

この資料につきましては、決議第5の3に基づ
きまして、政策的新規事業に係る平成31年度予
算要求の内容について、査定結果を提出するも

ので、文化観光国際部の事業につきましては、

1ページの下から3行目から2ページまでの10事
業について、その計上状況について記載してお

ります。

要求額と計上額に差が出ておりますけれども、

これは予算編成過程において、事業内容等の精

査により減額されたものや、別事業で対応する

ことによる減額でございます。

事業概要につきましては、先ほどの補足説明

のとおりでございます。

  以上でございます。
よろしくご審議を賜りますようお願いいたし
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ます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

【宮本委員】それでは、予算議案について質問

いたします。

冒頭、部長説明資料にありました第1号議案
の中から、3ページになります。芸術文化振興
費約4,600万円についてですけれども、いただき
ました横長の資料では13ページです。一番下の
欄の芸術文化振興費の予算計上が4,600万円で、
前年度と比べるとマイナス120万円という形に
なっております。この長崎しまの芸術祭、右の

方にいろいろ事業費を書いてありますけれども、

これはどういったところが減額になっているの

かということと、長崎しまの芸術祭について見

ますと、来年度、どういった形で予算が組まれ

ているのか、そういったことをご説明いただけ

ますでしょうか。

【本多文化振興課長】この芸術文化振興費の減

の127万9,000円につきましては、この事業の中
には、この右に掲げております複数の事業が含

まれております。その中で経費の節減とか見直

し等に伴う減がございますけれども、今、委員

がおっしゃられました長崎しまの芸術祭に係る

事業と申しますのは、しまと若者が輝く！文化

芸術による地域ブランディング事業費の中に含

まれております。これは長崎しまの芸術祭と、

あと、若者文化に着目した若者アートプロジェ

クトを合わせた事業費になります。

この事業費につきましては、今年度と同規模

の予算を確保しておりまして、平成31年度につ
きましても、引き続き、主に本年度実施しまし

た事業を継続して、さらに発展させていくとい

う形で取り組んでいこうと思っておりますので、

引き続き力を入れて取り組んでいきたいと思っ

ております。

【宮本委員】前回の委員会でもちょっと質問い

たしまして、長崎しまの芸術祭は非常に大事な

事業だと思っています。特に、長崎は離島が多

いということもありまして。ですので、同規模

ということで平成31年度も引き続きというこ
とで確認をさせていただきましたので、また力

を入れて取り組んでいただければと思います。

ちなみに、長崎しまの芸術祭の効果といいま

すか、集客といいますか、そのようなものの分

析が今できていれば教えていただけますか。

【本多文化振興課長】長崎しまの芸術祭につき

ましては、今年度、6市町で9つの事業を実施し
ております。その事業におきます出演者と入場

者を合わせた参加者数といたしましては、長崎

しまの芸術祭で申しますと5,300人程度です。そ
れと、先ほど申し上げた若者アートプロジェク

トも合わせますと、全体の参加者が1万3,290人
ということで、当初、この2つの事業の成果目
標としまして、約1万人程度を考えておりまし
たので、それを上回るような参加者があったと

考えております。

特に、こういった参加者だけではなくて、今

回初めて取り組んだこととして、離島に海外の

アーティストを招聘して地域の住民と共同して

島の地域資源をテーマとした作品を制作してい

ただくという取組をしました。こういった取組

は島の魅力を表現する芸術性の高い作品が多く

生まれたということで、かなり高い評価を受け

たということでございますので、一定の成果が

あったのではないかと思っております。

【宮本委員】わかりました。目標をちょっと超

えたということで、合わせて約1万3,200名の参
加があったということですので、平成31年度も
また新しい視点を見ていただきながら取組をし
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ていただければと思いますので、お願いいたし

ます。

【宮本委員】 それと、同じ資料の7ページです
が、繰越明許費について確認の意味で。

黒島天主堂について、入札の不調によりとい

うことでありますけれども、この繰越明許費に

ついてもう少し具体的に現状、そして経過をご

説明いただけますでしょうか。

【村田世界遺産課長】この黒島天主堂の修繕工

事に伴う繰り越しでございますけれども、この

事業は、まず、一般財源と基金の財源を使いま

して、通常、文化財の補助事業は教育委員会が

所管しておりますけれども、これに上乗せして

補助を行いまして所有者の負担を軽減するとい

う事業でございます。

この入札に当たりましては、佐世保市の教育

委員会がアドバイスを行いながら、事業主体と

しては大司教区が行っております。

入札の経緯を申し上げますと、10月、11月の
2度にわたりまして制限つきの一般競争入札と
いう形で行われておりまして、参加要件を緩和

するなどしながら対応されたんですけれども、

応札がなかったということでございます。1月
に3回目の入札をされて、やっと応札があり、1
月中に契約をされたということでございます。

この応札がなかった理由といたしましては、

一つは、建物がれんが造りでありまして、それ

に対する耐震補強工事ということで技術的にも

非常に厳しいということが言われておりまして、

あと、国の文化財でございますし、世界遺産の

要素の一つでもございますので、オリジナルの

部材を使ったり技法を使ったり、そういったこ

とで技術的にも非常に難しいという状況がござ

います。

それともう1点は、全国的な人手不足という

ことも影響したのではないかということでお伺

いをしております。

ただ、今後、この工事を行いますと、見学者

に対する心配もあろうかと思いますが、安全上、

2月4日からの見学については、一旦中止という
形をとっておりますけれども、佐世保市では見

学用の足場を組んで来訪される方々にも工事の

状況をご覧いただくような取組をするというこ

とを聞いております。

工事の進捗に応じてそういった取組をされる

ということですが、これについては来年度、で

きるだけ早い時期にやっていきたいと考えてお

られると聞いております。

【宮本委員】文化財の保護について応札がなか

った理由は、やっぱり技術的に難しいれんが造

りであるということ、国の文化財であるという

ことが理由に挙げられ、また、人員の確保も難

しいといういろいろな理由があわさったという

こともわかりました。

文化財の保護については、非常に厳しいこと

があるんだなということが明らかになりました

けれども、これに関連して、そのほか世界遺産

の中で耐震工事が必要なもの、ほかのキリシタ

ン関連遺産について修復が必要な施設があるの

かどうか、それも併せて確認いたします。

【村田世界遺産課長】世界遺産の構成資産の中

にあります文化財の教会等については、いずれ

も100年以上経過しているものばかりでござい
ますので、一定の時期が来ましたら修復作業が

必要になると思います。この経費については莫

大な経費がかかりますので、大司教区の方も計

画的な補修を考えておられますが、今のところ、

すぐすぐにそういった補修を考えておられず、

少し長期的なスパンで考えておられるというこ

とでございます。
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【宮本委員】わかりました。黒島天主堂につき

ましては、足場を組んで、その現場を見ていた

だくというようなものを市がとっているという

ことなので、滅多に見られない修復の現場を見

ていただくという、逆手にとってされているの

で、危険を回避して見学の皆様が見ていただく

ような取組も経過を見ていただければと思いま

す。

ちなみに、これはいつ終了予定になりますで

しょうか、最後に確認させてください。

【村田世界遺産課長】この事業は、もともとの

予定としましては、平成30年度から、平成で言
いますと平成32年度までというようなことで3
年間の事業になっておりまして、今年度は足場

を組むとか、そういった工事の準備段階の作業

が中心となっておりまして、来年度から本格化

していく事業となっております。3年目につい
ては、内部とか窓枠とか、そういったところま

できちんと補修をしていくということでござい

ます。

【宮本委員】 わかりました。3年間、なかなか
工期的にもかかるところでありますけれども、

できるだけ前倒しできるように促していただけ

ればと思います。

それと、分科会の補足説明資料の中から、ち

ょっと確認をさせてください。

補足説明資料の3ページになります。これも
同じく世界遺産課ですけれども、世界遺産につ

なぐ・つながるプロジェクト事業費として約

960万円の計上があります。これは部長説明資
料の中でも若干出てきたところでもあり、そし

てまた、議案説明資料の中でも出てくるところ

なので、県としても非常に力を入れているんだ

なということがわかります。

先ほどちょっと説明がありましたけど、これ

を見てみますと、保護意識の醸成であったり、

文言的に難しいかなと思いますが、もうちょっ

とわかりやすく、この世界遺産でつなぐ・つな

がるプロジェクト事業についてご説明をいただ

けますでしょうか。

【村田世界遺産課長】潜伏キリシタン関連遺産

につきましては、資産の多くが人口減少とか、

あるいは高齢化が急速に進むような地域にござ

いまして、登録を契機に地域の活性化も含めて

結びつけていくこと。また、そういったことを

通して、しっかりとこの遺産を守り、継承して

いくということを我々の責務として考えている

ところでございます。

そうした中で、こういったことを進めていく

には、やはり地域の方々や若い世代の方々の力

というのは必ず必要になってくるものと考えて

おりまして、この事業を計上させていただいて

いるということでございます。

この事業の中では、まず、県教委や市町と連

携いたしまして、世界遺産を通したふるさとへ

の愛着、それから誇りを形成するというふうな

目的で小中高校生のふるさと教育に、これまで

以上に取り組んでいくということが1点。そし
て、大学生の皆さんのお力をおかりするという

ことで、大学生と地域の方々が共同して地域課

題の抽出、あるいは解決策の検討を行うという

ことで、実際に地域に入っていただくフィール

ドワークという形式で取り組んでいくことを考

えております。

さらに、地元向けの勉強会でありますとか、

構成資産関連で地域間交流をしていただくよう

な機会を設けるとか、あるいは地域で頑張って

おられる地域活性化グループの皆様に支援を行

う、そういうことを考えておりまして、地域の

皆さんに保護意識を醸成していただいてしっか

りと次世代に向けて継承していくような機運を

盛り上げていくということを考えているところ
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でございます。

【宮本委員】簡単に言うならば、外に向けてで

はなくて、長崎県内、市町であったりとか地域

住民の活動を強化していくという形、それがつ

なぐ・つながるということになろうかという説

明でしたね。

県内の小中高におけるふるさと教育にさらに

取り組んでいくということでありますけど、こ

れは今想定されているのは全てですか、県内の

小中高全てにおいてということならば結構な数

になるかと思うんですが、どこかモデルで考え

ていらっしゃったりということはありますか。

【村田世界遺産課長】実は、小学校につきまし

ては、今年度、長崎大学教育学部の附属小学校

のご協力をいただきまして、世界遺産の授業を

社会科の授業の中で全体で13時限行っていた
だいております。その様子をビデオで録画いた

しました。それと、その授業を通して児童向け

の補助教材、これは当然、長崎市版になるわけ

ですが、そういったものを作成しております。

こうした教材をもとに、まずは各関係市町に

事業として取り扱っていただくように働きかけ

をしていくということが、まず大きくあります。

それから、中学生向けについては、既に補助

教材がございまして、その中に世界遺産の項目

もございます。その内容を少しリニューアルし

て、わかりやすくさせていただいたということ

で、これについてはこれまでの補助教材でしっ

かり学んでいただくということを考えておりま

す。

高校生については、ふるさと教育事業を教育

委員会でやっておられまして、その中で世界遺

産のことを取り組んでいただいて、私ども知事

部局も一緒になってやっていくということを考

えております。

【宮本委員】保護意識の醸成ということで、モ

デル校として小中高それぞれにやっていらっし

ゃということですが、構成資産間の交流促進と

いう形でもあります。これは実際に現場に行っ

てどうのこうのじゃなくて、今の話を聞きます

ならば、座学で保護意識を醸成という形ですか。

実際に現場に行って、すばらしいな、こういっ

たものがあるんだと、そういったものではない

という認識でよかったでしょうか。あくまで教

材をもとに学ぶというような取組なんですかね、

確認させてください。

【村田世界遺産課長】基本は、委員のご指摘の

とおりだと思います。先ほどご紹介いたしまし

た長崎大学の附属小学校の場合は、13時限の中
で外海の現地に行かれまして、現地の教会守の

方でありますとか、それに携わっている方々の

お話をお伺いするというようなこともなさって

おります。

そういったことも含めて働きかけというのを

やっていきたいと思っております。

【宮本委員】ちなみに、これは来年度はモデル

校を拡大するような予定は、今のところ、あり

ますでしょうか。

【村田世界遺産課長】来年度からの事業でござ

いますので、小学校でいえば今年度の長崎大学

附属小学校の成果を皆さんにご紹介して、でき

るだけ多くの学校に取り扱っていただくように

お願いをするということで考えております。

【宮本委員】わかりました。小中高においては、

ふるさと教育、そしてまた、大学においてはフ

ィールドワークということで分けていらっしゃ

るんでしょうけれども、広い範囲でと申します

か、行動が伴うようなものが小中高にあっても

いいんじゃないかと思います。また、県北、県

南ありますので、また、離島もありますから、

そういったところにもしっかり波及できるよう

な仕組みづくりを来年度また構築していただけ
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ればと思います。地元の方々と活動を共にして

いくということからするならば非常に大事な事

業であろうと思います。それをしっかりと来た

方々に還元し、波及できるならば、つなぐ・つ

ながるということが明確になってくるんじゃな

いかなと思います。

今の中では、なんかぼやけた感があるもので

すから、もうちょっと計画と申しますか、小中

高、そして大学と分けて行動を伴うような形の

教材といいますか、内容も盛り込んでいただけ

ればと思いますので、ご検討いただければと思

いますので、お願いいたします。

最後に1点だけ。同じ補足説明資料の11ペー
ジになりますが、国際観光振興室、ディスカバ

ーＮＡＧＡＳＡＫＩグローバルキャンペーン事

業費ということでありますが、この中に、「長

崎を旅行先と認知していない海外」とあります

が、これは具体的にターゲットとしていらっし

ゃるところがあるんですか、その辺の確認をさ

せてください。

【土井口国際観光振興室長】ディカバーＮＡＧ

ＡＳＡＫＩグローバルキャンペーン事業費の中

のお尋ねでございますが、認知していないとい

うよりも、長崎という地名は、比較的全世界で

も知られておりまして、そういった意味では認

知度はあるんですが、ただ、観光地としての認

知を我々は重視をしたいと思っております。観

光地の中にいろんな観光施設、例えば、施設の

みならず体験とか、そういったものがまだ認知

されていないので、そういったものを認知して

いだくため、いろんな形でＪＮＴＯ等と連携い

たしまして発掘をしていく、そういった考えで

今回事業に臨む次第でございます。

【大場分科会長】そこで対象としている国とか

あったら具体的に。続けてどうぞ。

【土井口国際観光振興室長】まずは、国際航空

路線が就航いたしております地区、特に、この

1月19から香港線も就航いたしましたので、そ
こら辺を中心に対象を絞っていきたいと考えて

いるところでございます。

【宮本委員】香港だけですか。いまいち難しい

なという気がしていて、要は、わかりやすく言

えば新規開拓先を見つけるような事業という形

ですか、再度説明ください。

【土井口国際観光振興室長】改めてこの事業に

ついてご説明をさせていただきます。

昨今、旅行形態が団体から個人へと移行して

おります。ＪＮＴＯの調べによりますと、平成

29年で団体と個人の割合は2対8、8割が個人と
いうことです。旅行を計画中の消費者の皆様に

しっかりした情報をお届けするということを主

眼に置いております。

具体的には、まずＪＮＴＯ等と海外における

市場調査、訪日に何を求めているかとか、そう

いったニーズを現地で把握いたします。その後、

県内の市町、民間団体と連携いたしまして、そ

のニーズがどういったところにあるのか。例え

ば、雲仙のこういったところは、このニーズに

合うよということであれば、そういったニーズ

をしっかり発掘して磨き上げを行っていく。そ

して、ファムツアーといいますか、モニターツ

アーで現地の方に来ていただいて、本当にその

素材が、その国に合うかどうか検証を行う。検

証を行った結果、多くの訪日客が参照しており

ます、例えばＪＮＴＯのサイトとかは旅行に行

かれる前に多く利用されていますので、そうい

ったものを活用いたしましてしっかり情報発信

をしていくといった流れの事業でございます。

【宮本委員】わかりました。情報提供をするこ

とと、ここにも書いてありますように、市場調

査、情報発信ということですね。日本政府観光

局と連携していくと。
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この中ではどんなですか、ビッグデータの活

用とかいうのは考えられていたりするんでしょ

うか。そういったものを利用すれば、さらに情

報収集が可能かな、莫大な情報収集が可能かな

と思うんですが、そういったところについては

どうなんでしょうか。確認させてください。

【土井口国際観光振興室長】まずは現地調査の

データということで、現地のＪＮＴＯ等と連携

した調査を主眼に考えておりますが、観光振興

課の方でビッグデータ等も現在担当いたしてお

りますので、観光振興課と国際観光振興室は一

心同体でございますので、連携を図りながら、

活用できるものについては活用してまいりたい

と考えているところでございます。

【宮本委員】名のとおり、ディスカバーＮＡＧ

ＡＳＡＫＩグローバルキャンペーンですから、

いろんな媒体を活用して、駆使して、滞在型観

光がもっともっと増やせるように、来年度に向

けてしっかりと取り組んでいただければと思い

ます。またいろんな情報がわかれば教えていた

だければと思います。

【大場分科会長】 ほかにありませんか。

【吉村(洋)委員】 何点か質問させていただきた
いと思います。

まず、「予算決算委員会総務分科会議案説明

資料」から7ページの歳出予算の減額の主なも
のというところですね。ここで大きく3つ、減
額があるんですが、まず、「長崎は、美味しい。」

食のＰＲ事業費884万5,000円の減と、これがど
うしてこのようになったのか。当初予算ではど

れぐらい組まれて、この「長崎は、美味しい。」

食のＰＲ事業をやられたのか。全体予算は、農

水産物販売促進対策事業費で5,800万円組んで
あるんですが、そのうちの880万円という結構
大きな割合、そして、国の補助金も680万円、
それで減っているわけですね。「国の有効な財

源を活用しつつ、事業展開をしていくんだ」と

いつもおっしゃっておられるわけですが、結果、

このような形になったということについての理

由をまずお聞かせいただきたいと思います。

【宮本物産ブランド推進課長】「長崎は、美味

しい。」食のＰＲ事業の減額の理由でございま

すけれども、この事業の中には大きく4つの委
託事業がございまして、基本的には入札の減と

いうことで、落札率が基本的に大体80％ぐらい
が平均になっておりますので、そちらの方の事

業でございます。

当初予算につきましては5,842万5,000円、2
月補正後の最終的な数字といたしましては

4,959万円ということで、入札減ということでご
ざいます。

【吉村(洋)委員】 これは、昔、宅島委員も長崎
の食材を使ってＰＲしたら効果があるんじゃな

いのかということで、「頑張ります」と。あの

時は農林水産部長の答弁だったかと思いますけ

れども、そこは農林水産と観光とタッグを組ん

でやらなければならないのに、今、落札率が8
割でしたということで、8割で済んだ、よかっ
たということで済ませるのか。その2割が残れ
ば、それも活用して、もう少し広げるという考

え方がなかったのか、そこら辺についてはいか

がですか。

【宮本物産ブランド推進課長】ブランド化の事

業につきましては、「長崎は美味しい・食のＰ

Ｒ事業」に関して、いろいろ事業を行っている

中で各課が連携して行っている事業でございま

す。物産ブランド推進課が最終的に、総合的に

発信する事業がこちらでございます。農林部、

水産部、各事業部はブランド化の事業をさまざ

ま持っており、基本的に入札で落ちた費用につ

きましては、使っていないという状況でござい

ます。
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【吉村(洋)委員】 事業としては、各部局が連携
して、それぞれに事業があって、そしたら、そ

ういうのをまとめて、私たちでは、ちょっとそ

の所管を超えるのでということもあるかもしれ

ませんが、統括監もできました、横串を刺すん

だということであれば、我々にもわかりやすい

そういう資料をつくってもらえば助かるなと思

うんですけど、これだけ見ると、そこが見えて

こない。農林部、水産部では、こういう事業を

やっている、あと産業労働部でこういうことも

やるとか、企画振興部でこういうことをやると

か、いろいろあるかもしれません。そこら辺を

トータルしたイメージができるような資料を、

せっかく文化観光国際部ですから、ここがひと

つ音頭をとって長崎の観光という切り口でやっ

ていただければと思うわけです。

そういう意味からも、「予算決算委員会総務

分科会補足説明資料」の8ページに、新事業と
して県民おすすめグルメ店情報発信事業費が、

額は150万円ぐらいでさみしいなと思うところ
もあるんですが、事業の中身を見て、いわゆる

前の事業とは違って角度を変えて発信をしてい

くんだということだろうと思いますが、この

150万円でどのような発信をしていこうと考え
られておるのか、お尋ねをいたします。

【佐古観光振興課長】 補足説明資料の8ページ、
県民おすすめグルメ店情報発信事業費でござい

ますが、これは2年ほど前に観光連盟の方で県
民の方に観光客におすすめしたい飲食店を投票

していただいて、約100店舗程度を選びました。
これにつきまして冊子を作成しまして、宿泊施

設ですとか、いろんな関係先に配布して観光客

の方にご覧いただいているというのがこれまで

の事業です。

新たに平成31年度に実施しますのが、以前つ
くりましたグルメセレクションの選ばれた店舗

の中には大手といいますか、全国チェーン的な

ものも含まれておりましたので、そこがどうか

という反省にも立って、新年度については、例

えば、ホテルのスタッフの方であるとか観光タ

クシーのドライバーの方であるとか、普段、観

光客の方に接していて、かつ観光客の方に、ど

こがいい店みたいなことを紹介している方に選

択していただいて、おすすめのグルメ店を選定

して、またこれも冊子に作成して発信していく

予定でございます。

【吉村(洋)委員】 事業内容を見れば、県内で約
100店舗選出して、投票をしてとか、3年に1度
やるとか、ウェブや、冊子を3万部つくるとか、
そういう情報の発信の仕方ということで、角度

を変えてやろうとしておられるんでしょうけど、

片や、最終補正では「長崎は、美味しい。」食

のＰＲ事業と、「美味しい」はグルメでしょう、

私たちはそう考えるんです。グルメで共通する

んだろうと。そこにいわゆる長崎の食を発信す

るという切り口からいくと、連続性があるんだ

と思うわけです。毎年毎年、ぽつんぽつんと事

業をやっても、それはそこだけでもう終わって

しまうわけですね。連続させることによって効

果を引き出していくという作業をしなければな

らないんだろうと思うわけですが、そういう面

について、1年1年というんじゃなくて、新たに
こういうことをしよう、新たにこういうことを

しようということは、わからんことはないです

が、そこにある程度の連続性を持たせて事業を

展開してほしいということをお願いしておきた

いと思います。

次に、減額のところからつないでいこうと思

うんですが、しま旅滞在促進事業費8,146万円の
減、これがどうしてこのように減額になったの

かというところをまずお知らせいただきたいと

思います。



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月６日）

- 38 -

【佐古観光振興課長】しま旅滞在促進事業につ

きましては、平成29年度から国の交付金を活用
して取り組んでおります。

今回の減額につきましては、当初、県から国

に対して要望した額が、そのまま認められずに、

若干減額をされて交付決定を受けたということ

に伴う減を今回の補正でお願いしているもので

ございます。

減額の理由としては、平成29年度の実際の事
業の実績が、なかなか目標に近いところまでい

ってなかったということが見えていたものです

から、国の方から実績並みに応じて減額をする

ようにということであったものです。

【吉村(洋)委員】 今のは、ただ国から言われた
ことをトレースしただけですね。なんで実績が

出なかったかというところは、その原因を究明

されているのかということです。そこをお願い

します。

【佐古観光振興課長】 平成30年度の関連事業
の取組としましては、一つは、しま旅商品とい

う、どちらかというと団体ツアー型の商品、も

う一つが企画乗船券ということで主に個人向け

の商品を平成30年度から取り組んでおります。
団体型の商品につきましては、前年度と比べま

すと1.7倍程度増えておりますので、一定順調に
推移していると思っておりますけれども、一部、

新聞報道でもありましたけれども、企画乗船券

の方が事業構築に少し時間を要して、販売開始

が実質的には11月から2月までということで販
売が非常に低調に推移いたしましたので、その

あたりも要因かと思っております。

【吉村(洋)委員】 そこですよね、うまく販売で
きなかったというところが課題なんですよね。

それを販売しなければならかったんですが、で

きなかった。なぜできなかったかというところ

まで今度は聞かなければいけないようになるわ

けですけれども、やっぱり買う側としては、お

得感がなかなか少ないんじゃなかろうかと思う

わけですね。船賃自体、運賃自体が安くなると

いうのであればお得感が目の前に見えてわかり

やすいんですが、プラス体験がついて、その体

験が、これだけの費用がかかるんですが、それ

がかからないで済むんですよ、プラス500円ぐ
らいで済むんですよ、運賃自体は変わらないん

ですよという、全体をまるっと考えてやると、

これだけ割引になっておりますということだけ

ど、受ける側からすると、運賃と体験を別々に

考えてしまうので、そこがお得感が出てこない。

そこを何か工夫していかないと、今後も難しい

んじゃないかと。

これが減額のところでは、しまたび滞在促進

事業費が8,100万円の減額ですね。ほかに、しま
旅グレードアップ事業が8,000万円の減額、2つ
合わせて1億6,000万円ですよ。それで国の支出
金が1億500万円の減額、一般財源も3億円減額
するわけですね、結果的に。これが今度の新年

度予算については、いわゆるまだ決算ではない

ですけど、今、この減額補正をした段階から比

較すると新年度の予算はプラス1.1億円ぐらい
になるわけですね。また大きく取り組もうとい

う意識がそこに見えてくるわけですよ。

それで、国の補助金を2億7,000万円、一般財
源は1億1,000万円で抑えて、同じような事業を
やるしま旅滞在促進事業費が約2億円、それか
ら、しま旅グレードアップ事業が2億3,300万円
という企画をやっておられる。

ここはどういう形に変えていって、いわゆる

これはチケットを販売しなければいけないわけ

ですね。ですから、その形をどのように変えて

結果につないでいこうとされているのかお尋ね

したいと思います。

【佐古観光振興課長】まず、しま旅滞在促進事
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業費で申し上げますと、一番大きい今年度との

違いは、企画乗船券で申し上げると、昨年度は

9月以降の販売ということで内閣府から条件づ
けられておりましたけれども、新年度につきま

しては4月から販売できる状況になっておりま
す。ですから、夏場の大きな需要を取り込める

ということになります。

それからもう一つは、団体型のしま旅商品で

すけれども、こちらにつきましては離島・半島

地域振興特別委員会でもご意見をいただきまし

て、修学旅行についても一定の要件のもとに対

象にしていきたいと考えております。

そういった幾つかの大きなもので事業費とし

てはこれだけのものを計上しているところでご

ざいます。送客目標ですとか、そういうところ

は余り過大にならない、一定確度の高い計算を

して出しております。

また、新年度に向けては、先般も市町の皆さ

ん、あるいは航路事業者の皆さんとも話をして、

どうやって具体的に販売を拡大していくかとい

うご相談をしておりますので、そういった内容

も反映させながら、より多くの方にご利用いた

だきたいと思っております。

【吉村(洋)委員】 もう少し具体的な話を聞きた
いんですけど、販売につながる、当然、市町、

現場とのすり合わせ、調査検討というのも必要

でしょうけど、それもせんといかんことでもあ

りますし、やっぱり現場の声が一番でしょうか

ら、いわゆる離島の方々はどういう形がいいの

かということもあるでしょうし、この1年をふ
り返って、ここがだめなんだなというところが

出てくると思うので、そこをどう改善できるの

かというところも考えながら取組を進めて、や

はりこの効果が上がるように。これは最終的に

は長崎を訪れる人に満足していただいて、それ

がリピートにつながって、よって観光県長崎と

いう名前が、全国、世界に知れ渡るようなとこ

ろにつなげていくというのが最終的な目標だろ

うと思います。おまけにそれで県民所得が上が

っていけばというところまで目標設定はどうで

も大きくできるわけですから、そういう意味で

頑張っていただきたい。

もう一つ、クルーズ船でお聞きしておきたい

と思います。

総務分科会説明資料の17ページに観光客誘
致対策事業費があります。先ほど宮本委員から、

ディスカバーＮＡＧＡＳＡＫＩグローバルキャ

ンペーン事業ということで、長崎県を旅行先と

して認知していない海外の一般消費者をターゲ

ットにすると。認知されてない方々というのは、

世界中にまだごまんとおられると思いますよ、

ほんの一部が認識しているだけで。だから、そ

れを広げるということは当然に必要なんですが、

これまで来られた方々については、当然認知し

ておるということになるわけですね。ですから、

その人たちが長崎をどう思っているのかとか、

また来ようと思っているのかというのは当然調

査をされていかないといかんと思います。

そうやって来る時にクルーズ船というのが、

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の４ページの7番で国内外クルーズ客船の
積極的な誘致等に要する経費として観光客誘致

対策事業費2億262万円を組んであるわけです
ね。

こういうことがあるんですが、「ながさき経

済」という冊子があるじゃないですか、何とか

経済研究所が出している。あの費用はどこから

出よっとかなと思うんですけどね、時々。その

中にたまたまクルーズの記事が載っておりまし

た。読まれましたか。まず、読んだか聞こうか。

観光振興課長、あれ、読みましたか。

【土井口国際観光振興室長】申し訳ございませ
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ん。まだ読んでおりません。

【吉村(洋)委員】 読んでね。私も毎月読みよる
わけじゃないんですが、表紙に大項目というか、

特集記事のことが幾つか書いてあって、そのペ

ージだけをつまんで読んだり。クルーズ船のこ

とが書いてあって、平成31年度からクルーズ船
が激減するという記事だったんです。なぜかと

いう理由も書いてあるんですよ。上海発、中国

発のクルーズが全部撤退すると。だから、これ

を少し把握しとって対応していかんと大変にな

るんじゃなかろうかなと。特に大型船、中国船

籍ではないクルーズ船、松が枝にもよくとまっ

ているじゃないですか、「ノルウェージャンジ

ョイ」とか「コスタ・セレーナ」、14～15万人、
6～7万人という外国船籍の大型船です。これが
ヨーロッパ、アメリカ、アラスカ、オーストラ

リア、そこら辺に行くそうですよ。私もその記

事を読んだ受け売りで今質問しております。こ

れは大変やねと。

なぜそうなるかというと、豪華大型クルーズ

船の採算が合わない。一番小さな「チャイニー

ズ・タイシャン」が4万人でしたか、もっと小
さかったかな、1万4,000人ですか。一番小さな
クルーズ船は中国船籍で、この3泊4日か4泊5日
かの旅費が4～5万円だそうです。その時に、例
えば「ノルウェージャンジョイ」だったら10万
円、約3倍から4倍というのが標準的な、一番安
いクラスだろうと思いますけれども。大型船が

「チャイニーズ・タイシャン」クラスに価格だ

け下げないと集まらないというふうになってき

て、それで出港すれば赤字、しなくても赤字と

いうところで、この頃、船の赤字に敏感なもの

ですからね。そういうことで2年から3年、撤退
するそうですよ。その記事を後で読んどってく

ださい。

それで、撤退したまま全然いなくなるかとい

ったら、そうじゃないそうです。今度はヨーロ

ッパ系のクルーズ会社というのは、中国発とか、

そういうのに合わせた4～5万トンクラスの客
船を建造して、それをもってくると。それで東

南アジアクルーズをやっていくというようなこ

とが書いてありました。

それでちょっと胸をなでおろすところもある

んですが、この2～3年が非常に厳しいというこ
とで、このクルーズ船の誘客とか誘致というこ

とについては、そういうことを踏まえていろん

な工夫が要るんだろうと思いますが、そこら辺

を把握されて、どのように対応していこうと思

われているのか、お尋ねいたします。

【土井口国際観光振興室長】クルーズ船の今後

の見通しについてでございます。

確かに、中国発着のクルーズに関しましては、

今後の見通しとしては、これは国の見解でござ

いますが、中国マーケットは、いわゆる調整局

面に入ったと考えられるという見解でございま

す。2019年も引き続き調整局面が継続するだろ
うということで考えられております。

ただ、委員ご指摘のとおり、船会社は2020年
に向けて再び中国マーケットへ配船の増加を表

明していることも事実でございます。県といた

しましても、同じような情報は入手している次

第でございます。

今後、中国市場は、私たちが見ますと、長期

的に伸びていくものと見込んでおります。ただ、

国際情勢等含めまして中国発着クルーズの需要

の動向については、今後とも当然注視していく

べきものだと思っていますし、県内各港の実情

に応じて誘致活動というものも今後新たに展開

していく必要があろうかと考えているところで

ございます。

【吉村(洋)委員】 私は、何とか経済の本で知っ
たんですけど、国の情報でちゃんと知っておっ
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たということで安心しました。そうだろうと思

いますけどね。そういうことを頭に入れながら

やっていかんといかんのだろうと思いますので、

よろしくお願いします。

そしたら、具体的な中身で「国内外クルーズ

客船の積極的な誘致等に要する経費」というこ

とで組んであるわけですが、この中身としては

具体的にどういうようなことを平成31年度は
取組むようにされているのか、お聞きいたした

いと思います。

【土井口国際観光振興室長】大型クルーズ船の

プロジェクト推進事業費についてでございます

が、県内各港、国内外クルーズの客船の積極的

な誘致活動に今後努めていくつもりでございま

す。経済的な効果を高めるための寄港地ツアー

ということで、県内の周遊を、長崎港であれば

長崎港だけじゃなくて、これまでも申し上げて

まいりましたけれども、広域的に広げていくよ

うな誘致活動、佐世保港であれば佐世保港だけ

じゃなくて、佐世保港から県北全体に広がるよ

うな活動を船会社等にも働きかけをしていくと

いうこと。あと、県内消費を高める意味でも、

いわゆる県産品をいかにして船に積み込んでい

ただけるか、そういったことを模索するという

こと。

クルーズ船は宿泊を伴いませんので、どうし

ても日帰りということで地元に落ちるお金が少

ないと言われておりますが、加えて宿泊を伴う

ようなツアーですね。例えば、上海から飛行機

で来ていただいて2～3泊、県内を周遊していた
だいて帰りは船で帰っていただくという、いわ

ゆるフライ・アンド・クルーズとか、あと、国

内船を中心にはなりますが、長崎から乗船して、

例えば横浜に行くツアーを働きかけていくとか、

加えて、長崎港、佐世保港だけではなく、離島

にも経済効果が及ぶように離島港への入港につ

いても働きかけをしていくと、そういった形で

今後考えているところでございます。

【吉村(洋)委員】 そういうことで取り組むとい
うことで、今、爆買いがなくなりました。モノ

消費からコト消費へ移っているんだと。だから、

しま旅では、いわゆるコト消費につながってな

いわけですね、体験型がうまくいかないという

ところがあります。でも、外国のクルーズ客は

コト消費で体験型を今後志向していくんだろう

というところが見えてきている部分があるわけ

ですね。そういうことで取組を進める、また、

中身を充実させておくことが大事だろうと思い

ます。

今、インバウンドの関係で話が進んでいるわ

けですけど、クルーズ船は来るわけで、今度は

アウトバウンドということも並行して考えてい

かんといかんのだろうと。こっちは、おもてな

し、おもてなしと言うんだけど、行って向こう

でおもてなしされるのも、こちらのおもてなし

に逆につながってくるんじゃないのということ

で、そういう反対の部分も併せて、こっちを磨

く時には、それがアウトバウンドを磨くことに

もなるようなことで考えたらいいんじゃないか

なと思います。

最後に、総務委員会提出資料ですが、4部局
の新規事業の計上状況、ディスカバーＮＡＧＡ

ＳＡＫＩグローバルキャンペーン事業、これが

2,495万円要求したのに790万円しかついてい
ないわけです。今までの話を聞いていると、本

当はここはもっとついてくれんといかんのじゃ

ないかと思うんだけど、どうしてこのように3
分の1ぐらいしかつかなかったのかということ
を最後にお聞きいたします。

【土井口国際観光振興室長】この事業は、イン

バウンドという観点に鑑みまして、我々、国際

観光振興室が中心でございましたが、二次交通
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対策とか、あと自然国立公園での対応とか、そ

ういったことも併せて最初検討していたところ

でございますが、最終的に二次交通対策、あと

自然国立公園の整備とかハード部分に係る部分

もありますが、そういった部分については継続

審議ということで、取り急ぎ今年度につきまし

ては国際観光振興室が要求した部分をつけてい

ただいたところでございます。

【吉村(洋)委員】 中身はわかりました。継続審
議というか、今後、どこら辺で、どういう役割

分担でやっていくかということだろうと思いま

すので、これもさっき物産ブランド推進課長に

も言ったように、観光という切り口でいくと、

この部局が一番と思うので、そういう各部局の

連携したところがわかるような資料づくりをや

って後もって説明していただくとわかりやすく

なってくるのかな、そこでまた私たちも理解も

するし、提案もするしということができるよう

になるのかなと思うので、そういうことも頭に

入れておっていただければと思います。よろし

くお願いします。

【大場分科会長】ほかにございますでしょうか。

【宅島委員】 議案説明資料の4ページ、観光の
プロがおすすめしたいグルメ店を選定し、観光

客の「グルメ満足度」の向上を図る取組等に関

する経費として3,451万2,000円の計上がなさ
れております。

先般、テレビニュース等でもありましたとお

り、「ミシュランガイド長崎」が今度発行され

るということで、私も大変楽しみにしているん

ですけれども、この中でミシュランガイドの経

費が入っているのか、まず確認させてください。

【大場分科会長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時１２分 休憩 ―

― 午前１１時１２分 再開 ―

【大場分科会長】 分科会を再開いたします。

【土井口国際観光振興室長】ミシュランガイド

の件でございますが、今回の予算につきまして

は、観光振興費の観光客誘致対策事業費の中の

インバウンド個人旅行誘客拡大事業費の中に含

まれております。

今回の「ミシュランガイド長崎」につきまし

ては、あくまでもこれはミシュラン独自の活動

でございまして、本への掲載、本の作成に対し

ては我々が予算を計上しているわけではなくて、

できた後、それを英語版に直しまして情報発信

をしていく、そこに我々の予算を投入していく

という形でございまして、そういう予算の構成

になっているところでございます。

先ほど言われました観光情報発信事業費の中

ではございません。予算的には約1,000万円を情
報発信の経費で計上しているところでございま

す。

【宅島委員】先般、県の負担も少しあると聞い

たので確認をさせていただきました。

観光客の皆さん方は、料理を楽しむ方たちは、

ミシュランガイドを買って旅行先を訪れるとい

うのがメインになっていますので、ミシュラン

に掲載される店が増えるといいなと期待を申し

上げたいと思います。

それと、国際定期航空路線の維持・拡大、国

際チャーター便の誘致に関する経費として2億
551万3,000円を計上されております。
先般、1月19日から就航いたしました長崎－

香港線の搭乗率はわかりますか。

【土井口国際観光振興室長】香港エクスプレス

の搭乗率の状況でございますが、1月19日から
就航いたしておりまして、2月までのトータル
の搭乗率は83.6％ということで好調です。1月が
81.3％、2月が84.8％、トータルは83.6％でござ



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月６日）

- 43 -

います。

日本人、外国人の比率につきましては、1月
しか統計が出ておりませんが、日本人が15.7％
という数字が出ております。

【宅島委員】 83.6％ということで、非常にいい
搭乗率ではないかと思います。外国人、日本人

の比率でいくと、日本人がまだまだ少ないと思

いますので、長崎県民の皆様方にもぜひ搭乗し

ていただくように、県としてもきちっとＰＲを

していただきたいと思います。

それと、今後、県が新たに就航を目指してい

る路線、目指す国があればお聞かせいただけれ

ばと思います。

【土井口国際観光振興室長】新たな国際航空路

線の就航に向けた動き、働きかけでございます

が、現在、上海とソウル、そして今回、香港に

就航したわけでございます。

私ども、インバウンドのメインのお客様、約

7割以上は、その3地区に加えて台湾からでござ
います。今後はインバウンドの誘客という観点

からも、台湾の誘致に向けてはチャーター等も

含めて積極的に取り組んでいく必要があろうか

と考えているところでございます。

【宅島委員】その言葉を聞いて大変安心してい

るところであります。長崎県に来られているお

客様は、台湾のお客さんが一番多いんですよね。

ぜひ台湾路線を再重点航空路として取り組んで

いただきたいと思います。

それと、物産ブランド推進課が所管されてい

るアンテナショップ「日本橋 長崎館」ですね。

この状況についても去年の委員会で設置場所等

の問題を私は指摘させていただいたんですけれ

ども、その後、どういうふうに変化をされたの

か、お聞かせいただきたいと思います。

【宮本物産ブランド推進課長】長崎県のアンテ

ナショップ「日本橋 長崎館」の今の運営状況で

ございますが、先般の議会で来館者数の目標値

の修正をさせていただきまして、1月末現在で
46万7,000人ということで、昨年度同期比の
136.5％で推移しております。それで58万人に
向けて3月1日から30年の記念イベントを打っ
ておりまして、それに向けて全員で頑張ってい

る状況でございます。

それと販売状況につきましては、目標値の設

定には挙げてないんですけれども、事業者が目

標として持っております2億2,000万円という
数字は達成するような状況でございます。実績

といたしましては、対前年比144.9％ということ
で、概ね順調に推移している状況でございます。

【宅島委員】わかりました。運営者が代わって

効果があらわれたのか、それと物産ブランド推

進課との連携がよくて上がってきていると思い

ますけれども、ぜひ長崎のブランドの推進にも

っと力を入れていただきたいと思います。

それと、部署がちょっと違うんですけれども、

埼玉県に出されている物産館と申しますか、そ

こと物産ブランド推進課が連携をとってぜひや

っていただきたいと思います。部署が違うから

知らないじゃなくて、お互い連携をとりながら、

「日本橋 長崎館」も埼玉もきちっと取り組んで

いただきたいと思います。

部長、横串を通してぜひやっていただきたい

と思いますが、いかがですか。

【中﨑文化観光国際部長】同じ首都圏に長崎の

魅力を発信するというアンテナショップができ

ておるわけですから、そこはぜひ連携して相乗

効果を出していきたいと思っております。

現在、周遊キャンペーンということで、それ

ぞれの店舗で3,000以上買うことができれば県
産品のプレゼントをするというキャンペーンを
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やっております。そして、お互いの店でそれぞ

れのお店を紹介するということもやっておりま

すので、今後、より連結して取組を進めてまい

りたいと思っております。

【宅島委員】 ありがとうございました。

世界遺産の件につきましても、登録をされて、

それぞれ構成資産のところにお客様が増えてい

るというふうにお聞きをしておりますけれども、

目標値みたいなものがあるのかどうか、課長に

お聞きいたします。

【佐古観光振興課長】現時点で県としてどこま

で拡大するという目標値は定めてはいません。

【宅島委員】わかりました。目標値がないとい

うのも、例えば、会社だったら必ず目標を持っ

て進んでいこうということでやるんでしょうけ

れども、行政はそこまで持たれてないというこ

とのあらわれだと思うんですけど、やはり何ご

ともきちっと目標数値を立てて、絶対ここを達

成するんだという意識を持って取り組んでいた

だきたいと思います。

特に、長崎県内の県内総生産は約4兆円です
けれども、70％、2兆8,000億円程度が第3次産
業における生産額なので、ここを伸ばしていく

ことは農林水産業を引っ張る要因となりますの

で、改めてそういった意味も込めて最後に部長

の見解を求めて終わりたいと思います。よろし

くお願いします。

【中﨑文化観光国際部長】今、委員ご指摘のと

おり、観光業を活性化するということが県の県

民所得、あるいは人口減少対策に貢献できるも

のと思っております。特に、今回、ご審議をお

願いしている予算につきましては、観光客を呼

び込むことも大事ですけれども、やはり来てい

ただいたお客さんに、いかに地域にお金を落と

してもらうか。そういったことで、先ほど、食

を含めた付加価値の向上であるとか、あるいは

人材育成ということで産業成長に欠かせないよ

うな課題に向けて、職員一丸となって取り組む

ような予算を今回計上しておる意気込みでござ

いますので、よろしくご審議を賜りたいと思っ

ております。

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【吉村(庄)副会長】 答弁を聞いておりまして、

ちょっと私は不満です。

一つは、先ほどの「ながさき経済」を読んで

いらっしゃらないという話もあったんですけれ

ども、幹部の皆さん方の中には読んでいる方も

いらっしゃると思うけどね。ここら辺のことに

ついて文化観光国際部を否定するわけじゃない

けど、一人を決めて言うわけじゃないですけれ

ども、この種の資料なんていうのは、少なくと

も皆さん方は読んでおっていただかんといかん

と思うんですよ。佐世保にも出ているんですよ。

これは十八銀行関係の経済研究所が出している

のを私たちも毎月もらっております。親和銀行

関係の経済研究所が地域を中心にした経済動向

について、予想するのがどこまで正確かどうか

という問題はあるけれども、いろんな情報を持

っていますから、そんなのはちゃんと見とって

もらわにゃいかんと私は思います。

それから、宅島委員の答弁で目標は設定して

いないと。それについて部長が一定の見解を示

されましたね。それはそれで構いませんよ。目

標を設定していないなら、いない理由があるわ

けじゃないですか、あるいはできなかった理由

とか、「しておりませんよ」というつっけんど

んな答弁というのは議会に対して失礼ですよ。

「設けているか」と聞かれて「設けてない」と。

それは質問に対する答えにはなっているけれど

も、そこにはちゃんとした理由が、あるいはで
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きなかったとか、中身がそういうものじゃない

とか、いろんな事由があるわけですから、丁寧

に答弁をしてください。

私は、当初予算のことについて質問するんで

すが、その前段は後でもちょっと申し上げます

が、今、部長がおっしゃったことも関連するか

ら、一般的な業務運営というか、観光振興につ

いて意見がありますから申し上げますが、今の

ところ、予算ですから。

あなたたちの補足説明資料の5ページ、21世
紀まちづくり推進総合支援事業を使った観光基

盤整備事業費1億2,267万9,000円ということで、
単独補助、地方創生の補助がある、こういう中

で目的が書いてあります。これは私も了としま

す。

それで、1番の中で下の方、これは新規事業
ということで書いてなくて、先ほどの部長の話

の中にありました付加価値云々でどうだとか、

人材育成だとか、下の方にも人材育成というこ

とが書いてある。

そこで、「長崎の宿」イノベーション創出事

業、付加価値を図る取組、「宿泊施設が関連事

業者と連携し魅力向上による高付加価値化を図

る取組に支援」と書いてある。わからんですね、

目標とか、大きな意味での基本的な考え方はわ

かるんですけれど。そして、上限はソフト・ハ

ードで2,000万円。補助対象として市町。括弧書
きが市町なのか、宿泊事業者及びその関連事業

者なのか、どっちかよくわからんようにしてあ

ります。下は、市町、市町としてあるんですけ

ど。

そこでお尋ねしますが、魅力向上による高付

加価値化を図る取組に支援をするということで

すが、対象が事業者、関連事業者に及ぶと括弧

書きしてありますから当然だと思いますが、具

体的にどういう取組が想定され、それに対して

こういう事業としてやっていくんだと、10分の
5の補助でやっていくんだと、こういうことで
すか。どういうものがあるかということが全然

わからないので、具体的に想定されるもの、あ

るいは予定されているものを教えていただきた

い。

【佐古観光振興課長】この事業におきましては、

補助の対象というのは市町という書き方で、括

弧書きで事業者を入れておりますけれども、市

町が事業者を支援する時に県も市町に対して補

助をするということで考えております。

具体的な取組につきましては、これからそれ

ぞれの地域に県としても入り込んでいって市町

の方ですとか、いろんな関連事業者の方と相談

して、そこの地域が抱える課題の解決につなが

るような付加価値向上の取組というのが、一般

論として言うとそういうことを考えております。

具体的に今の時点で私どもとして想定をして

おりますのが、今、県としても滞在型観光の推

進というところに力を入れております。国内旅

行でいいますと、人口減少を背景に宿泊客が今

後増えていくということはなかなか見通しづら

い状況でございますので、そこを踏まえますと、

度おいでいただいた方にまた来ていただく。そ

れから、一度おいでいただいた方はもう1泊し
ていただく。1泊とか2泊じゃなくて、さらにも
う1泊していただくことが必要になってくると
思っています。ですから、そこにつながるよう

な取組として、例えば、宿泊施設が、従来、お

客さんを自分たちの施設の中に囲い込んで食事

からお土産から全部宿泊施設の中でやっている

というところを少しモデルを変えていただいて、

周辺の飲食業の方と連携して朝食なり夕食を提

供する。そうすることで自社で提供している食
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事メニューとは違うメニューを外で食べられる。

それがもう1泊につながるのではないかと思っ
ています。

そのほかでいいますと、今も意識をきちんと

持っていらっしゃる宿泊事業者の方は、県産食

材を積極的に活用いただいていますけれども、

そこをさらにもう一歩、付加価値の高い、例え

ば水産物ですとか、そういったものを今以上に

提供していただく。その際に1次産業の皆様方
と連携して宿泊事業者の方が取り組む。

もう一つ考えていますのは、最終的には宿泊

単価を上げていただくということが我々のミッ

ションであります観光消費額の拡大につながる

と思っていますので、例えば、客室の改装、少

しグレードを上げるとか、そういう客室の改装

と併せて、先ほど申し上げた食事の部分の改善

とか、そういうことをセットにして宿泊単価を

上げていただくような取組をされる宿泊事業者

を最終的には支援して成功事例をつくっていき

たいというのが、この事業の目的でございます。

【吉村(庄)副会長】 高付加価値化というのは、

今の答弁でもよくわかりませんでしたが、そう

いう言い方をすればね、今おっしゃったような

内容のものは、そういうふうなところにつなが

っていくからというのは、それはそれでいいで

すよ。

具体的にお尋ねしますが、例えば、Ａという

市で、そこの中の業者が既にそういう考え方を

持って取り組んでいるから補助をしますよと、

こういうことじゃないんですね、そういうとこ

ろまでいってないんですね。今からそういうこ

とを求めていって、そういうことがあればこの

事業を新規事業として県はつくっているからと、

どういうことですか、よくわかりませんけど。

普通は、いろんな要望とか、こういう事態が

あって、そういうことについては、こういう事

業に位置づけができるな、そういうものもＡ市

である、Ｂ町である、だから、そういうことに

ついては積極的に取り上げて新規事業としてこ

ういう事業をつくって、地方創生の交付金を使

って、国の金が出てくるから、単独の補助金も

出してそういうことをやっていこうと、こうい

うふうになるんですが、今からですか、これ。

【佐古観光振興課長】今の時点で具体的に動き

が始まっているのは、雲仙市の中では先ほど申

し上げた宿泊事業者と飲食事業者との連携とい

うのが、今、緒についたという状況がございま

す。その他の地域につきましては、今のところ、

まだ具体的な動きというところまでは至ってお

りませんので、私どもが市町の皆さんと相談を

しながら事業を組み立ててまいりたいと考えて

おります。

【吉村(庄)副会長】 お尋ねしますが、事業をあ
る程度組み立てて予算化をするというのが普通

じゃないですか、どうですか。先走っていいで

すよ、予算に余裕があったりなんかする場合は、

それは当然なんですけれども、こういうことを

やらなきゃいかんというのはわかっているけど、

なかなかそういうところまではいかんけれども、

具体的にそんなことがずっと出てきているんだ

から、こういうふうに考えるというのが普通じ

ゃないですか、新規事業は。どうなんですか、

部長、見解を聞かせてください。あとのことも

関係があるから見解を聞かせてください、予算

のつくり方について。

聞き方を変えます。先ほど、雲仙の例が出ま

したね。雲仙は、そういうことでやっていこう

ということで緒についているから、この事業が

適用になって、この事業を有効に活用する部分

になって、そういうものについては予定できる
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ことになるんですよと、こういうことなんです

ね。

【佐古観光振興課長】先ほど申しました雲仙の

例は、今、緒についたばかりということで、ま

だ具体的な事業構想ですとか、そこまでは至っ

ておりません。ただ、我々としては、そういっ

た取組を支援していくという前提で今後取り組

んでまいりたいと考えております。

【吉村(庄)副会長】 部長、今、答弁があった程
度で聞かせていただいて結構だと思うんですよ。

ということは、しかし、新規事業で、こういう

ものが幾つかあって、それは全部じゃないかも

しれんけれども、こういうことについて具体的

に事業の財政的なもの、こういうものをちゃん

とやっていくというのがある程度出てきたから、

新規事業としてこういうものをすると。こうい

うふうになっているというふうに理解をしてな

いんですけどね、狙いはいいと私は思うんです

よ。あとの方の観光コンテンツの創出、この辺

もどういうことなのか聞きたいんですけど、時

間がありませんから聞きませんけど。例えば、

人材を育成する云々という話もここの中にちゃ

んとあります。私は必要だと思ってますよ。長

崎県でもまだ不足しているところがあると思っ

ている。

だから、そういうところは当然やっていかな

きゃいけませんが、1億2,267万9,000円の予算
を、交付金を使えるから全額を単独で出すとい

うことではないけれども、ほかにもいろんな事

業があって予算の要求がいっぱいあるのに、こ

れだけを使ってやるというんだったら、ある程

度の見通しを立てながら、対象がある程度ある

中で、この予算をきちっと使いこなしていける

ということをもって私たちに示してもらわんと。

さっきの話のように、ずっとやってみたらな

かなかうまくいかなかったから平成31年度の
後半に、今のような時期に減額をして、これは

なかなか難しかったんですよ、狙いはよかった

とばってんと、こういう状況になりはしないで

すか。見解を聞かせてください。

【中﨑文化観光国際部長】この予算の背景も含

めまして少しご説明させてください。

今まで観光というのは、どちらかというと人

を呼び込むというような事業を主体にやってお

りましたけれども、人口減少、県民所得に対応

するためには観光事業者と向き合った施策が必

要ではないかと思って今回新たに組んだ予算で

ございます。

そういった思いを持って昨年来からいろんな

観光事業者と意見交換をしてまいりました。そ

うしますと、観光事業者の中から、例えば、こ

ういったことで付加価値を向上させたい、ある

いは労働生産性を上げるような形で、よりサー

ビスを提供していいお客を呼び込みたい、そう

いう意見も数多く寄せられました。

先ほど、課長が少し答弁しましたけれども、

特に雲仙地域において、雲仙が経営者も変わる、

あるいはよそから来るということで、より付加

価値の高いサービスを提供しながらお客を呼び

込むというような事業者の動きがございます。

そういうお話も聞きまして、ぜひそういったこ

とを後押しするようなことができないかという

ようなことで、この事業を組み立てたものでご

ざいます。事業者の方もそういった後押しがあ

れば、またもう少し事業の中身を精査してくる

だろうと思ってます。

また、これは雲仙のみならず、ほかの地域に

かけても、そういった呼び込みをしながら、行

政だけじゃなくて、民間とも一緒になって、ぜ

ひ観光業を活性化するような、そういった取組
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に注力してまいりたいと思っております。

【吉村(庄)副会長】 私は、あなたが言っている
ことだとか、課長が説明していることを悪いと

言ってないですよ。1億2,200万円組むのであれ
ば、ある程度の見通しということの中で具体化

していくものがあって、そういう予算を設定し

ていくと、こういうふうなことが普通やられる

ことじゃないかと言っているんです。

だから、あなたたちの言い分を聞くと、環境

整備になっているんですよ。せんばいかんです

よ、必要がある時は、もちろんする必要がある

と私は思います。先ほどなんか、何の目標か、

私はよく聞いておりませんでしたが、それはあ

りませんよと。そういうあっち向いてほいの答

弁じゃなくて、目標を設定するのが適当なのか

どうなのか、そのくらいの説明はちゃんとして

くださいよ。

私の説明の中で、この事業については、考え

方は了としますけれども、予算の組み方につい

ては余り感心したものじゃない。こういうこと

を申し上げて、後でまた一般のところで申し上

げることがありますが、予算についての質問は

終わります。

【大場分科会長】 ほかに質疑はございせんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分及び第57号議案の
うち関係部分は、原案のとおり、それぞれ可決

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４０分 休憩 ―

― 午前１１時４０分 再開 ―

【大場分科会長】 委員会を再開いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休

憩いたします。

午後1時30分より再開いたします。

― 午前１１時４１分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

次に、委員会による審査を行います。

文化観光国際部においては、委員会付託議案

がないことから、所管事項についての説明を受

けた後、所管事項についての質問を行うことと

いたします。

文化観光国際部長より、所管事項説明をお願

いいたします。

【中﨑文化観光国際部長】それでは、総務委員

会の議案説明資料をお手元によろしくお願いし

ます。

1ページでございます。
文化観光国際部関係の所管事項について、主

なものについてご説明いたします。

文化の振興について。

長崎歴史文化博物館におきまして、朝鮮通信

使に関する記録がユネスコ「世界の記憶」に登

録され1周年になることを記念した特集展示
「世界の記憶 朝鮮通信使」を1月23日から3月
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17日まで開催しており、本県と韓国に残る登録
資料や周辺地域に残された朝鮮通信使関連の記

録を中心に交流のさまざまな面を紹介しており

ます。

また、本県では、県内各地に所在する歴史、

民俗、美術、自然科学、産業などをテーマとし

た特色あるミュージアムを地域の大切な文化資

源として地域振興に活用していくことを目的に、

各施設の活性化と施設間の連携を進めるミュー

ジアム連携促進事業を実施しており、今後も県

内各地にあるミュージアムとの連携を図り、文

化によるまちづくりや交流人口の拡大など、地

域活性化に結びつけることを目指してまいりま

す。

このほか新年度におきましては、これまでの

孫文・梅屋庄吉とともに、隠元禅師の功績や黄

檗文化に着目し、古代から現代まで続く長崎と

中国の歴史について、中国の要人や専門家を招

いたシンポジウムの開催等により情報発信を強

化し、日本及び中国におけるプレゼンスの向上

及び交流拡大を図ってまいります。

世界遺産の観光動向と保存活用について。

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

の7月から1月までの来訪者は約55万人で、前年
同期比で1.6倍と引き続き好調に推移しており
ます。

県としては、登録効果が一過性のものとなら

ないよう、真の価値を伝えるガイドの育成や情

報発信、構成資産以外のキリスト教文化遺産群

も含めた周遊対策に引き続き力を注ぎ、地域の

方々の生活・信仰と観光の調和に留意しながら、

さらなる交流人口の拡大につなげてまいりたい

と考えております。

新年度は、黒島天主堂の修復・耐震工事に係

る所有者への支援や潜伏キリシタンの信心具に

関する調査研究、集落跡等の測量による記録資

料作成、世界遺産の保護意識の醸成など、引き

続き、国や関係団体、関係県市町と連携して力

を注いでまいります。

併せて、構成資産の保護を担う地域の活動支

援や、県内大学と連携したフィールドワークの

実施、ふるさと教育を通した小中高生の愛着や

誇りの醸成など、次世代への継承や地域の活性

化に向けて、関係者と一体となって取り組んで

まいります。

観光の振興について。

本県観光の振興を図っていく上で重要な施策

となる魅力あるまちづくりを進めていくため、

今年度から新たに地域住民自らによる主体的な

取組をソフト・ハードの両面から支援するため、

「住んでよし・訪れてよしの観光まちづくり構

想」の策定を支援しており、去る2月5日、佐世
保市江迎地区の「“入り江で迎える宿場町”江迎
観光まちづくり構想」を選定いたしました。今

後は、既存の補助制度などを活用し、この構想

の実現に向けて積極的な支援を講じてまいりま

す。

このほか、新年度におきましては、「観光を

産業として捉える」という考え方のもと、観光

事業者のみならず、地域の関係者が「観光で稼

ぐ」という意識を持って観光客の満足度を向上

させる取組を促進してまいります。

具体的には、観光客の多様化するニーズ等へ

の対応のために市町等が実施する観光まちづく

り事業に対する支援に加え、新たに、宿泊施設

が関連事業者と連携して付加価値向上を図る取

組を支援し、先進事例を創出することで、観光

産業の「稼ぐ力」の最大化を図ってまいりたい

と考えております。

また、安定的な人材供給も不可欠であること
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から、宿泊業を中心とした観光産業の新規就職

者の増加及び定着率の向上を図るため、県内高

校生を対象に観光に関する講座やインターンシ

ップを新たに実施し、明確なジョブイメージを

持って就職し、将来にわたり活躍できる人材の

確保・育成を進めてまいります。

インバウンド誘客対策といたしましては、今

年、「ワールドカップ2019」が開催され、九州
にも多くの観光客が来訪することが期待されて

いることから、九州各県とも連携し、外国人観

光客の広域周遊を促す取組を進めてまいります。

国際定期航空路線の取組につきましては、去

る1月19日に就航した香港線の誘致効果を県内
に波及させるべく、観光消費の拡大や輸出拡大

等、国際交流の進展を図るべく取り組むととも

に、本年9月に就航40周年を迎える上海線の利
用促進にも努めてまいります。

なお、平成28年10月に就航し、現在、週3便
で運航しているソウル線につきましては、運航

会社であるエアソウル社において保有する機材

の一部について法定整備を行う必要があるため、

本年3月下旬から3カ月間、運休することとなり
ました。今後、7月以降の再開に向け、同社と
協議を行ってまいります。

県産品のブランド化と販路拡大について。

県産品のブランド化の推進につきましては、

首都圏・関西圏の百貨店やホテル・料飲店など

において、県産食材等を使ったフェアの開催や

店頭でのプロモーションを実施しております。

今後とも、市町や生産者団体、関係部局等と

協議しながら、県産品のブランド化や魅力発信

に取り組んでまいります。

県産品の輸出促進につきましては、去る2月
19日から27日まで、香港イオンにおいて「長崎
フェア」を開催し、県産品と国際定期航空路線

の就航のＰＲ、観光プロモーション等を通じて、

ご来場いただいた多くの方々に県産品を初めと

した本県の魅力を総合的に発信することができ

ました。

今後も、関係部局や団体等とも連携しながら、

県産品のブラント化と販路拡大に努めてまいり

ます。

このほか、新年度におきましては、県産食材

セミナーの開催や県内ホテルフェアの支援など

を通して、宿泊施設等が県産食材を提供しやす

い環境を整えていくとともに、長崎ならではの

食を堪能できる店舗の情報提供を行うなど、観

光客等に向けた県産の食の魅力発信に取り組ん

でまいります。

また、海外での総合フェアの開催に加え、海

外向けＥＣサイトでのプロモーションを新たに

実施するなど、県産品の輸出促進の取組を進め

てまいります。

アジア・国際戦略の推進について。

新年度のアジア・国際戦略の取組につきまし

ては、これまで構築してきた人脈や交流の歴史、

ゆかりを活かし、本県のプレゼンス及び認知度

の向上を図り、海外活力の取組に向けた各種施

策を推進してまいります。

中国につきましては、福建省厦門市で開催さ

れます国際投資貿易商談会に出展し、本県の認

知度向上と県産品の販路拡大を図ってまいりま

す。

また、韓国におきましては、ユネスコ「世界

の記憶」に登録された朝鮮通信使を活かし、本

県のプレゼンス向上、相互理解の深化、さらに

は友好交流の促進に取り組んでまいります。

東南アジアにおきましては、ベトナムでは、

友好交流関係に関する同意書を締結しているク

ァンナム省との絆を深めるため、交流の架け橋
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となる政府職員を受け入れ、さらなる人脈を構

築してまいります。

また、タイにおきましては、本県ゆかりの飲

食店と連携し、本県の観光物産プロモーション

を実施し、本県の認知度向上に努めてまいりま

す。

そのほか、出入国管理及び難民認定法の改正

による新たな在留資格の創設等に伴い、本県に

おいても増加が見込まれる在留外国人が安全で

快適に生活し、安心して県内に定着できるよう、

多言語によるワンストップ相談窓口の整備など、

受け入れ、共生のための総合的な対策に取り組

んでまいります。

今後とも、それぞれの国、地域の特徴等に応

じた施策を民間の方々や関係部局としっかり連

携し展開することで、本県経済の活性化につな

げてまいります。

長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の改

訂について。

平成27年10月に策定した「長崎県まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」については、県議会

や外部有識者の方々のご意見をお聞きしながら、

事業等の評価、検証を行っているところであり

ます。

本年度、文化観光国際部においては、「長崎

県総合計画チャレンジ2020」における数値目標
が一部変更になったことに伴い、総合計画と重

複しているＫＰＩ（重要業績評価指標）の見直

しを行うこととしております。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますよう、お願いいた

します。

【大場委員長】次に、国際課企画監より補足説

明をお願いいたします。

【小川国際課企画監】 長崎県「アジア・国際戦

略」2019年度行動計画につきまして、補足説明
をさせていただきます。

「総務委員会補足説明資料」の「長崎県『ア

ジア・国際戦略』2019年度行動計画」について
をご覧ください。

表紙を1枚めくっていただきまして目次をご
覧ください。

2019年度行動計画につきましては、Ⅰ 長崎

県「アジア・国際戦略」について、Ⅱ 2019年
度における取組の方向性、Ⅲ 国・地域別の具体

的な取組、Ⅳ 戦略プロジェクトの大きく4つの
項目で構成しております。

2ページをご覧ください。
アジア・国際戦略は、本県の歴史的な交流の

積み重ねや地理的優位性を生かしながら、アジ

アを初めとした海外の活力を本県に取り込み、

経済活性化につなげることを目的とし、国、地

域別戦略や各戦略プロジェクトを、毎年度、行

動計画として取りまとめをしております。

3ページをご覧ください。
アジア・国際戦略の組み立てでございますけ

れども、ソフトパワーの強化、専門的な知識・

情報によるサポート体制の強化により、経済的

実利の創出・拡大を図っていく。3層構造によ
る施策展開という考え方につきましては、従来

から変更はございません。

続きまして、4ページをご覧ください。
2019年度における中国、香港、韓国、東南ア

ジア全体、ベトナム、そして欧州・米国という

6つの国・地域ごとの取組の方向性をお示しし
ております。こちらにつきましては、今回、2019
年度の行動計画におきまして新たに設けました

項目となっております。

5ページをお開きください。
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中国におきましては、本県と中国との歴史的

なつながりの顕在化や、隠元禅師と黄檗文化、

孫文と梅屋庄吉といった本県ゆかりの偉人の功

績顕彰などにより、本県のプレゼンス向上と交

流拡大を図るとともに、6ページにお示しして
おりますけれども、香港につきましては、本年

1月に本県と香港を結ぶ直行便が就航しました
ことから、その就航効果の最大化に向け、誘客

促進に向けた情報発信などに取り組んでいくこ

ととしております。

1枚おめくりいただきまして7ページをお願
いします。

韓国につきましては、ユネスコ「世界の記憶」

に登録された朝鮮通信使に関する記録や、世界

文化遺産に登録されました「長崎と天草地方の

潜伏キリシタン関連遺産」を活かした誘客を一

層加速化させるため、朝鮮通信使を切り口とし

た情報発信や、影響力、情報発信力を有する人

材、各種機関との共同によるイベントの開催、

さらには、巡礼ツアーの誘致拡大などの取組を

展開していくこととしております。

次に、8ページをご覧ください。
東南アジアにつきましては、人口や市場規模、

所得水準などがそれぞれの国で異なることから、

国ごとの特性に応じた取組を進めていくことと

しており、所得の高い国に対しましては、観光

客誘致や県産品輸出促進の取組を中心に実施し、

まだ所得の低い国に対しましては、企業展開支

援や外国人材の活用、将来を見据えた人脈構築、

認知度向上に努めてまいります。

また、1枚めくっていただきまして9ページに
おきましては、特に東南アジアの中でも本県と

歴史的ゆかりが深く、交流が活発なベトナムに

ついてお示ししております。ベトナムにつきま

しては、ベトナムからの人材受け入れによる産

業の活性化を図ることとしております。

10ページをご覧ください。
欧州・米国につきましては、本年、日本で開

催される「ラグビーワールドカップ2019」や、
来年開催予定の東京オリンピック・パラリンピ

ックに向け、本県の認知度向上、観光客誘致、

県産品の輸出拡大に向けた取組をさらに推進し

てまいります。

11ページをご覧ください。
11ページ以降につきましては、中国、韓国、

東南アジア、欧州・米国におきまして、2019年
度に実施いたします具体的な取組を、観光客誘

致、県産品輸出促進、企業展開支援・投資誘致

の区分で、第一層、第二層、第三層の階層ごと

にお示ししております。

12、13ページをお開きください。
こちらから黒丸でお示ししておりますものが

来年度の新規拡充事業となっております。

中国におきましては、第一層にて、隠元禅師

や孫文・梅屋庄吉を中心とした情報発信などに

取り組むとともに、第三層としまして、中国だ

けでなく、各国共通の取組として日本政府観光

局と連携した市場調査や、情報発信、世界的な

食ブランドを活用した福岡県、佐賀県と連携し

たプロモーションの実施により近隣県から本県

への誘客拡大を図ってまいります。

また、県産品のブランド化と販路拡大に向け、

各種プロモーションの実施や輸出ルートの開拓

などにも努めてまいります。

なお、これらの取組を推進するに当たりまし

て、県上海事務所により情報提供や現地活動支

援などのサポートを行ってまいります。

14、15ページをお開きください。
韓国につきましては、韓国国内における本県

のプレゼンス向上を図るため、第一層としまし
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て、朝鮮通信使をテーマとするセミナー等をソ

ウル特別市及び釜山広域市において実施するこ

ととしております。

また、巡礼ツアーの拡大による誘客促進に向

け、キリスト教関係者との人脈形成や教会神父

などの教区関係者の招聘などに取り組みますと

ともに、県産品輸出につきましては、県産品の

販路拡大に向け、これまで培ったネットワーク

の活用や現地イベント等の機会をとらえ、観光

ＰＲと併せてプロモーションを実施いたします。

なお、これらの取組を推進するに当たりまし

ては、県ソウル事務所による情報提供や現地活

動支援を行ってまいります。

16､17ページをお開きください。
東南アジアにおける取組でございます。東南

アジアにつきましては、各国の特性に応じた実

効性の高い取組を進めることとしており、第一

層におきましては、県内の各産業における人材

不足等を解消し、本県経済の活性化につなげて

いくため、外国人材の受け入れ促進などに努め

てまいります。

観光客誘致につきましては、所得水準が高い

国を中心に訪日客が増加しておりますが、ゴー

ルデンルートに集中している状況がありますこ

とから、ゴールデンルートからの取り込みや新

規定期航空路線の誘致を図ることとともに、キ

リスト教徒が多いフィリピンに対する巡礼ツア

ー誘致などに取り組んでまいります。

企業展開支援につきましては、県内企業の東

南アジアに対する関心が高いことから、引き続

き、ビジネスサポートデスクによる専門的な情

報提供、サポート体制を通じた支援などにより、

企業進出や取組拡大を図ってまいります。

続いて、18、19ページをお開きください。
欧州・米国における取組でございます。

第一層におきましては、「長崎と天草地方の

潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録1周
年を記念したＰＲを欧州にて開催するとともに、

小学校段階からの英語力向上にも取り組んでま

いります。

観光客誘致では、「ラグビーワールドカップ

2019」を契機とした九州各県と連携した情報発
信やイベント実施により、広域周遊の促進を図

ることとしております。

また、県産品の輸出促進につきましては、県

産茶の輸出可能性調査の実施や水産物の新規輸

出に向けた市場調査結果を踏まえ、欧州や米国

の東海岸などに向けた新規輸出販路の開拓に取

り組んでまいります。

20ページをお開きください。
アジア・国際戦略におきましては、国、地域

別戦略と併せ、重要なテーマごとの取組を10の
戦略プロジェクトとしてお示ししております。

2019年度の行動計画におきましては、戦略プ
ロジェクトの項目につきましては大きな変更は

なく、プロジェクトごとの詳細なご説明につい

ては省略させていただきたいと思いますけれど

も、35ページ、36ページをお開きいただきます
と、こちらにお示ししております⑨「外国人材

受入促進・国際人材育成」プロジェクトにおき

ましては、本県経済活性化のための外国人材活

用促進に向けた取組内容の追加記載など、見直

しを行いました。

また、39ページ以降につきましては、参考と
しまして、「アジア・国際戦略」の関係事業の

資料を添付しております。

以上で説明を終わらせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

【大場委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月６日）

- 54 -

ついて、説明を求めます。

【佐古観光振興課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出いたしております文化観光国際部関係の資料

について、ご説明申し上げます。

お手元の総務委員会提出資料をご覧ください。

資料は、いずれも昨年11月から今年の1月ま
での実績について記載しております。

資料の1ページをお開きください。
1,000万円以上の契約案件でございます。

1,000万円以上の契約件数は2件ございまして、
ともにアルカスＳＡＳＥＢＯの空調設備の改修

工事に係る契約でございます。これはアルカス

ＳＡＳＥＢＯ内の県専有部分と、県・佐世保市

の共用部分それぞれで契約を行ったものであり

ます。契約方法は、いずれも指名競争入札で実

施しております。

次に、資料の5ページをお開きください。
陳情・要望に対する対応状況でございます。

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

昨年11月から今年1月までに県議会議長宛てに
も同様の要望が行われたものは、対馬市及び島

原半島振興対策協議会からの要望の計4件でご
ざいます。それぞれに対する県の対応をお示し

しているところでございます。

まず、対馬市からの要望としまして、資料の

5ページから7ページに記載しております。
2項目ございまして、観光客の受入体制強化

のための基盤整備について及び港湾施設の整備

促進についての関係部分でございます。

次に、島原半島振興対策協議会からの要望と

いたしまして、資料の8ページから10ページに
記載しております。

こちらも2件ございまして、「九州オルレ」

の認定に向けた協力支援及び認定後における周

知並びに維持・管理に対する協力。そして、潜

伏キリシタン関連遺産の持続的な保護活動等に

対する支援措置の充実についてでございます。

以上でございます。よろしくご審議を賜りま

すようお願いいたします。

【大場委員長】次に、所管事務一般に対する質

問を行うことといたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

【吉村(洋)委員】 これ、ちょっと単純になんで
すけど、入札結果報告書を見て、ちょっといつ

もの形式と違うので、なんか違和感を感じたん

ですけど、その理由を示してください。手書き

だし、形式が違うので、時間がなくてこうした

のか、今からはこういう形で発表していくのか、

お願いしたいと思います。

【本多文化振興課長】入札結果報告書につきま

しては、委員ご指摘のとおり、通常の様式と違

う形で今回添付させていただいております。こ

れは工事の発注に関しましては、土木部営繕課

に委託をして実施したものでございますけれど

も、その結果について土木部の方から資料をい

ただく際に通常の様式と違う形でいただいたも

のをそのままお付けしたような形になっており

ます。

今後は一般的に使われる統一の様式でご報告

させていただきたいと思いますので、ご了承い

ただきたいと思います。申し訳ございません。

【吉村(洋)委員】 それじゃ半分にならんとやけ
ど、答えが。今までこういうことがあったです

かね。なんか初めて見る感じがして違和感を感

じたということなんですけど、今までもこうい

う形でされよったなら今の答弁で了となるんで
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すけど、今までは違っていて、今回はこうで、

今後はもとのような形でやると言われたら、今

回なんでそういうことになったのかなという理

由をお知らせいただきたいとなるんですけど、

そこら辺もう少し詳しくお願いします。

【本多文化振興課長】これまでの報告の様式に

つきましては、これと違う形で報告をしていた

ところですけれども、先ほども申し上げました

ように、今回、文化振興課の方で直接工事の入

札事務をこの分について行っていなかった関係

がございまして、その結果の資料を土木部から

いただく際に、きちんとした、この委員会にご

報告する資料ということで土木部に依頼してい

ただくところを、そこが徹底してなかったため

に、今回こうした資料を付けている状況になっ

ております。

今後は、その点注意をした上で、これまでと

同様の様式で報告書に添付をさせていただきた

いと思います。

【吉村(洋)委員】 部長にお伺いしますけれども、
今回、イレギュラーな形でこのようになったと

いうことが、今、課長の答弁でわかるわけです

が、やはりきちっとそれは、直接、自分たちが

入札に携わっておらんでも、この結果を確保し

てきちっとして出すというのが形であろうかと

思います。それが今回できなかったということ

について部長の見解を一定お知らせいただきた

いと思います。

【中﨑文化観光国際部長】これは大変申し訳な

いと思っています。県庁内部の手続でございま

すので、それも議会に出す資料でございますの

で、そこはきちっと関係部局とも連携して、こ

ういった出す資料については適切に対応してま

いりたいと思います。今回は、誠に申し訳ござ

いませんでした。

【吉村(洋)委員】 申し訳ございませんでしたと
いう括りになるんでしょうけれども、その前に

説明を受けたアジア・国際戦略なんかも、これ

だけの資料が立派にできて、立派過ぎてから、

もう読めんぐらいに字がいっぱいるんですよ。

そういうのを見ると、こういう入札結果表とい

うのが出されると、こっちの資料までその信憑

性が問われてくるということになるので、今後

は細心の注意を払って資料を提出していただく

ようにお願いしておきます。

【大場委員長】 ほか、ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかにないようですので、次に、

所管事務一般についてご質問はありませんか。

【宮本委員】所管事務一般について質問いたし

ます。

まず、部長説明資料の2ページ、「観光の振
興について」というところで質問いたします。

「住んでよし・訪れてよしの観光まちづくり

構想」ということで策定を支援しているという

ことがありまして、今回、江迎地区が選ばれた

ということですが、これは県内でどれくらい応

募があって、この構想が選定されたのかという

ことを確認させていただきたいと思います。

【佐古観光振興課長】県内から応募がございま

したのは6団体でございます。それを受けまし
て外部の有識者も含めましたところの選定委員

会を開催して、江迎町の構想を採択したという

状況です。

【宮本委員】 6団体中から1団体、江迎地区が
選ばれたということでありますが、「“入り江

で迎える宿場町”江迎観光まちづくり構想」と

いうことになっております。現在、この構想の

内容の概要はわかるものでしょうか、それを確

認させてください。
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【佐古観光振興課長】概略をご説明したいと思

います。

江迎の構想につきましては、まず、現状で例

えば江迎本陣でございますとか、寿福寺とか、

あるいはもともとの精米所を地域の交流拠点と

してリニューアルしている施設ですとか、ある

程度のものが点在していると。それを通りとい

いますか、あるいは面的にというか、そこを結

んでいこうというのが基本的な構想でございま

して、江迎の地域の中に大きく3本、通りがご
ざいますけれども、その3本にそれぞれ、例え
ば、歴史的な宿場町の風情を感じられる通りづ

くり、あるいは少し懐かしい昭和レトロに近い

イメージかもしれませんけれども、懐かしい時

代を感じられる通り、それから、商店街につい

ては外からのお客さんと地元の人が交流できる

ような通りをつくっていく。そういうコンセプ

トをつくってというのが今年度の概略の構想で

ございます。これを選定しましたので、平成31
年度については、その構想をもう少し具体的に

アクションプランという形でつくってまいりま

すので、県としましては、そこのところを支援

して、その後には21世紀まちづくり補助金を活
用しながら、これはハード面も含めてですけれ

ども、支援をしていくという予定でおります。

【宮本委員】わかりました。江迎地区というの

は、そういった面では本陣があり、今日の地方

紙にも繭玉まつりの件が載っていましたので、

そういった面では文化的には非常に価値が高い

んだなということがわかります。そういったも

のが点在している、それをしっかりまとめてい

くという形での構想ということを確認いたしま

した。

ちなみに、これはハード面とソフト面という

ことですから、ハード面でいえば大がかりな支

援もできるという考えでいいんですか。例えば、

21世紀まちづくり補助金を使ってハード面を、
道路の改修とかもできるというようなイメージ

でよろしいんでしょうか。

【佐古観光振興課長】この住んでよしの事業に

つきましては、観光部局だけではなくて、土木

部とか、ほかの部局とも連携しながらしっかり

支援していく予定にしております。

今おっしゃられた道路の整備というところは

土木部にお願いしていくことになると思います。

私ども、21世紀まちづくり補助金で支援ができ
るハードで想定されるものは、もう少し交流拠

点をリニューアルしたりとか、新しいものをつ

くるとか、そういったものにつきましては私ど

もの方で支援ができるかと思っております。

【宮本委員】わかりました。土木部などとも連

携をとるということで非常にたのしみであろう

かと思います。

ちなみに、予定としては、来年度がアクショ

ンプランをつくると、県もそれに支援するとい

うことで、来年はプラン作成。本格的にハード、

ソフトの面で取組が出てくるのは平成32年度
ということのイメージでよろしいんでしょうか。

ちなみに、それはどれくらいの期間ということ、

何年間というのはありますでしょうか、確認さ

せてください。

【佐古観光振興課長】基本的なイメージは、来

年度がアクションプランの策定ということでご

ざいますけれども、場合によっては、アクショ

ンプランの策定が年度の終わりまでいかなくて

も、例えば、前半で終わってしまうということ

であれば、来年度のうちに次のステップに移り

たいと思っています。

その次のステップというのが、21世紀まちづ
くり補助金でのソフト、ハードの支援ですけれ
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ども、こちらにつきましては、概ねですけれど

も、補助金ベースで年間3,000万円を上限に3カ
年間の支援をしてまいりたいと考えております。

【宮本委員】 わかりました。年間3,000万円で
3年間という形ですね。来年度からアクション
プラン、そしてまた、早かれ遅かれ、じっくり

と練っていただいて県としてもしっかり支援を

していただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。

同じく3ページの下の方ですけれども、これ
は先ほどの分科会の時に出てきましたけど、観

光宿泊施設等の、そして、県内の高校生等を対

象にということで、人材供給についてというこ

とで、未来担い事業であると思いますが、3ペ
ージに「県内高校生を対象に」と書いてありま

す。これは再度確認ですけれども、これは今の

ところはどれくらいを想定されているのかとい

うことを確認させていただいてよろしいでしょ

うか。どれくらいの県内高校生を対象にこの事

業をやっていきますということであるのか、確

認させてください。

【佐古観光振興課長】 今の想定としましては、

県内で長崎市と佐世保市の2カ所で開催したい
と思っております。これは宿泊客が多いという

意味で今の想定になっております。

1カ所当たり40名程度の生徒に参加をしてい
ただきたいと思っております。トータルで申し

上げると年間80名ということになります。ただ、
それだけ集められるかということも今からのこ

とになりますけれども、教育委員会としっかり

連携しながら、それから私立の高校も含めて、

私どもが直接出向いて、この事業の意義等をご

説明して、できるだけ多くの生徒に参加してい

ただきたいと思っております。

【宮本委員】わかりました。私が聞こうと思っ

たのは、私立高校も含まれるのかなということ

でしたが、県立、そして私立ということで、私

立でも観光に特化した教育を受けているところ

もあろうかと思いますから、県立、私立併せて

しっかりタイアップしていただいて、30名、30
名で60名ということですから、まずは対象の高
校生がしっかりと把握できるように取組をして

いただければと思っていますので、併せてお願

いいたします。

【宮本委員】 それと、もう1点お聞きしたいの
は、これも恐らく観光振興課になろうかと思い

ます。アニメという観点から観光振興を考える

ということについてちょっとお聞きしたいと思

います。

今日の新聞にも載っていまして、今週末に「キ

ャラめるPOP NAGASAKI」というのがあると
いうことでありまして、その前にも「長崎の魅

力をコスプレで」という記事もありました。今

や、アニメを介した観光振興が全国各地でされ

ているという現状があろうかと思います。アニ

メツーリズムという考え方もあるみたいですが、

サブカルチャーの力で観光を盛り上げようとい

うことになろうかと思いますけど、これは把握

できていれば教えていただきたいと思います。

もしできていらっしゃらなければ後でも構いま

せん。平成30年度に長崎県内で「キャラめる
POP」であったり、コスプレであったり、例え
ば、アニメを活用した観光振興がどれだけあっ

て、それにどれだけの方々が来ているというよ

うな統計が今わかれば教えていただきたいと思

います。

【佐古観光振興課長】観光振興課におきまして

は、アニメという切り口ではないんですけれど

も、フィルム・コミッションを通じまして映画

の誘致ですとか、そこは一部、アニメ映画も含



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月６日）

- 58 -

まれますけれども、そういったところでご覧い

ただいた方の聖地巡礼とか、そういうことを従

来やってきております。

お尋ねのアニメのイベントでの集客の数は、

今のところ、把握をしておりませんので、後ほ

どご報告させていただければと思います。

【宮本委員】急ぎませんので、後でも結構です

ので、教えていただければと思います。

ちなみに、長崎には非常にいい景観、趣のあ

るところ、文化遺産、もちろん世界遺産にもな

っていますので、サブカルチャーという分野か

らいえば、長崎というのは非常にすばらしいと

ころであるというような話もあります。

これは民間の団体が主催したことなので、県

が関与するということは難しいのかもしれませ

んけれども、例えば、これは「キャラめるPOP」
の第2弾、第2弾ですから第1弾が非常に功を奏
したと、来場客が多かったということでありま

す。先ほど話が出た江迎地区の「繭玉まつり」

でも、このようなコスプレの写真コンテストが

あったりとか、島原でもあったりということで、

随所であっています。

言いたいのは、民間の団体がされているんだ

けれども、県として何か後押しができないのだ

ろうか、アニメツーリズムという観点からして、

県が後援する、主催というよりも後押しだった

りＰＲをしていくというようなことを今後考え

たりということはないのかということをお聞か

せください。

【佐古観光振興課長】現状では、なかなかまだ

手が回っていないところがございまして申し訳

ないですけれども、情報発信ですとか、私ども

が持っているツールがございますので、そこを

通じたＰＲは今後やっていけることかなと思い

ます。

【宮本委員】一般社団法人のアニメツーリズム

協会が出しているアニメの聖地、88カ所ある中
で九州・沖縄に11あるみたいです。その中で長
崎が実に3つ選ばれているみたいですね。佐世
保の「艦これ」、対馬の「アンゴルモア」、五

島の「山本二三美術館」というのが挙げられて

いて、実に、九州・沖縄の11カ所の中で長崎は
3つということで結構多いんですよね。
だから、こういった面で見ると、アニメを通

じた観光振興というのは、今後、長崎にとって

いい起爆剤になろうかと私自身は考えておりま

すし、それをしっかり研究していただければと

まずは思います。

アニメで訪日客誘致拡大という考え方もある

みたいで、日本のアニメは非常に人気があると、

訪日の一つの有力なコンテンツであるというよ

うな考え方もあるみたいです。だから、インバ

ウンドについてもアニメというのは大きな力が

あるということ。しかも、長崎というのは歴史

と文化のまちですから、こういったことに乗っ

かっていくということは非常に大事かなと考え

ているところであります。

第2弾「キャラめるPOP NAGASAKI」が3月
9日と10日に開催されると書いてあります。Ｊ
Ｒ九州もコラボして列車を出すみたいですから、

こういったことは県としても応援をしっかりと

していただきたいと思っています。

今後のアニメを取り入れた観光振興について、

中﨑部長、高校生の時からアニメをお好きだと

聞いております。非常に大事な視点だろうと思

いますけど、今後の長崎県におけるアニメを介

した観光振興について、考えはあられないかも

しれませんけれども、意気込みというか、なる

ほどだなという、今の段階でのお考えがありま

すならばお聞かせいただければと思います。
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【中﨑文化観光国際部長】 すみません、私、ア

ニメというか、イラストを若い頃からいろいろ

描いておりまして、そういった意味ではアニメ

を通じて、そういったキャラクターがいろんな

意味で発信できるのかなというような感じはし

ております。

先ほど委員からご指摘があったように、今か

らインバウンドということを考えれば、多様な

方に、若い方も含めて、長崎の魅力を発信して

いくということは非常に大事だと思っておりま

す。先ほど、対馬のアンゴルモアのお話もござ

いましたけれども、これも元寇をテーマにして

国内外に非常に人気があるということで、文化

振興課でも原作者を現地にお連れして少しＰＲ

に活用するというようなこともやっております。

いずれにしましても、文化を活用して観光や

まちづくりにつなげていくということ、これは

本会議でも答弁させてもらいましたけれども、

今後、インバウンド観光を考えていく上で大変

重要な視点だと思っています。

そういった意味では、歴史・文化を生かして、

そしてアニメというような活用もあるかと思い

ます。いろんな意味で観光と文化をつなげるよ

うな施策や、あるいは民間の方の後押しについ

ても検討してまいりたいと思っております。

【宮本委員】 ありがとうございました。昨年、

私が佐世保市内の高校の文化祭に行った時に、

高校1年生が「艦隊これくしょん」、「艦これ」
でまちづくりをやろうというような研究発表を

されていました。非常にすばらしい研究発表だ

ったものですから、若い人の視点では、こうい

ったものが出てきているんだなということを見

た時に、アニメを介した観光振興ということが

あったものですから、担当部局でもじっくりと

検討、研究をしていただければと思います。こ

れは要望させていただきますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

【大場委員長】 ほか、ございますでしょうか。

【吉村(洋)委員】 幾つか質問させていただきた
いと思います。

まず、宮本委員が言われておった「住んでよ

し・訪れてよし」ということから入らせていた

だこうかと思います。これは一般質問でも質問

させていただいたので、そこでもある程度の議

論はさせていただいたわけですが、先ほどから

ずっと言われておる史跡等を利用した広域観光、

周遊型ですね、そういうものを伸ばしていく上

で、これはその要素の一つになるんだろうと思

います。平成31年度が初めての事業になるわけ
ですけれども、ここでしっかりその結果を残し

ていくということが必要なんだろうと思います

けれども、ここについてもう一度、県当局の取

り組む姿勢といいますか、ちょっと懸念したこ

とは、6団体から応募があって、それで最終的
に1団体も選定されないかもしれないという中
で、この江迎の宿場町構想というのが選定され

たと。よかったですねという、私もその地域に

住んでいますので、これはよかったなと、いろ

んな意味でですよ、あるんですけれども、選定

の段階で「熟度が高い」という言葉が出たのが

ちょっと気にかかったんです。

「既に熟度が高い」というところで、結果に

つながりやすいというところで安易に選定され

たとすれば、それは違うのではないかと。今後、

今からつくり上げていく中で素材がすばらしい

という表現であれば満足したんですが、その点

について県の取り組もうとする考え方をいま一

度お聞かせいただきたいと思います。

【佐古観光振興課長】「住んでよし」につきま

しては、江迎が選定委員会を通じて最終的に選
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定されましたけれども、過去数年来、地域で取

り組んでこられておりますので、熟度が高いと

いうことも当然ございますけれども、中身につ

きましても、これは個人的な見解になるかもし

れませんけれども、長崎県の観光のコンテンツ

の中で、主に長崎市中心かもしれませんけど、

少し日本というか、和の雰囲気というのが少し

弱い、地域によっては強いところもあるんです

けれども、そういう面で、例えば、今、佐世保

港に来られているクルーズのお客さんにも訴求

できるのではないかという判断も私どもとして

はしているところです。

選定委員会の中では、今回、選定から漏れた

ところでありますけれども、「アイデアは非常

にいいね」という外部委員の意見をいただいた

ような構想もございました。

来年度もこの事業には引き続き取り組んでま

いりたいと思っておりますので、そこの中でさ

らに磨きをかけて応募していただければと考え

ているところでございます。

【吉村(洋)委員】 そうですね。先ほど宮本委員
の答弁の中でありましたが、1年目はこう、2年
目はこう、3年目はこうというスケジュールが
ありながらも、前倒しができるところはどんど

んやって進めていくんだというような考え方が

示されました。ということは、結局、今言われ

たように、ここである程度の方向性が見えてき

たところで、6団体というのがどういうのか知
りませんが、公表できるのか、できないのかわ

かりませんが、できたら公表していただきたい

ところもあるんですが、我々も参考に見てみた

い気持ちもあります。どういう地域で、どうい

う提案がなされたのかということを知りたいと

ころもあるので、その辺は後もって資料等でお

示ししていただけるならば提出いただきたいと

思います。

そうやって、「いいアイデアもあるよね」と

いうところがあれば、そこも県内を幾つかの地

域に分けて、周遊型観光というのがどこの地域

にもできるわけですから、長崎にクルーズが入

ると、大村に飛行機が入ると、佐世保にクルー

ズが入ると、対馬、五島もあるわけですね。そ

ういうところからどういう周遊型ができるのか

ということを今後積極的に検討を進めていただ

いて、それと並行しながら、21世紀まちづくり
補助金事業でしたか、そういう事業も推進して

いただきたいと思います。

今回は江迎の宿場町構想でしたが、これは起

点が佐世保の三浦あるいは浦頭に入るクルーズ

が人数的に概ねメインになってくるのかなと思

います。そうすると、世界遺産がまず拠点とし

てある、それから日本遺産がある、その間を線

で結んでいく、その間にこういうような構想が

つながっていくとか、そういうことが考えられ

る。それが有機的につながって周遊型観光にな

るんだろうと思います。

また、これにないいろんな県の文化遺産だっ

たり、国の遺産だったりというのもあります。

そういうことをつなげていくためには、この前

も提案したように、文化観光国際部と教育委員

会とか、そういう部局との連携というのが非常

に大事ですので、具体的なそういう協議会を設

置するということを急いでいただきたいと思う

ところです。

それから、議案説明資料の1ページで部長が
朗読されておるのを聞きながらちょっと思い出

したんです。長崎県美術館では一貫して鉄を素

材に作品を制作してきた「青木野枝 ふりそそ

ぐものたち」を展示しておりますと、見に行か

んばと思うんですけど、素材が鉄ですよね。

今、産業労働部に提案をしていますが、石材



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月６日）

- 61 -

組合の会があって、県内の産業振興というのも

あるし、県内にこういうものができているとい

うことを皆さんに知らしめるということもある

ので、石という素材を使って、例えば、県庁舎

の裏の防災岸壁から芝のエリアですね。そうい

うところにそういうものの展示ができないのか

ということを提案したんですが、検討中だと思

いますけど、それは石材組合が、今頃、墓石と

かなんかの需要が減ってきているという環境の

中で、新たな切り口を探していくということ。

そういう産業を文化に高めるようなことを考

えていったがいいんじゃなかろうかというふう

に思っていたわけですよ。だから、長崎県内の

石材という産業から石を素材として文化の薫り

がするというような、いわゆる芸術性があるも

のをつくっていただいて、それをそこの芝生の

ゾーンに展示してもらう。

その時に提案したのは、石材組合の話があっ

たから石だけというんじゃなくて、鉄を素材と

して青木野枝さんが作品をつくる、この鉄とい

う素材とか、長崎県内で金属を使った素材とし

て加工する事業所というのもたくさんあるわけ

ですね。だから、金属を素材として芸術性のあ

るものをつくっていただいて展示して、それを

皆さんに知っていただくとか、陶磁器も当然あ

るだろうし、木材もある。木材は外に長く展示

するのはどうかなと思うんですが、そういう県

内の産業で使う素材を、そういう人たちに芸術

性を持ったものに高めてつくってもらって展示

すると、それなりのインパクトがあるんじゃな

かろうか。そしてまた、そういうところに従事

する人たちのモチベーションも上がってくるん

じゃなかろうかと思ったりするわけですね。

そういうことについて、これも文化観光国際

部と産業労働部と連携して考えたらどうかなと

思うんですが、その点についていかがでしょう

か。

【中﨑文化観光国際部長】先ほど来から議論が

あっております、いかに長崎のそういった奥深

い歴史、あるいは文化を活かして観光につなげ

ていくかというようなお話だと思います。本会

議の時は文化財に着目した答弁をさせてもらっ

たんですけど、ただ、委員ご指摘のとおり、長

崎の文化というのは、そういった文化財のみな

らず、伝統的な建築物、あるいは食文化、そし

て、今お話にあったような産業みたいなところ

も、広い意味でいけば長崎の持つ文化の強みだ

と思っております。

これも先ほど話がございましたように、イン

バウンドをこれからどう長崎に呼び込むかとい

うようなことを考えれば、長崎が持つ多様な魅

力を上手に発信していくことが大事だと思って

います。そのためにはそういったまちが持つ魅

力を、それぞれの地域の皆さんがつくり上げて、

そして、それをつないでいくというようなこと

が大事だと思っておりまして、先ほどの「住ん

でよし・訪れてよし」というのは、まさに、そ

ういった魅力を地域全体で考えて、それをどう

コンテンツにしていくかというような取組に対

して支援するものでございます。

21世紀まちづくり補助金は、今までどちらか
というと、市町が提案してきたものを、そのま

ま県の支援ということにしておりましたけれど

も、やはりある程度、選択と集中の中で一生懸

命考えてもらう。そして、それを県も後押しす

る。

ただ、今回落ちた5団体に対しましても、実
際に携わった観光事業者の方からお話を聞いた

んですけれども、こういったまちづくりを考え

る機会を、いろんな人とやったというのは非常

によかったと、今後に生きるということを言っ

ておられました。確かに、選ばれたまちに対し
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て支援してまいりますけれども、既存の枠もご

ざいますので、今回の事業の中でいろいろ考え

ながらも選ばれなかった市町もそのような枠を

活用できる提案をされるということも期待して

おります。

いずれにしましても、県、市町、民間、ある

いは地域の皆さんが一緒になって観光振興に向

けて何ができるかというようなことを県として

もしっかり取り組んでまいりたいと思っており

ます。

【吉村(洋)委員】 今の部長の答弁につきまして
は、私も非常に共通するところが多くございま

すので、そのようなことで進めていっていただ

きたいと思います。

青木野枝もそうですが、その下段に「本県で

は、県内各地に所在する歴史、民俗、美術、自

然科学、産業などをテーマとした特色あるミュ

ージアムを地域の大切な文化資源として地域振

興に活用していく」と書いてあるので、ここに

「産業」まで入れてあるので、そこも含んでい

ただきたいということ。その取組の一つとして、

雲仙ビードロ美術館において、「雲仙モダン」

というのは、いい名前ですよね、そそりますよ

ね。そういうことで、この雲仙ビードロ美術館

において特別にやるんじゃなくて、雲仙ビード

ロ美術館では、この「雲仙モダン」というのが

常設されているんだと。それぐらいに、そこに

何か県としても一緒にやりながら、そして、特

別には県の美術館で「雲仙モダン」を展示する

というような、そういう連携の仕方ということ

もやって、常時は雲仙ビードロ美術館に行って

ください、あそこに行ったらありますからと。

それはさっきのいわゆる周遊型観光にもつなげ

ることができるわけです。それをもっと知らし

めるために県の美術館で特別展を開きますよと。

ネーミングもいいなということで、そういうふ

うに感じるわけです。そういうことで、いろん

な意味で連携をしなからやっていただきたいと

思います。

もう一つ、最後ですが、宿泊税についても一

般質問で聞かせていただいたんですが、暗中模

索ではないですが、まだまだ積極的に具体化し

てないというのが長崎県の現状であろうかと思

います。

1月8日の長崎新聞を使わせていただきます
が、ここに国は出国税、正式には国際観光旅客

税というんですか、この徴収が始まったんです

よという記事がありました。これを読むと、理

由のいかんを問わず、出国者に1人1,000円課税
されるんだと。新たな国税の導入は1992年の地
価税以来、27年ぶりなんだと。年間税収は2019
年度で約500億円の税収が見込めますと書いて
あります。これは国民にアンケート調査とかあ

ったのかなと思いますけど、私の個人的な記憶

の中にはないんですが、これでどんどん進んで

いくわけですよ。これは世界を見ても、いろん

な国でこういう出国税のようなものが取られて

いる。それで、そう反対の意見もないし、すん

なり受け入れられていく。結局、燃油サーチャ

ージなんかも燃料代が上がって、そういうこと

は昔はなかったのに取られるようになった。そ

れは、そういうことであればしようがないねと

いうことがあるんですけれども、それは慎重を

期すところは慎重を期さなければならないと思

うわけですが、それを観光振興に役立てるとい

う一つの目的のために活用するのであれば、そ

う逡巡することなく取組を進めていいんじゃな

いかなと思うんですけれども、その点について

のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

【佐古観光振興課長】宿泊税につきましてです

が、現時点で県内で長崎市、それから佐世保市

において検討が進められております。本会議で
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も部長からご説明申し上げましたけれども、長

崎県の宿泊客数を市町別に見ますと、長崎市、

佐世保市はかなり多いですけれども、それ以外

の市町は、かなり偏在している状況にございま

す。

そういう状況の中で、今のところは県税とし

て宿泊税を導入するという考えは、私どもとし

ては持っていないという状況でございます。

ただ、長崎市、佐世保市で検討が進んでおり

ますので、これは例えばの話ですけれども、長

崎市と佐世保市の宿泊税の制度が実際に実現し

て異なった場合に、じゃ、外から来られる観光

客の方がそれをどう受け止められるのかとか、

いろいろと慎重に市町を含めて意見交換をしな

いといけないこともあると思っておりますので、

至急、市町とも宿泊税についての情報共有、そ

れから、今後に向けた考え方の整理ですとか、

そういったことをまずはやっていきたいと思っ

ております。

【吉村(洋)委員】 一般質問でも言ったんですが、
近いところでは福岡市と福岡県で論争が非常に

長引いて出口が見えないというような状況があ

ることがいろんなところで出ております。ここ

にも福岡県と福岡市の考え方が載っているんで

すが、県としては、観光を支える産業のすそ野

は広いんだと、福岡市に来る観光客であっても、

それが福岡市以外に影響を及ぼす部分がたくさ

んあるんですよと。そういうことも考えると、

新たな財源ができれば、違法な民泊の対策とか

駐車場不足に伴うトラブルとか、そういういろ

んな課題を解決していくための財源にも使わせ

ていただきたいと。ただ、福岡市とすれば、自

分たちのところに当然入るはずのお金をよそに

使われるのは嫌だと、そういうことも出てくる

んですけれども、やはり今のような考えを持つ

と、例えば、県が全部まとめて面倒を見ていく

と、その配分をすることで福岡市ばかりじゃな

く、ほかの自治体にもいって、それが県が財政

支援をしますよと、そういうことにつながって、

計画的な、全体的な観光の振興でもあるし、地

域の振興にもつながるしというような、全体を

見た計画が立てられるんじゃないかと。分配の

仕方は半分ずつ分けるとかどうするかとかいろ

いろあろうかと思いますけれども。そういうこ

とで、私個人的にも、どっちかというと県が県

税として徴収して、それを県内の、長崎県でい

うと21市町に分配していくというやり方がベ
ターなんじゃなかろうかと思います。

そういうことについても早急にとりかからな

ければ、この前も言いましたが、佐世保市も検

討に入るということを表明されたんですね。長

崎市、佐世保市がそれで走り出すと、なかなか

まとめづらく、遅れることになりますから、そ

こは急ぐ必要があるんじゃないかと思うんです

けど、部長、どうですか、そこら辺の考え方に

ついてお知らせいただきたいと思います。

【中﨑文化観光国際部長】本会議でも答弁しま

したように、いずれにしても、早い段階で市町

とは議論する場を設けたいと思っております。

我々もまだ少し議論が深まっていないところ

があるんですけれども、ちょっと思っておりま

すのは、財源は厳しいんですけれども、財源欲

しさで議論するべきということではなくて、な

ぜ宿泊税が必要なのか、あるいはこれをどう使

うべきかみたいなところが、逆にいうと市も含

めて少し議論が足りてないんじゃないのかなと

思っております。

税を徴収するのは宿泊事業者でございますし、

また、多くの観光客においでいただいて栄えた

県でございます。観光客の皆さんの考え方もあ

ると思います。それと、委員ご指摘のように、

宿泊者というのは、宿泊地とは関係なく広域的
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に周遊したり、あるいはクルーズのように泊ま

らないお客、ビジネスで来るお客もおります。

そういったさまざまな状況もありますので、そ

こはしっかりと議論した上で、県としてどうい

った方向がいいのかということを市町と話を進

めてまいりたいと思っております。

【吉村(洋)委員】 いろんな課題とかそういうこ
とがあろうかと思いますが、それだけに早く中

に入って県が主導的な立場で議論を進めていた

だくことが必要なんだろうと思います。

出国税の話の中でも、これは既に徴収されて

いるわけですね。だから、今、部長が申された

ような課題、懸案ということについても、ある

程度共通する部分があるわけですよ。既にそれ

は議論がなされているというところもあろうか

と思うので、出国税を徴収しようとなった時の、

そういうところの議論あたりも参考にしながら

進めていただければいいと思いますので、これ

も可及的速やかに考え方を進めていただくよう

にお願いして、終わりたいと思います。

【大場委員長】 ほか、ございますでしょうか。

【宅島委員】 今、吉村(洋)委員から質問がござ
いました宿泊税についてですけれども、私も以

前、宿泊税のことを議論したことがあります。

ちょっと確認させていただきたいんですけれ

ども、宿泊税を長崎県がとった場合に特別交付

税の収入額に算定されて、要は総額は変わりま

せんよと、カウントされて特別に財源が増える

わけではないんですよとお聞きしたことがある

んですけれども、そこについてはいかがですか。

結局、税をとりますと、税をとったら国税じゃ

ないので、県税としてとった場合には収入額に

算定されてというのはいかがですか。

【佐古観光振興課長】宿泊税について税務課の

方と協議といいますか、意見交換をしておりま

すけれども、例えば、地方税の中に宿泊税が法

定という形で位置づけられて、そこにある程度

の基準になる税額が示されて、その前後で変え

た場合、その時は基準財政需要額に算定されて、

結局、一緒ということになるという話は税務課

から聞いておりますけれども、今、先行事例で

導入されております法定外の目的税の時にどう

なるかというのは、すみません、今把握をして

おりませんので、後ほどご報告します。

【宅島委員】その辺も含めて、私もできれば長

崎県には独自のそういう目的税があってもいい

とは思っているんですけども、県にくる交付税

が変わらないのであれば、要は、よその部分は

減らされるということもありますので、十分に、

できることであればやった方がいいし、トータ

ルできちっと議論して決めていかなければいけ

ないと思っていますので、よろしくお願いしま

す。

【吉村(庄)副委員長】 部長、午前中もそうでし
たけど、私ね、答弁を聞いておって、いらいら

してるんですよ。さっき、吉村(洋)委員から話
がありましたが、あとの5つの・・について出
せるのか出せんのかとか、後でどうだろうかと

か、こういう話があった時には、出せないなら

出せない、後で資料で出すなら出す、こういう

きちっとした答弁が返ってこなければいけない

んじゃないですか、答弁の仕方として。

税金の問題について言えば、長崎県が全国に

比べてたくさんとっているかどうかというのは

あるけれども、目的税としてとっているんです

よ。そういう場合に財源がどうなっているかと

いうのは、宿泊税を話題にする時には、そうい

う問題は検討しとかにゃいかんですよ、先に。

今、「わかりません」と、地方税の中に入れば

どうだとか、私もよく知らんけれども、あなた

たちは、あなたたちなりに理解する、そういう

ことが今の段階であると思いますが、宿泊税の
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話が一般質問で出た時に、宿泊税をとったら基

準財政需要額の中に税金として算定されて地方

交付税が減ってくるとか、こんなところは宿泊

税の話をする時は、もうそんな話は部内で検討

しとかんといかん、税務課を含めて、どうなっ

ているのか。わからんということですから、そ

れはきちっと話をしてもらわにゃいかん。

それから、石材の話があったでしょう。石材

を使って芸術的な云々と、こういう話がありま

したが、長崎県では既にそういう状態というの

はできてきているんですよ、佐世保の六方石と

か知ってますか。こういうものについては佐世

保市も使ってます、観光の目玉になるような標

識に使っています、海の中道公園にもいってい

るんですよ。そういう石材があるようなことに

ついて、あなたたちは当然認識しとかにゃ。今

から出てくるようなことについて一生懸命おっ

しゃっていることがたくさんあるんですけれど

も、それについても検討の余地があるような話

です。具体的に観光地にも使ってあるんだから。

あなた、知ってますか、第7艦隊の佐世保基地
の前に案内標識があって、そこに肥前六方石と、

佐世保の石がきれいに磨かれて、そこに標識が

あって、時計と一緒にしてあるんですけれども、

そういう目玉的な使い方をして観光の一翼を担

っているのが現実的にあるんですよ。知らない

んですか。私は、そういう感覚がわからん。さ

っきの話も一緒、後から話をしますがね。

まず、吉村(洋)委員の質問に付け加えて、思
いつきで恐縮ですが、先ほどの6団体、6事業ね、
一つは江迎が出た。あとの5つについては、今
の時点で公表できるんですか、委員会に答える

ことができるんですか、できないんですか。

あと1点言っておきます。課長、「私の個人
的な考え方ですけど」と。議会に答弁する時に

個人的な考え方を言ってもらっちゃ困りますよ、

言うなとは言わんけれども。課長として答弁す

るんだったら、それは課としての考え方、部と

しての考え方、こういうことに私たちは受け取

るわけですから。個人的な思いがどうと、それ

は平たいところでおっしゃるのは構わんけれど

も、そういう受け答えをしよるような状況とい

うのは、観光行政の中でいろんなことを書いて

ある、立派なことも言ってある、私は、それは

正しいと思う。そして、そういうことで努力を

してもらわんばいかんと思うけれども、そうい

う熱意に水を差すような話に聞こえるじゃない

ですか。少ししっかりしてください。

私がお尋ねしたいのは、さっきの5団体、そ
ういうものが出せるのか、出せないのか。それ

じゃなかったら、今は出せないけれども、後で

きちっと出せるのか。それとも、いろんな関係

があるから具体的に取り組む段階で問題が出て

くるので出せないというのか、それをまずはお

聞かせください。

【佐古観光振興課長】「住んでよし」の事業で、

今回、選定から漏れました5団体につきまして
は、同様の事業を実施している庁内の各課の取

り扱いも確認いたしましたけれども、いずれも

公表してないということでございました。

ただ、それぞれの団体に対しては、選定委員

での議論ですとか、そういうことを含めて個別

にお返しをして、フィードバックをして次につ

なげていただくという手だてはとっております。

【吉村(庄)副委員長】 今のような答弁をきちっ
となぜしないの。個人的な意見ということにつ

いては私たちの意見ですから、あなたたちはど

う思っているか知りませんが。

それで今から質問です。長崎県では、いろい

ろ観光の問題については、インバウンドの方が

強いんですけれども、日帰り客と宿泊客のここ

3～4年の動向をちょっと教えてください。私が
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心配している平戸地域、あるいは雲仙の2カ所
と全体についてお聞かせ願いたい。

【佐古観光振興課長】直近の県の観光統計デー

タの平成29年をまず申し上げます。日帰り客数
が約2,200万人、延べ宿泊者数が660万人という
数字になっております。その前の平成28年の数
字を申し上げますと、日帰り客数が約2,100万人、
延べ宿泊者数が640万人。その前の平成27年で
申し上げますと、日帰り客数が、ほぼ同じで約

2,100万人、延べ宿泊者数が約700万人です。
【吉村(庄)副委員長】 これに載っているんです
よ、これは3月号なんですけど。最近の状況、
2014年、2016年の数字ですが、長崎県では県南
地区、県北地区の宿泊客数はどうなっているん

だろうか。県南地区は減っている、こういう状

況があって、雲仙は減っている、平戸は出てな

いですけど。先ほど話があったように、日帰り

客が増えて、宿泊客が減っているということの

中で、この中にも書いてありますから、あなた

たちもそういう認識でやっておられるというこ

とは私はよくわかっております。

例えば、雲仙とか平戸で、こういうふうに宿

泊が減っている理由というか、原因というか、

要素というか、こういうことについてはどうい

うふうに分析しておられますか。

【佐古観光振興課長】雲仙地域において宿泊客

が減っていますのは、足元の状況で言えば、大

型施設の休館、あるいはリニューアルに伴って

工事期間中、営業を休んでいたとか、そういう

影響が直近では見られると思っております。

平戸につきましては、これも一部、経営が別

の方に移る時に少し休館をしたりですとか、あ

るいは県外の資本にはなりますけれども、大型

の施設がオープンして、そこが最初、かなり集

客力があったんですけれども、そこが少し落ち

着いたとか、そういった状況が平戸については

見られるものと考えております。

【吉村(庄)副委員長】 雲仙は、ずっと昔から言
われているし、それは皆さん方、承知ですけれ

ども、雲仙は国立公園の第一号です。平戸も、

かなり古い町家なんかの歴史がある。こういう

状況の中で宿泊施設が休館になったり、どうに

かしたと言っても外国資本になってみたりとか、

外国資本ばかりじゃないですけれども、そうい

う動きの中で長崎県で一番問題になる、つまり

日帰り客は何とか維持して、増えるところも出

てきている、延べで考えても。やっぱり滞在型

につながる宿泊という問題がどうなっているん

だろうか。そういうことを考えたら、平戸の老

舗の旅館がおかしくなっているとか、佐世保で

おかしくなっているとか、長崎もそうなんです

けれども、雲仙でおかしくなっているとか、こ

ういうところについてあなた方は心を痛めてい

ると私は思うんですが、そういうところについ

ての対応はあんまり語られないんですね。そう

いう落ち込みをしているところについてどうい

うふうにしていくのか、こういうことが語られ

ない。私は非常に不満ですよ。

そういう意味でいうと、ここは非常に大事な

んですね。全県的にいえば、ここが大事なんで

すよ。稼ぐ観光、観光産業で稼げる状態をつく

らなければいけない。しかし、地域的には非常

に厳しい条件が出てきてますから、そういうと

ころを含めてどうやっていくのかということを

考える意味でいうと、例えば、江迎のようなと

ころで、こういうものを育てて人を呼ぶ、呼ん

でいるうち日帰りができてくれば、宿泊もその

付近には出てくるとか。こういう状態にして相

乗効果を求めながらやっていかにゃいかん、こ

ういうことになっていきます。

だから、ここに書いてあることは非常に大事

なことで、当を得ているというふうに私は思う
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んだけれども、具体的なことになると、やっぱ

り情報として持たなきゃいかんようなところに

ついても少しおろそかになってみたりしている。

毎月出ているでしょう、観光客の推移は観光協

会の資料としてずっと出ているんですよ。こん

なのはあなたたちは見とらんという話だから。

だから、先ほど人の質問について私が言うのは

どうかと、こういう話があったけれども。

もっと基本的な問題として、前に座っておら

れる皆さん方は、情報をきちっと捉える、そし

て、何が問題なのかということが出てくる。出

てきたことについて十分対応できるかどうかわ

からんけれども、こういうことについてしっか

り対応策を講じる、対応策が完全にいかないで

も、その次の対応策を考えることが非常に大事

だと私は思います。

先ほど、雲仙のビードロ館の話がありました。

私は、開館以来、何回も行かせていただいてお

ります。いろんな催し物もされておりますし、

それから、佐世保の画家との関係のところも今

までずっとしていただいております。例えば、

雲仙ビードロ館に佐世保出身の画家の何かがあ

ると、こういうことであれば、そういうものを

見ながら雲仙に行こうじゃないかと、こういう

ことを考えていくようなことを全体的にやって

いかないと、私はそう思うんですよ。

もう一つお尋ねしますが、具体的なところで、

そういう問題との関連でね。クルーズ船の状況、

だんだん増えてきてますよね、今年は何隻にな

ったと、長崎港も、佐世保港も、また、ほかの

ところも含めてこれだけ来た、最高になったと。

こういうことですが、クルーズ船乗客の1人当
たりの、年間でも構いませんし、月間でも構い

ませんが、観光消費額の統計的な数字はどうい

う経過になってますか。

【土井口国際観光振興室長】クルーズ船の消費

額についてのお尋ねでございますが、平成30年
の単価で申し上げます。これは平成24年の長崎
市の調査、平成28年に県が調査をした消費単価
から推計させていただいておりますが、韓国人

が1万1,008円、中国人が2万7,497円、欧米人が
9,096円、日本人につきましては、日帰り観光客
の観光統計の数字でございますが、8,777円、台
湾人が1万9,314円という単価を推計いたして
いるところでございます。

【吉村(庄)副委員長】 聞き漏らしましたが、こ
の推移はどうなってますか、例えば3年ぐらい
前と比べて。そういう資料があれば教えてくだ

さい。

【土井口国際観光振興室長】 おのおの平成27
年から単価をとっておりまして、まず、平成27
年と平成30年の単価を比べますと、韓国人が平
成27年が1万3,952円、これが平成30年は1万
1,008円になっております。中国人は、平成27
年が2万8,282円、これが平成30年で2万7,497円。
欧米人は、平成27年が1万247円、平成30年が
9,096円でございます。日本人は7,374円、これ
が8,777円。台湾人が1万9,231円が1万9,314円。
これは平成27年と平成30年の推移でございま
す。

【吉村(庄)副委員長】 今の状況で見ますと、日
本人は少し上がっていたのかな、平成27年から
平成30年。台湾人はほぼ変わらない、あとは全
部落ちているんですね、中国人なんかも落ちて

いる。当初、クルーズ船で来られた時に比べる

と、東京あたりでもそうですが、爆買いがどう

だこうだということで観光客の話がありました

が、そういう状況からずっと変わってきている

んですよ、そういう分析が当然されていると思

います。

それは確かにクルーズ船でそういう金を落と

してもらっていいんですけれども、巷の声が一
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体どうなっているかというと、ホテル関係は「泊

まらっさんもんね」と、それがまず一つ。それ

から、タクシー業者は「タクシーは利用さっさ

んもんね」と、これだけですよ。クルーズ船が

何百隻どうだと新聞に載っているけれども、個

人消費というのはずっとしよらすかもしれんけ

ど、最近聞くと、お金の使い方も少なくなって

いると。こういう状況の中で、クルーズ船、ク

ルーズ船とおっしゃっている県とか市、佐世保

市あたりの考え方はどうかなということが一般

県民のところで出てきているんですよ。

そういうところ含めて考えていく中で、あな

たたちはこういう方針をさらに強調して出した

んですね、「稼げる観光」と。やっぱりそこら

辺に焦点を当てるということであるならば、そ

れらしきことの中で宿泊客をどうしたらとめら

れるのか、どうして滞在してもらうのか、こう

いうことについて考える。

それから、民宿あたりについても、奈留島の

いい記事が載っていました。ホテルとか、そう

いうところばかりに焦点を当てないで、民宿あ

たりも滞在型、それから・・の体験型、こうい

うところを含めて、どう育てていくかというこ

とは当然やっておられると思いますが、そうい

う全般的なことをしっかり頭に置いて観光行政

をやっていただきたい。

文化行政については、また違った見方も私は

申し上げたいと思いますが、今日は時間があり

ませんから、それは申し上げませんがね。

だから、何か知らんけど、クルーズ船で、佐

世保もそうですよ、浦頭につくったら、どんど

ん金が落ちて、そして、今言ったタクシー業者

も含めて、どんどんとは言わんけれども、一定

の恩恵があるんだと、こういう見方が宣伝的に

は聞こえるけれども、決してそういう状況にな

らん、今のクルーズ船のやり方からいくと。そ

こら辺を考えていただきたい、こういうように

思います。

そして最後に、私が申し上げたようなことに

ついて、部長、一定の見解を示してください。

【中﨑文化観光国際部長】まず、施策構築に当

たって、きちんと情報を収集する、共有する。

先ほどの十八銀行の経済雑誌もそうですけど、

新聞等も含めてですね。そこは今後、部として

も、まずしっかりやっていきたいと思っており

ます。

委員ご指摘のとおり、長崎県の平成29年の観
光客数は過去最高でございましたけれども、ご

指摘のとおり、宿泊数は確かに伸び悩んでおり

ます。2年前の先ほどの数字のところまで回復
しておりません。2年前は熊本地震がございま
したので。ただ、クルーズを含めてトータルの

数字が上がっておりますけれども、宿泊客数が

伸びてないというのは、ご指摘のとおりでござ

います。

ですから、いかに泊まってもらうか、リピー

ターになってもらうか、そのためには宿泊施設

のみならず、まちづくりを含めた地域の魅力を

向上させていくことが大事だと思っております。

それと、しっかり観光地に入ってというよう

なご指摘もいただきました。特に、今、雲仙地

域におきましては、かつて観光のエンジンと言

われておりましたけれども、非常に苦労されて

いるような状況になっております。

ただ、我々も、今、雲仙の観光が落ちている

理由、宿泊施設のハード的な面もございますけ

れども、かつての修学旅行等の団体旅行を対象

としたスタイルから、今は個人客の方に変わっ

ています。今、雲仙の皆さんも少しダウンサイ

ジングして、そのかわり宿泊単価を上げてイン

バウンドも含めた取組ができないかということ

で、今、いろんなことで取組を進められている
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ところでございます。

私も何度も雲仙にも行きまして、いろんな事

業者の皆さんと意見交換もやっております。こ

の前は、年末には雲仙の地域の方、事業者の方

も含めて長崎までやって来られて、県、県観光

連盟と一緒に夜も含めて意見交換をしたところ

でございます。

やはり今申しましたような取組を進めるため

には行政だけでは限界があると私は思っており

ますので、しっかり地域に入って、そういった

事業者の方と危機感を共有して、何ができるか

ということは今後も取り組んでまいりたいと思

っております。よろしくお願いいたします。

【大場委員長】 ほか、ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

文化観光国際部関係の審査結果について整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時 ４分 休憩 ―

― 午後 ３時 ４分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、企画振興部関係の審査

を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時 ５分 散会 ―



第 ３ 日 目



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月７日）

- 70 -

１、開催年月日時刻及び場所

  平成３１年 ３月 ７日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時２３分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 吉村 庄二 君

委 員 宮内 雪夫 君

〃 小林 克敏 君

〃 橋村松太郎 君

〃 坂本 智徳 君

〃 下条ふみまさ 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮本 法広 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企画 振興部 長 柿本 敏晶 君

企画振興部政策監
(離島･半島･過疎対策担当)

廣田 義美 君

企画振興部政策監
（ＩＲ推進担当）

吉田 慎一 君

企画振興部次長 廣畑 健次 君

企画振興部参事監
(県庁舎跡地活用担当)

村上 真祥 君

政策 企画課 長 浦  真樹 君

ＩＲ 推進室 長 西村 一宏 君

地域づくり推進課長 村山 弘司 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興対策担当)

浦  亮治 君

スポーツ振興課長 本田 和人 君

スポーツ振興課企画監
（スポーツ合宿･
大会誘致担当）

野口 純弘 君

市 町 村 課 長 井手美都子 君

土地 対策室 長 原田 一城 君

新幹線・総合交通対策課長 早稲田智仁 君

新幹線・総合交通対策課企画監
(航路･バス事業等担当)

椿谷 博文 君

県庁舎跡地活用室長 鳥谷 寿彦 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【大場委員長】 おはようございます。

それでは、委員会を再開いたします。

これより、企画振興部関係の審査を行います。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

企画振興部長より予算議案説明をお願いいた

します。

【柿本企画振興部長】 おはようございます。

企画振興部関係の議案について、ご説明いた

します。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第57号議案「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
であります。

初めに、第1号議案「平成31年度長崎県一般
会計予算」のうち企画振興部関係について、ご



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月７日）

- 71 -

説明いたします。

予算額は、歳入予算で合計65億8,929万8,000
円、歳出予算で合計129億3173万8,000円を計上
いたしております。

この歳出予算の主な内容は、特定複合観光施

設（ＩＲ）の導入に向けた事業者の公募、選定

等を実施するための経費や、国の新たな政策パ

ッケージや交付金を活用し、都市部からの移住

促進や地域の雇用創出につながる事業拡充等に

チャレンジする事業者を支援するための経費の

ほか、全国相互利用の交通系ＩＣカードの導入

を支援するための経費や、県庁舎跡地の整備に

向けた埋蔵文化財調査等に要する経費などを計

上いたしております。

なお、7ページでございますが、債務負担行
為につきましては、特定複合観光施設（ＩＲ）

導入に係る業務委託の平成32年度に要する経
費などを計上いたしております。

次に、第57号議案「平成30年度長崎県一般会
計補正予算（第5号）」のうち企画振興部関係
について、ご説明いたします。

8ページをお開き願います。
今回の補正予算は、歳入予算で合計2億6,709

万7,000円の減、歳出予算で合計10億1,907万
2,000円の減を計上いたしております。
この歳出予算の主な内容は、離島航路事業者

に対する欠損補助の減に伴う航路事業対策補助

金等の減や、離島基幹航路事業者が行う船舶長

寿命化（リフレッシュ）の本年度分の事業費の

変更に伴う長崎県離島地域交流促進基盤強化事

業費補助金の減などを計上いたしております。

また、11ページでございますが、債務負担行
為につきましては、住民基本台帳ネットワーク

システムの県ネットワークシステム管理委託に

係る平成31年度に要する経費を計上いたして
おります。

最後に、平成30年度の予算につきましては、
今議会に補正をお願いいたしておりますが、今

後、年間執行額の確定に伴い、調整・整理を行

う必要が生じてまいりますので、3月末をもっ
て平成30年度予算の補正について専決処分に
より措置させていただきたいと存じますので、

ご了承を賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】 次に、提出のあった「政策等

決定過程の透明性等の確保などに関する資料

（政策的新規事業）」について、説明を求めま

す。

【浦政策企画課長】 私の方から、「政策等決定

過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協

議等の拡充に関する決議」に基づきまして、本

分科会に提出しております政策的新規事業の計

上状況について、ご説明をさせていただきます。

資料の1ページをお開き願います。Ａ4横書き
の資料でございます。

資料の1ページ、企画振興部関係の事業とい
たしまして、集落維持対策推進費からＩＣカー

ド導入支援事業費までの5つの事業について記
載をさせていただいております。各事業の要求

額につきまして、それぞれ予算編成過程の中で

補助対象の件数、あるいは事業費の負担割合の

見直し等につきまして、それぞれ事業内容等を

精査した上で予算案として計上した額を要求額

の横に計上額として記載させていただいている

ところでございます。

以上でございます。よろしくお願いします。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

【宮本委員】それでは、予算議案について質問
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をいたします。

説明資料の中から、まず、第1号議案につき
まして、2ページでございます。土地対策費に
ついて質問をいたします。

補足説明資料もいただいておりまして、3ペ
ージになります。これも確認の意味で質問いた

します。

今回、地籍調査事業に要する経費ということ

で約9億2,000万円あります。3ページを見ます
と、実施主体は11市、残り2市8町は完了とあり
まして、調査面積、内容とも書いてありますが、

単純に今回のこの予算総額で、長崎県の進捗率

67.7％、平成30年度末見込みとありますが、来
年度、この費用で、どれくらいさらに進捗する

のか、それをお聞かせください。

【原田土地対策室長】 お手元の資料の3ページ
目の事業内容の2番に踏査面積27.48平方キロ
メートルとございますが、今年度末の見込み

67.7％に、この27.48平方キロメートル分を加え
まして、平成31年度末では68.4％の進捗率とな
る見込みでございます。

【宮本委員】 67.7％が68.4％なので1％もいか
ない感じですね。この地籍調査というのは非常

に、何といいますか、時間と、もちろん予算も

ですけれども、かかるということで、9億円、
予算はあるけれども、進捗としては1％もいか
ないということです。非常に大変な作業である

ということがわかります。

ちなみに、長崎県の進捗率でいいますと、全

国的にどれくらいの位置にいるのか、それも併

せて確認させてください。

【原田土地対策室長】 平成29年度末の全国の
進捗率が51.9％でございます。長崎県は全国で
上から14番目という位置にございます。
【宮本委員】 14位ということですが、全国よ
りは上回っているけれども、なかなか済んでい

ないところがあるということがはっきりいたし

ます。100％になるまでは相当な時間がかかる
んだろうということは明らかですもんね。

ちなみに、佐世保市は実施主体に入っていま

すけど、佐世保市は今どれくらいにおって、こ

れが来年度末はどれくらいまでいくかというあ

る程度の目安というのはわかりますか。今のパ

ーセント、そしてまた、今回実施するに当たっ

てどれくらいまでいくというのはわかりますか。

【原田土地対策室長】 佐世保市は、平成30年
度までの進捗見込みが42.5％でございます。こ
れが平成31年度の予算を、国の割り当てが当初
予算と同額ということを前提としまして、これ

も42.5％程度ということです。
【宮本委員】地籍調査は大事なことです。明治

時代のということなので、これをやることによ

ってしっかりと土地の区分ができて、そしてま

た、1筆ごとの所有者がわかるということです
から、これは国に対しての要望になろうかと思

いますけれども、要望といいますか、予算につ

いてはしっかりと確保していただきたいという

ことを併せて期待を込めて要望させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

それと、説明書の3ページの地域振興対策費
についてです。これは補足説明資料でいうと8
ページになりますけど、これも確認させてくだ

さい。

これは「国の新たな政策パッケージを活用す

る」ということで、事業内容の1番目に4,500万
円、移住支援事業がありますが、これは東京23
区に在住または通勤する者がということで、こ

れは決まっていることなんですね。23区以外の
人がこちらに来てもだめで、23区に在住する、
もしくは勤務する人が県内企業に就業したとい

うことで、これは国の政策パッケージの中の決

まりであるということの認識でよろしいですか。
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【村山地域づくり推進課長】 補足説明資料の8
ページ、移住支援事業の東京23区に在住する者
または通勤するものの定義でございますけれど

も、これは東京一極集中を是正するための国の

施策でございまして、23区に在住する者または
通勤する者というのは、国から示されたルール

でございます。

【宮本委員】そうするならば、その2行下に「60
件」と書いてあるんですが、この60件というの
は県が決めたこと、それとも国がこれだけなん

ですよということでしたということになります

か。この60件の数も確認させてください。
【村山地域づくり推進課長】 ご指摘の60件の
内容でございますけれども、この予算を計上す

る段階で、これは市町の予算を伴いますことか

ら、市町とも協議をいたしまして、これまで東

京都から長崎県にお越しの方の実績をもとに、

その方々の推移を考慮して60件という件数を
想定しております。長崎県で決めた件数でござ

います。

【宮本委員】わかりました。実績を踏まえてと

いうことですね。23区から来ている方もいらっ
しゃるということですね。すみません、私の感

覚では、23区から県内企業に就職される方がい
るのかなと思っていて、60件というのは多いか
なと私的に思ったんですが、実績を踏まえて、

そしてまた、市町との協議の中でということで

ありますならば、実績よりプラスアルファで恐

らく立てていらっしゃるんでしょうから、これ

に近づけるようにしっかりとＰＲをしていただ

きたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

それと、6ページですが、ＩＣカード導入に
係る経費についてもうちょっと聞かせてくださ

い。

補足説明資料は13ページになります。バス対

策費、ＩＣカード導入支援事業費、約1億4,000
万円。これは一般質問でもありまして、そして

また、我が会派の川崎委員も予算総括でも質問

しておりまして、さまざま出尽くしているんで

しょうけれども、改めて確認の意味です。

この約1億4,800万円というのは、経費に対す
る支援ということですが、具体的に機器という

形で捉えてよろしいのでしょうか、その確認を

させてください。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】今回の

ＩＣカード導入支援事業の内訳でございますけ

れども、主にＩＣ車載機、配線取付費、運賃箱

改良費等、いわゆるハード部分の支援が主な支

援内容となっております。

【宮本委員】 ハード部分ということです。

ちなみに、これも確認ですが、交通系のＩＣ

カード、これが予算計上されて通りました、い

つから全面開始になりますでしょうか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】今回の

長崎県バス協会が導入を計画しております「ｎ

ｉｍｏｃａ」につきましては、県の補助以外に

も国庫補助を受ける関係もございまして、この

国庫補助の交付決定の時期次第では導入時期も

変わってくるといったこともお伺いしておりま

すが、現在の予定で申し上げますと、「ｎｉｍ

ｏｃａ」の導入につきましては、平成32年3月、
来年度末の供用開始に向けて、現在、準備を進

めているとお伺いしております。

【宮本委員】わかりました。来年度末というこ

とですね。今のこの事業はＩＣカード、いろい

ろな問題点等が出てきておりましたので、県外

から来る方に対しても利用が促進されるでしょ

うし、そしてまた、県内の利用者についても大

事な事業であると思いますから、少しでも早く

導入できるように取り組んでいただければと思

っていますので、よろしくお願いいたします。
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最後に1点だけ確認いたします。7ページ、県
庁舎跡地活用検討経費、約1億3,800万円、これ
は埋蔵文化財調査費ということです。別途、資

料もいただいております。これも一般質問でも

あっておりましたけれども、約1年間という計
画であります。今回、約1億3,800万円ですけど、
これがずれた場合、例えば、今回の費用を使っ

て1年間で終わらなかった場合、全体的なスケ
ジュールが遅れるというようなことにはならな

いのかと思って。今回の費用で1年間という目
安はあるんでしょうけど、全体的なスケジュー

ルについての影響はないのか、その1点だけ確
認させてください。

【鳥谷県庁舎跡地活用室長】埋蔵文化財調査の

お尋ねですけれども、1年と想定しており、ス
ケジュールの方は、今回、補足説明資料として

配った中にスケジュールを書かせていただいて

おりますけれども、主要な3つの機能について
は、基本構想、基本設計、詳細設計という形を

経て工事に着手してまいります。これが1年以
上かかりますので、1年が少し遅れたとしても
完成には影響はない予定でございます。

【大場分科会長】 ほか、ありますでしょうか。

【小林委員】 ＩＲの、いわゆる事業者の公募・

選定を実施するということで1億2,000万円強
の予算が計上されているところでございます。

いよいよＩＲについての動きが活発になって

きているというようなことで、これは全庁の取

組体制というものが、副知事を先頭として県庁

内ががっちりと体制ができていると、こういう

ように認識いたし、これから本当に期待をして

いきたいと思っております。

そこで、1億2,000万円強の予算をもって事業
者の公募、選定を実施するということになって

おりますけれども、これは非常に大事な、重要

なことではないかと思っております。このＩＲ

は、全国で3つの区域認定という状況から考え
ますと、やはり区域認定を受けるためにどうす

るか、あらゆる角度からその体制を強化し、ま

た、運動の展開を盛り上げていかなくちゃいか

んわけだけれども、やっぱり業者選定というの

が極めて大きなポイントになると思うんです。

なぜならば、業者が、まさに海外からであろ

うと推測をするけれども、ここのところは非常

に何といいますか、よい事業者というか、本当

に評価できる、あるいは国のいろんな選定の中

において、この業者ならばと、こういうような

ことをもって長崎県が優位な展開になるという

ことは、これは考えるだけでも容易に推測でき

ると思うんです。

したがいまして、この選定のあり方について、

今後どういうシナリオでやっていくのかという

ことでございます。

まず、いつまでに選定を決定するかと。まず

公募しなければいけない、公募しながら選定す

る、そして最終的に決定する。こんなようなこ

とを考えれば、スケジュール的に、いつ大体Ｉ

Ｒの開業を見込んでいるのか、そこから逆算を

して、どれくらい前までには業者の選定をしな

ければならんという一つの答えが出てくるので

はないか、こういうふうに仄聞をいたしている

ところであります。

したがいまして、いつ頃、ＩＲの開業が日本

で成り立つのか、なるのか、いつ、ゴーサイン

が出るのかというその年度の見通し、そこから

推定をして、いつまでに応募を求め、そこから

選定をし、それから決定をするのかと、この辺

について質問いたしたいと思います。

【西村ＩＲ推進室長】平成31年度予算といたし
ましては1億2,033万8,000円をお願いしている
ところでございます。うち、今、委員ご質問の

選定に係る支援事業といたしまして、これは1
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億1,405万6,000円でございますけれども、同額
を佐世保市が負担することになっております。

今、委員からご質問のございました開業時期

でございますけれども、国は「2020年代の半ば」
という言い方をしております。しかしながら、

一番有力とされております大阪府・市が2025年
の万博の前年の2024年の開業を目指すと言っ
ております。同様に和歌山県も2024年の開業を
目指すと言っておりますことから、私ども長崎

県としましても2024年を一つの開業時期とし
て考えているところでございます。

そこから建設期間等逆算いたしますと、2020
年には地域認定がないと厳しいのではないかと

考えておりまして、同時期までに国が区域認定

の申請業務を受け付けて決めていくのではない

かと推測して、最短のスケジュールで私どもも

作業させていただいているところでございます。

【小林委員】今の室長の答弁を承りますと、時

間的にもあんまりないのではないかというよう

な感じがしますね。

今まさに一つの根拠というか、大阪の万博が

確かに2025年というようなことがもう既に決
定しております。そうすると、大阪については、

万博以降ではなくして万博のオープン前の

2024年を目指しているということを明確に打
ち出している。同時に、同じエリアであるかも

しれんが、和歌山も2024年だと、こういうよう
二つの地域がこの辺の動きをやっておりますと

いうことを考え併せると、その辺に我々の戦略

を集中せざるを得ないと。これは今お答えのと

おりではないかと思います。

そうすると、先ほどから言っているように、

区域の認定を受けるということがとても大事な

ところであって、今、確かに正式に手を挙げて

いるところは3つだと、大阪と和歌山と九州の
長崎と。こういうところであろうけれども、当

然のことながら、これからいろいろと盛りだく

さんに出てくる可能性は覚悟しておかなければ

いかんと思うわけです。

だとすれば、やっぱり区域認定を得るために、

何といっても枠が3つしかないわけだから、そ
うすれば、先ほどから指摘をしているように、

海外だろうと私は推測しているけれども、この

事業者決定がとても大事ではないかと、こう考

えるわけです。

では、その事業者を決定するために、しかも、

それをよい事業者だというような前提に立って、

今、幾つぐらいの可能性が、いわゆる長崎県の

今回のＩＲについて協力をしたい、あるいは自

分たちがやりたいと希望してきているところ、

そういう意思表示をしているところが何社ぐら

いあるのかということ。

それが全部応募するであろうという前提に立

って、では、選定から決定に至るまでの間のス

ケジュールが、大体2024年という前提に立った
時に、いつ頃やるのかということ、このスケジ

ュールを明らかにしてもらいたいと思います。

【西村ＩＲ推進室長】 長崎県におきましては、

平成26年3月に知事が県議会でＩＲ推進誘致を
表明しております。以降、北米、ヨーロッパ、

アジアなどから約20社の企業が私どもの方を
訪問、あるいはハウステンボスの視察に訪れて

おられます。引き続き、この約20社の皆様とは
対話を継続させていただいておりまして、この

3月にも15社とやりとりをすることとさせてい
ただいております。

事業者の公募選定に係る事務作業でございま

すけれども、平成31年度に予算要求をさせてい
ただいておりますように、公募選定の作業は平

成31年度からやらせていただきたいと思って
おります。具体的には、国が区域認定基準を夏

頃、示すとしております。基本方針と呼ばれる
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ものでございますけれども、それが出ました後

に間を置かず、県の公募選定基準である実施方

針をお示しし、具体的な選定作業、この20社程
度を念頭に置きながら対応を続け、委員ご指摘

のとおり、よい事業者、投資を一定規模やって

いただける、あるいはもう一つ大きな基準とい

たしましては、廉潔性と言われる企業のクリー

ンさを併せ持つ事業者を選んでまいりたいと考

えております。

【小林委員】 だんだん、だんだん、いろいろわ

かってきております。的確な答弁で流れがよく

見えてまいります。

そうすると、よい事業者という選定を、この

15社、あるいは20社、その中から、よい事業者
という認定をどういう形の中で選ぶのか。手を

挙げるから、来るからということで、間口を広

げて応募したいと思う人は全部応募してくださ

いと、こういうようなやり方でやるのか。それ

とも、今、20社ぐらい、北米だとか、あるいは
アジアだとか、いろんな海外から長崎県のＩＲ

について協力をしたいと。しからば、どういう

応募のあり方をやるのか、よい事業者を選定す

るために間口を広げるのか、そこである程度限

定をするのか、受け付けをどういう形の中でい

つ頃にやって、いつ頃選定して決定をするのか

と、ここのところの段取りをもう一度、その辺

に追いかけてお願いしたいと思います。

【西村ＩＲ推進室長】手続としましては、まず、

今年の夏頃に示される国の区域認定基準である

基本方針が出てからとなりますけれども、私ど

も、それを見据えて、現在、公募選定基準とな

る県の実施方針案の策定作業をさせていただい

ております。最終的には区域認定基準とすり合

わせの必要がございますけれども、できる限り

間を置かず公募選定に入りたいと思っておりま

す。

選び方でございますけれども、まず、競争的

対話と言われておりますけれども、事業者との

やりとりの中で、一定、相手方の考え方を探り

ながらになろうかと思いますが、最終的には、

私ども、実施方針の中で先方様に要求する事項

を投げることになります。それに応えられるか、

応えられないかというところもあろうかと思い

ますし、先方様の財務状況、事業の実績等々も

私どもも判断していくことになろうかと思って

おります。

手続として私どもが考えておりますのは、1
次審査、2次審査という段取りの後、一定規模、
最後は数を絞って選定してまいりたいと考えて

おります。

時期的には、先ほど申し上げましたように、

2020年度中に選ばなければ2024年度の開業と
いうところまではたどり着かないのではないか

と考えております。

【小林委員】 2020年度までに業者を選定する
と。これはなかなか時間が非常に逼迫している

というか、流れというのはかなり加速的なもの

だと受け止めます。

それで、まず国から基本方針が発表されて、

それを受けて県の実施方針を立てますと。それ

に見合うようなところの中で、先ほども言った

ように、約20社の方々が協力依頼を申し上げて
きていると。そこの1次審査、2次審査という中
において、最終的な決定をどういう形の中でや

っていくのか。例えば、これは誰が決定するの

か、ここのところが一番大事ではないかと思う

んです。県のあなた方が、いわゆるＩＲ推進室

が新年度から課になるというようなことの事前

の報告は受けておりますものの、県庁のＩＲ課

の皆さん方で、果たして業者の選定がどこまで

できるのかと。何度も言うように、よい事業者

でなければならない、そのよい事業者の根拠は
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一体何なのか、こういうようなことになってま

いりますと、県の皆様方には大変ご無礼であり

ますけれども、皆さん方の域を超える部分がか

なりあるのではないかと。事務的にはいろいろ

皆さん方が専門家だけど、これをよい事業者と

しての認定を誰が責任を持ってやるのかと、こ

ういうところがとても大事ではないかと思いま

すけれども、この点についてはいかがいたすん

ですか。

【西村ＩＲ推進室長】よい事業者を選ぶ選定基

準につきましても、今年度、また来年度にお願

いしております予算の中で、専門的知見を有す

るコンサルティング会社の知見を活用させてい

ただきたいと思っております。

また、当然、最終的な決定をさせていただく

際には、県議会のご意見も十分お聞きしてまい

りたいと考えておりますし、国に区域整備計画

を出す際には県議会のご了解が必要という手続

になっておりますので、そこを含めて、お知恵

も、ご意見も賜りたいと思っております。

【小林委員】 今、選定のあり方については、コ

ンサルタント、いわゆる外部の有識者みたいな

会議を、委員会を立ち上げるんだというような

意味だろうと思います。2020年度までにという
ことだから、そんなに時間がないわけですよ。

これは大変な作業になるだろうと思う。

そういうことから考えていくと、有識者会議

的なもの、そこが非常に大きなポイントになる

と思うんですね。どんな内容で計画しているの

か、何人ぐらいで、どういう有識者会議の外部

の委員会を立ち上げて、そこに全面的な信頼と

責任を持たせて最終的に決定をしなければなら

ないだろう。もうＩＲの長崎の区域認定が、ま

さに海外から来るであろうと思われる、長崎県

がどの業者を選定するかと。ここで大きな大き

なハードルが、まさに超えるか、超えないかの

別れ道になると思うんだよ。だから、どういう

ような有識者会議、どういう選定会議をつくる

のか、委員会をつくるのか、そういうところに

ついて、もう腹案があるのかどうか、何名ぐら

いで、あるいは企業でいうならば何社ぐらいで、

どういうような内容になりますか。

【西村ＩＲ推進室長】私の先ほどの答弁がちょ

っと舌足らずでございまして、あくまでコンサ

ルティング会社はサポート、支援に回るもので

ございます。

委員ご指摘の選定委員会につきましては、10
名程度のメンバーで、法律、財務等々の専門家

を含めたところで決定を図っていくことを想定

しております。

また、事業者の具体の数でございますけれど

も、1次は5社程度まで、一定、対話の中で絞っ
ていけるのではないか、最終は3社程度でまな
板に乗せることができればと考えている次第で

ございます。

【小林委員】時間もあれだろうけど、とても大

事なところだから重ねて、くどいようだけれど

も、質問させてもらいます。

まず5社ぐらいを絞る、最後に3社ぐらいに絞
る。この絞るのは有識者会議で決めるのか、そ

の有識者会議で決める前に、あなた方が決めて、

5社、3社に絞ったところで有識者会議が出てく
るのか。20社なり15社なり応募されたところの
最初からいろいろ対話とか、そういうようなも

のをやりながら、本当に足るだけの業者である

かどうかと、こういうことだろうけれども、そ

この辺のところはいかがですか。

【西村ＩＲ推進室長】 1次審査におきましては、
特段、エントリーを縛るつもりはございません

けれども、対話の中で恐らく5社程度まで絞ら
れてくるのではなかろうかと想像しているとこ

ろでございます。
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最初の1次審査につきましては、財務内容、
事業計画の確からしさ等々を専門的知見からコ

ンサル会社の力もかりながら、一定スクリーニ

ングをかけてまいりたいと考えておりまして、

最終は3社程度のところで、よりよい事業者の
選定にかかればと考えているところでございま

す。

【小林委員】最初から有識者会議で全部やるわ

けですかということを聞いているわけです。い

わゆる20社か15社ぐらいが応募に手を挙げて
くださるのではないかと、こういう推測の上に

立って、まず応募者を決める。応募者を決めて

から、それぞれふるいにかけていくわけですね、

失礼な言葉だけれども。そこのところの、最終

的に5社ぐらいまでに絞る。ここのところに有
識者委員会が機能するのかどうか、最終的な5
社の中から3社に絞り、それから最終的に1社に
絞るわけでしょうから、そこのところで有識者

委員会が機能するのかどうか。有識者委員会は

最初からスタートするのか、絞った後に出てく

るのか、こういうようなこと。例えば、10人の
有識者委員会は、いつ頃までに決定するのか、

この辺のところも併せてお尋ねしたいと思いま

す。

【西村ＩＲ推進室長】 今考えておりますのは、

要求水準を併せた選定基準づくりのところから

有識者には登場していただきたいと考えており

まして、10名程度で構成を考えております。最
終の選定につきましては、有識者会議から選定

会議という衣替えが必要かと思っておりまして、

人員の継続性等々につきましても、引き続き、

何が最適なのかは考えてまいりたいと考えてお

ります。最初に先方様にお示しする実施方針の

策定段階から連続的に有識者にはかかわってい

ただきたいと考えております。

【大場分科会長】 あと、10名の選定時期。

【西村ＩＲ推進室長】今、候補者をリストアッ

プさせていただいた上で、先方様にご了解、ご

説明に上がっている最中でございまして、新年

度早々には立ち上げたいと考えております。

【小林委員】新年度早々に有識者委員会を立ち

上げるということでありますが、では、10名の、
本当に大きな大きな、ある意味では重大な責任

を持っていただかなければいけないだろうと思

いますが、その人たちを、これまたどういう基

準で10名を選定するのか、これも非常に大きな
課題ではないかと思うんですよ。

だから、10名の方たちを、いつ、そして、ど
ういう方法で選定して公表する、ここのところ

のスケジュール。10名の選定の仕方、誰が選ぶ
のか、そして、いつまでに決定するのか、そし

て、直ちに作業開始、こうしないと間に合わな

いと。この10名の選定が特別大きな問題という
か、大きな課題になってくるんじゃないかと思

いますよ。

1億2,000万円というこの金額は、県と佐世保
市というようなところで、両者併せてやってい

くみたいなことだけれども、この有識者を10名
選ぶについては、県の役割、佐世保市の役割、

そのほかにどういうようなことがあるのか、選

定の仕方、いつまでに決めて、どういうような

形で、誰が最終的に決めるのか。この辺のとこ

ろがいまひとつわかりにくいので、重ねて恐縮

でございますが、教えてください。

【西村ＩＲ推進室長】公募選定に係る事務作業

につきましては、佐世保市と合同で設置してお

ります長崎県・佐世保市ＩＲ推進協議会で実行

させていただきます。ＩＲ推進協議会の会長は

知事でございまして、副会長が佐世保市長とな

っております。有識者につきましても、会長、

副会長とご相談をさせていただきながら決定を

させていただくことになろうかと思っておりま
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す。

また、人選につきましては、有識者会議、要

求水準を初めとした公募選定基準をつくる際に

は、これまでの、例えば基本構想づくりにかか

わっていただきました、例えばＭＩＣＥ、例え

ば広域観光の分野、例えば建築・交通の分野に

精通された有識者を考えております。それに法

律の方等を含めた構成で決めてまいりたいと考

えているところでございます。

【小林委員】 そうすると、まず、選定委員会を

立ち上げるために、有識者会議を、そこを選ぶ

ところの委員会をしっかり協議していただかな

ければいけない。失礼だけれども、知事とか市

長とか、そういう方たちの、いわゆるＩＲ推進

協議会で、そこのところの、何といいますか、

いろいろジャッジをしていただくような人たち

を選ぶというところの認識度合いというのが、

どこまであるのかなという感じがするわけです。

やっぱりあなたたちが主体的になっていくんじ

ゃないかなという感じがしているわけですよ。

だから、有識者委員会を10名ぐらいで立ち上
げると。じゃ、その10名を誰が選ぶんですかと
いうことになってまいりますと、やっぱりあな

た方が中心になっていくんじゃないかなと、こ

ういうような考え方になるわけです。知事とか

市長というのは、基本的にあなた方が一番よか

れかしと思う、本当に絞って絞りまくって、こ

の人であるならばという祈るような気持ちを持

って10名を決めるというようなことになるで
しょうから、ここは失敗がないように、10名の
有識者の皆さん方を選ぶということが一つの大

きな難関ではないかと思うし、また、10名の
方々が長崎県の立場に立って、いろんな意味で

ハンディーがある長崎県、そういうところから

今回3つの認定を受けるような形の中で、ぜひ
ひとつ理路整然と、我々が公平で、しかも間口

がきちんと開けられて見える形の中で、この選

定が十分になされて、このメンバーでひとつや

っていただく、その上で業者が決定すると、こ

ういう流れを期待しておりますので、大変であ

りますけれども、どうぞよろしくお願いしたい

と思います。

【大場分科会長】 ほか、質疑はありませんか。

【吉村(庄)副会長】 予算問題で地域創生関係の
事業です。横長資料に2,600万円云々と書いてあ
ります。また、補足資料では、それぞれのとこ

ろが計画されております。補足資料の5ページ、
地域づくり推進課の地域振興対策費2,683万
5,000円が計上されておりまして、中身が新規事
業の集落維持対策推進費です。市町のサポート

強化として208万9,000円、集落対策に向けた研
修、アドバイザー派遣が474万6,000円です。
特に私がお尋ねしたいのは、集落維持・活性

化に向けた取組への支援。これは地域運営組織

の立ち上げ等に要する経費を支援する、補助率

はこうだと。支援の例として、「まちづくり計

画」策定に向けたコーディネーターの招聘だと

か、集落の現状把握のための調査経費だとか、

機運醸成云々と、これは中身的にはよくわかり

ます。

私は、質問で人口減がずっと続いている、人

口減の対策をしなければいけない。こういうこ

とを言いながら、人口が一定減少していくとい

う過程の中で、特に限界集落という言葉は使わ

れませんでしたが、例えば二次離島あたり、そ

れ以外の地域でも、要するに集落維持が非常に

困難になるということが、今もあるけれども、

予想されるから、人口減少を見据えた対策を長

崎県の方針の中に入れておかないと、あれはし

もうたと、大変なことになったと、こういうこ

とになっていくということの話をしましたら、

そういうことは当然考えているんですよという
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話がありましたから、この中に入っていると思

います。

そこで、具体的にお尋ねしますが、3番目の
1,000万円は、具体的な立ち上げの動向が出てき
ているのでということで、10カ所と書いてあり
ますが、10カ所のうち、例えば2カ所でも3カ所
でも、こういう箇所が出てきているから、この

予算を活用することになっているんですか。要

するに、対象のところはもう具体化しつつある

のかどうか、あるいはもうしていて動いている

から補助を出すとか、あるいはまだしてないけ

れども、今から出てきたものを組むのか、そこ

ら辺をお聞かせください。

【村山地域づくり推進課長】予算補足説明資料

の5ページの集落維持対策推進費でございます。
今ご指摘にありましたように、現状の動きで

ありますけれども、集落維持対策の中で、例え

ば、平戸市におきましては、市域の中で十数カ

所の地域運営組織が既に立ち上がっておりまし

て、そういった中で住民主体の集落維持対策が

既にスタートしております。実は、昨年7月に
開催しましたスクラムミーティングの中で平戸

市長さんの方から、そういった取組についてご

説明をいただいて、そういった状況から、ほか

の首長さん方も、それぞれの集落維持対策につ

いて積極的な考え方をお持ちになって、それ以

降、順次それぞれの市町の中でも動きが見え始

めております。

今回、地域運営組織の立ち上げに10カ所程度
の重点支援地域という形で想定しておりまして、

それは統括監ＰＴの中で市町とそれぞれ意見交

換をする中で集落維持対策についてどのような

形で進めるべきか、あるいは最終的には住民の

方々がそれぞれの集落の将来を見据えて、自分

事として集落を考えていただく必要がございま

すので、そういった機運醸成を図るために、そ

れぞれ市町の中のどのような地区がふさわしい

のかという部分について、しっかり市町と意見

交換を行いながらの10カ所を想定しておりま
す。

ただいま、具体的に意見交換する中では、5
ないし6地域の市町の集落において、この予算
を活用するという方向で検討を進めているとこ

ろでございます。

【吉村(庄)副会長】 言っていることはわかりま
したが、ちょっとわかりにくいところがありま

す。例えば、平戸市で10カ所程度という話だっ
たかな、そういうことで機運が盛り上がってい

るということだろうと思うんですけど、じゃ、

平戸の10カ所と、そこが限定されているわけで
はないんでしょう。例えば、平戸であると機が

熟していて、そういう活動に具体的に入ってい

る、そういう取組を進めているところがあるの

で、そこは何カ所か、最後におっしゃった5～6
カ所に入っているのかどうかわからんような。

だから、5～6カ所程度は県全体的にいうと、
そういう機運が盛り上がっていて、そこにいき

つつあるので、そういうところをまず、ちょっ

と語弊があるかもしれんけれども、該当させて、

あるいは該当して、1カ所100万円、こういうこ
とでやっていこうということでされていること

はわかるんですが、5～6カ所はほぼ確定的なも
のがあって、平戸の話が出てきましたのでお尋

ねしますが、平戸は具体的に10カ所ぐらい云々
と、一生懸命頑張っているところがありますよ

という話でしたが、どうなっているんですか。

10カ所ぐらいが頑張っているけれども、そこが
ということで決まったことじゃないけれども、

5～6カ所、そこも含んでいるのかどうか、そう
いうところがわかりにくかったので。

【村山地域づくり推進課長】大変失礼いたしま

した。
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平戸市の集落維持対策でございますけれども、

集落の対策を講じる場合に、どのようなエリア

で想定するかというところでございまして、こ

れは国の小さな拠点づくりの中でも示されてお

りまして、エリア単位としては小学校区をエリ

アとして想定してございます。

ただいま申し上げた平戸市の十数カ所の地域

運営組織の数でございますけれども、これは平

戸全域を小学校単位で区切った時に十数カ所の

地域運営組織のエリアになるということで、平

戸市全域をカバーするに足る地域運営組織の数

が十数カ所あるということでございます。

この事業の中で10カ所を想定しているのは、
平戸市のような地域運営組織のつくり込みをほ

かの市町でもやっていただくということで、そ

れぞれの市町の中で基本的には小学校区単位の

エリアを、それぞれ集落の形態ごとに重点支援

地域ということを定めて、これは市町と協議を

しながら、県下の中で先例となるようなエリア

を定めて、それを県下全域に広げていくために、

まずは平成31年度にしっかり各市町の中で県
下10カ所程度を定めて、それを横展開をしてい
くという考え方のもとに進めていきたいと考え

ております。

【吉村(庄)副会長】 簡単に言うと、そういうと
ころが一定あるので、平成31年度予算をこれだ
け確保して、国の補助金もくるんですよね、地

方創生交付金の事業なんでしょう。

それで、今おっしゃったように、どういう中

身でいくんだろうかということを考えた場合に、

小学校単位として周辺の集落を囲んでやってい

くんですよという資料をもらっています。「ま

ちづくり計画」策定に向けたコーディネーター

の招聘だとか、現状把握の調査ね。結局、ある

程度、そういう機運が出てきつつあるので、平

成31年度にそういうところの中身、国の交付金

の性格に合うようなところを考えて、いわゆる

県段階として判断する調査をして、市町とも話

し合って、そして具体的に決めていって、この

事業予算を使うと。簡単に言えばね。

そうすると、これは新年度の予算はとってあ

りますから、今決めているから、もうとってあ

るということではなくて、そういう機運のとこ

ろがあるから、今からそこのところは決めてい

きますよということで、具体的に言うと、4月
から新年度が始まるが、どういうふうに日程的

なものはされていくんですか。

【村山地域づくり推進課長】 この10カ所の選
定についての事務作業でございますけれども、

昨年夏から市町村ＰＴの中で各市町と意見交換

をする中で、それぞれの集落ごとに、ここは重

点地域として定めるべきだというふうなエリア

が既に5カ所程度は想定できております。
今後、4月以降も市町村ＰＴの中で、それぞ

れの市町と意見交換をしながら、県下10カ所に
届くように検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。

【吉村(庄)副会長】 ある程度具体性が出てきて
いるところもあるということですから、それは

それで結構ですがね。では、例えば、5カ所程
度の重点地域があるとするならば、それは1,000
万円のうちの一定の限度額は100万円ですか、
10カ所云々と書いてありますね。この100万円
を交付する時期は、早いところは、上半期中に

はそういう選定ができて決定してやっていく。

後はまたプラスして、調査をして、協議をして

どうやっていくかということをやっていくと、

こういうふうに理解しとけばいいですか。5カ
所というのは、すぐできるんですか。これを実

行することについて私は当然だと思っています

し、できることなら早くやってもらった方がい

いという考えもありますが、それは具体的なこ
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とですが、言いたいことはまた後で言いますけ

ど。

【村山地域づくり推進課長】この予算の執行に

ついてでございますが、地域運営組織というの

は、住民の方々が、それぞれの地域の将来をし

っかり見据えた上で、住民主体で、その課題を

解消していくためにはどのような課題があるの

か、あるいはその課題をクリアするためにどの

ような事業が必要なのか、あるいはまた、その

事業を推進するために住民の方々がどのような

形でプレーヤーとしてかかわっていただくのか

というふうなところを将来ビジョンという形で、

まずしっかり検討していただく必要がございま

す。

住民主体のそういったまちづくりを進めてい

くには、それぞれ住民の方々が主体的に考えて

いただけるかというと、決してそうではなくて、

それはそれぞれの住民の方々が将来をどう見据

えて築いていただくかということがまず前提と

なってまいりますので、今の段階では、県と市

町との間で、それぞれの市町の中で、こういう

地域については住民の方々が少しずつ動きつつ

あるとか、あるいはそれぞれの市町の中でも、

この集落はほぼ限界集落に近いので、その限界

集落を将来を見据えて考えていくために、一定、

今の段階から対策を講じるべきだとか、そうい

う想定の中から、ただいまご説明申し上げた5
カ所を今検討している段階でございまして、こ

れは住民の方々に自分事としてしっかり認識し

ていただくために、いわゆる人の考え方を変え

ていかないといけないという部分も含めて意識

醸成を進めていくという意味において、我々は

この予算を執行して年度内に目標に達するよう

しっかり頑張っていきますけれども、それぞれ

の進捗度合いというのは、それぞれの市町の、

それぞれの地域ごとに変わってくるのではない

かと考えております。

【吉村(庄)副会長】 丁寧に説明されたから、当
然そういうことがある。簡単に言えば、そこの

地域の皆さん方、自分たちでどうするんだとい

うことも含めて、行政もですね。問題なのは、

集落の皆さんが考えて、自分たちがそこのとこ

ろをどうするかという、まちづくり計画、振興

計画、こういうものが固まっていく段階でやっ

ていくという話はいいんですが、5カ所は重点
的に考えていますよということだから、そうい

うところまで進んでいて、動けるような体制に

なっていると私は勘違いしたんですが、今から

そういうことをずっとやっていくというふうに

理解しておかなければいけないですね。私は、

それはそれでいいんですよ、悪いとは言わない

けれども、進んでいるところは、もうやります

よと、あとはまた考えますよと聞いたから。

そういう取組は国の方針に基づいているんで

すが、この前言いましたように、人口減が進ん

でいるので抑制することに力を入れていって、

若者が減ることについても対策を講じなきゃい

かんということで今一生懸命やっておられる。

やっておられる中でずっと減っていくというこ

との原因に離島、二次離島を挙げたんですけれ

ども、やっぱり限界集落あたりがどんどん出て

きている。それはやむを得ないということで済

まされない部分があるから、そこをどう守るか

ということも考えていけというのは、人口減少

を見据えた地域づくりをやっていかなければい

かんじゃないかと僕は申し上げたんですね。そ

のとおりのところの部分で頑張っておられるこ

とはよくわかるんですけれども、これは大いに

進めていただきたい、これだけ言っておきます。

具体的なことを言ったら、まだ熟してないと

ころも当然考えていると。そのことはあってし

かるべきなんですけれども、熟しているのか、
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していないのか、ちょっとわかりにくいところ

がありましたが、早く熟させていただいて頑張

っていただきたい、こういうふうに思います。

4番目の小さな楽園づくり交付金が1,000万
円。これは私の地元の展海峰のところ、県立コ

ロニーの跡地との関係で佐世保市が考えており

ますから、これだけ頑張っていただいたことに

ついて感謝申し上げまして、市の事業がスムー

ズにいくようにご努力をお願いいたしたい。

予算の件では以上です。

【吉村(洋)委員】 何点か、たくさんあったんで
すが、副会長が大分質問されましたので消化で

きたことにして。

まず、先ほど小林委員から質問があっており

ましたＩＲについて。

予算に直接関係あるのかなと思うんですが、

聞いた話なので確認をさせていただきたいんで

すが、中村知事が国に行かれてお願いをされて

いる時に、国のかなりのところにおられる国会

議員なのかなと思いますが、「いや、地方は北

海道だ、苫小牧だ」という発言があったやに聞

くんですが、そうなると長崎はないという話に

なるわけですね。今、一生懸命進めている我々

も、これをハウステンボスにもってくると、九

州が一丸となってという話になるわけですが、

「いや、地方はもう苫小牧だ」という断定的な

発言がされたと聞き及んでおるわけですが、そ

の点について、その真偽のほどを確認しておら

れるか、お尋ねしたいと思います。

【吉田企画振興部政策監】 今、私ども、知事を

先頭に県選出の各国会議員のご助力を得ながら、

ＩＲに関係する国会議員を初め、いろいろな関

係機関等を回らせていただいております。

今、委員のご指摘がございました北海道につ

いてどうなのかということでございますが、ま

ず、このＩＲの仕組み自体は、都道府県か政令

市が手を挙げることができるとなっておりまし

て、北海道自体は、まだ手を挙げておられませ

ん。

苫小牧市と釧路市と留寿都村が、それぞれや

りたいという意向は示されておりますが、道庁

自体がまだそこの意思決定をしっかりしておら

れません中で、さまざまな憶測とかいろんな意

見等が飛び交っておりますので、そこはしっか

りと見極めて対処してまいりたいと思います。

まずは、今ご指摘の北海道については、正式

な表明がなされていない今の時点では、北海道

に決まったなどという以前の問題かと思ってお

ります。

ですから、県議会議員の皆様も含めまして、

私ども長崎県として一生懸命取り組んでまいり

ますので、そういった風聞につきましては、そ

んなことはないよということできっぱりと否定

をしていただければと。長崎県はしっかり頑張

っているので、ぜひ3カ所に食い込めるぞとい
うふうなことでご支援をいただければと考えて

おります。

【吉村(洋)委員】 今、政策監からそういうこと
の事実確認はとれていないし、まだ北海道とし

ても手を挙げられていないというところで、私

も最後に政策監が言われたようなことを皆さん

に言わなければならないと思って質問したわけ

でございます。私も真偽のほどを確認しておる

わけではないですが、かなり有力な方が、その

ようなことを断定的に言われたという話を聞く

と、どこで、どう動いているのかというのが、

これは引っ張り合いですから、長崎県にもって

くるということで強い意思のもとに今後動きを

強めていかなければならないと思っております

ので、一緒に手をつないでやらなければならな

いと思っております。

もう一つ、これは昨日のことですが、新幹線
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を頑張って引こうとしておりますね。平成34年
開業に向けてやっているんですが…

【大場分科会長】 吉村(洋)委員、予算の質疑を
お願いしたいと思いますので、よろしければ議

案外で。

【吉村(洋)委員】 そしたら、これは議案外でや
ります。

そしたら予算の方から。

まず、議案説明資料の5ページ、鉄道対策費
ですが、新幹線を目指していろんな経費、それ

に松浦鉄道、島原鉄道、気運醸成のための費用

とか二次交通対策とあるんですが、ＪＲ佐世保

線が入っとらんのですけれども、ここら辺は意

図的に入れられなかったのか、メニューがない

のか、これから入れていこうとしておられるの

か、そこら辺を確認させていただきたい。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】ＪＲ佐世

保線の輸送改善につきましては、平成29年度に
おきまして深度化調査を行いまして、現在、Ｊ

Ｒ九州、それから佐世保市の方々と実務的なレ

ベルで協議を行っているところであります。

その中で高速化に伴いますレールの改修、基

盤の改良、駅構内の分岐器の改良など、一定の

技術的な検証。それからもう一つ、設備といた

しまして車両の導入というものがございますの

で、その車両の導入に伴ってどのような設備改

修が必要かということで、車両については振子

型の車両についてＪＲ九州とも具体的にどのよ

うな形で導入ができるのかということで調整を

しているところでございます。その振子型車両

の導入の形態に合わせたレールの改良といった

ものを含めまして、今回、予算化には至りませ

んでしたけれども、事業費の精査、現地の調査、

車両も含めた設備の技術的検証というものは一

定方向性が見えてまいりましたので、委員が本

会議でもおっしゃいましたけれども、スピード

感を持って予算化に向けて、また、振子型車両

の導入についても迅速に、精力的に協議をして、

何とか実現を目指して取り組んでまいりたいと

考えております。

【吉村(洋)委員】 今の課長の答弁で了とするん
ですが、当初には組んでないけれども、今の進

捗のあり方を注視しながら、補正でもそういう

動きができるようになれば組んでいくというふ

うに答弁をしていただいたと理解をして、この

質問を終わりたいと思います。

あと、4ページに長崎県市町財政資金貸付費
の項目があります。8,187万円ですが、これは「市
町における行財政水準の向上を図るため、合併

市町や離島半島市町の公共施設等の整備、県営

事業負担金を対象とした貸付等に要する経費」

と書いてあるんですが、この中身はどういうも

なのか、21市町のうち、どこに貸し付けをされ
るのか。

それと、今あるのは、県はいわゆる基金がも

う底を突き出しているんですよと、こういう話

になるわけですね。しかし、市町については、

合併したところは合併特例債を積んだりして内

部留保はかなりのところで県よりあるわけです

よ。だから、それを県があえて貸し付けをしな

ければならない理由がまだ残っているのかなと。

合併していない市町もありますから、そういう

ところを含んでご見解をお知らせいただければ

と思います。

【井手市町村課長】今、ご指摘をいただきまし

た市町財政資金貸付金でございますが、こちら

は特別資金貸付金と県営事業負担金貸付金と、

大きく分けますと2つ種類がございます。特別
資金貸付金は、さらに3つに分かれておりまし
て、合併市町の振興の事業、あるいは離島・半

島市町の振興事業、そして災害復旧事業と3つ
に分かれております。
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特別資金貸付金につきましては無利子、県営

事業負担金貸付金については政府資金の利率が

適用されるというような貸付金でございます。

これにつきましては、現在、先ほど委員から

ご指摘もございましたけれども、合併特例債の

活用を市町ができることもあり、なおかつ、起

債をしようというところを抑えておりますので、

実際こういう予算を確保させていただいている

ところですけれども、貸し付けという実態自体

は、ここ数年ないところでございます。ただ、

これは何か大きな災害があった時のためのセー

フティーネットという意味もございまして、全

国的にも何かのための備えという形で確保して

いる状況でございます。

【吉村(洋)委員】 そういう性格のものなんです
ね。今からは、そのようなことで頭に入れてお

きたいと思います。

続きまして、補足説明資料の6ページ、なが
さきＵＩターン促進事業でございます。これで

長崎本部に5名、東京窓口に1名の専門相談員を
配置してあるわけですね。そして、東京窓口で

も非常に効果が上がっているというようなこと

で理解をしているんですが、事業内容の中で移

住相談会の開催が、東京8回、大阪3回、名古屋
2回、広島1回、福岡7回と。ここら辺、大阪、
名古屋、福岡にここ2～3年シフトしてきて効果
が高いということを感じているんですが、ここ

ら辺に実際に窓口を設置するというところまで

は、平成31年度もいかないのかなと、そういう
動きも多少見え隠れしよったような気がするん

ですけれども、いかがでしょうか。

【村山地域づくり推進課長】ご指摘の他県の窓

口の設置の関係でございますけれども、福岡圏

域におきましては、長崎県からの社会減、転出

先が非常に大きいというところで、数年、福岡

対策を強化してまいりました。来年度も引き続

き強化をしてまいりますが、特に今回、他県の

窓口強化という意味においては、大阪事務所の

方に移住相談の一時的な窓口という形で検討を

進めております。今はサポートセンターが大阪

エリアで相談会を開催する時には、特に窓口的

な役割は想定しておりませんけれども、来年度

におきましては、一部、窓口機能を付加して、

例えば、インターネット上で個別に相談者から

の予約を受け付けて、大阪事務所に来所してい

ただいた移住者の方々の相談をネットを通じま

して長崎のサポートセンターで受けるような仕

組みづくりを進めているところでございます。

【吉村(洋)委員】わかりました。名古屋、大阪、
福岡というところが、やっぱり少し絞り込みを

かけるところも必要かと思いますので、平成31
年度については、そういうところにも観点を置

いて取り組んでいただきたいと思います。

その下の4番ですけど、この間も何かの話に
出たような記憶があって、キャンピングカーに

よる“ラクラク移住先探し”ですが、平成31年
度は平成30年度の実績に基づいてどのように
運用していかれようとしているのか、お聞きし

たいと思います。

【村山地域づくり推進課長】キャンピングカー

による“ラクラク移住先探し”でございますけ

れども、平成30年度については、ただいま、17
組38人の方にご利用をいただいております。平
成27年度から実施しておりまして、これまでの
4年間で67組152人の方にご利用いただきまし
て、うち14組34名の方に移住していただいてお
ります。

平成31年度のキャンピングカーによる“ラク
ラク移住先探し”でございますけれども、事業

としては最終年度と考えておりまして、これま
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での実績を踏まえた上で実施をしていきたいと

思っております。

【吉村(洋)委員】 今、実績をお聞きして、こん
なにたくさんあったのかというのが、実は1年
に何件かぐらいかなと思っておったもんだから、

失礼しました。実績として14組34名が移住され
てきたと。なかなか効果が上がったというふう

に評価されると思います。

最終年度ということになりましたが、これは

効果があれば継続も視野に入れて行われるのか

なと思いますけれども、そこら辺は注視をして

いきたいと思います。

最後に、同じ資料の14ページ、航空対策費で
すが、これはＯＲＣ関係になるわけですが、長

崎県は離島につきまして航路、航空路の2つで
カバーしていかなければならない重要な交通機

関であるわけです。ＯＲＣもなかなか厳しい運

営が続けられておるということは承知をいたし

ておりますが、これをなくしてはならないので、

いろんな意味でのバックアップ体制をとってい

かなければならないんだろうと思っております。

そういう中で、大きな3番の離島公共交通事
業対策貸付金、それから4番の（2）の航空機購
入に係る貸付金、ここら辺が4億円と5億円です
が、どういった貸付金であるのか、何に対して

なのかというところをお知らせいただければと

思います。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】離島航空

路線の確保対策事業につきまして、貸付金を2
件計上しております。補足説明資料の14ページ
の3の離島公共交通事業対策貸付金4億円につ
きましては、その2つ上の離島航空路線運航費
補助金1億2,954万5,000円とございますけれど
も、この運航費補助というのは、年間のランニ

ングコスト、運営費みたいなものです。県と国

がそれぞれ1対1で補助金がオリエンタルエア

ブリッジに入るようになります。この補助金は、

路線の運航状況、収支状況を見ながらというこ

とで年度末になるものですので、その見合いと

いうことで貸し付けを行います。あくまで単年

度の短期的な貸し付けのキャッシュフロー部分

での貸し付けとなります。

それから、4番目のＯＲＣの機材購入に係る
貸付金でございますけれども、今回、県としま

しては、国とあわせまして航空機購入費の補助

も行うようにしておりまして、分割で補助金で

交付するようになります。したがいまして、初

年度、機材を購入する時の初期費用が、ＯＲＣ

がどうしても費用が、県分として35％必要にな
るもの、それを一時的に貸し付けて、その償還

に合わせて補助を4年間でするというようなス
キームで、上の方はランニング、下の方は機材

購入に係る初期費用という形での貸し付けの制

度となっております。

【吉村(洋)委員】 いまの説明で大体了解するわ
けです。

ただ、4の（1）の航空機減価償却期間に合わ
せた分割補助9,000万円、これは中身がどうなっ
てくるのかなと。購入経費の35％を減価償却期
間に合わせて分割補助をするというのが、その

下の5億円なのかなと思っていたんですが、そ
こら辺をもう少し詳しく説明してください。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 4の（1）
の機材購入の補助は分割で4年間の補助となり
ますので、約4億円程度という形になります。
そして、下の方の貸付金は、初年度にどうし

ても機材購入について、県の補助金は4年間の
分割払いですので、初年度に必要となるＯＲＣ

の資金調達に向けての貸付金ということです。

委員ご指摘のとおり、購入費補助が入るまでの

間の貸付金の制度という形になります。

【吉村(洋)委員】 そうしたら、9,000万円を4年
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間、約4億円。ということは、それは減価償却
期間ということで理解してよろしいんですか、

確認です。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】今回の機

材につきましては、減価償却期間を4年間とい
うことで見込んでおります。

【吉村(洋)委員】 航空機の減価償却期間という
のは短いんですね、もうちょっとあるのかなと

思っていました。実際の使用年数というのは、

2019年と2020年に現有している機材が構造寿
命を迎えるということですが、この2機につい
ては、ちなみに何年間、使用されているんでし

ょうか。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】現有の機

材につきましては、2001年、2002年に導入して
おりますので、それぞれおよそ18年、19年ぐら
い、使用していることになります。

減価償却の部分は、国の補助制度の中で決め

られておりまして、新造機ですと7年から8年程
度で減価償却、それから、今回のようにリニュ

ーアル機、今運航している分を持ってくる部分

ですと4年から5年という形で、今回、短く4年
ぐらいで設定しておりますけれども、機材自体

の使用というのは、それ以上に使えるので、将

来的には予備機の活用ということも見据えた上

での今回の購入という形になっております。

【吉村(洋)委員】 リニューアル機なんですね。

これが2019年、2020年と2年続くことになるん
ですね、機材の更新がですね。今、ＡＮＡと提

携して、そこら辺の融通がきくようになったと

いうこと。それから、国の方針で全国を幾つか

の航空会社に分けて、ＪＡＣとも提携していく

というようなことが進んでいくんだろうと思い

ますが、そこら辺については、平成31年度の動
きとしてはどのようになるのか、お尋ねいたし

ます。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】ＯＲＣの

機材購入に係る部分での全国的な動きとの関連

でございますけれども、現在、ＯＲＣの方では

機材といたしましてQ200機のボンバルディア
製を使っておりますが、鹿児島県にあります日

本エアコミューター、ＪＡＣにつきましては、

48人乗りのＡＴＲという機材です。それから、
天草エアラインも1機保有しておりまして、こ
ちらについてもＡＴＲに機材を更新されており

ます。

そのような中で、今、地域航空のあり方研究

ということで、今年度にも3社、九州内のＪＡ
Ｃと天草エアラインとＯＲＣの協業体制という

ものが立ち上げられないかということで、今後、

協議が具体的に進んでいくことになります。そ

の中で機材の共有化、整備の共通化、部品の共

通化といったことが議論されております。ＯＲ

Ｃの機材についても、今回はリニューアル機で

すけれども、将来的には、例えばＡＴＲで機材

を統一して、お互いに重整備の時は代替機を保

有できるような形、それから、整備についても、

集約して部品を共通化して融通できないかとい

ったことを来年度、具体的に協議を3者、それ
から地方自治体が集まって協議するようなこと

で現在予定されております。

【吉村(洋)委員】 今の答弁を聞いておりますと、
そういうことで連携をしていくと。機材もスケ

ールメリットによって予備の機材を持つことが

できて、よって、欠航の回数もうんと減ると、

そういうことが担保されるというようなことで

理解していいですね。そこは改善されていくこ

とを望むところでございます。

あと、そういうふうに機材が共有化されてい

けば、もうこういうことはなくなるだろうと思

いますが、以前、平成27年ですか、ＯＲＣは、
その時はびっくりしたんですが、飛行機のエン
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ジンだけをリース会社に売却して、それをリー

スバックして借りて使うと。それをやると、そ

の次は何もないんだろうなという世界を想定し

ておったわけですが、今後、ＯＲＣの経営状況

も勘案しながら、そういう事態にはならないと

いうことで判断してよろしいんですか、確認さ

せてください。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】ＯＲＣの

経営状況につきまして、離島航空路線だけを見

ますと、人口減少などを見据えた中では、なか

なか厳しいものがあるということで、ＯＲＣと

してもキャッシュフローの余裕を持ちたいとい

うことで、一度、平成27年度あたりにはエンジ
ンのリースバックということ、いわゆるキャッ

シュを持つようにしましたけれども、やはり持

続可能な展開を見据えますと、いかに赤字を圧

縮させていけるかということが課題になってま

いりましたので、ＡＮＡの協力を得まして、離

島路線だけではなくて、福岡空港という多くの

方々が乗り降りされる空港で、宮崎路線、それ

から小松路線という、新規の収益路線を導入す

ることになりました。これを平成29年度、平成
30年度の2カ年でやったわけですけれども、こ
れによってキャッシュフロー自体は、固定経費

の2億円ぐらいはそちらの方に流れてまいりま
すので改善されるということになります。今後

のＯＲＣの中期経営計画を見ても、経営状況と

しましては改善の方向でいく形に見込んでおり

ます。

それから、国境離島の関係で利用人数も増え

ておりますので、そういった利用促進、経営基

盤の強化、それから、九州内の協業の体制でス

ケールメリットを働かせるといったような取組

をどんどん進めていくことで持続可能な、ＯＲ

Ｃについても航空路線の展開が可能になるとい

うことで、県としても、そこをしっかりと後押

しできるような形で今後とも施策を推進してま

いりたいと考えております。

【吉村(洋)委員】 そういうことでしっかりお願
いしたいと思います。やっぱりリースバックと

か、これは航空路ですけれども、海上の方では、

私の頭の中にはまだ残っている部分がありまし

て、公設民営とか、そういうことを聞いている

と、なんか大変になったらいかんなという懸念

があるわけでして、そこを払拭できるように航

空路についてはお願いしたいと思います。

最後ですが、もう一つＯＲＣ関連ですが、以

前、ユーグレナから出資を受けたわけですけれ

ども、その出資を受けるに当たって、ユーグレ

ナはバイオジェット燃料を生産する、それを使

うことによっていろんな相乗効果、いわゆる全

国的に環境にいい燃料を使っているんですよと

か、いろんな宣伝効果も上がるんだというよう

なことであったかと思うんですが、平成31年度
については、そこら辺の進展というのは図られ

ていくのか、お知らせください。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】ＯＲＣと

ユーグレナ社の資本業務提携に関しまして、Ｏ

ＲＣが新規路線の就航に際し、行われたわけで

すけれども、その中でバイオジェットの燃料を

使った取組ということが盛り込まれております。

今回、離島航空路線の活性化の新たなスキー

ムということで、環境への貢献ということで、

ＯＲＣについては、ユーグレナ社のバイオジェ

ット燃料を使って航空路線を運航することで地

域への貢献、それから環境への貢献というもの

も図られるという趣旨がございます。そこにつ

いてはユーグレナ社のバイオジェット燃料を使

った地域航空での第1号の運航はＯＲＣという
ことを目指してユーグレナ社とも協議を進めて

いるところでございまして、バイオジェット燃

料を使った地域航空の環境への貢献というもの
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を今後5カ年で、横浜の工場が完成して実用化
に向けてめどが立ちましたら、そこを進めてい

くということで引き続き協議がされております。

【吉村(洋)委員】 5年計画でのことなら、平成
31年度に実用化とはならないのかなと思いま
すけれども、なるべく早い時期に、そういう話

題性もございますので、連携を、情報も共有し

ていただきながら積極的に取り組んでいただき

たいと思います。

最後にあと1つだけ、補足説明資料の4ページ
ですけど、しまの地域商社構築事業費ですが、

この4番に海なし県との連携ということで、各
種商談会開催経費等、埼玉県等で商談会を実施

するとあるんですが、昨日も宅島委員から質問

があったんですが、私もそうですが、商工会連

合会で埼玉県大宮に「埼玉ながさき屋」という、

いわゆるアンテナショップだけではない、商社

機能を持たせた事業を展開しているわけですが、

そことの連携をやっていただきたいと思うんで

すが、この中身として、そういうことを企画振

興部としては考えておられるのかどうかをお尋

ねしたいと思います。

【浦地域づくり推進課企画監】私どもの事業の

地域商社のプロジェクトの中で従前からご縁が

ありまして、海なし県である埼玉県と連携事業

を行っていただいております。先月も埼玉県の

秩父市に行ってまいりまして、各離島の地域商

社が商談会などを行ったということで、これま

でのつながりが少し強くなってきたかなと実感

しております。

今お尋ねのあった「埼玉ながさき屋」との連

携につきましては、今年に入ってからも商工会

連合様と県庁内で打ち合わせ等を行っておりま

して、どのような連携ができるかということで、

例えば、「埼玉ながさき屋」の店舗の中で、ス

ペースの問題はありますけれども、例えば、離

島の地域商社の小規模なフェアをやるとか、そ

ういうことができないかというような意見交換

はいたしておりますけれども、今、明確に予算

の中でそこまでの計上はいたしておりません。

【吉村(洋)委員】 長崎県が出しているアンテナ
ショップの「日本橋 長崎館」の話の時に必ずセ

ットで我々は話をするんですが、しま振興対策

というと全然関係がないように思うんですけど、

中身を見ると、海なし県の埼玉とやるというの

であれば、今の話では、あんまりそこら辺の意

思の疎通は図られてないみたいな気がするんで

すが、産業労働部とも、企画振興部とも、県連

とも連携して、より相乗効果の上がる事業をや

ってもらいたいということで、検討しますぐら

いの気持ちじゃなくて、早速取り組むぐらいの

答弁が欲しいんですが、企画振興部長、どうで

すか、最後に。

【廣田企画振興部政策監】 今の吉村(洋)委員の
ご指摘でございますけれども、今、埼玉県の秩

父の話をいたしましたけれども、これは実は平

成29年度から秩父市の商工会議所のご協力を
得ながら商談会等をやっておりました。

それで、商工会連合会のアンテナショップで

ございますが、これはご承知と思いますけれど

も、平成30年秋にオープンしたということもご
ざいまして、開始の時期が違ったということと、

事業内容についても異なっていたものですから、

私どもといたしましては、先ほど企画監が答弁

いたしましたように、やはり相乗効果を高める

必要があろうかと考えておりますので、今後ど

ういった形で連携できるか、調整を図ってまい

りたいと考えております。

【吉村(洋)委員】 政策監が答えられるとはびっ
くりしましたが、今後、そういうことで調整を

図っていきたいということは重々わかるんです

が、時間を置かずに、そういうことの場面をつ
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くっていただくようにお願いしたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

【坂本(智)委員】 横長の説明資料の3ページで
ございますが、内容説明のところのまん中に特

定有人国境離島地域社会維持推進交付金20億
5,940万7,000円というふうに当初予算であり
ますが、平成30年度はよく覚えてないんですよ。
ちなみに、平成30年度はどのくらいあったのか、
お示しいただけませんか。

【浦地域づくり推進課企画監】 平成30年度当
初予算の歳入予算額は、ただいまお話のあった

国境離島関係の交付金の額でございますけれど

も、約16億9,000万円でございます。
【坂本(智)委員】 新年度、平成31年度でおよそ
3億円以上、増額になっているわけであります
が、各項目が少しずつ増額になっているだろう

と思いますが、主なものを上げていただけませ

んか。3億円以上増額になっていることについ
ての。

【浦地域づくり推進課企画監】国境離島関係の

事業の主な増額された内容でございますけれど

も、一番多く増えているのが、ただいま委員か

らお話がありました雇用機会拡充事業の関係が

約3億5,000万円ほど、歳出ベースで増えており
ます。その他大きく増えている内容としまして

は、航路運賃の低廉化に係る事業が、これも歳

出ベースでありますけれども、約1億1,000万円
ほど増えております。

以上、2つが大きく増えている内容でござい
ます。

【坂本(智)委員】 ありがとうございます。この
ように順調に推移してくれればなと思います。

なかなか限られた予算でございましょうから、

一遍にというわけにはいかないと思いますけれ

ども、徐々に、徐々に、国境離島に住む者の一

人としてもっと要望したいこともたくさんござ

いますので、そういったことでよろしくお願い

したいと思います。

【大場分科会長】ほか、質疑はありませんか。。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、予算議案に対する討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって予算議案に対する討論を終了いたし

ます。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分及び第57号議案の
うち関係部分は、原案のとおり、それぞれ可決

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３９分 休憩 ―

― 午前１１時３９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

次に、委員会による審査を行います。

企画振興部長より総括説明をお願いいたしま

す。

【柿本企画振興部長】企画振興部関係の議案に

ついて、ご説明をいたします。お手元の総務委

員会関係議案説明資料をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第17号議案「長崎県手数料条例の一部を改正す
る条例のうち関係部分」、第51号議案「和解及
び損害賠償の額の決定について」であります。
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第17号議案「長崎県手数料条例の一部を改正
する条例のうち関係部分」については、政治資

金規正法に基づく少額領収書等の写しの交付に

おいて、現在の多様な記録媒体の普及状況を鑑

み、求めに応じて多様な媒体で交付することが

できるよう、所要の改正をしようとするもので

あります。

第51号議案「和解及び損害賠償の額の決定に
ついて」は、平成30年7月20日、島原市有明町
において、島原振興局の職員が公用車を運転中、

交差点で国道へ合流するため左折する際、同交

差点で停車していた軽自動車に接触したもので

あり、県側の過失100％、賠償金124万3,717円
として、和解及び損害賠償の額を決定しようと

するものであります。

次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

特定複合観光施設区域整備の推進について。

ＩＲ区域整備の推進については、地域理解の

促進が重要であることから、昨年に引き続き、

県民セミナーを西海市、川棚町、佐世保市、島

原市の4会場で開催いたしました。特にＩＲに
対する関心が高い佐世保市では、市民の懸念の

一つであるギャンブル依存症の現状と対策につ

いて講演を実施し、参加者からは「依存症の問

題などわかりやすく理解でき、地域の意識を高

める意味で大切である」などの感想も寄せられ

たところであります。引き続き、さまざまな機

会を通じ県民の皆様へ、ＩＲに関する正確な情

報をわかりやすく伝えてまいります。

また、本県が導入を目指しているＩＲは、イ

ンバウンドの拡大や観光客の周遊促進につなげ

るものであり、九州が一体となった推進体制づ

くりが不可欠であることから、去る1月25日に
九州各県の観光及び企画担当課長等による「九

州ＩＲ連絡会議」を、1月30日には知事と九州

経済団体トップなどによる「九州ＩＲ懇話会」

を開催し、ＩＲを活かした九州地域の活性化及

び広域連携のあり方について意見交換を行うと

ともに、さらなる連携強化についてあらためて

協力をお願いいたしました。

今後とも、県議会や県民の皆様のご意見を伺

いながら、ＩＲ実現のための方策を掲げた上、

実施方針案の策定、ＩＲ事業者の公募・選定な

ど、区域整備計画認定申請に向けた準備をしっ

かりと進めてまいります。

移住施策の推進について。

ＵＩターン取組については、本県の特徴であ

る「しま暮らし相談会」や「ながさきの半島フ

ェア」など、地域の魅力を伝える移住相談会を

東京都で開催したところであります。

このほか、専用ホームページやＳＮＳ等によ

る情報発信をはじめ、お盆や年末の帰省時期に

おける周知活動の強化にも取り組んでおり、県

及び市町の窓口を介した移住者数は、本年度第

3四半期（4～12月）までの合計が756人となり、
昨年度を上回るペースで推移しております。

来年度は、国の新たな政策パッケージを最大

限活用し、ＵＩターン等による就業や創業、事

業継承を推進し、地域における雇用創出を支援

するとともに、移住者の住宅確保対策として、

サポートセンターに住宅支援員を新たに配置し、

移住希望者のニーズに沿った賃貸物件の情報を

提案する仕組みを構築するなど、地域の特性や

移住の段階に適した住宅の確保対策に取り組ん

でまいります。

また、長崎・東京（成田）間を運航するＬＣ

Ｃ（格安航空会社）と「移住促進」をテーマに

連携を図り、同社の国内路線において本県の魅

力や移住情報を発信するなど、一層の移住促進

を図ってまいります。

集落維持・活性化対策について。
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人口減少・少子高齢化が、今後さらに進めば、

集落機能の維持が困難な状況に陥ることが予想

されるところであり、今後10年先、20年先を見
据え、持続可能な形で集落生活圏を維持するた

めの生活サービス機能の確保に向け、市町と一

体となり、地域住民が主体となって地域を支え

る活動を推進していくことが大変重要と考えて

おります。

今後さらに市町の動きを加速化させるため、

地域運営組織の立ち上げや小さな拠点づくりに

向けた支援、地域活動の担い手となり得るＮＰ

Ｏ等の人材育成、農産物直売所などの活動を切

り口とした集落対策など、部局横断的に市町の

集落維持・活性化の取組を支援するなど、引き

続き、県内市町との連携を強化しながら、県内

各地域の集落維持・活性化に取り組んでまいり

ます。

国境離島地域の振興について。

国境離島地域の人口の社会減は、大幅改善と

なった平成29年の640人に続き、平成30年も前
年を上回る615人の実績となり、県の計画で定
めた目標を上回る抑制が図られております。

また、国境離島地域においては、都市部の事

業者を含む新たな事業展開により600人を超え
る雇用の場が創出される中で、若年層を中心と

した意欲ある移住者の増加などにより地域経済

が一層活性化するなど、国境離島地域の持続的

発展に向けた好循環の兆しもあらわれてきてい

るところであります。

来年度においては、こうした流れが定着し、

今後も持続するように、引き続き、国の施策を

最大限活用し、関係市町と連携を図りながら、

各種施策を展開していくこととしております。

5ページをご覧願います。
Ｖ・ファーレン長崎の支援等について。

Ｖ・ファーレン長崎は、去る2月24日、2019

年シーズンのスタートを切りました。

昨シーズンのホーム戦は、Ｊ1ということも
あり、年間20万人を超える観戦者がスタジアム
に集まり、力強く応援していただきました。

県としましては、引き続き、県議会をはじめ、

市町や経済界・関係団体、県民の皆様と一体と

なって、力強く後押しをしてまいります。

総務委員会議案関係資料の5ページと（追加
2）の1ページを、あわせてご覧を願います。
九州新幹線西九州ルートの整備促進について。

新鳥栖～武雄温泉間の整備のあり方について、

本県としては、投資効果や収支改善効果、時間

短縮効果が大きいフル規格の実現を求めており、

これまで、本県選出国会議員や県議会の皆様、

関係自治体などと連携を図りながら、政府・与

党に対し強く要望してまいりました。

こうした中、去る1月9日、中村知事と佐賀県
の山口知事との意見交換が行われたところであ

ります。

この際には、現在の事態に至ったのは、フリ

ーゲージトレインの開発が進まなかったことが

原因であり、責任ある立場として国においてし

っかりと協議を進め、方向性を明らかにしてほ

しいということについて、共通の認識に立った

ところであります。

さらに、整備のあり方について、今後も意見

交換を続けていくことについて了解を得たもの

であり、引き続き、佐賀県との連携を図ってま

いりたいと考えております。

また、山口知事との会談後、与党ＰＴ「九州

新幹線（西九州ルート）検討委員会」の山本委

員長や、政府・与党関係者と面会し、山口知事

との会談の内容をお伝えするとともに、早急に

整備のあり方に関する議論を再開し、国におい

て整備の方向性を示していただくよう求めてま

いりました。
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一方、武雄温泉～長崎間の事業費の増加につ

いては、昨年12月18日の与党ＰＴにおいて、国
から、前倒し活用による貸付料を含む全体の財

源確保策が示されたところであります。

これにより、2022年度までの確実な開業に向
けた整備と地方負担の軽減に一定の措置が講じ

られたものと考えております。

県においては、これまで、事業費増加の内容

を確認してまいりましたが、その主な要因とし

て、現場の状況にあわせた工事の一部見直し、

並びに外的要因である労務単価上昇や耐震設計

標準の改訂など、やむを得ざるものと受け止め

ております。

西九州ルートについては、新鳥栖～武雄温泉

間の整備方式の方向性も見えない状況の中で、

事業費の増加に係る負担を求められることは、

不本意であるものの、この負担の議論が、現在

工事の進む武雄温泉～長崎間の完成時期に影響

し、開業が遅れるようなことも、決してあって

はならないと考えております。

こうした中、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構から国に対して事業費増額に伴

う工事実施計画の変更認可申請がなされ、2月
25日に本県への意見照会があっております。国
からは、変更認可が遅れた場合、開業時期に影

響が生じかねないとの説明を受けていることか

ら、現在、その内容について確認を進めており、

それを踏まえて対応してまいりたいと考えてお

ります。

西九州ルートの整備については、さまざまな

課題がありますが、2022年度までの武雄温泉～
長崎間の確実な開業と新鳥栖～武雄温泉間のフ

ル規格による整備実現に向け引き続き取り組ん

でまいります。

新幹線開業に向けたアクションプランについ

て。

九州新幹線西九州ルートについては、2022年
度の暫定開業まで3年余りとなり、開業効果を
最大限に高め、その効果を県内各地へ波及・拡

大し、持続的に発揮させていくための行動計画

として、「新幹線開業に向けたアクションプラ

ン」の本年度中の策定・公表を目指して検討を

進めております。

アクションプランの柱として、県民の気運醸

成、誘客促進、県内各地への周遊促進、来訪者

の満足度向上、産業の振興の5つの方向性を掲
げ、幅広い分野にわたる項目に取り組むことと

しております。

今後、県議会でいただいたご意見、並びに実

施予定のパブリックコメントの結果を反映させ

るなど、年度末の策定に向けて、さらに検討を

深めてまいります。

策定後においては、実施内容の具体化や進捗

管理のための推進体制を構築し、随時必要な見

直しを加えながら、官民一体となってアクショ

ンプランを実行してまいりたいと考えておりま

す。

九州新幹線西九州ルートの新大村駅（仮称）

前用地について。

大村市の都市計画事業用地として、県と大村

市土地開発公社が共同で保有する新大村駅（仮

称）前用地については、一昨年、市が実施した

地質調査において、用地の中に石炭灰混じり土

が確認されたことから、昨年10月、市公社から、
元の所有者である独立行政法人鉄道建設・運輸

施設整備支援機構を相手方として、処理費用の

負担を求める調停が申し立てられておりました。

この調停においては、機構が石炭灰混じり土

の処理に係る解決金を支払うことで市公社と合

意がなされる見込みであり、共有者である県に

ついても裁判所から利害関係人としての意見を

求められておりますが、当事者間の合意が見込



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月７日）

- 94 -

まれていることから異議はないものと考えてお

ります。

今後、当該用地については、調停における和

解が成立した後、速やかに大村市へ売却し、市

において西九州ルートの開業に向けて新幹線駅

周辺の整備が進められることとなっております。

恐れ入ります。総務委員会関係議案説明資料

の（追加2）の2ページをご覧願います。
ＪＲ佐世保線の輸送改善について。

ＪＲ佐世保線の輸送改善については、高速化

に向けた深度化調査を受け、今年度、県と佐世

保市、ＪＲ九州で構成する佐世保線等整備検討

委員会の実務レベルにおいて、整備手法や効果、

課題等を共有し、整備の方向性について検討を

行っております。

具体的には、これまで、ＪＲ九州の協力をい

ただき、列車速度を向上させるための線路のロ

ングレール化や、高速化に要する線路の基盤強

化、駅構内の分岐器改良、振子型車両の導入可

能性など、現地調査を行いながら、高速化に有

効な対策について、佐世保市やＪＲ九州ととも

に協議を行ってきたところであります。

また、現在、佐世保線の高速化については、

九州新幹線西九州ルートの整備の一環として、

肥前山口～高橋間の複線化・高速化工事が実施

されており、2022年度までに一定の時間短縮が
見込まれております。

県としては、こうした整備とあわせて、振子

型車両の導入や、線路等の設備改良などにより、

高速化効果をさらに高めることができないか、

投資効果も考慮しながら、議論を深めていると

ころであり、今後、佐世保線等整備検討委員会

などにおいて、協議・調整を図ってまいりたい

と考えております。

総務委員会関係議案説明資料の8ページと
（追加1）の1ページを、あわせてご覧願います。

離島航空路線の維持確保について。

ＯＲＣにおいて、平成13年3月に導入した航
空機材1機（Ｑ200型機39席）が、来年度に機体
の更新時期を迎えることから、国における持続

可能な地域航空のあり方に関する検討状況も踏

まえつつ、運航の安定性を確保するため、乗員

訓練や整備規程の改訂などを要しない現行同機

種（Ｑ200型機）中古機の導入を予定しており
ます。

県としましては、今回の機材更新が円滑に進

められるよう、航空機の購入に係る費用につい

て国とともに支援し、引き続き離島航空路線の

維持・安定運航に努めてまいります。

また、去る2月19日、長崎県離島航空路線再
生協議会からＯＲＣ及び県に対して、来年度か

ら5カ年間の新たな「長崎県離島航空路線活性
化についてのスキーム」が提出されました。

次期スキームでは、引き続き、収益力の確保

や効果的・効率的な運営に努めることと併せて、

国の動向も踏まえた機材の円滑な更新や企業間

の連携による利用促進など、離島航空路線の活

性化に向けた方策が提示されております。

ＯＲＣにおいては、現在の維持スキームと同

様、新たなスキームについても着実に取り組ん

でいただくとともに、県においても、地元自治

体をはじめ関係者の方々と連携を図りながら、

離島航空路線の維持と安定的な運航をしっかり

と支えてまいりたいと考えております。

続きまして、総務委員会関係議案説明資料（追

加1）の1ページをご覧願います。
船舶リプレイス・リフレッシュ事業について。

県においては、平成21年度から、長崎県離島
地域交流促進基盤強化事業において、県内の離

島地域における航路運賃を低廉化することによ

り、離島住民の経済的負担の軽減を図るととも

に、交流人口の拡大に向けて取り組んでまいり
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ました。

本事業における建造船舶として、4月から「印
通寺～唐津航路」に「ダイヤモンドいき」が就

航予定であり、これまでと同様、基本運賃の引

き下げや各種運賃割引が実施され、交流人口の

拡大や離島住民の経済的負担の軽減が図られる

こととなっております。

なお、本事業に係る、国の交付金の5カ年計
画は終了することになりますが、これまで交付

された補助金については、引き続き運賃低廉化

による還元が必要であることから、今年度中に、

関係市町長や航路事業者などで構成される長崎

県離島基幹航路運賃対策協議会を開催し、今後

の運賃低廉化のあり方について協議を行うこと

としております。

総務委員会関係議案説明資料の8ページにお
戻りを願います。

県庁舎の跡地活用について。

県庁舎跡地は、重層的な歴史を持ち、陸の玄

関口である長崎駅や海の玄関口である長崎港と

まちなかをつなぐ拠点となる大変重要な土地で

あります。

これを踏まえた上で、県庁舎跡地の活用につ

いては、さまざまな歴史の舞台となった場所で

あったことをうかがい知ることのできる石垣を

保存・顕在化した上で、広場、交流・おもてな

しの空間、質の高い文化芸術ホールの3つの主
要機能を石垣上に効果的に配置し、その相乗効

果を発揮させ、賑わいを創出するという「県庁

舎跡地整備方針の策定に向けた基本的な考え

方」を、先の11月定例会にお示しし、ご議論を
いただいたところであり、今回、概算事業費や、

より具体的なスケジュールなどについて、さら

に検討を進め、「県庁舎跡地整備方針（案）」

として取りまとめました。

県としては、この整備方針（案）について、

今議会においてご議論いただき、また、経済団

体や周辺地域の皆様などのご意見も踏まえなが

ら、整備の方針を決定してまいりたいと考えて

おります。

長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の改

訂について。

平成27年10月に策定した「長崎県まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」については、県議会

や外部有識者の方々のご意見をお聞きしながら、

事業等の評価・検証を行っているところであり

ます。

本年度は、「長崎県総合計画チャレンジ2020」
における数値目標が一部変更になったことに伴

い、総合計画と重複しているＫＰＩ（重要業績

評価指標）の見直しを行うほか、地方創生推進

交付金を活用した取組内容を総合戦略に反映す

ることとしております。

企画振興部においては、地域商社事業につい

て、専門人材を活用した付加価値の高い商品の

開発などに取り組むことから、「しまの資源を

活かした地域活性化」の記載内容を修正するこ

ととしております。

総務委員会関係議案説明資料（追加1）の2ペ
ージをご覧願います。

平成31年度の組織改正について。
平成31年4月1日付で、ＩＲ誘致に向けて、「Ｉ
Ｒ推進室」の組織体制を強化し、「ＩＲ推進課」

へ改組することとしております。

新たな組織体制のもと、庁内や関係団体との

連携をより強化しながら、戦略的な誘致活動に

取り組み、ＩＲ導入の実現を目指してまいりま

す。

以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。
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【大場委員長】 ありがとうございました。

午前中の審査は、これにてとどめ、しばらく

休憩をいたします。

午後1時30分より再開いたします。

― 午後 零時 ２分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【大場委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第17号議案のうち関係部分及び第51号議案
は、原案のとおり、それぞれ可決することにご

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は、原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定をされました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について、説明

を求めます。

【浦政策企画課長】 それでは、「政策等決定過

程の透明性等の確保及び県議会・議員との協議

等の拡充に関する決議」に基づきまして、本委

員会に提出しております企画振興部関係の資料

について、ご説明を申し上げます。

陳情・要望の関係からでございます。

陳情・要望に関しまして対応状況でございま

すけれども、知事及び部局長等に対する陳情・

要望のうち、11月から1月までに県議会議長宛
てにも同様の要望が行われた22件につきまし
て、県の対応状況を資料としてお示しをしてお

ります。

具体的には、1ページ目から、新上五島町か
らの要望といたしまして7ページ目まで。項目
といたしまして、離島振興計画に基づく施策の

推進、離島振興関係予算の確保、燃油高騰対策、

バス運行対策補助金等の採択基準の緩和、持続

的な財政基盤の充実強化などに関してでござい

ます。

また、資料の8ページから10ページまで。対
馬市からの要望といたしまして、ジェットフォ

イルの更新、空港施設の整備、林産品にかかる

輸送コストの支援について、お示しをしており

ます。

また、11ページ、12ページにつきましては、
島原半島幹線道路網建設促進期成会及び南島原

工区地域高規格道路「島原天草長島連絡道路」

建設促進期成会から、「島原天草長島連絡道路」

（深江町～口ノ津港間）の早期事業化について、

それから13ページから18ページには、島原半島
振興対策協議会から各種半島振興対策の充実に

ついて要望があっております。

また、19ページ、20ページには、すみません、
記載が漏れて申しわけございませんが、株式会

社ジャパネットホールディングス様から、長崎

幸町工場跡地活用事業に向けての要望事項につ

いて、お示しをしております。

さらに、21ページには、養成所等遺跡の完全
保存を実現する市民の会から国立近代医学歴史

資料館の誘致について、22ページには、養成所
を考える会から長崎奉行所西役所等遺跡群の取
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り扱いについて、23ページから26ページまでは、
全日本海員組合から、海運・船員の政策諸課題

に関する申し入れとなっておりまして、それぞ

れに関する県の対応をお示しをさせていただい

ております。

次に、資料の27ページから、附属機関等の会
議結果の報告でございます。

11月から1月までの実績といたしましては、
長崎県離島航空路線協議会の1件でございまし
て、その議事概要を、28ページの方に3項目ほ
ど、お示しをさせていただいております。

資料は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

【大場委員長】次に、ＩＲ推進室長より補足説

明をお願いいたします。

【西村ＩＲ推進室長】補足といたしまして、Ａ

3横の1枚にＡ横の2枚を閉じたものとＡ4横29
ページものの「ユニーク・マリンＩＲ実現のた

めに ～取り組むべき10の方策～（課題） 素

案」と記載した資料をお手元に準備させていた

だいております。

なお、事前に配付させていただきました資料

に数値の誤り等がございましたので、本日改め

て修正後の資料をお配りさせていただいており

ます。まことに申しわけございません。

それでは、説明に移らせていただきます。Ａ

3横の資料に概要をまとめさせていただいてお
ります。

ＩＲ整備法におきまして、ＩＲの上限が全国

3カ所とされており、これからますます厳しい
地域間競争が予想される中、長崎ＩＲを実現す

るためには、国が今後示す認定基準を満たした

上で、地域の創意工夫により、魅力ある区域整

備計画を作成していく必要があります。この方

策は、そのための指針として策定させていただ

いたものでございます。

10の方策のうち交通アクセスの強化、弊害防
止、国際観光人材の育成、地域理解の促進、周

辺地域の開発促進は、長崎ＩＲ基本構想有識者

取りまとめで示された5つの方向性であります。
これに、競合地域に競り勝つために、特に必要

と考えられる九州の合意形成、ＩＲ事業者等と

の関係強化、公平・公正な公募設計、ＭＩＣＥ

プロモーション体制の確立及び送客・周遊を促

進するためのゲートウェイ機能の確立の5項目
を加えて策定しております。

それぞれの項目に実現のための課題と課題解

決に向けた取り組むべき方向性を示しておりま

すが、例えばＡ3横の右側上段の方にございま
す「（7）ＩＲ事業者等々の関係強化について」、
トップセールスを含む事業者との対話の促進や

地元企業とのマッチング支援などにより、ＩＲ

事業者等の本県への投資意欲を喚起し、競争を

促すことで力のあるしっかりとしたパートナー

選定に取り組むこととしております。

1枚めくっていただきまして2枚目に、先ほど
ご説明申し上げました10の方策の仕分け、左側
に有識者会議取りまとめにおいて示されており

ます方向性、今回、新たに付け加えました5つ
の項目を記させていただいております。

もう一枚めくっていただきまして3枚目でご
ざいますけれども、こちらにＩＲ整備法が予定

する区域認定基準との関係性を示しております。

詳細につきましては、Ａ4横29ページものの
資料でご確認いただければと思いますけれども、

29ページもの資料の8ページ目から11ページに
かけまして、県、佐世保市それぞれの主体とな

る関係課を記載させていただいております。

長崎県と佐世保市が、強力に連携しまして、

それぞれ全庁体制にて取り組むこととしており、

この25ページに、その推進体制を記しておりま
すが、県は2月1日に幹事会を、2月13日に副知
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事をトップとする推進会議をそれぞれ開催して、

このことを確認したところでございます。

以上、補足資料についてご説明させていただ

きました。今後とも、県議会のご意見を承りな

がら、ＩＲ実現のために取り組んでまいります。

【大場委員長】次に、企画振興部次長より補足

説明をお願いいたします。

【廣畑企画振興部次長】私の方から新幹線開業

に向けたアクションプランにつきまして、まず、

資料に沿ってご説明いたします。

県の方では、新幹線開業効果を最大限に高め、

その効果を県内各地へ波及拡大し、持続的に発

展させていくため、官民一体となって取り組む

新幹線開業に向けたアクションプラン（案）を

策定しております。

資料1をご覧いただけますでしょうか。
こちらの資料は、アクションプランの概要版

でございますが、西九州ルートの特徴を踏まえ

つつ、プランの中でも重点的に取り組む必要が

ある項目を抜粋したものでございます。

表紙を1枚めくっていただきますと、「はじ
めに」としまして、プランの位置づけや推進に

当たっての考え方などを記載しております。プ

ランの5つの方向性、柱というべきものも挙げ
ております。

まず、１番目に県民の気運醸成というところ

で、県、市、経済界などにより、鉄道運輸機構

やＪＲ九州にもご協力をいただきながら、県内

の盛り上げを図ってまいります。

次に、県外でのプロモーションや地域の魅力

増進を図り、誘客促進に取り組みます。さらに

周遊促進ということで、新幹線により本県に来

訪された方々に県内各地を周遊していただくこ

とで、その開業効果を県内各地に波及させたい

と考えております。

その上で、おもてなしの充実や滞在環境の快

適性の向上などにより、来訪者の満足度の向上

を図りつつ、来訪者に気持ちよくお金を落とし

てもらうべく産業の振興の取組を進めます。こ

うして新幹線の開業効果を持続的かつ、全県的

なものとしてまいりたいと考えております。

次の1ページからは、それぞれの柱ごとに重
点的に取り組む項目を記載しております。

1ページ目でございますが、柱の1つ目「県民
みんなで2022年開業を盛り上げよう！」であり
ます。

県民の気運を高めるため、県が開業ＰＲキャ

ッチコピーやロゴマークを策定する予定として

おりまして、来年度の予算案の中にも盛り込ま

せていただいております。

開業にかかる各種イベントにつきましても、

節目ごとに切れ目なく実施し、県民が参加でき

る内容としていきたいと考えております。

続きまして、2ページ目でございます。
柱の2つ目「たくさんの人に長崎県に来ても
らおう！」となります。

誘客促進のため、島原鉄道の「カフェトレイ

ン」でありますとか、松浦鉄道の「ビール列車」

など、既存の観光列車の内容の充実を目指して

まいります。

また、ＪＲ各社や私鉄等と連携した広域的な

キャンペーンによる県外プロモーションの実施

に向けて取り組んでまりたいと考えております。

続きまして、3ページ目でございます。
「便利に周遊してもらおう！」というところ

で、二次交通の充実に向けた実証運行の実施、

また、本格運行への移行を目指すこととしてお

ります。

来年度は、実証運行に向けた計画を策定する

予定としており、来年度予算案に計上させてい

ただいております。

また、県内各地への周遊促進のため、フリー
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切符の導入や離島への周遊を促すための「レー

ル＆クルーズ」、「レール＆フライ」といった

商品等の造成の促進、また、佐賀県や熊本県な

どと連携した広域観光周遊を推進してまいりた

いと考えております。

4ページ目でございます。
柱の4つ目、「楽しい時間を過ごしてもらお

う！」というところで、新幹線で本県を訪れた

方々に、「また来たい」と思っていただくため

には、県民一人ひとりで徹底したおもてなしを

行うことが重要となってまいりますので、駅に

おけるお出迎えイベントの充実などに取り組ん

でまいりたいと考えております。

また、インバウンドに向けても、Ｗｉ－Ｆｉ

の整備などの滞在環境の充実を図ってまいりま

す。

最後5ページ目でございます。
一番最後、「ビジネスの拡大につなげよう！」

というところで、新商品の開発など、開業に向

けた県内事業者の前向きな取組を後押しすると

ともに、特産品の販売を促進し、本県の経済活

性化につなげてまいりたいと考えております。

最後の6ページでございますが、この5つの柱
ごとの主な取組の行程表となっております。

2022年度の開業を目指し、こうしたスケジュー
ル感で取り組みを進めていきたいと考えており

ます。

資料2の方は、先ほどご説明した概要版の基
となるプランの案の本体となります。多少幅広

い内容となってまいりますので、こちらでのご

説明は省略させていただきます。

今後につきましては、今年度中の策定と公表

を目指しておりまして、来年度には推進のため

の会議体を設けていく予定としております。

このようにして、官民連携した取組を進め、

新幹線の開業効果を最大限高めてまいりたいと

考えております。

アクションプランに関する補足説明は以上と

なります。

引き続きまして、本日、お配りをいたしまし

たＡ4横の「西九州ルートのフル規格に向けた
取組」という資料について、ご説明いたします。

資料におきましては、与党ＰＴ検討委員会の

中間とりまとめと、その後の動きをまとめてお

りまして、最後に、こうした動きを踏まえた今

後の取組を整理しております。

まず、1ページ目でございます。
西九州ルートの整備のあり方につきましては、

与党ＰＴ西九州ルート検討委員会の方で議論さ

れておりまして、昨年7月には、中間とりまと
めがなされたところであります。

その中で、対面乗換が恒久化することはあっ

てはならないこと。フリーゲージトレインの導

入は断念せざるを得ないこと。フリーゲージト

レインの開発を進めてきた国において、今後の

対応に当たるべきであること。フル規格とミニ

新幹線のいずれかを選択する必要があることと

いった点が示され、一定の論点が整理されたと

ころであります。しかしながら、いまだ整備方

式は決まっておらず、その決定時期も示されて

おりません。

また、地元負担や並行在来線に係る問題につ

いても解決しておらず、佐賀県の意向というも

のもわからないところがございました。

続きまして、2ページ目でございます。中間
とりまとめ以降の主な動きを記載しています。

とりまとめ以降、整備方式の議論が進まない

中、少しでも状況を打開するべく、県におきま

しては、県議会の皆様とも連携しながら、また、

時には県議会の方で主体となっていただきまし

て、さまざまな要望活動を行ってまいりました。

また、総理大臣をはじめとして与党ＰＴの岸
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田座長、検討委員会の山本委員長、本県視察に

来られた参議院予算委員会の皆様などに会し、

機会を捉えて本県の思いを伝えてまいりました。

2ページ目、下の枠になりますが、そのよう
な中、昨年には、現在整備中の武雄温泉～長崎

間の建設費が約1,200億円増額することが判明
し、与党ＰＴの方で対応策が検討されておりま

したが、昨年末、本県選出国会議員の方々等の

ご尽力を通じ、2022年度までの開業に向けた安
定的な財源の見通しが立ったところでございま

す。

続きまして、3ページ目をお開き願います。
こうした中、今年の1月には、中村知事と佐

賀県山口知事との意見交換が実施されました。

佐賀県のお考えをお聞きし、現在の事態は、

フリーゲージトレインの導入断念が原因であり、

責任ある立場として、国において、しっかりと

協議を進め、具体的な整備の方向性を示してい

ただく必要があるということにつきましては、

両県で意見が一致したところでございます。

一方で、右側になりますが、フル規格による

整備については、財源、並行在来線、ルート、

地域振興などの複合的な課題があり、時間をか

けて解決すべきもの、また、フル規格かミニ新

幹線かを選ぶ状況ではなく、自ら何かを発案す

るという環境にはないとの考えを示されており

ます。

3ページ目、下の枠になりますが、先ほどの
要請活動の一部としても申し上げましたが、山

口知事とのこうした会談を踏まえ、先月には山

本委員長への要請を行い、両県の一致した見解

として、国の責任において議論を進め、方向性

を示していただきたいということを訴えてまい

りました。

続きまして、4ページ目になります。
両県知事の意見交換や要請活動等の結果を踏

まえながら、事務レベルでの関係者間協議も重

ね、それぞれの考えを確認してまいりました。

佐賀県の考え方として、山口知事が示された

ルートの問題でありますが、昭和61年の環境ア
セスメントの時から比べると、ビルの開発等が

進展している中、既存の佐賀駅に新幹線が入る

ことができるのかといった疑問があること。

また、並行在来線の問題につきましても、佐

賀県としては、在来線は重要な路線であって、

佐賀県発展の鍵であるというふうにお考えであ

ること。

そのほか、ミニ新幹線については、フリーゲ

ージトレインと同じ効果で、また負担だけ生じ

てくるのでメリットがないといったこと。

また、2022年度の開業に向けて、長崎本線沿
線地域の活性化は重要な課題であることなどが

ございました。

また、ＪＲ九州の方とも意見交換を行ってお

りまして、対面乗換方式の長期化・固定化とい

ったものは、経営に大きな影響を生じるため、

早期に整備方式を決めていただきたいとのお考

えをお聞きしました。

また、ルートにつきましては、事業者として

佐賀駅の経由を望んでおられ、ミニ新幹線につ

いては、工事中の影響を懸念されておりました。

一方、佐賀県が課題として考えておられる並

行在来線の取り扱いといったことにつきまして

は、整備方針が決まった後に考えていくものと

のご見解でありました。

また、4ページの下の段につきましては、先
日、県議会で可決された意見書でございます。

県としても、同じ思いを持っておりまして、力

強く感じております。

これからの取組に当たりましては、なお一層、

県議会の皆様と一緒になって取り組んでまいり

たいと考えております。
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また、この資料に載せられておりませんが、

本日、与党ＰＴの西九州ルート検討委員会が開

催されておりまして、いまだ資料はちょっとま

だ入手できておりませんが、開催後の山本委員

長のぶら下がりの会見ですと、本日は、国土交

通省から、フル規格やミニ新幹線の比較検討結

果などについて説明を受けたと。昨年3月に出
した比較検討結果に加えて、単線フル規格につ

いての費用や所要時間に関する調査が示された

こと。また、山本委員長が1月に佐賀県の山口
知事を訪問された際に、山口知事から言及のあ

った課題に関連して、整備新幹線の財源スキー

ムや全国の並行在来線の現状についての説明が

されたとのことであります。

今後は、本日の国土交通省からの説明を踏ま

えて、ＪＲ九州、長崎県、佐賀県から意見聴取

をする予定となっているとのことでございまし

た。

今後、整備のあり方に関する議論を行い、で

きるだけ速やかに意見を集約したいとのお考え

とのことでありました。

という動きがございまして、最後5ページ目
でございますが、今後取り組むべき事項としま

して、これまでご説明申し上げました中間とり

まとめ以降の動きを踏まえまして、今後取り組

むべき事項をまとめております。

これまでも、政府・与党等へ働きかけを行っ

てまいりましたが、これからさらに強化をして

いかなければならないと考えております。

現在、時期決まっておりませんが、できるだ

け早期に要望活動ができないかと検討している

ところでございます。あわせて、佐賀県も含む

関係者との協議も引き続き進めてまいりたいと

考えております。

要望活動をするに当たっての考え方のポイン

トを3点、その背景とあわせてお示ししており

ます。

まずは、与党ＰＴ検討委員会に対し、早急に

議論を進めていただくことを求める必要がある

と考えております。

背景のところで書かせていただいております

が、与党ＰＴ検討委員会につきましては、7月
の中間とりまとめ以降、半年以上開催されてい

ない状況が続き、ようやく本日議論が再開され

たところでありますが、これから継続的に議論

を進めていただきたいと考えております。

このことは、現在、整備中の武雄温泉～長崎

間の建設費の増加について、県民の理解を得て

対応していくためにも非常に重要なことである

と考えております。

2点目でありますが、早急に議論を進めても
らうこととあわせて、国土交通省へも含め整備

方針の早期決定と課題の整理について要請して

まいりたいと考えております。

背景に記載しておりますが、さきにご説明し

たとおり、佐賀県は国が方向性を示すべきとの

考えである一方、並行在来線等の課題があり、

時間もかけて解決すべきものとの見解を示され

ております。

ＪＲ九州も、並行在来線については、方針が

決まった後に考えるものとの見解でありますこ

とから、整備方針の早期決定とともに、そうし

た財源ですとか、在来線等の課題についても整

理を進めていただく必要があると考えておりま

す。

今後は、環境影響評価費を2020年度予算に計
上し、議論が進む北陸新幹線と一体となって財

源の検討を進めていただくためにも、この夏ま

での整備方針の決定を求めてまいりたいと考え

ております。

3点目としまして、関係者との協力・連携に
ついて記載しております。



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月７日）

- 102 -

政府・与党への要請に際しては、フル規格に

よる整備方針の早期決定という同じ思いを持っ

ておられます県選出国会議員、また、県議会議

員の皆様、経済界など関係者の方々と協力し、

ＪＲ九州とも連携を図りながら、取組を進めて

まいりたいと考えております。

今後とも、整備方針の早期決定に向けて精力

的に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、県議会の皆様方におかれましても、ご協力

賜りますようお願い申し上げます。

資料の説明は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

【大場委員長】次に、県庁舎跡地活用室長より

補足説明をお願いいたします。

【鳥谷県庁舎跡地活用室長】県庁舎跡地活用に

関する現時点での検討状況について補足説明さ

せていただきます。

事前にお配りしております、「県庁舎跡地活

用に向けたステップ」と記載しておりますＡ4
サイズ縦長1枚の資料をご覧いただきたいと思
います。

まず、県庁舎跡地整備に向けた作業工程につ

いてご説明させていただきます。

昨年11月定例県議会において、「広場」、「交
流・おもてなしの空間」、「質の高い文化芸術

ホール」の3つの主要機能を整備したいという
ことでありますとか、大まかな配置イメージを

整理いたしました県庁舎跡地整備方針の策定に

向けた基本的な考え方をお示しさせていただき

ました。

その際の意見も踏まえ、今回、概算事業費や、

より具体的なスケジュール等について、さらに

検討を進め、県庁舎跡地整備方針（案）として

取りまとめております。

今議会において、この整備方針（案）をご議

論いただき、その意見を反映して、一定の方向

性を整理した上で、経済団体など関係者の皆様

に説明し、ご意見を伺ってできるだけ早く県庁

舎跡地の整備方針を決定してまいりたいと考え

ております。

整備方針を決定した後、より具体的な機能の

詳細、規模、配置や経済波及効果、運営手法等

を整理した基本構想について、県議会をはじめ

関係者のご意見なども聞きながら検討し、その

後、基本設計、実施設計を行った上で整備に着

手する予定としております。

続いて、現時点での県庁舎跡地活用に関する

考え方について説明させていただきます。

「県庁舎跡地整備方針（案）」と記載してお

りますＡ４サイズ縦長4枚の資料をご覧くださ
い。

1ページをお開き願います。
「はじめに」として、県庁舎跡地の位置づけ

及び検討の経過等について記載しております。

跡地整備の基本的考え方としては、イベント

開催が可能な一定の面積を確保した「広場」、

歴史・観光情報等の情報発信等を行う「交流・

おもてなしの空間」、質が高く利用者が使いや

すい「文化芸術ホール」の3つの主要機能を効
果的に配置し、相乗効果を発揮させ、交流人口

の拡大や賑わいの創出につなげていくというこ

とを考えております。

整備・運営について、「広場」と「交流・お

もてなしの空間」については、県が整備・運営

し、「文化芸術ホール」は、長崎市が整備・運

営することを想定しております。

2ページをご覧ください。
主要機能の配置の考え方ですが、市役所通り

からの景観を確保するために、広場を旧県庁舎

本館の正面玄関前に配置し、一定の面積を確保

することとしております。

交流・おもてなしの空間については、出島か
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らの眺望や出島からの景観を確保するとともに、

出島を訪れる観光客を跡地に誘導するため、出

島に面した旧駐車場棟あたりに配置する予定と

しております。

ホールについては、出島や周辺地域からの景

観に配慮し、旧県庁舎本館の跡地部分に配置す

ることを想定しております。

なお、交流・おもてなしの空間については、

ホールとの一部合築についても、今後検討して

いくこととしており、詳細な配置については、

今後、基本構想を取りまとめる中で整理するこ

ととしております。

3ページをご覧ください。
今後、詳細な配置の検討に際しては、ホール

や広場を土地の形状に合わせて配置することや、

地下のスペースを有効に活用し、ホールの一部

の機能を地下におさめ、その上に広場を重ねて

配置することなどによって、限られた敷地の中

で必要な機能の実現を目指してまいります。

主要機能のイメージですが、広場については、

多彩なイベント等により日常的に賑わいを創出

するとともに、県民・市民や観光客の日常的な

憩いの場となるよう、今までまちなかにはなか

った規模や機能を有した広場を跡地活用の中心

に据えることを考えております。

具体的には、多様なイベント等の開催や日常

的な憩いの空間を確保するため、開放感ある

5,000平米程度の十分なスペースを確保すると
ともに、イベントに対応できるよう、電源設備

や給排水設備、照明等を整備することを検討し

ております。

4ページをご覧ください。
交流・おもてなしの空間については、県庁舎

跡地が、岬の教会や長崎奉行所、四代に渡る県

庁舎などが置かれ、長崎のまちの歴史を象徴す

る場所であるとともに、出島に隣接することな

どを踏まえ、県民・市民が気軽に利用すること

に加え、観光客の利用も想定した上で跡地の歴

史や、観光等の情報発信機能や出島の眺望の確

保、広場と一体となったカフェ等の飲食機能な

どを整備することを考えております。

なお、情報発信の内容については、11月議会
の当委員会でいただいた意見や、市民団体から

の陳情でいただいたご意見なども取り入れてお

ります。

質の高いホールについては、懇話会での意見

も踏まえ、3つの主要機能について検討を進め、
文化芸術ホールが、広場や交流・おもてなしの

空間との相乗効果を発揮することにより、県民、

市民をはじめ国内外の観光客を呼び込み、賑わ

いを創出するものであると判断しました。その

後、長崎市からの提案もありまして、市と協議

を行い、その中で優れた芸術文化に触れ、楽し

む場として、芸術性や専門性の高い公演に対応

できる機能を持つホールを、長崎市が整備する

ことなどについて、県・市の考えが一致してい

るところでございます。

具体的な規模は、1,000席から1,200席程度、
利用者の使いやすさを考慮し、舞台と同じフロ

アに楽屋、リハーサル室、練習室を配置するこ

とを考えております。

質の高さを確保するため、県としては、音に

こだわった音響設計や演出効果を高める舞台設

備の整備を行い、フルオーケストラによるクラ

シック音楽や、オペラやミュージカルのような

本格的な公演を行うことを想定し、この考え方

を市に伝えて検討を進めております。

5ページをご覧ください。
附帯機能についての考え方は、記載のとおり

ですけれども、駐車場については、附置義務に

加えて、施設の用途に応じた必要台数について、

今後、関係機関とも協議・検討し、周辺の駐車
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場の整備状況も考慮し、方向性について検討し

てまいります。

石垣については、江戸期から現存するものも

あり、保存活用を前提に、この土地の歴史を伝

える手法について検討してまいります。

第三別館については、大正期の建築物である

ことを考慮しつつ、耐震性の向上などの安全性

を確保するための建物の改修や活用の仕方に応

じた内装などの改修、維持管理の費用負担を踏

まえ、保存・活用の可能性を基本構想の中で検

討してまいります。

概算事業費については、11月議会の当委員会
でご指摘があり、現時点では、類似事例の平米

単価と想定する施設の規模を基に大まかな概算

事業を算出して示しております。

県が整備することを想定している「広場」と

「交流・おもてなしの空間」で20億円から25億
円程度と想定しており、なお、この、より精度

の高い概算事業費については、今後、基本構想

の検討の中で施設の規模、機能について詳細な

検討を行った上で、改めて積算させていただき

たいと考えております。

具体的な算出の根拠等は、別添の「県庁舎跡

地整備事業費の概算について」を参照願います。

なお、概算事業費には、広場の屋根でありま

すとか、石垣の保存・顕在化、第三別館の改修

に係る経費については含めておりません。

長崎市が整備をすることを想定しているホー

ルについては、現在、市において具体的な規模

や機能の検討が進められており、今後、市にお

いて試算されることになります。ただ、平成28
年9月時点で、市は38.2億円との試算をされてお
ります。ただし、この額は、1,000席程度の類似
ホールの建設費を基に試算されており、今現在、

市の方では質の高いホールの実現のため、審議

会等で検討されておりますが、機能の追加等に

よって、これより少し額が大きくなることが想

定されます。

6ページをご覧ください。
財源について、本県の厳しい財政状況を念頭

に、国の補助制度など有利な財源を最大限活用

することを想定しておりまして、現時点で想定

される国の補助制度は記載のとおりです。

県・市が所有する土地の考え方ですが、限ら

れた敷地において賑わいを創出する視点から、

県・市がそれぞれ所有している土地を一体的に

活用することとしておりまして、土地の利用の

考え方について、長崎市からは無償で借用した

いとの意向を受けていますが、江戸町公園の取

り扱いでありますとか、ホールと交流・おもて

なしの空間の一部合築など、整理すべき点がご

ざいますので、こうした点を整理した上で、議

会にもお示しした上で決定してまいりたいと考

えております。

県警本部跡地については、県庁舎との連携の

必要性の上で整理した上で、民間のアイデアの

活用等についても検討し、方向性を検討してま

いります。

7ページをご覧ください。
今後の整備方針を示した後に策定予定の基本

構想においては、ここに記載しておりますよう

に、主要機能の詳細な機能、規模、配置や事業

手法、事業費、経済波及効果等について検討し

てまいります。

11月議会の本委員会でご指摘がありました
民間からの提案による事業手法についても、こ

の中で可能性の検討を行ってまいります。

今後のスケジュールとしましては、具体的に

は別添のＡ3横の想定スケジュールのとおりで
すが、広場や交流・おもてなしの空間、ホール

の標準的な工期を当てはめると、全体の整備完

了は2024年度、もしくは2025年度と想定してお
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ります。ただし、先行して整備可能な箇所から

整備に着手し、できるだけ早く跡地に新たな賑

わいを生み出す方策を検討してまいります。

施設のデザイン調整等につきましては、周辺

地域との景観の調和でありますとか、跡地に整

備する施設間のデザイン調整を行うために、こ

れまで美術館や県庁舎のデザイン調整を行って

まいりました環長崎アーバンデザインシステム

の対象事業としてデザイン調整を行っていく予

定としております。

今後、検討の過程、過程で、議会にお示しし

ながら整備に取り組んでまいりたいと思ってお

ります。

以上で説明を終わらせていただきます。

【大場委員長】以上で説明が終わりましたので、

まず、陳情審査を行います。

配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。

審査対象は、3番、7番、8番です。
何か質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

うことといたします。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について質問はありませんか。

【吉村(庄)副委員長】 出された資料の中で陳情
のとこですね、その日、その日において陳情さ

れたものの、一部関係があるんですが、資料に

ある分でお尋ねをさせていただきます。

私は、ここでもですが、必要な時には本会議

や予算決算委員会の総括質疑でも申し上げてき

たつもりでございますが、1点だけですが、2ペ
ージの離島振興対策のうちの燃油価格の是正と

いうことですね。あなたたちが示しているよう

に、この時点で本土平均との価格差がリットル

当たり12円ということになっておりますね。経
緯としては、ずっと以前から意見書かれこれや

ってきて、最後のところに書いてありますよう

に、「平成24年度～31年度政府施策要望（離島
地域における揮発油税等の減免について）」と。

「揮発油税等の減免」と、「等」がどこまで入

っているかということは、その時その時に、私

は細かいところまで覚えてないんですが、要す

るに、ガソリン税に焦点を当てて減免をしてく

れということを中心にずっとこられていると思

います。

私は以前から思っていたんですが、税のとこ

ろだけに集中してというのは、これはやっぱり

税政との関係で非常に難しいところもあるんだ

けど、私から言わせれば、国の制度において、

離島等の取り扱いについては、離島ということ

になると、また過疎地ということでいろいろ出

てくるかもしれませんが、離島に限って結構だ

から軽減をすべきだと、これは当然求めていか

なければならないし、私は国の方で当然考えて

もらわなきゃいけない。

それから、国境離島の時にも、こういう一般

的なところについてもちゃんとしてもらってお

く内容が当然あってよかったんだと、こういう

ふうに思っております。

例えば、本土と離島間の輸送費、ガソリン等

について差があるということについて影響が当

然あるわけですから、「等」の中に入っている

とは思いますが、こういうところも含めて総体

的に離島地域の今の人口減少の状況、雇用の状

況、こういうことは政府の認識はがっちりいっ

ているわけですから、だから、地方創生交付金

なんかを利用して、先ほども話がありました集

落維持をどうするかということについても、国
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としても予算措置をしながらやっているわけで

す。

長く要望しているけれども、ここら辺のこと

は政府の方でもしっかりやっていただかないと、

地域の集落維持というか、あるいは限界何とか

というふうにならないようにやっていくために

は、抜本的な改善が必要であると思います。そ

ういう認識は県としても当然あるだろうし、そ

れから、離島を抱えているところでは当然ある

と思います。離島をたくさん抱えている県があ

るわけですから、全国の離島振興協議会ですか、

そういうところも・・・

だから、総体的なものとして理由をつけて、

そして対処していかないと、今のままいくと、

やっぱり人口減に歯止めがかからなくて、そし

て、限界集落にならないでいいような対策がな

されないまま、やっぱり限界集落になってしま

ったと、いやもう集落の形成が維持できないよ

と、こういうことになっていくのではないか。

こういうように思うんですが、ここのところの

力の入れ方についてどういうふうに考えておら

れるか、お尋ねしたい。

【浦地域づくり推進課企画監】離島のガソリン

価格の本土との価格差につきましては、今お話

がありましたとおり、離島の社会経済活動を維

持するという観点、あるいは人口流出にもつな

がるという観点から、大変切実な問題との認識

のもと、毎年度、議会にもご相談させていただ

きながら、政府施策要望において国に要望を行

っているところでございます。

副委員長からも、都度、都度、お話をいただ

いているところでありまして、所管部局である

県民生活部とも定期的に意見交換をさせていた

だいている状況であります。

なお、ガソリン価格の現状としましては、平

成29年度平均で約20円の差がありました。平成

30年度においては、直近の2月までの状況とい
うことで県民生活部からお話をいただいており

まして、離島と本土の価格差は14円前後で推移
しているという状況でございます。

前回の委員会で副委員長から、他県の状況も

確認すべきじゃないかというご質問がありまし

て、今回、鹿児島県の離島を所管する課とも意

見交換を行わせていただいておりまして、鹿児

島県では離島と本土との価格差について、直近

の数字で本県と同じ14円前後で推移している
ということで確認しております。

一方、国の平成31年度予算案においては、先
ほど、流通の話が出ましたけど、ガソリンの流

通コスト支援を行う対策事業についても、前年

度と同額となる30億円が確保されているとこ
ろでございまして、引き続き、離島地域におけ

る揮発油税の特例分の減免等につきまして粘り

強く要望を行ってまいりたいと考えております。

【吉村(庄)副会長】 ちょっとお尋ねしますが、

私もつまびらかにしておりませんが、平成24年
からこういう要望をしたと書いてありますが、

それはそれとして、例えば、今から数年、5年
でも結構ですけれども、ガソリン税について、

離島について、税政改革というか、そういう中

で離島について政府が改善してきておりますか、

してないんですか、そこら辺を聞かせてくださ

い。

【浦地域づくり推進課企画監】私どもの方で把

握している情報では、大きな変更はあっていな

いと確認しております。

【吉村(庄)副会長】 先ほど、流通コストについ
ては、国の方でも一定の予算は云々という話が

ございました。本当に抜本的にやることについ

て、鹿児島あたりもそうですが、長崎県も含め

て、こういう離島をもっている県は、離島振興

協議会でもしっかりやっているとは思いますけ
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れども、もっとやっていかないと、12円、14円
という差があるというのは本当にきつい状態で

すよ。一方で、上がったり下がったりというこ

とが全国的にいろいろあるんですけど、長崎県

は・・・いろいろありますが、それはあっちに

置いておいて、12円とか14円の差があるという
のは、これは本当に生活する上において、冬に

は灯油の問題とか、もう一つは産業的なところ

でいうと、漁業についても一定のいろんな施策

があると思いますけれども、基本的には今のよ

うな状況でずっと推移していくことになったら、

長崎県では、離島のところで集落形成が成り立

っていくかどうか、あるいは漁業が成り立つと

ころばかりだろうか。こういうふうに考えざる

を得ないですから、集落形成や漁業の問題、そ

れから漁業について言うと人材確保で後継者が

どうだとか、いろんな問題がある。

だから、もっとしっかり頑張っていただいて

国にもわからせんといかんと思うんですが、そ

の点について、強い意思はあると思うけど、改

めて求めておきます。部長、見解をお願いしま

す。

【柿本企画振興部長】離島地域の燃油価格の問

題につきましては、先ほどご説明しましたとお

り、要望は行っておりますけれども、有人国境

離島法の中でも離島の燃油価格等の問題につい

ては規定されておりますし、それから、離島振

興法の中でも、これについては課題として認識

されているところでございます。

そういった中で、有人国境離島法の中で、現

在、輸送コスト等の支援等の取組が行われてい

ますけれども、そういったところが進んでいく

中で次の課題として、こういった残された課題

をしっかり一つ一つ国の方に強く働きかけてい

くことが必要だと考えておりますので、そうい

ったこれまでのさまざまな課題の解決に向かっ

てきた状況等を踏まえた上で、さらに重点的な

要望として国に対しての働きかけを強めてまい

りたいと考えております。

【大場委員長】 ほか、ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について質問はあり

ませんか。

【坂本委員】午前中にいわゆる国境離島新法に

ついて触れさせていただいたので、続けて質問

したいと思いますが、言うまでもなく、この4
月で国境離島新法が施行されて2年がたつわけ
でありますが、この2年間に相当な成果が出て
きたというふうに私は思っております。

それは雇用の場ができて、働く人たちが多く

なった。しかも、若者が新たな職についている

ということもあり、あるいはまた、先ほど移住

者の話が出ましたけれども、移住で戻ってこら

れて、移住した人たちが雇用の場があるという

ことで、そこにつくというようなことで、非常

に好循環が生まれているというふうに思うわけ

であります。

そしてまた、この議会の冒頭に知事が社会減

について大分効果が出てきたというようなこと

も力強く表明しておられました。私の地元の対

馬でも相当な成果が出てきております。最近は、

前の議会でも言いましたけれども、韓国からの

若い男女が歩いておりまして、対馬にこういう

人たちがいらっしゃったかなと思うような光景

が地元におれば毎日のように遭遇するわけであ

りますが、これだけの人たちが移住しておられ

ればなと思うことが多々あるわけであります。

法が施行されて2年が経過しようとする中で
ありますが、国境離島地域の人口の動態、ある

いは移住者の状況を見た時に、いわゆる若年層
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が多いと思うわけでありますが、この動向がど

うなっているのか、ちょっとご説明いただけま

せんでしょうか。

【浦地域づくり推進企画監】有人国境離島法が

施行された以降、私も何度も離島地域を訪れて

おります。その中で地元の皆様方から、今、委

員からお話がありましたが、島の外からの新た

な力がこれまでにないような島の活性化の動き

につながりつつあるという話を何度かお聞きし

ております。

こうした島内の力に加えまして島の外から活

力ある人材でありますとか、新たな事業者を呼

び込んで島に定着させるという視点は、人材確

保という観点も含めて非常に大事な視点だと考

えております。

とりわけ、若い方々の中にはＳＮＳ等による

情報発信力でありますとか、情報収集力が高い

方が多くございまして、話を聞くところ、島に

移住した若い方の情報発信によりまして、都市

部から、またその情報収集能力が高い若い方が

引き寄せられると、こういった相乗効果といい

ますか、好循環のような形もできつつあるとい

うふうに聞いております。

国境離島法に基づく雇用機会拡充事業では、

島の外からも多くの事業者が手を挙げて来てお

りますが、今、お話がありましたように、事業

により生まれた雇用の場に多くの若い年齢層の

方が就職しております。

少し具体的な数字を申し上げますと、平成30
年度の雇用機会拡充事業による雇用確保者数は、

最新のデータで、これは2月1日現在であります
が、244名であります。このうち20歳代から30
歳代は121名となっておりまして、約半数を占
めている状況でございます。

また、先ほど移住のお話がありましたが、平

成30年度の移住者、これは4月から12月末まで
の途中の計でありますが、離島の5市町計で345
人ということで、平成29年度の同時期と比べま
すと、約1.7倍のペースで増加しておりまして、
特に、内訳を見ますと、移住者のうち20歳代か
ら30歳代、これは345名のうち188名となってお
りまして、移住者の半数を占めている状況にな

っております。

また、国境離島地域の人口の社会減について

効果が出ているという話が出ております。人口

の社会減につきましては、法施行前と比べまし

て全体で400人程度改善しておりまして、この
うち20歳代から30歳代の社会減の状況を分析
してみますと、平成28年が174人の流出超過と
なっておりましたが、直近の平成30年では、こ
れが23人の転出超過ということで、150人ほど
改善をいたしております。特に、2年目となる
平成30年におきましては、全年齢層で見た場合
に640人から615人ということで25人の改善が
図られた中で、今申し上げた20代から30歳代と
いうのは、ほかの年齢層を上回る69人の改善と
なっております。

今後は、こうした好調な流れをしっかりと循

環させていくことが求められております。国境

離島の魅力や情報発信のためのツールや手法の

充実強化を図りながら、引き続き、島の外から

の活力ある人材や事業者の取り込み、誘致に努

めてまいりたいと考えております。

【坂本(智)委員】 具体的に数字をお示しいただ
きました。そこまで若い人たちがいらっしゃる

とは思いませんでした。

最近、若い人たちって本当にすごいなと思っ

た経験をしたことがございます。ちょっと一例

を申し上げますと、私の島、対馬でございます

が、都会にいらっしゃった方が対馬に住んでい
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らっしゃる、移住者なんですけど、その移住者

である友達にラインかなんかで知ったみたいで、

それで私に相談があったんですけれども、長崎

移住サポートセンターが出している「移住のス

スメ」という冊子がありますね。あれを見たけ

れども、対馬のことがほとんど載ってなかった

というようなお話があったというふうに私にぶ

つけてきたものですから、恐らく「移住のスス

メ」を長崎県が出しているというのは、「全部

の市町が出しているから枠が少ないのではない

かなと思いますよ」というような返事を返して

いたんです。対馬市に行けば、いわゆる対馬バ

ージョンが色濃く載っているのではないかと、

ですから、それをちょっと探してみますからと

いう話をして、また市の担当にぶつけたら、や

はりちゃんとありました。すぐいただいて、そ

のことをご説明したら、それを取り寄せてじっ

くりと研究、調査をさせていただきますという

ような返事が返ってきたわけであります。非常

に前向きに捉えているなと思って感心をした次

第であります。

そういったことについて、それぞれ振興局に

もセクションはありますけれども、頑張ってい

らっしゃるとは思いますけれども、今からまた

県でそういうものをつくってどうのこうのとい

うことにはならないとは思いますけれども、も

っともっと移住がしやすい、あるいは情報がす

ぐ入りやすいような何らかの形をお考えいただ

ければなと思いますけれども、そこら辺いかが

ですか。

【村山地域づくり推進課長】委員ご指摘の移住

の情報発信についてでございますけれども、移

住の情報発信につきましては、移住の専用ホー

ムページの「ながさき移住ナビ」でありますと

か、長崎移住サポートセンターのフェイスブッ

クを活用して情報発信をしているところでござ

います。

その情報発信の内容として大切なのは、長崎

を移住者の方が選択していただくに当たって、

長崎の魅力をどのように発信するかというとこ

ろが必要であると思っております。長崎県の離

島、あるいは半島、農村、漁村、長崎県ならで

はのそういった地域の魅力を生かした、移住者

の方々が移住した後の暮らしを想像できるよう

な、そういった情報発信が必要と思っておりま

して、委員ご指摘のラインを活用して「ながさ

き移住倶楽部」の登録者、あるいは移住相談会

の参加者に対して、移住情報であったりだとか、

いわゆる長崎の移住後の島での暮らし、あるい

は豊かな半島での暮らしなど、併せて多様な働

き方だったり暮らし方、そういったものを含め

て情報を発信することで移住者の方々にわかり

やすい情報発信に努めてまいりたいと考えてお

ります。

【坂本(智)委員】 ありがとうございます。国境
離島新法というものが2年もたたないうちに、
こういう成果を生んでいるということについて、

私は驚きと同時に、今からこれをもっともっと

活用していかなければなというような気持ちで

あります。

今おっしゃられたようなことについて、ぜひ

官民挙げて積極的にやっていただければなと。

もっともっと若者が帰ってきやすくなる、ある

いはＩターンしやすくなるというようなことで、

それによって島に活性化がまた生まれるという

ようなことにもつながるのではないかと思いま

すので、ぜひとも力を入れて、改めてまた頑張

っていただきたいということをお願いして終わ

ります。ありがとうございました。

【小林委員】午前中にＩＲの海外の皆様方であ
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ろうというような、いわゆる事業者の公募とか

認定とか、そういうスケジュールについていろ

いろと午前中に聞かせていただきました。要は、

区域認定を日本の3カ所という中において、九
州の、まさに代表選手として長崎県が手を挙げ

ていると。こういう状況の中で区域認定という

ものをいち早くかち取らなければいけないと、

こういう考え方があるわけですね。

実は、区域認定というのとカジノというのが

どういう関係にあるのかというようなことでわ

からないことがありますので、再度、スケジュ

ール等の関係もありますのでお尋ねしたいと思

うわけであります。

例えば、区域認定を申請をすると。これを所

管するところ、この認可をおろすところがどこ

なのか、これは国土交通省という形で受け止め

てよろしいんですか。

【西村ＩＲ推進室長】今回のＩＲ区域認定、そ

れから、カジノというところについては、日本

で初めての手続となっております。委員ご質問

の区域整備計画の認定、区域認定ということに

関しましては、国土交通省が所管しております。

【小林委員】 そうすると、私の認識の中に、区

域認定を国交省からいただくことができれば、

カジノの開業も同時イコールでオーケーだと。

こういうような形で一番話題であるところの、

また、長崎県に大きな話題を呼ぶであろうとこ

ろのカジノの開業について、区域認定を国交省

からいただけば、イコールカジノの開業もご了

解をいただいたと、いわゆる許可をいただいた

と、こういう受け止め方でいいのかどうかと。

これは区域認定とカジノの開業というのは、ま

た別の組織なのか、国交省以外で認可をいただ

かなければいけないのか、ここはどうなってま

すか。

【西村ＩＲ推進室長】区域認定とカジノの免許

は別ものでございまして、カジノの免許に関し

ましては、新年度、国が新たにカジノ管理委員

会というものを組織化することになっておりま

す。委員会の委員は国会の同意が必要な皆様、

全体規模が100名程度ということで今想定され
ているところでございます。

カジノに関する規制・監督は、ここが担うと

いうことになりまして、カジノの免許につきま

しては、区域認定がなった後に、ＩＲ事業者が

カジノ免許の申請をカジノ管理委員会に提出し

て、それからいわゆる背面調査というものを経

て免許の付与の是非というものが判断されると。

区域認定イコールカジノの開業が許されるとい

うものではございません。

【小林委員】よくわかりましたが、私どもの認

識の中では、少なくとも私の認識では、区域の

認定イコールカジノの開業オーケーと、こうい

う受け止め方をしておったんですが、今の話で

は、この区域認定後、初めて国の方でカジノ管

理委員会が立ち上げられると、そこで免許をい

ただかなければいけないと。2つの大きなハー
ドルがあるわけですね。

だから、当然、区域認定がなければカジノの

免許につながらないということはわかりますけ

れども、だとすれば、区域認定をいただいてカ

ジノの管理委員会の審査に漏れてしまうという

ようなことも考えられるのかどうか。区域認定

イコールカジノのそういう審査をした上でオー

ケーということにならないということであると

すれば、区域認定というのは、実は、3つしか
ないところに複数で区域認定をしておかなけれ

ばいけないのではないか。つまりカジノの選定

と、ここの区域認定の選定が違うと。区域認定

を受けたところがカジノの許可をいただける、

免許をいただけるということにならないとした

場合、区域認定のあり方はどうなっていくんで
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すか。

【吉田企画振興部政策監】まず、区域認定とい

うのは、午前中申し上げましたように、都道府

県もしくは政令市が申請主体となります。ＩＲ

整備法の中では、「3区域」とは書かずに、「認
定数は3区域以内とする」というふうになって
おります。

カジノ免許につきましては、ＩＲ事業者、カ

ジノをやる事業者がやっていいかどうかという

ことを厳正に審査をいたしまして、過去、変な

取引をしていないかとか、背面調査といいます

が、そのカジノ事業者にかかわる、トップやそ

の家族なども含めて、過去5年間の預貯金調査
等をした上で、要するに、カジノ事業者を厳正

にチェックするのがカジノ管理委員会でござい

ます。

ですから、ＩＲの区域認定は受けられたけれ

ども、選んだカジノ事業者が免許を受けられな

かったというリスクはあります。ですから、私

どもが今一生懸命やっておりますのが、事業者

のヒアリング、事業者との面談の中では、そう

いったＩＲ事業者はどこなのか、そこは廉潔性

が大丈夫なのかというふうなことを確認しなが

ら、最終的には午前中に西村室長から答弁いた

しましたような、専門家による審査を経て選定

をしてまいりたいと考えております。

【小林委員】 午前中の関連の中から、西村室

長、あなたがずっと答弁されてきた私の質問に

対するスケジュール、こういうところを確認し

ながら、いわゆる区域認定イコールカジノ免許

もオーケーと、こう思っておったところが、ど

うも違うみたいだと。こういうようなことで今

質疑を交わしている最中であったわけです。

したがいまして、今のお話の中身をもう一度

確認いたしますと、区域認定を受けたと。では、

カジノの会社を我々が選定をして、これでどう

かということでカジノ管理委員会にその会社の

背面調査というんですか、それをやっていただ

くと。それで、その背面調査の結果、これがい

いとか悪いとか、こういうようなことの中で、

そこはだめだと、こういうような会社では困る

というようなことが実際的に、この権限を持つ

カジノ管理委員会が、それだけの権限を有する

となっていくならば、これは非常に大事なとこ

ろだと思うんですね。

ですから、そこら辺のところの、区域認定を

受けたけれども、長崎県が選定したカジノの運

営会社がだめだと、こうなった時には、結局は、

このＩＲの全ての区域認定までだめになってし

まうのか、そういうところについては、室長、

どうなっていますか。

【西村ＩＲ推進室長】先ほど、政策監がご答弁

申し上げましたとおり、区域認定とカジノの免

許の付与は別ものになっておりますので、委員

ご指摘のとおり、リスクがございます。

ここで、私どもが国の方に確認させていただ

いている内容といたしましては、おっしゃった

ように、私どもが区域整備計画をともに出した

事業者がだめだったという時はどうなるのかと

いうリスクについてのお尋ねをさせていただい

ているし、ほかの関係者からも同様の質問は出

ているところです。

国の見解としては、明確なところはないんで

すけれども、例えば、その時点で事業者の差し

替えが可能なのかどうかというところについて

は、多少ネガティブな感触を感じております。

ですから、私どもといたしましては、事前に、

特に廉潔性の高い事業者を選んでいくという命

題が課せられているということで認識している

ところでございます。

【小林委員】今言われるリスクが、それほど大

きなハードルになっているとは思わなかったん
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です。

そうすると、私が午前中にいろいろと質疑を

交わさせていただいた、いわゆる有識者委員会、

ここで選定の方向づけが大体決まるわけですね。

よほどここのところが大事になってくるという

午前中の重ねての私の意見が、まさに今の話を

聞きますと、なお一層、深刻な問題になってく

ると。

したがって、いろいろ事務的な選定とか、事

務的な作業は、皆さん方は4月から課になる。
そこが大きな役割を担うであろうけれども、最

終的な責任は、やっぱり有識者の委員会におい

てこの結論が出るわけでありますから、この10
名の委員の選定は、かなりやっぱり腰を据えて

やらんばいかん。しかも、あまり時間がないわ

けだな。2020年でしょう、あと1年しかないじ
ゃないか。

そういうことになっていくと、これは相当な

全庁的な取組の中においていろいろと進めてい

かないと、課になって何名ぐらい職員の数が増

えていくのか、どういう体制になるのか、室か

ら課になって今までと何が変わるのかとか、そ

んなのが見えないような、ただ単に室が課に変

わっただけだと、これではいかんわけだから、

ここは企画振興部長あたり、相当な人事関係の

話を詰めていただいて、これは何としても区域

の認定と免許をかち取るという、ここの2つの
流れはぜひともやっていただけるように重ねて

私の方から強く要請をさせてもらいたいと思い

ます。

次に、ＩＲの関係でいろいろいただいた資料

を見ておりますと、いわゆる国のＩＲ区域の整

備の考え方が大分大規模になってきているよう

な感じがいたします。我々は今まであなた方の

答弁で確認をいたしておりましたところの投資

金額は約2,000億円と、こういうふうに大体聞い

ておりました。ここから雇用創出が2万2,000人
とか、あるいは経済の波及効果が2,600億円ぐら
いだとか、そういうようなことで、2,000億円の
投資をし、2万2,000人の雇用創出、そして、波
及効果が2,600億円ぐらいだと。こんな流れを聞
いておりましたけども、どうも今の流れはもっ

と規模を大きくするような、規模拡大というも

のがここにきて明らかになっているような感じ

がいたします。

そこで、お尋ねしますけれども、まず、何が

どう変わってきているのか。例えば、ＭＩＣＥ

ですね、国際会議施設とか、展示施設とか、そ

ういうところの規模がかなり大きくなってきて

いるのではないかと、こう感じます。

この資料を見て思いますことは、ＭＩＣＥ施

設の要件ということで、例えば、1,000名以上の
収容能力、あるいは中小会議室の1,000名以上の
収容、あるいは3,000名以上を収容する大会議室、
3,000名以上を収容する中小会議室と。さらに、
驚くなかれと言いたいけれども、6,000人以上収
容のいわゆる大会議室、6,000人以上収容の中小
会議室、これにプラスして展示場の付随する整

備をせんといかんと。こういうようなことの中

で、この展示場を見ましても、2万平米以上と
か、あるいは6万平米以上とか、なんと12万平
米以上とか、こういう展示等の施設を整備して

もらいたいと、こういう内容がもう具体的に出

てきているわけです。

そこで、このＭＩＣＥの考え方だけれども、

国際会議場については、1,000名以上でいくのか、
3,000名以上でいくのか、6,000名以上を考えて
いるのか。さらに、展示場については、国際会

議場についての1,000名以上、3,000名以上、
6,000名以上。さらに、展示等についての施設に
ついても2万平米以上、6万平米以上、12万平米
以上、こういうようなものが出てきていますけ
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れども、長崎県の戦略として、取組としては、

この具体的な国際会議場については何人以上ぐ

らいに考えているのか、展示場についてはどの

くらいでいくべきと考えているのか、ここにつ

いてはどうですか。

【西村ＩＲ推進室長】委員ご覧いただいており

ますのは、国が2月1日から3月4日までの間にパ
ブリックコメントで明らかにしております、い

わゆるＩＲ施設の中核施設の具体的な基準要件、

ＩＲ整備法施行令の案でございます。

ＭＩＣＥにつきましては、国際会議場が1,000
名足す1,000名、2,000名規模の場合は、展示場
として12万平米のものをセットでつくるよう
に定められております。また、国際会議場が

3,000名足す3,000名、6,000名の場合につきま
しては、展示場規模として6万平米という組み
合わせが示されております。国際会議場が6,000
名プラス6,000名の場合につきましては、展示場
2万平米の組み合わせ、このいずれかを設置し
なさいということに、今、施行令の案はなって

いるところでございます。

ＩＲ施設は、民間事業者が設置し、運営する

ものでございますので、ＩＲ事業者の考え方を

聞き取ってまいる必要がございますけれども、

特に展示場の規模でございますが、12万平米と
いう一番大きな規模は、これまでの日本にない、

相当チャレンジングな大きさとなっております。

地方におきましては、国際会議場、トータル

1万2,000人プラス展示場2万平米の組み合わせ、
あるいは国際会議場3,000名プラス3,000名の
6,000名プラス展示場6万平米の組み合わせの
いずれかになるのではなかろうかと考えている

ところではありますけれども、最前申し上げま

したように、事業者の事業計画、事業見込み等

と照らし合わせながら選択していくことになろ

うかと考えております。

【小林委員】ここは単なるカジノだけではない

んだよというところの、私は自分で察するに、

強調ではないかと思うんですね。やっぱりＩＲ

の、統合型リゾートの基本的な認識の中に、こ

ういう国際会議場の施設とか展示場の施設を規

模拡大していくぞと。これは私の察するところ、

カジノだけではないんだと。当然、3％になっ
ているから、そこはちゃんとわかっているもの

の、ＩＲイコールカジノと、こういうようなこ

とじゃなくして、地域おこしの一番核になると

ころの国際会議場の施設とか展示場の施設とか、

こういうところに力を入れていけと、こういう

ことじゃないかと思うんです。

そういうところから今のご答弁の中で、1,000
名以上とか3,000名以上とか6,000名以上とか
一堂に集まる会議場と、それから中小に小刻み

でこれを区切って使うというようなやり方に加

えて展示場と、こういうことでございます。

だから、運営会社がどう言うかということも

あろうかと思いますが、長崎県で他の競争相手

の府県ときちんと対応できるということになれ

ば、一体どれくらいのものをこのＭＩＣＥの施

設要件として考えなければいけないのか、考え

られるのか。

しかも、ハウステンボスの今の6万坪ぐらい
の敷地に考えておったんじゃないかと思うんで

す。だとすれば、ハウステンボスの6万坪のそ
の面積で、果たして規模拡大が、これ以上面積

を増やさなくてもいいのかと、こういう点につ

いても少し疑問があるわけでありますが、いか

がですか。

【西村ＩＲ推進室長】まず、用地につきまして

は、委員ご指摘のとおり、20ヘクタールを超え
る面積の確保に努めているところでございます。

ＭＩＣＥ、ホテル等の施設につきましては、シ

ンガポールのマリーナベイ・サンズを国も参照
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しておりますけれども、ここの敷地面積が19ヘ
クタールでございまして、恐らく容積的にはお

さまるのであろうと考えているところではあり

ますけれども、そこにつきましても引き続き、

事業者との対話を通じまして検討をしないとい

けない項目と考えております。

ＭＩＣＥ施設につきましては、先ほどもお答

えさせていただきましたとおり、地方において

も、都会においても、12万平米という展示施設
の規模は、非常にチャレンジングなものだと考

えておりまして、そのほかの組み合わせ、会議

場トータル1万2,000名プラス展示場2万平米、
あるいは国際会議場トータル6,000名プラス展
示場6万平米の組み合わせのいずれかになるの
ではなかろうかと考えているところです。

【小林委員】なるほど、今もうはっきりしてき

たね。大体6,000名、6,000名の1万2,000名、プ
ラス展示場を2万平米ぐらい、2万平米だから大
体6,000坪ぐらいか。こういうようなところで長
崎県として勝負をかけたいと。これは運営会社

が決定して、またそこで精査をされるであろう

と思うけれども、かなりの規模拡大になってい

るということ。こういうようなことが今のご答

弁の中から十分感じられます。

さらに、今度は会議場と展示場のことだけじ

ゃなくして、ホテルについても、これは相当、

今までと違うような宿泊施設の規模を求めてき

ているんじゃないかと思うんですね。ここの総

客室数の平均は、なんと2,495室、約2,500室ぐ
らいと。それから、その中のスイートルームの

割合は大体20％ぐらいはやれよと。こうなって
くると、かなりの数字になってくるんじゃない

かと思うんです。ここのところのいわゆる送客

数平均、ハウステンボスは今幾らですか。2,500
室ぐらいを確保するためには、今までの計画、

あるいは想定しておったホテルの客数とか、そ

んなのもと相当離れてしまうんじゃないかと思

っているんだけれども、そういうところはどう

ですか。

【西村ＩＲ推進室長】現在、パブリックコメン

トで明らかになっております施行令案の中で示

されておりますのは、客室の床面積がおおよそ

10万平米という数字が示されております。
委員がおっしゃいました部屋数、2,500室であ
りますとか、スイートルームの割合は、11月か
ら12月にかけて開催されております国の有識
者会議、「ＩＲ推進会議」というものでござい

ますけど、その中の委員が例として2,500室、ス
イートルーム割合20％という発言をされたも
のでございます。現在の施行令案には、おおよ

そ10万平米という面積のみが残っている状況
でございます。

また、ハウステンボスの現状のホテルでござ

いますけれども、ハウステンボス内にございま

す4つのホテル、ホテルヨーロッパ、ホテルア
ムステルダム、フォレストヴィラ、それから変

なホテルが増築しておりますけれども、こちら

を合わせまして今776室ということでお聞きし
ております。それとホテルオークラ、日航を合

わせまして925室。トータルで1,701室という規
模になっております。

既存の施設の活用、リニューアルも国はよし

としておりますけれども、いずれにしましても、

ホテルの客室延べ床面積については、おおよそ

10万平米を確保するというのが国の考え方で
ございます。

【大場委員長】小林委員、時間きておりますの

で、一旦この後にお願いいたします。

【小林委員】ここのところはホテルの数は今の

説明のとおりでありまして、かなりの規模拡大

になっているなという感じがするんです。

時間がないということだから、もうちょっと
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聞きたいんだけれども、最後に一番大事なとこ

ろをお尋ねして終わりたいと思います。

例えば、規模拡大というところで先ほどから

言っているように、2,000億円の投資が大体どれ
くらいの投資になっていくのかということと、

経済の波及効果が2,600億円だとか、雇用創出が
2万2,000人とか、いろいろ今までのあなた方か
らの説明を受けたきたものと、今の規模拡大に

よる2,000億円というのがどれくらいの投資金
額になっていくのか、雇用創出が2万2,000人が
どのくらいになるのか、経済波及効果がどれく

らいになるのか、そういうところが非常に大き

な関心事であります。

そういうところで大事な740万人という来場
者、今、ハウステンボスが大体270万人とか260
万人とか、このような数字が出ておったと思う

んです。合わせて1,000万人ぐらいと、こうなっ
てきますけども、これは、これだけの規模にな

ってくると740万人でもきかないのではないか
な、こういうようなことを考えますけれども、

そこのところについての、この規模に見合う波

及効果とか、あるいは来館者とか、雇用創出と

か、そういうようなものについてはどうですか、

何か数字がありますか。

【西村ＩＲ推進室長】現在明らかになっており

ます中核施設の規模に即した数字ではございま

せんけれども、以前も申し上げたかと思います

が、昨年度実施いたしました事業者からの提案

募集におきましては、投資金額は約1,000億円か
ら3,000億円という幅で頂戴しているところで
す。

また、今現在、投資額として見込んでおりま

す2,000億円に対しては、口頭でありますけれど
も、その倍程度の投資金額については言及いた

だいているところでございます。

実際の投資規模が大きくなりますれば、経済

波及効果も雇用創出効果も、当然、上振れして

くるものと推測しております。

【小林委員】 そうするとこれは740万人以上が
来るとかいうことの中で、ここは今このような

話をしていいのかどうかということはわからん

けれども、ただ、我々の目安として、これはど

ういうふうに県内に波及効果をもたらすのかと、

こんなことは当然知っておかなければいかんと

思うんです。

この間の本会議でも、我が会派の田中愛国議

員が、いろいろと波及効果について、特に具体

的に納付金と、どのくらい長崎県に、いわゆる

カジノという部分で考えた時に、どの程度の納

付金、いわゆる収入があるのかというようなこ

とを聞いておりました。改めてこの委員会で確

認をする意味において、あなた方の基本的な認

識を教えてもらいたいと思います。

仮に売り上げというのが、カジノのかけ金、

それから、かけ金に対して勝ったというのかな、

そういう払い戻しの総額もあるだろうと思うん

です。例えば、カジノあたりの運営については、

いろんな人件費を含めて維持管理費が相当かか

るだろうと思いますけれども、いわゆる粗利と

いう考え方の中において、お客様が掛けたかけ

金、そして払い戻しをした分、こういうところ

の総額に対して大体15％というようなことで
はないかと思うんです。

そうすると、例えば、1,000億円の粗利があっ
たとした時に、これが150億円の、それだけの
お金が年間、長崎県に入り、国にも同じように

150億円入る。150億円、150億円、これが長崎
県に納付金として入ってくると、こういう認識

でいいのかどうか、ここはきちんと答えてもら

いたい。

【西村ＩＲ推進室長】認定都道府県の納付金と

申しますけれども、委員がおっしゃいましたよ
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うに、カジノ事業粗収益、お客様がかけた金額

から払い戻した金額を差し引いた金額に15％
を掛けたものが県の収入としてまいります。仮

にでございますけれども、1,000億円ということ
になれば、先ほどおっしゃいましたとおり150
億円が県の収入となると。しかも、このお金に

つきましては、交付税措置に影響しない、基準

財政収入額に算入しないという国の見解が示さ

れているところでございます。

【小林委員】これは交付税に全く影響ないとい

うことだから、これはもう今、これだけ財政が

厳しい長崎県において、こういう、例えば1,000
億円とした時の15％、150億円のお金が年間入
ってくる。しかも、重ねて地方交付税は全く影

響を受けないと。これだけの内容のあるものが、

今、ここにぶら下がっていると。しかも、九州

の代表として長崎県頑張れということになって

いる。これはどんなことがあってもかち取らん

ばいかん。

さらに、これは15％だけじゃなくして、入場
料だって、これも2分の1はもらえるんじゃない
かと。1人、6,000円でしょう。6,000円という
ことで、国が3,000円、そして地元の長崎県
3,000円と。こういうようなことになってくると、
この3,000円だって、例えば、500万人ぐらいお
客様が来たという時に、これが大体2分の1にな
れば幾らぐらいになるのかと。ここだって単純

に計算したら、500万人来れば、さっき740万人
ぐらいと、これが1,000万人ぐらいになる可能性
もある。だとした時に500万人がカジノに入場
されたとする。入場料金が6,000円と、その
6,000円の2分の1が国にいき、そして、2分の1
が県にくる。だとすれば、仮に1年間に500万人
が入場したとすると、その2分の1ですから、こ
れはどうですか、幾らになるんですか、計算し

てみてください。

【西村ＩＲ推進室長】 仮に500万人が日本人等
の入場料の賦課対象となれば、掛ける3,000円の
150億円となります。
【小林委員】確認しますけれども、そういう粗

利の、そこから15％、150億円、入場料でも150
億円、トータル300億円ということで間違いな
いですか。

【西村ＩＲ推進室長】本当にすみません。仮の

話で恐縮なんですけれども、認定都道府県交付

金は1,000億円の粗利、ＧＧＲがあるとすれば
150億円、日本人等、入場料が賦課されるカジ
ノ入場者が500万人あるとすれば150億円が入
ってくるということになります。

【小林委員】 企画振興部長、私は、平成31年
度の長崎県の重点戦略の企画振興部の基本方針

というものを読ませていただいた。今、長崎県

は人口減少が最重点課題になっていると。だか

ら、若者の定着とか、あるいは移住とか、いろ

んなことの中で人口減少に歯止めをかけようと

して懸命にやっていただいております。このこ

とは当然であるし、また、そういう認識の中で

我々はやっていかなければ長崎県は生き残らな

いと思っています。

その中にＩＲの事業が、こういう形の中で出

てきて、例えばの話としても、そういうふうな

数字が、今、室長からお話があったように、仮

の話だけれども、1,000億円だったら150億円、
あるいは500万人来たら150億円、トータル300
億円が長崎県に1年間に入ってくるとすれば、
これはギャンブルみたいなことを言う人もおる

かもしれんけれども、立派なＩＲ、統合型とし

て国が推進するという状況だから、その点から

考えれば、企画振興部のこれを見たら、「ＩＲ

区域整備計画認定の申請に向けた取組を進める

とともに」と、ちょろっと、一言これだけ書い

ているんだよ。もうちょっと位置づけを拡大し
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なければ、政策監なんか、耐えられんじゃなか

とか、一緒に並んどって。もうちょっと扱いを

全庁的にやるという中において、この基本方針

を見たら、ＩＲ事業に対するところの県の取組

が、これだけ全庁的な取組になろうとしている

時に、この辺の扱いが、これだけのいろんな効

果を考えてみた時に、もうちょっと、もう2020
年度にはすべからくのことの方針が決定するか

もしれないと。こんな状況で、もうちょっとき

ちんとした取組を重点施策の中に人口減少と比

較しても劣らないぐらいの大事なことではない

かと私は思うんだけれども、最後にそこだけの

決意を聞いて終わりたいと思います。

【柿本企画振興部長】長崎県にとっては、人口

減少というのが非常に大きな課題でありまして、

それを解決していくということで地方創生とい

うことが位置づけられているということでござ

います。そして、長崎ＩＲ構想というのは、そ

の地方創生を実現していくための長崎県にとっ

ての非常に大きな手段、チャンスということで

位置づけて取り組んでいくという覚悟を持って

おります。

そういう意味で、数ある長崎県の課題の中で

も、今後、大きな効果が期待できるものという

ことで、私たちもそれに向けて全力で力を注い

で、企画振興部はもちろんですけれども、全庁

挙げてこれを獲得していくという体制でしっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時 ３分 休憩 ―

― 午後 ３時１５分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【宮本委員】議案外について質問をいたします。

私の方からもＩＲについて質問をさせていた

だきますが、議案説明資料の1ページの特定複

合観光施設区域整備の推進についてということ

であります。先ほどからいろいろ議論があって

おりますけれども、私の方からは地域理解の推

進ということで、この観点から質問いたします。

地域理解の推進は、「ユニーク・マリンＩＲ

実現のために」の取り組むべき方策の中の一つ

でもあり、もちろん、これは県民、市民の皆様

方からの機運醸成を含め、しっかりとした理解

が大事であるということは言うまでもありませ

ん。

そこにいろいろ書いてあります、県民セミナ

ーを各地で開催したということでありますが、

それぞれで感触、そしてまた、賛否両論あるか

と思いますけれども、アンケートなどをとられ

ておりましたら集計結果、そしてまた、全体を

含めて県として何割の理解が進んでいるという

考えをお持ちなのか、それを確認させてくださ

い。

【西村ＩＲ推進室長】委員ご指摘のとおり、Ｉ

Ｒの推進のためには県民の皆様にＩＲの理解を

深めていただくことが大変大切だと考えており、

ＩＲ推進室は、平成29年10月に立ち上がってお
りますけれども、それ以来、離島を含む県内各

地で32回、説明会を行っておりまして、約1,800
名の方にご参加いただいております。

平成30年度におきましては、これまで22回、
約1,200名の方にご参加いただいております。う
ち7回がいわゆる県民セミナーという形で開催
させていただいておりまして、長崎市、新上五

島町、諫早市、西海市、川棚町、佐世保市、島

原市で開催させていただいております。

ＩＲへのそれぞれの地域の関心度と申しまし

ょうか、理解というのは、やはり差がございま

すので、例えば、諫早市でございますとか、島

原市とかいう場所では入門的なご案内をさせて
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いただいているところでございます。一番関心

が高い佐世保市におきましては、他の地域と違

ってインバウンドの中のＩＲという立ち位置で

のご説明や、市民の懸念の大きいギャンブル依

存症についての中身の説明をさせていただいて

いるところでございます。

地域ごとの理解度、賛意というのは、やはり

ばらつきがあるんですけれども、ＩＲそのもの

に関しての理解度は、各地域ともほぼ100％で
ございます。セミナーの中身、ＩＲがカジノだ

けではないということについてのご理解は、7
カ所併せまして99％いただいております。賛意
につきましては、若干ばらつきがございます。

長崎市においては92％、新上五島町97％、諫早
市96％、西海市97％、川棚町97％、佐世保市83％、
それから島原市94％という数値になっており
ます。

私どもとしましては、引き続き、県民セミナ

ーを開催させていただきたいと思っております

が、新年度早々には佐世保市周辺の松浦、佐々、

平戸というところを意識してやらせていただけ

ればと思っております。

【宮本委員】ということは、県全体として捉え

るならば、結構高い関心度、賛成ということで

理解して、これがＩＲを認定するということに

対しては、ほぼ9割以上の方々が賛成であると
いう認識でよかったでしょうか、再度確認させ

てください。

【西村ＩＲ推進室長】県民セミナーにご参加の

方々というのが、どちらかといいますと、そも

そもＩＲとは何ぞやというところの方もいらっ

しゃれば、賛成の立場の方もいらっしゃいます

し、反対の立場の方ももちろん来ていらっしゃ

います。

そういった意味では、まずはＩＲの理解を深

めていただくという目的で、このセミナーはや

らせていただいているところでございまして、

最前申し上げましたように、理解度につきまし

ては、制度の理解と、カジノだけではない総合

的な観光施設であるということについての理解

度は99％に上っておりまして、賛意につきまし
ては、先ほど個別に申し上げましたけれども、

92％ということでございます。ただし、これは
申し上げましたように、セミナーにご出席され

た方ということで私どもも認識しております。

【宮本委員】わかりました。反対の方ももちろ

んいらっしゃいますし、賛成の方ばかりでない

ということは、もちろん承知しております。そ

れにしても、理解度は進んでいるということ、

これは一定の評価であろうと思います。年度明

けて、松浦、平戸、佐々も含めた周辺地域をや

るということですから、粘り強くセミナーを開

催していただいて、県全体の機運醸成に努めて

いただきたいということを強く要望させていた

だきます。

加えまして、2ページに「九州ＩＲ懇話会」
というのがあります。これは九州経済団体トッ

プ等によるということ、知事も出席されている

と。これについて背景と感触といいますか、こ

ういったことが上がっているということがあり

ますならば、お伝えいただければと思います。

【吉田企画振興部政策監】 全国で3区域以内と
いう区域認定を獲得していくためには、九州が

一体となった取組が肝要と考えております。こ

のため、昨年9月に九州経済連合会、九州経済
同友会などのトップを知事が訪問させていただ

きまして、長崎ＩＲを九州のＩＲへと位置づけ

た取組に向けて協力を要請いたしました。

また、10月24日の九州地方知事会議では、九
州へのＩＲ誘致について４度目の特別決議を行
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っていただきました。また、翌25日の経済団体
トップを交えた「九州地域戦略会議」において

も、本県の取組への賛意を得られたところでご

ざいます。

そして、本年1月30日に、九州経済界のトッ
プで構成いたします「九州ＩＲ懇話会」を開催

いたしました。九州商工会議所連合会の藤永会

長、また、九州経済同友会の貫代表委員、九州

経済連合会の石原観光委員長といった面々と、

知事、それから佐世保市長との意見交換を行い

まして、さらなる連携強化のお願いをしたとこ

ろでございます。

今後とも、九州長崎ＩＲの実現に向け、オー

ル九州が連携した取組を深めてまいりたいと考

えております。

【宮本委員】今ありましたとおり、県内でも少

し理解度が進んでいるということ。そしてまた、

九州全体で見ても、長崎にＩＲをという動きが

強くなってきて強固になってきているという現

状がありますので、そこに書いてありますとお

り、しっかりとこういった形で一丸となって対

応していくことが大事だろうと思いますから、

今後とも粘り強く、市民、県民の皆様方に対し

ては、いろんなセミナー、そしてまた、情報提

供を行っていただき、理解度をさらに高めてい

ただきたいと思っております。

次に、追加資料2、ＪＲ佐世保線の輸送改善
について。これは追加になっておりまして、併

せて、一般質問で宮内議員、そしてまた、吉村

洋議員からもＪＲ佐世保線の輸送改善の質問が

あったところです。私もずっと聞かせていただ

いておりました。

まさしく追加資料2の2ページに書いてある
とおり、大事な視点であろうと考えています。

2022年に開業しますが、「佐世保については」

というところで、しっかりと恩恵といいますか、

流れを組み込んだいただきたいという要望を改

めてさせていただくんですが、2月の初めに佐
世保市も振子型車両の導入をＪＲ九州にすると

いう意思表明があったところです。再度、県と

しては、しっかりと要望をしていただきたいと

いうことについて足並みを揃えていただきたい

と思いますが、再度、意見を聞かせてください。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】ＪＲ佐世

保線の輸送改善につきましては、高速化に向け

た平成27年度の深度化調査というものを受け
まして、県と佐世保市とＪＲ九州で実務レベル

において整備の手法、効果がどのように出るの

か、課題はどのようなことがあるのかというこ

とで、今年度、整備の方向性について整理を行

ったところであります。

具体的には、ＪＲ九州の協力を現地ではいた

だきまして、列車速度を向上させるための線路

のロングレール化が非常に有効でありますので、

その手法ですとか、それに伴いまして路盤の強

化が必要になってくるということで、そこの部

分についても追加するとともに、併せて、それ

に対応した振子型車両の導入の可能性というも

のについて、現地で実際に調査を行わせていた

だいて、高速化に有効な対策ということについ

て議論しております。

また、委員ご指摘の点で佐世保線の高速化で

2022年度に暫定開業を行いますけれども、肥前
山口―高橋間、ここは複線化と高速化の工事が

されておりまして、佐世保線についても効果が

出てくるようになってまいります。

したがいまして、県としては、こうした整備

と併せまして振子型車両の導入、それから、線

路等の設備改良などによって高速化効果をさら

に高めることができないか。現在、投資効果も
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考慮しながら議論を深めておるところでござい

まして、迅速に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

【宮本委員】一般質問でも同様な質問があって

おります。2022年の暫定開業の時にしっかりと、
ここに書かれてあるようなこと。そしてまた、

要望が実現できるように、県としても後押しを

していただきたいと思います。

同様に、設備における経費についても、佐世

保市とも、これも協議を進めていただきたいと

思います。県の考え方は、平成4年の考え方を
しっかりと踏まえていただいて、県としてもそ

れなりの対応をしていただきたいということを

要望させていただきますので、お願いいたしま

す。

これは、平成4年の県の考え方、1番、2番、3
番とあります。割愛しますけれども、1番と3番
につきましては、今の段階では、なかなか厳し

いと。2番目の130キロメートルを出す時の設備
の改良に伴う費用が試算では13億円から14億
円となっています。これはさまざまな、新幹線

を導入したという背景を考えるならば、県とし

てはやっぱり全額負担ということがごもっとも

であろうと思いますが、再度、見解をお聞かせ

ください。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】高速化に

要します事業費の負担に関しましては、先ほど

申し上げました高速化のためのロングレール化

ですとか基盤の改良とか、それに伴いまして車

両設備を含めた全体経費について、どのように

負担するのかということ。自治体負担だけでな

く、国庫補助事業の活用というものなども含め

まして、現在、幅広く検討しているところでご

ざいまして、地元佐世保市のご意見というもの

を十分にお伺いして、また、委員ご指摘の点も

考慮しながら検討を深めていきたいと考えてお

ります。

【宮本委員】ぜひともしっかり協議をしていた

だいて、それなりの対応と申しますか、歴史を

踏まえた上で対応していただきたいということ

を申し上げます。

次に、県庁舎跡地活用についてですけれども、

総務委員会委員になりまして私もいろいろ勉強

させていただきまして、整備方針（案）も見せ

ていただきました。いただいた資料の中から、

主要機能の配置の考え方、3つは変わりないと
いうことで、前回からすると、もちろん、より

具体的な方針が出ていると感じております。

1点だけ確認です。整備方針（案）の5ページ
の駐車場の考え方について、ちょっとだけ確認

させていただきます。

5ページの上の方に、附帯機能等の整備の考
え方で、駐車については、附置義務台数という

のがあって、「県庁舎跡地は商業地域かつ駐車

場整備地区に該当するので、特定用途に供する

延べ面積について必要である」と書いてありま

すが、その前のページには青写真等々も掲げて

あるんですが、どんなでしょうか、今の段階で

このような施設、このような広場を設置した時

に、何台駐車になるんだというような試算とい

うのは今の段階で出ているのかどうか、確認さ

せてください。

【鳥谷県庁舎跡地活用室長】まず、附置義務と

いうのがございまして、駐車場法及び長崎市の

条例の定めで設置すべき台数というのが、建物

の場合、一定、150平米に1台というふうな形に
なっております。具体的には、今の段階で延べ

床面積が幾らというふうに規模とか機能が固ま

っておりませんので、例えば、県がつくろうと

している交流おもてなしの空間で1,500平米で
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すと10台分は必ず必要というふうな形になる
ということでございます。

そのほかに広場とかは附置義務はございませ

んけれども、広場利用者に関しても一定必要で

あるとか、そういうことを考慮して、今後、基

本構想を策定する中で必要な台数を詰めていき

たいと考えているところでございます。

【宮本委員】 3ページに配置を検討するに当た
っての視点と配置イメージ、地下スペースとい

うのがあるんですが、これを有効に活用する。

例えば、地下に駐車場を設けるというような、

案ですけれども、意見として申すならば、地下

に駐車スペースというのもどうですか、可能な

んですか、今の考え方だけお聞かせください。

【鳥谷県庁舎跡地活用室長】限られた敷地でご

ざいますので、地下駐車場というのも念頭に検

討しているところでございます。

【宮本委員】この青写真を見るに、駐車場とい

うのがとれるのかなという疑問があったもので

すから、地下スペースを有効活用するというこ

とでありますならば、地下駐車場というのもあ

る一定の考えとしては大事なのかなということ

で、一言付け加えさせていただきます。

最後に1点だけ、スポーツ振興課になろうか
と思います。前回から申しております自転車活

用について。

やっと今般、「長崎県自転車活用推進計画」

が策定されました。これは昨年の6月定例会で
も一般質問いたしまして、今年度中に策定とい

うことで無事に「長崎県自転車活用推進計画」

が策定されました。この策定後、各市町で自転

車活用について動き出しているというものがあ

れば教えていただければと思います。

【野口スポーツ振興課企画監】このたび、南島

原市議会が2月21日から開会しておりますけれ

ども、以前、委員からもご指摘があった島原鉄

道の廃線跡地の活用の件で、市長の新年度予算

に向けた施政方針において、島鉄の廃線跡地、

南線跡地を利活用するために、平成31年度内に
南島原市としての自転車活用推進計画を策定す

るというお話がございました。その活用策の中

では、通学、買い物、それから市民の健康増進

を目的とした日常的な活用と、加えてサイクリ

ング客の誘致による観光振興に役立つような道

路にしたいと述べられておるところがございま

す。

一方、私どもとしましては、県のスポーツコ

ミッションと一緒になりまして新たなサイクル

ツーリズムイベントの開催地として島原半島を

候補地として、具体的なルート案等も想定しな

がら、島原半島の3市、それから島原半島観光
連盟と一緒になって、イベント開催に向けた研

究を進めているところでもございました。

今後、南島原市の自転車活用推進計画とすり

合わせる形で進めさせていただきたいと思って

おります。

【宮本委員】南島原市以外で、どこか策定の市

町はありますか、確認させてください。

【野口スポーツ振興課企画監】 現在のところ、

市町単位で策定するという話は、南島原市以外

は聞いておりません。

【宮本委員】うれしいことですね、南島原市が

動き出しているということ。南島原市にほかの

2市も加わるかどうかわかりませんけど、島原
半島が自転車についての交流人口の増加と健康

増進という目的で、そういったサイクルイベン

トを考えていらっしゃる。しかも、計画を策定

するということは、それだけの意気込みが感じ

られるということでしょうから、県としてもし

っかりバックアップと連携をとっていただきた
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いと思っていますので、併せてよろしくお願い

します。

【吉村(庄)副委員長】 3点お尋ねします。
今まで質問があった話の中で、まず、ＩＲ、

カジノを含む構想ですね、私はこれは問題あり

と思っております、いろんな面で。それはそれ

でさておき、ちょっとお尋ねします。

先ほどの話に関連して恐縮ですけれども、最

近、県民世論調査がされていますね。この中で

ＩＲ構想についての県民世論の反応はいかがで

すか。

【西村ＩＲ推進室長】県民世論調査におきまし

ては、11月13日に公表されております。この中
で「県がＩＲの導入に向けた取組を行っている

ことをご存じですか」という問いに対して、「多

少は知っている」が43.8％と最も多く、「よく
知っている」、「多少知っている」を合わせま

すと58.9％でございました。一方、36.9％の方
が「全く知らない」と回答しておられまして、

今後もＩＲに関する県の取組について丁寧に説

明してまいる必要があると考えているところで

ございます。

【吉村(庄)副委員長】 賛否については、世論調
査の項目にありませんでしたか、どうですか。

【西村ＩＲ推進室長】賛否については、お尋ね

させていただいておりません。

【吉村(庄)副委員長】 先ほど、宮本委員から、

県民の世論はどうですかという話があった時に、

あなたは、「セミナーを中心に」と言ったから、

ＩＲという問題については、セミナーをやって

いる範囲内でというふうに聞こえたんですけれ

ども、相当進んでいると、こういう話をされま

した。まず、県民世論調査は、あなたたちはほ

かのことについても、県の施策をやる上につい

て重要なことを聞いておられる部分があるんで

すけれども、なぜそういう話はお出しにならな

かったんですか。宮本委員は、県民の皆さん方

がどう反応してますかと、理解しているかと、

あなたが答えたような意味のことも当然聞かれ

たんですけれども、なぜセミナーのことを中心

にして言われたんですか。

【西村ＩＲ推進室長】先ほどご答弁申し上げま

したとおり、あくまでセミナーにご参加の方々

の理解度、それから賛意ということで申し上げ

ました。そういった意味では、委員ご指摘のと

おり、広く県民の意見とは異なっていることだ

と考えておりますので、引き続き、各地域での

説明会を通じてご説明申し上げたいと考えてお

ります。

【吉村(庄)副会長】 あなたたちの答え方は、議
会に対して非常に失礼だと思うんだけど、ある

一面というか、大部分かどうか知りませんよ、

あなた方の判断は。そういう面だけをもって県

民の反応というふうなところに付随して聞かれ

た内容について、県民世論調査をせっかく11月
13日に公表していて、そういうことに触れなか
ったというのは、私は非常に不満です。申し上

げておきます。後で企画振興部長、見解を聞か

せてもらいますよ。

それから、佐世保線の問題です。今まで県が

示しておった問題は、ちょっと前の時点ですが、

これをはっきり教えてください。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】佐世保線

の輸送改善に関しまして、平成4年11月に県の
基本的な考え方ということでお示ししておりま

す。1点目が、長崎市－福岡市間にスーパー特
急を設定する時には、佐世保市にも在来線を利

用してスーパー特急を直通させる。2点目が、
佐世保線において列車の最高速度を時速130キ
ロメートルとするための設備改良を行う。3点
目が、将来、長崎市－福岡市間にフル規格の新

幹線が運行されるようになった時は、佐世保市
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にもフル規格新幹線鉄道網への直通運行が可能

となるよう、その実現に努めるという3点でご
ざいます。

【吉村(庄)副会長】 先ほど宮本委員かも指摘が
あったし、一般質問でも久野哲議員からも佐世

保線の問題について質問がありました。私は、

この場でも何回も申し上げているんですけれど

も、結局、スーパー特急は入らないと決まりま

したから、ＦＧＴ、フリーゲージトレインが中

心になって、とにかく武雄－長崎については、

まずはフル規格で整備する、あとはＦＧＴと、

これは失敗したと、こういう形で今のような状

況になっております。

それにしても、佐世保線の問題については私

も何回も、こういう覚書というか、県の方針が

あるんだから、もっと真剣に、もっとスピード

を上げて考えるべきではないか、特に高速とい

うか、時間短縮という問題で言えば、先ほど2
点目として話されたことに関係があるし、武雄

－長崎にフルが入るのであれば、武雄－佐世保

だってフルを入れなければならない、あるいは

入れるという約束、こういうふうに今までも、

今でもそうですけど、私どもの佐世保から言え

ば受け取ってるんですよ。

波佐見、佐世保寄りの新幹線ルートが佐賀の

意向で、佐賀の意向が強かったと思いますけれ

ども、それだけじゃないと思うんだけれども、

武雄から諫早の短絡ルート、ショートルートに

なれば、県都の長崎市からいっても時間短縮に

なるし、こういうこともありますから、それだ

けじゃなかったと思いますが、そういうことの

中で短絡ルートという言い方をしておりますが、

そういうことにする中で佐世保線の問題があっ

たわけですから、県もその方針をこういうふう

に確認しておったわけですから、もっと調子を

上げて早く佐世保線の改良、一言で言えば、こ

ういうものにすべきであったと私は思うんです

けれども、なかなか進んでない。だから、私は、

それは遅いじゃないかと、こういう話をしまし

た。

しかも、もう1点お尋ねしますが、その佐世
保線の調査の中に、時間短縮を図る意味からい

うと、費用とかなんだとか、いろいろ大きな問

題があると思いますが、手っとり早いのは、三

河内－大塔を直線化することによって、博多か

ら佐世保までの今の特急だって大変な時間短縮

ができるんだと、この辺の議論があっているの

かどうか、これを聞かせてください。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 平成4年
の県の基本的考え方を踏まえまして、これまで

佐世保線等整備検討委員会の中でさまざまな議

論がされております。今ご指摘がございました

早岐短絡線の設置も議論に上がっておりまして、

平成6年当時、早岐地区に短絡線を設置するこ
とによる時間短縮効果の検討も行われておりま

す。この際に合わせまして、早岐－佐世保間の

複線化も議論されておりまして、早岐－佐世保

間が複線化されますと短縮時間が1分で279億
円の事業費がかかるということで非常に難しい

部分が出てきたということと、佐世保線の早岐

短絡線の設置ですと、当時、38億円の費用で短
縮効果が9分、それと先ほどの複線化の279億円
の1分を併せますと、なかなか事業化が難しい
という当時の結論に至りまして、その後、さま

ざまな議論を経て、今回、より高速化の現実化

に向けた、しかも、新幹線の開業時期に合わせ

た効果は何かということで車両の導入と線路の

ロングレール化や基盤改良という方策に至って

いるということでございます。

【吉村(庄)副委員長】 私は、議論をされてきて
いる経過を知らないわけじゃないですよ、知っ

ています。ただ、平成4年にこういう方針を県
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が出して、地元から言うと、いただいたという

形になるんですけど、出していて、そして、今、

2019年なんですよ。いろんな検討があって、難
しい問題もあったかもしれんけれども、今だっ

て具体的な整備方針が出てないんです。整備し

ようと、改善せにゃいかんと、こういうのは当

然あったわけでしょうけどね。

ここら辺で非常に、県北、佐世保からいいま

すと、県のやり方、あるいはそれを含むＪＲ九

州、それから新幹線として進めている全体的な

問題からいいますと、非常に厳しい取り扱いと

いいますか、遅れた取り扱いといいますか、差

別した取り扱いとまで言いたくなるような気持

ちになっているのが今の佐世保のあれですよ。

それで、ある意味では、新幹線はもう勝手に

おやりなさいと。ただ、県民が負担をするわけ

ですから、そう簡単にはならんのですけれども。

それから、武雄から新鳥栖までの問題について

も、今、非常に厳しくなっています。それはど

うかさすやろだいと、こんな話なんだからね。

もちろん、一部では先ほど話があったように複

線化しているところとか、今、真剣に考えてい

ただいているということはありながら。短絡ル

ートになった時、私は佐世保市議会の議員をし

ておったんですよ。短絡ルートでも何分かしか

違わんのだからいいじゃないかという話をした

ら、佐賀側の意向、それから長崎側の意向、そ

れから全体的な判断、総合的な判断があって、

真っ直ぐ行こうと、こういうことになった。そ

れはそれで一定の価値があるかもしれんから、

それはそれで認めるというようなことでやって

きたとしても、費用のかかり方とかなんとかに

ついて私自身はいろいろ意見を持っていますけ

れども、そういう気持ちが非常に佐世保を中心

としてあります。

だから、そういうことはあなたたちは十分承

知の上で今やっていると思いますけれども、こ

の検討は本当に強く進めて、早く進めていただ

かないと、新幹線の新鳥栖から武雄までの大問

題があるのも当然承知いたしておりますが、あ

なたたちはいつも言っているでしょう、知事自

体が、「県下全体の均衡ある発展」とかそんな

ことばっかり言っている、それはきれいごとに

しか聞こえないと、こういう部分については。

こういう状況ですから真剣に考えていただきた

いですが、この点について廣畑次長、見解を聞

かせてください。

【廣畑企画振興部次長】新幹線の整備に当たり

まして知事からも一般質問で答弁しましたけれ

ども、原子力船「むつ」の佐世保港での修理の

受け入れでありますとか、吉村(庄)副委員長が
おっしゃいましたように、新幹線の佐世保寄り

ルートから短絡ルートへ変更されたことなど、

県北地域の方々の本県全体の発展を考えた上で

の苦渋の決断、ご理解によるものというのは、

私もお話を伺いまして理解しているつもりでご

ざいます。

新幹線の整備に当たりまして、新鳥栖－武雄

温泉間の問題もございますが、それとともに佐

世保線の輸送改善の問題を精力的に取り組んで

いかなければならないということを私も理解し

ているつもりでございます。

これまでの取組が遅かったというお叱りかも

しれませんが、ここにきて高速化、また振子型

車両の導入といったものを進めて、佐世保市、

ＪＲ九州とともに協議を進めて取り組んでいる

ところでございますので、引き続き、新幹線本

体と併せて佐世保線の高速化の取組につきまし

ても県を挙げて取り組んでいく必要があると考

えております。

【吉村(庄)副委員長】 この状況でしっかり頑張
っていただくということにしておきたいと思い
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ます。大変申し訳なかったんですが、企画振興

部長の見解を聞きませんでしたが、ここは次長

に答弁していただこうという考え方でさせてい

ただきました。

それで、あなた方は、そこまできちっと考え

ているかどうか知りませんが、佐世保からいう

と、大村線の時間短縮、ここもいろいろ議題に

してきたんですよ。大村線について言えば、例

えば、長崎本線だとか、中央から来ている佐世

保線の中心部とか、こういうところからしたら、

路盤的なものとか、線路の構造からいけば、な

かなか同じような状況の強固なものではないと、

簡単に言えば。そういう状況じゃないから、大

村線のことを考える場合にも、本当は複線化も

しなきゃいかん、今、鈍行はずっと止まってい

る、鈍行じゃなくても快速も止まっていますか

ら、そういうことも佐世保からは求めておった

わけです。だから、そういうことについても本

来は考えていかなければいけないけれども、肝

心かなめの佐世保線について今のような状況で

あるということは、私たちは納得がいかない、

ずっと経過を考えてみるとね。今、次長から基

本的な考え方の答弁が出ましたから、ぜひ急い

でもらいたい、こういうふうに思います。

それから、県庁舎の建て替えの問題について

お尋ねしますが、この議会に「県庁舎跡地整備

方針（案）」という基本的な考え方が案として

出ました。この整備方針というのは、今度の議

会で一応承認してくれと、こういうことなのか

どうか。その辺の手続的な問題を聞かせてくだ

さい。

【鳥谷県庁舎跡地活用室長】整備方針案につい

ては、県の今の考え方を示させていただいたも

ので、議決事項ではございませんけれども、こ

れについて委員の皆様のご意見を聞いた上で、

次のステップの基本構想に進みたいと考えてお

ります。基本構想をつくるに当たりましては、

当然、予算が必要となってまいりますので、そ

こは予算のご審議をしていただく形になると思

います。

【吉村(庄)副委員長】 資料の7ページの上段の
基本構想について、「整備方針をとりまとめた

後に策定する基本構想について、議会をはじめ、

県民市民や関係団体等の意見を踏まえ、以下の

項目について検討する」としてずっと項目が書

いてあって、その前段の6ページの9の県警本部
跡地についても、「民間のアイデアを募集する

ことについて検討する」と書いてあります。そ

れは結構だと私は思いますよ。

私が具体的にお尋ねしたいのは、「ながさき

文化みらい会議」というのがあって、新しい文

化施設のためのワークショップをこの頃ずっと

しておられたのを中間報告ということと提言に

まとめてあるんですが、これについてのお話は、

一応、県庁舎跡地活用室にされているように団

体から伺っているんですけれども、いかがです

か。

【鳥谷県庁舎跡地活用室長】この「ながさき文

化みらい会議」という団体が、ホールについて

提言を取りまとめたり、運営に関与したいとい

うところで活動されており、中間取りまとめと

かされているということは了知しております。

なお、この団体とは、昨年になりますけれど

も、一度お見えなられて、私たちも県としての

ホールの考え方であるとかを意見交換したとこ

ろでございます。

【吉村(庄)副委員長】 そこで、先ほどのことと
関連しますが、基本構想をつくるに当たっては、

「議会をはじめ、県民市民や関係団体等の意見

を踏まえ、以下の項目について検討する」と、

こういうふうに書いてありますから、この団体

を指して言うわけじゃありませんが、今後も意
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見は聞いてもらっていいということになるんで

すが、基本構想については、議会にはこっちに

出してもらえばいろいろ議論するんですけど、

「県民市民や関係団体等の意見を踏まえ」と書

いてありますが、ここら辺はどういう手だてで

もって意見を聞くとか、こっちから整備案の考

え方を説明するとか、そういうことも当然必要

になるだろうと思うけど、どういう形で意見を

出してもらうのか、この辺の手だてはどうです

か。

【鳥谷県庁舎跡地活用室長】基本構想を行うに

当たって、具体的にどのように地域、県民の声

を聞くかということについては、まだ詳細は決

めておりませんけれども、案についてはパブリ

ックコメントとかで聞くことはもちろん、あと、

詳細は決めておりませんけれども、場合によっ

てはシンポジウムでありますとか、関係するよ

うな経済団体を初めとするさまざまな団体に回

って話をするとか、そこについては今後検討し

ていきたいと考えております。

【吉村(庄)副委員長】 今おっしゃったような意
味で、あなたたち自身が、整備方針がほぼ確定

するとしたら、基本構想については意見を聞く

というふうになっていますので、何らかの方法、

今おっしゃったようなことを含めて県民の意見

を出してもらって、必要なことについては検討

してみたりと、こういう状態にしていただくこ

とが非常に大事かと私は思います。

先ほどから質問があっておりますように、あ

るいは一般質問等でもあっておりますように、

あそこの跡地活用については、県警本部跡地も

含めてですが、県民全体として非常に関心があ

り、それぞれ今まであなた方が説明してきたよ

うな歴史的な経過を持ったところの非常に大事

なところでございます。

そして、もう1点、遅れていることについて

指摘をしたいと思いますが、もっと早くしない

と。周辺の商店街に対する影響について私も質

問いたしまして、一定の考え方を示されました。

それは早くした方がいいと、長崎にどうだとか、

話もありましたが、そういうことでお願いした

いと思います。

それで部長、先ほど私は言いましたが、ＩＲ

のところで、宮本委員はそんなにはおっしゃっ

てないかもしれんけど、私が聞いたら、自分た

ちの都合のいい県民の反応、こういうところを

取り出してお答えになると。一方で県民世論の

11月13日の公表もあなた方自身がしておいて、
そこについてどういう理解がいっているだろう

かということもちゃんと世論調査でやっておい

て、ああいう説明をされるということになると

偏っていくんじゃないかと、私はこういうふう

に思いますが、これから進める上において、そ

ういう偏りと受け取られるようなことでやって

いこうとしているんですか、見解を聞かせてく

ださい。

【柿本企画振興部長】このＩＲにつきましては、

県議会、それから地元佐世保市の市議会にも決

議をいただいてご理解をいただきながら進めて

いるものではございますけれども、一方で県民、

市民の皆さんのご理解というものも非常に大事

なことだと思っております。そのためにいろん

な形でセミナーの開催、説明でありますとか、

その他広報等にも努めているところでございま

す。

先ほど、宮本委員からのご質問に対してお答

えした際に、セミナーの参加者のアンケートの

結果をお答えした形ではございますけれども、

一般質問の際に久野議員からお尋ねがあった際

にも、この県政世論調査については、私の方か

らも触れさせていただいて、そういう世論調査

の結果は我々としてもしっかりと受け止めてい
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るところでございまして、そういう意味でもＩ

Ｒについての理解を進めていくことは大事なこ

とだと思っております。

ただ、今後もその一つ一つの数字、データと

いうのが、どういう状況の中での数字なのかと

いうことをきちんと説明しながら、そういった

ところについてはしっかりと考えを持って説明

をしていくということを我々も肝に銘じながら

やっていきたいと考えております。

【小林委員】新幹線のことについてちょっとお

尋ねしますけれども、まず、長崎－武雄温泉間

の66キロ、大体1,200億円近くの工事費の増額
が言ってきていると思うんですね。これはどう

対応されますか。

【廣畑企画振興部次長】今般、長崎－武雄温泉

間の工事費の増額が起こっておりまして、こち

らにつきましては、本県としましては、2022年
度のこの区間の開業に向けて、駅周辺のまちづ

くりが計画的に進められているという状況にあ

りまして、その開業に影響を与えるということ

はあってはならないと考えております。しかし

ながら、一方で、西九州ルートの本来の姿であ

ります山陽新幹線への直通運行を実現するため

のフル規格による新鳥栖－武雄温泉間の整備を

求めているところではありますが、この区間の

整備の方向性は定まっていないという状況にあ

ります。

したがいまして、武雄温泉－長崎間の開業時

期への影響も見極めながら、開業時期が遅れな

いようにしつつも、新鳥栖－武雄温泉間の整備

のあり方に関する議論を早急に進めていただき、

整備方針を決定してもらいたいという本県の考

えを訴えつつ、対応してまいる必要があると考

えております。

【小林委員】 大体が、何といいますか、新幹線

が、もう長崎ルートは暗礁に乗り上げているわ

けですよ。ひとえにフリーゲージの頓挫が、国

の責任のもとにおいて長崎県にフリーゲージを

やれよと国から言ってきたにもかかわらず、全

くフリーゲージが頓挫してしまって、その責任

において、やはりきちんとやっていただかなけ

ればいけないのに、何も、残念ながら、整備方

式ですら決まってないと。改めてまた協議の再

開が今日ぐらいから始まると、こういうことだ

けれども、やっぱり県民としては、まだ暗礁に

乗り上げたまま、増額だけ言われても、県民の

合意を得るということはなかなか難しいわけで

すよ。

そういう点から考えて、もし長崎県がオーケ

ーという回答をしなければどうなるのかと、こ

ういうことで、これはどうなりますか。

【廣畑企画振興部次長】今回の増額に伴う手続

といたしましては、国の方で新幹線の工事実施

計画の変更を行っていく手続が必要になります。

それは法律に基づいて行われるものでありまし

て、今後の手続としましては、国の方から工事

実施計画の変更に関する県知事に対する意見の

聴取が既に行われておりますが、それに対する

回答として、県からの回答がなければ、国とし

て工事実施計画の変更認可を行うことはできな

いという事態が想定されます。

【小林委員】要するに、工事の進捗に大きな影

響を与えてはならないというような影響という

ものを、正直言って私どもも懸念をする。しか

し、一方においては、今言ったような問題点が

あると。これは大体、長崎県の負担金が工事増

によって実質的に真水でどれくらいになるのか。

そこの点は幾らぐらいになるんですか、真水で。

【廣畑企画振興部次長】本県の実質的な負担額

につきまして、まず、昨年11月に本県が与党Ｐ
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Ｔでヒアリングを受けた際に、貸付料を考慮し

ない場合の負担増額分につきまして、追加の事

業費が1,188億円に対し、交付税措置前の額とし
て県の負担は317億円の増額が見込まれるとい
う計算が出まして、交付税措置前で貸付料を考

慮しない額です。なので、その地方負担の軽減

を図っていただくように求めてまいったところ

であります。

その後、12月には前倒し活用による貸付料の
財源の確保などが北陸新幹線も含めた全体の増

額に関する財源見通しが立ったところでござい

ます。

それで、本年度の貸付料の額につきまして、

国に問い合わせをしてきております。国により

ますと、正確な貸付料の充当額というものは、

毎年度の各線区の事業規模によりますので、あ

らかじめ計算することは困難なんですけれども、

ただ、12月には決着した財源確保策におきまし
て、増額分につきましても貸付料が充当される

ということが決まりました。

なので、この増額分についても、これまでの

交付の実績をもとに、同じ率で引き続き配分さ

れると仮定したもので地元負担を計算するとい

うことは、一定、合理的な方法だと国から聞い

ております。

それをもとに具体的に計算をしますと、増額

分は、まず、1,188億円が事業費でありますが、
長崎県内の事業費は951億円となっております。
それに基づいて、これまでの実績で貸付料が

充当されると仮定する場合には、もともと、先

ほど申しました317億円、これは交付税措置前
の額でありますが、317億円から60億円が削減
されまして、交付税措置前の額、257億円と計
算されまして、一定の地元負担の削減が図られ

ると受け止めております。

【小林委員】 また、そんなこと言ってる。

【廣畑企画振興部次長】 失礼しました。

さらに、交付税措置前の額でありますので、

交付税措置後の、そのうちの55％が真水の負担
となりますので、計算をしますと141億円が交
付税措置後の真水の額と計算できます。

【小林委員】 今、貸付料の算定が、正直言って

難しいと。これはあくまでも見込みであるとい

うことなんだけれども、全国的な事例を見なが

ら、今、整備新幹線として走っているところの、

そこからのいわゆる利益の中から、それぞれこ

れからつくるであろう新幹線の整備計画に貸し

付けのお金を、いわゆる国の国交省の方でプー

ルして、それを上下というか、この状況の中で、

いわゆる下の方の、そこのいわゆる貸付料とい

うものを、今言うようにプールして、それをこ

れからつくるであろうというところに貸付料と

して支援してくれると。そういうところの非常

にありがたい、そういうものがあるということ。

そういう財源措置をいろいろ考えてくれている

ということは評価をいたします。

ただ、これからやっぱり約1,200億円の中で、
今言うところの、仮に141億円であったとして
も、やっぱり少なくないお金なんですよ。

今、冒頭言うたように、非常に暗礁に乗り上

げている。これは8月までの概算要求に、少な
くとも環境の影響評価の、それだけの予算をつ

けてもらわなければ、また遅れてしまうと。し

かも、整備方針がミニ新幹線みたいな、そんな

ものを持ち出してきて、これも子どもだましみ

たいに、どちらかというようなね、もうそんな

答えはわかっているにもかかわらず、あえて、

財源の問題があるのかどうかわからんが、フル

にするか、ミニ新幹線にするのかと。もうミニ

新幹線は決着済みではないかと。こういうよう
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な本当に前時代的なものを、そうやってフル規

格と比較対象なんかするような、果たして国交

省なのか、与党ＰＴなのか。これはもう与党Ｐ

Ｔできちっと整備方式を早く決めていただかな

いと、先ほど言ったように、県民の合意をいた

だくことはできないわけだよ。仮に141億円と
いえども、これだけの予算を真水で長崎県が負

担をすると、こういうことであるならば、今日、

与党ＰＴが7時半からというようなことが漏れ
伝わってきているけれども、早くこういうよう

なものをやってもらうように、これはあくまで

も、ただ141億円をぽんと出すんじゃなくして、
あくまでも、こういう附帯決議みたいなね、そ

んなものを付けながら、長崎県の意思を明らか

にせんと、与党ＰＴの中にも長崎県の国会議員

はおるわけだから、もっとしゃんとしていただ

いて、そして、一つの方向づけをやってもらう

ようにしていかないと救われないよ。こういう

ようなことは明快に言っておきたいと思います。

もうついでに、時間がないから、山口知事と

中村知事が会談されました。佐賀県対策、佐賀

県対策と、こんなようなことを言って、佐賀県

の知事選挙が終わってから、そこを一つの区切

りとして中村知事が佐賀に、そして、当選のお

祝いという形の中で、そして、いろいろと協議

をされたわけですよ。

両県のトップのいわゆる確認事項が、何度も

何度も言っているように、結局は、こういうフ

リーゲージトレインのそういう導入を国から押

しつけられながら、それを結局は実用化できな

いというようなことに相なったもんだから、や

はりそこのところは国の責任のもとにおいてち

ゃんとしてもらいたいと、こういうところにつ

いて意見が一致したということ。これは一つの

大きな前進だと思うんです。

でね、これから佐賀県は佐賀県なりに、例え

ば新幹線のいわゆるルートについては、まちな

かというような形の中で、ビルがいっぱい並ん

でいると、そのビルの中をどういった形で通っ

て来るのかとか、あるいは並行在来線の佐賀県

なりの問題を抱えている。これは率直に言って、

長崎県との関連の問題ではなくして佐賀県独自

の問題なんだ。

要は、中村知事が山口知事と今回の合意に達

したということは、高い評価であると私は思う

んだよ。今後とも、いつでもお互いに課題を話

し合っていこうとか、一緒に行動もとろうとか、

そういうような話し合いで、大体合意に達して

いるけれども、今、長崎県で中村知事が佐賀県

対策でまだしなければいかんことが何かありま

すか。

【廣畑企画振興部次長】委員のおっしゃるよう

に、両県知事が会談をしまして、現在の事態を

招いたのは国の責任であるという点、また、国

において具体的な方向性を示していただく必要

があるという点を一致したというのは非常に大

きなところだと考えております。

また、併せて両県、引き続き意見交換を密に

しながら、西九州地域の振興に取り組むという

ことも一致されているということになってござ

います。

したがいまして、まずは県としては、国の方

に両県一致した考えを伝えて、その中身であり

ます、国において具体的な整備の方向性を示し

ていただくということを強く訴えていく必要が

あるというところが一番大事なところだと思っ

ております。

【小林委員】 だからね、中村知事が、つまり長

崎県民を代表して、長崎県の新幹線だという位

置づけでね、何か知らんが、長崎県から佐賀に

行け、佐賀に行けと言っているけれども、それ
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はお門違いもいいところで、国がやらんばいか

んじゃないのかと。

しかし、そういうような形の中で佐賀県に行

って、ありがたいことに、幸い、認識が一致し

たわけだよ。そこから佐賀県対策を中村知事に

やれと言って、何が具体的にあるのかと。

先ほどから言っているように、佐賀県はルー

トの問題だとか、あるいは並行在来線の問題を

抱えている。これは率直に言って、今回の長崎

県が佐賀県に対する対策としては、ちょっとこ

の問題は手が出ないし、長崎県がそこに加担す

るような話でも何もないし、その問題解決なん

かできるもんか、長崎県で。

だから、次長、あなたは責任者として、今、

中村知事が佐賀県に、仮にあと何をしに行かん

ばいかんのかと。佐賀県対策を中村知事に声を

大にして国会議員あたりが言っているが、これ

は一体何なのかと。ここのところは、あと何が

あるのか、行かんばいかんところが。これは明

確にしておってもらいたい。はっきり言わんか。

【廣畑企画振興部次長】両県知事が会談をしま

した時に、先ほど申したように、国において具

体的な整備の方向性を示していただく、また、

委員のおっしゃるように、佐賀県の抱える課題、

財源の問題でありますとか並行在来線の問題で

ありますとか、そういったものは両県で協議を

するだけで解決するものではありませんので、

国の方で、その課題の解決を併せて提示してい

ただかなければならないと考えているというと

ころは、今日お示しした資料の方にも、今後の

取組として示させていただいております。

なので、佐賀県と協議を進めるということで

は、協議を進めることもあるかもしれませんが、

国の方に、そういった解決策を提示してもらう

ことが先決だと考えてございます。

【小林委員】 だからね、中村知事が、長崎県知

事が佐賀県に、なお行って、佐賀県対策を何か

しなさいという、いわゆる項目がまだあるかと

いうことを聞いているんだよ。

今回の両県知事の会談の中において、そうい

う国の責任というものについての意見が一致し

て、両県ともに一緒になって、その点はやって

いこうと、一番理想な形ができたわけだよ。

これ以上、長崎県の知事が、佐賀県に何をし

なければならんのかということを聞いているん

じゃないか。はっきり言わんか、そうやって。

【廣畑企画振興部次長】佐賀県の抱えます財源

でありますとか、並行在来線でありますとか、

そういった課題については、両県で解決できる

ものではございません。

【小林委員】なんでそうやって遠回しにばっか

り言うのか。何もなかろうが、中村知事が行か

んばいかんことは。何か、お題目三唱のごと、

佐賀県に行け、佐賀県に行け、佐賀県対策をや

れと。今日だってね、ある国会議員が、名前は

言わんけれども、うちの県議会議長が与党ＰＴ

の方に出席しようと思って行きよったら、行く

ななんていうて号令をかけたのがあるじゃない

か。なんでそんなようなことを言うのか。こう

いうね、もうちょっとこんなことは本気になっ

て県民に訴えんばいかん。何様と思うとっとか、

大したこともなかくせに。

だからね、そういうような点からして、もう

ちょっと我々は真剣に、この新幹線については、

誰かの個人の名誉とか、誰かの手柄とか、そん

なものが何の関係があるのか。うちの県議会議

長が与党ＰＴに参画することが、なんで佐賀県

を刺激するのか。こんなでたらめな内容がまか

り通って、恣意的にいろんなことをやられても

困るわけだよ。

次長、企画振興部長、もうちょっとしっかり

して、長崎県のできる範囲、もう佐賀県との話
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は、こういうような形の中で大体ついた。あと

は国に対して両県一体となって、県議会も挙げ

て。

とにかく、この8月までに概算要求の中にア
セスを入れていただかなければだめなんだろう

が。そこに全力を挙げるように、このために国

会議員の先生方は国会議員の役割、我々は我々

の役割、行政の皆さん方の役割、みんな一体に

なって一緒にやっていく、こういう方針の中で

ぜひやってもらうように。

企画振興部長、ここについて、はっきりあな

たにご答弁をお願いしたい。

【柿本企画振興部長】この九州新幹線西九州ル

ートの整備方針の問題につきましては、委員ご

指摘のとおり、中村知事と佐賀県知事が会談を

して、そこで一定の、国において責任をもって

進めていただく必要があるという点で一致をし

たということで、それをもって国に対してしっ

かりと働きかけをして話を動かしていくという

のが、今、最もすべきことだと思っております。

そういう意味では、両県知事がまた何かを議

論するということではなく、まずはそれについ

ての国のしっかりとした考え方を示してもらう

ということで、それに向けて、今日、与党ＰＴ

検討委員会も開催をされておりますけれども、

そういった状況も踏まえた上で、国に対しての

言うことを我々もしっかりと、県議会のお力も

お借りしながら、これを訴えていくということ

を、まず最優先でやっていきたいと考えており

ます。

【小林委員】 県庁舎の跡地の問題だけれども、

もうあなた方も大変苦労しよるようだけれども、

結局は3つの方針を持って、今、我々のこの委
員会で何を論議して、何を結論を出せば先に進

むのか。今の段階において先に進まないような

状況になっているのか、どんなようなことを

我々は。

今、3つの、賑わいの広場と交流の広場か、
そういう交流・おもてなしの空間、それから芸

術・文化ホール、この3つのあなた方の提案を、
我々はこの委員会で、まだ予算も出ていないわ

けだけれども、どういうようなことをもってい

けば先に進むのかと。

先ほど吉村(庄)副委員長も言いよったけれど
も、我々は、県庁舎の跡地の問題について、地

域の皆様方が一番喜んでいただけるような、ま

た、長崎県並びに長崎市の発展につながるよう

な跡地の活用の仕方を強く望んでいるわけだよ。

やっぱり、いたずらに時間をかけ過ぎてしま

ったという嫌いもある。だから、もうとにかく

十分な議論をしながら、ひとつ先に進まんとい

かんけれども、その状況の中で、これから先に

進めるためにどうしなければいけないのかと、

ここのところを的確に答弁いただきたい。

【鳥谷県庁舎跡地活用室長】これまで、懇話会

の意見等も踏まえ、3つの方向性で整備したい
ということで検討してまいりました。

県としても、この3つの方向性でやることが
賑わいを創出すると考えておりまして、この方

向性に対して大きな異論がなければ、これで進

めさせていただきたいと考えているところでご

ざいます。

【小林委員】 3つのことについて異論がないと
すれば、今度から具体的に、事業費は幾らかか

る、予算は幾らかかると、そして具体的に進め

ることができるのか。

それは、今のままでいいんですかといって委

員長に諮ってもらうのか。それとも、大体これ

で了承というような形の中でやればいいのか。

もう次の議会ぐらいにその予算を上げて、それ

で検討をさらに深めてもらいたいと、そういう

ことになるわけね。そうやればいいじゃないか。
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【鳥谷県庁舎跡地活用室長】今回示した案につ

いて特に異論がなければ、次の議会で基本構想

の策定予算を審議していただき、そこで議会の

意思を確認させてもらい、進めていきたいと思

っております。

【小林委員】 そうしたら、今まだ基本構想を、

これから具体的に予算面も上げながら議論して

いかなくちゃいかんと。まだそれだけの余地が

残っていますから、改選後、新たな委員会等々

において具体的に議論できるチャンスはね、よ

り具体的なそういう提案をしていただいて。例

えば3つの、賑わい創出のところ、質の高い芸
術・文化ホールというようなことで、事業費が

大体幾らぐらいかかって、そして、今日も新聞

に、たしか長崎新聞であったかと思いますが、

明確に年間利用者数が40万人を超えると。しか
し、この40万人ぐらいで承知はされていないと
思いますから、もっともっとこれが拡大をして

いくように、いろんな対策を練っていかなくち

ゃいかんと、そのための具体的なあなた方の考

え方を。我々が選挙で目の色を変えている時に、

あなた方も目の色を変えて、この内容をしっか

り練って、もうこんな遅れがないように。

今回みたいなこの経過は、率直に言って褒め

られたものではないような気がする。そういう

ことだから、少し反省をいたしまして、人事異

動があるのかどうか知らんけれども、残るとす

れば、もうとにかく、もうちょっとスピード感

をもってやってもらうということを強く要望し

て終わりたいと思います。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

企画振興部関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時２２分 休憩 ―

― 午後 ４時２２分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、企画振興部関係の審査を

終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、危機管理監及び総務
部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時２３分 散会 ―



第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  平成３１年３月８日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時５５分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 吉村 庄二 君

委 員 宮内 雪夫 君

〃 小林 克敏 君

〃 橋村松太郎 君

〃 坂本 智徳 君

〃 下条ふみまさ 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮本 法広 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

危 機 管 理 監 豊永 孝文 君

危機 管理課 長 近藤 和彦 君

消防 保安室 長 宮﨑 良一 君

総 務 部 長 古川 敬三 君

総 務 部 次 長 神崎  治 君

総務 文書課 長 荒田 忠幸 君

県民センター長 峰松美津子 君

秘 書 課 長 伊達 良弘 君

広 報 課 長 田中紀久美 君

人 事 課 長 大安 哲也 君

新行政推進室長 大瀬良 潤 君

職員 厚生課 長 山下  明 君

財 政 課 長 古謝 玄太 君

財政 課企画 監 門池 好晃 君

管財課長(参事監） 赤尾 聖示 君

管財 課企画 監 太田 昌徳 君

税務課長(参事監) 萩本 秀人 君

情報 政策課 長 山崎 敏朗 君

総務事務センター長 大串 正文 君

企画 振興部 長 柿本 敏晶 君

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君

警 務 部 長 伊藤 健一 君

会 計 管 理 者 野嶋 克哉 君

監査 事務局 長 辻  亮二 君

人事委員会事務局長 寺田 勝嘉 君

労働委員会事務局長(併任) 寺田 勝嘉 君

議会 事務局 長 木下  忠 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【大場委員長】 おはようございます。
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委員会を再開いたします。

なお、小林委員、橋村委員から委員会への出

席が遅れる旨の連絡があっておりますので、ご

了承をお願いいたします。

まず、3月11日の集中審査についてお手元に
お配りしております審査順序のとおり、午前11
時から再開し、監査事務局との質問応答、午後

は13時30分から、参考人との質問応答、その後、
企画振興部との質疑を行いたいと存じます。

なお、参考人については、九州運輸局とは調

整がつかなかったため、長崎県新船建造費等検

証委員会の委員長と副委員長を招致いたしてお

りますので、ご了承をお願いします。

それではこれより、危機管理監及び総務部関

係の審査を行います。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

危機管理監より、予算議案説明をお願いいた

します。

【豊永危機管理監】 おはようございます。

危機管理監関係の議案についてご説明いたし

ます。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の危機管理監の1ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第57号議案「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分であります。

はじめに、第1号議案「平成31年度長崎県一
般会計予算」のうち、危機管理監関係について

ご説明いたします。

歳入予算は、合計で3億8,449万8,000円を計
上いたしております。

歳出予算は、合計で13億3,386万円を計上い
たしております。

このうち、主な事業についてご説明いたしま

す。

（防災対策費について）

災害対策基本法や長崎県地域防災計画に基づ

く防災行政の推進や総合防災訓練等の実施、ま

た自主防災組織結成の防災推進員養成講座の実

施等に要する経費として、6,156万2,000円を計
上いたしております。

そのほかの事業につきましては、記載のとお

りでございます。

平成32年度以降の債務負担を行うものにつ
いて主なものをご説明いたします。

防災ヘリコプター運航管理業務にかかる平成

32年度に要する経費として、1億5,000万円を計
上いたしております。

次に、第57号議案「平成30年度長崎県一般会
計補正予算（第5号）」のうち、危機管理監関
係についてご説明いたします。

歳入予算は、合計で6,464万5,000円の減を計
上いたしております。

歳出予算は、合計で2,367万円の増を計上いた
しており、これは、主に、国から交付されまし

た平成29年度原子力発電施設等緊急時安全対
策交付金の不要額に係る償還経費を増額するも

のであります。

また、平成30年度の予算につきましては、今
後、年間の執行額の確定に伴い、調整・整理を

行う必要が生じてまいりますことから、3月末
をもって平成30年度予算の補正について専決
処分により措置させていただきたいと考えてお

りますので、ご了承を賜りますようお願いいた

します。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を
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終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場分科会長】 次に、総務部長より、予算議

案説明をお願いいたします。

【古川総務部長】 おはようございます。

総務部関係の議案についてご説明いたします。

総務部の予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第9号議案「平成31年度長崎
県庁用管理特別会計予算」、第13号議案「平成
31年度長崎県公債管理特別会計予算」、第57号
議案「平成30年度長崎県一般会計補正予算（第
5号）」のうち関係部分、第64号議案「平成30
年度長崎県庁用管理特別会計補正予算（第1
号）」、第68号議案「平成30年度長崎県公債管
理特別会計補正予算（第1号）」であります。
はじめに、第1号議案「平成31年度長崎県一

般会計予算」のうち、関係部分についてご説明

いたします。

歳入予算総額は、5,285億7,572万1,000円、
歳出予算総額は、1,693億3,675万1,000円を計
上いたしております。

この歳出予算の主な内容は、公債費や地方消

費税清算金・交付金のほか、本庁舎及び振興局

庁舎の改修等に要する経費、税務事務の総合的

な電算システム運用等に係る経費、電子化の推

進及び情報ネットワークの維持管理等に要する

経費であります。

また、債務負担行為については、パソコンや

複写機など総務行政事務に必要となる機器等の

賃借に係る平成32年度から平成37年度までに
要する経費等を計上いたしております。

4ページをご覧ください。
次に、第9号議案「平成31年度長崎県庁用管

理特別会計予算」についてでありますが、歳入

予算、歳出予算ともに総額2億6,248万2,000円
を計上いたしております。

また、債務負担行為として、文書集中収受発

送に係る平成32年度に要する経費等を計上い
たしております。

5ページをお開き願います。
次に、第13号議案「平成31年度長崎県公債管
理特別会計予算」についてでありますが、歳入

予算、歳出予算ともに総額604億7,911万5,000
円を計上いたしております。

次に、第57号議案「平成30年度長崎県一般会
計補正予算（第5号）」のうち、関係部分につ
いてご説明いたします。

補正予算額は、歳入予算総額165億7,042万
3,000円の減、歳出予算総額10億4,014万7,000
円の増を計上いたしております。

この歳出予算の主な内容は、平成29年度決算
剰余金の積立に伴う財政調整基金積立金等の増、

地方消費税に係る他県との清算金の増等であり

ます。

7ページをお開き願います。
次に、第64号議案「平成30年度長崎県庁用管
理特別会計補正予算（第1号）」についてであ
りますが、補正予算額は、歳入予算、歳出予算

ともに353万円の増を計上しており、歳出予算
の補正の主なものは、一般会計への繰出金の増

であります。

次に、第68号議案「平成30年度長崎県公債管
理特別会計補正予算（第1号）」についてであ
りますが、補正予算額は、歳入予算、歳出予算

ともに1億506万6,000円の減を計上しており、
歳出予算の補正の主なものは、元利償還金の減
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であります。

最後に、平成30年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

平成30年度の予算につきましては、今議会に
補正をお願いいたしておりますが、今後、年間

の執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要

が生じることから、3月末をもって平成30年度
の予算の補正について専決処分により措置させ

ていただきたいと考えておりますので、ご了承

を賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

らせていただきます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】 次に、提出のあった「政策等

決定過程の透明性等の確保などに関する資料

（政策的新規事業）」について説明を求めます。

【宮﨑消防保安室長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして本分科会に提出

しております政策的新規事業の計上状況につい

てご説明いたします。

総務委員会提出資料の1ページをお開きくだ
さい。

危機管理監関係では、消防団活動充実強化事

業費1件を計上し、要求額、計上額、計上内容
は、記載のとおりでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【荒田総務文書課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づいて提出しております政

策的新規事業の計上状況の資料についてご説明

をいたします。

先ほどの資料の1ページの上から2行目の行
をご覧ください。

総務部関係では、電子県庁推進事業費（スマ

ート県庁プロジェクト費）の1事業を新規事業
として計上しております。

その事業概要につきましては、定型のパソコ

ン操作をロボットに覚えさせて代行してもらう

ＲＰＡの導入により、庁内事務の自動化を行い、

またＡＩの技術を活用し、音声をテキストへ自

動変換するシステムの導入により、会議録作成

等の省力化を行うものでございます。これら2
つのシステム等の導入目的につきましては、単

純な反復作業を機械に任せることで、職員がコ

ミュニケーションを要する仕事や政策立案など、

人にしかできない仕事により一層力を注ぐこと

ができるようするものでございます。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【宮本委員】それでは、いただいた資料の中か

ら質問をさせていただきます。

危機管理監の説明資料の2ページになります。
まず1点目が、「原子力災害対策整備事業費に
ついて」ということで、横長の資料になります

と2ページになります。約3億8,000万円で、横
長の資料2ページを比較しますと、前年からす
ると約6,500万円増になっております。国庫補助
金でありますが、予算が増えた約6,500万円の部
分について確認させてください。

【近藤危機管理課長】 おはようございます。

平成31年度の原子力災害対策整備事業費の
昨年度からの増額分約6,500万円につきまして
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ご説明をさせていただきます。ここの部分につ

きましては、各種原子力防災の資機材の整備や、

緊急連絡網の整備、訓練経費等、備品の購入、

役務費、委託料等を積み上げて、結果的に前年

に比べ6,500万円増というような形になってお
ります。主なものとしてご説明をさせていただ

きますと、モニタリングポストの電子線量計の

ほか、持ち回ってモニタリングする可搬型のモ

ニタリングポスト、もしくは大気中のヨウ素を

測る大気モニタ、ヨウ素サンプラなどの機器の

整備に加え、平成30年度の北海道の胆振東部地
震の時に、1つの回線で賄っていたものが落ち
てしまって、データが見られなかったという反

省もありまして、国のほうから、回線を二重化

するようにというような指示のもとに、回線整

備の委託料など合わせて約1億円弱の増となっ
ております。こういったものを含めて、今回の

場合には、差し引き6,500万円の増となっており
ます。

【宮本委員】さまざまな要因で増額となってい

るということです。

先ほどありました回線の二重化をすることに

よって、1つは、北海道であったようなブラッ
クアウト状態の時にもモニタリングポストが作

動しますという考えでよろしかったのか、確認

させてください。

【近藤危機管理課長】回線の二重化については、

北海道で起きた地震によってブラックアウトし

て電源が切れたという事例がありました。通常

であれば、そこで非常用発電が作動して、モニ

タリングの値、測定そのものは、それぞれのイ

ンターネット経由で見られるようになるはずで

あったようですが、非常用発電は作動したもの

の、回線が切れてしまって、北海道にある泊原

発周辺のモニタリングの状況が見られなかった

というような反省があったと聞いております。

そういったことをなくすように回線を複数化す

るということで多重化するための今回、二重化

の回線の設備の委託ということで増額を図って

いるというところでございます。

【宮本委員】すみません、専門家じゃないので

システム的にはわかりませんけれども、緊急事

態に備えて、モニタリングポストというものが

しっかりと作動し、いついかなる時でも線量を

はかれるようになるという大方の考えをさせて

いただきました。

委託料、その他備品購入、いろいろあられま

すので、後ほどでも構いません、資料とかいた

だければと思いますので、よろしくお願いいた

します。

もう1点、下の「消防業務指導費について」、
これも別にいただいた資料の中で、消防業務指

導費の中に、消防団活動充実強化事業というも

のがあります。先ほどもちょっと説明あってい

ましたが、5項目あるみたいなんですけれども、
この中で、地域防災力向上支援事業ということ

で、これは26万円で、消防など地域防災組織の
連携を強化するということですが、この26万円
で何をしようとされているのかというのを、も

うちょっとより具体的にご説明いただけますで

しょうか。

【宮﨑消防保安室長】地域防災力向上支援とい

たしまして、消防団と自主防災組織の連携につ

いて取り組もうというものでございます。ご存

じのとおり、消防団につきましては、非常勤の

特別職公務員といたしまして、訓練、教育も受

け、けがをした場合などには公務災害の補償な

どもあり、また報酬も受けながら活動をしてい

ただいているわけでございます。これに対しま

して、自主防災組織につきましては、自助と助
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け合いの精神に基づいて、自治会などが中心と

なって組織されておりますけれども、消防団に

比べますと、専門的な訓練、研修は行われてい

ない状況にございます。平成25年に制定されて
おります「消防団を中核とした地域防災力の充

実強化に関する法律」に基づきまして、地域防

災力を担う組織として消防団が中核と位置付け

られたわけでございますけれども、自主防災組

織や女性防火クラブなどに対しまして、消防団

が指導的役割を担うということもあわせて規定

されているところでございます。

東日本大震災などにおきましては、避難誘導

や水門閉鎖などに当たった消防団員が多く犠牲

になっているということで、最近の豪雨災害で

も避難の呼びかけの際に亡くなった方もおられ

るところでございます。現在、消防団員につい

ては減少しつつありまして、その活動にも限界

もあるところでございますので、住民の自助そ

して住民の共助をより引き出していくために、

自主防災組織との連携というのは重要なことで

はないかと考えております。

平成29年から市町の消防団と意見交換を重
ねてまいりました中で、昨年、意見交換した中

で、自主防災組織との連携について、もう少し

よく勉強したいという要望もございまして、今

年実施してみようというところでございます。

内容については、自主防災組織への指導とか連

携をテーマといたしまして、専門の講師を招き

まして、災害発生時の対応の図上訓練ですとか、

日頃からの自主防災組織との関係の持ち方、フ

ァシリテーションなどを研修していこうという

ものでございまして、基本的には、専門の講師

の謝礼でございますとか旅費が中心の経費でご

ざいますので、この経費でもって、まずは来年

度、1カ所やらせていただいて、それを各市町

からも参加して見学していただき、自分の町、

それぞれ町によって消防団と自主防災組織の関

係も異なると思いますので、参考にして連携を

深めていただく、そういうような取組を来年行

おうと考えております。

【宮本委員】わかりました。ありがとうござい

ます。いわば26万円というのは講師費であり、
会議費という形ということは理解できましたが、

まずは1カ所だけなんですね。県内に普及とい
うことなので、かなりな数でいかれるのかと思

いましたけれども、まずは1カ所をやって、そ
れを普及していこうと。まず来年度1カ所、ち
なみに、それはどこかともう決まっているので

しょうか。

【宮﨑消防保安室長】昨年、意見交換した地域

が幾つかございまして、その中で今、検討して

いるところで、まだ最終的には決定いたしてお

りません。

【宮本委員】わかりました。大事な地域防災に

なりますから、しっかりと検証していただいて、

より多くの方々が行けるような仕組みをまた考

えていただければと思います。

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【吉村(庄)副会長】予算関係で1～2点お伺いし
ます。

内容説明があったのかもしれませんけれども、

横長資料、歳入で国庫補助金で総務費国庫補助

金が3億8,000万円ぐらい今年度、計上されて、
6,500万円増えているんですね。歳出のほうも、
機材等の整備ということで、緊急連絡網整備、

訓練経費、これは全額国費で、今の状況の中で

6,500万円増えて3億8,000万円、こういうふう
なことになっているのですが、これは機材の整

備、その他そこに書いてあるようなことでされ

ると思いますが、中身について、どういうもの



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月８日）

- 139 -

があるのか、そしてその必要性について、現状

がこうだから、こういうふうにするので、これ

だけどうだと、こういうふうな話ができると思

いますから、内容をお知らせください。

【近藤危機管理課長】原子力災害対策整備事業

費の3億8,300万円の主なものでございます。ま
ず、原子力防災訓練というのは毎年やっており

まして、住民の方それぞれが日頃からの意識を

持って、万が一という時に避難ができるよう訓

練に必要な消耗品も含めた形で需用費を約

1,700万円計上いたしております。そして、先ほ
ど申し上げました委託料関係につきましては、

回線の二重化ということで、トータルすると、

それ以外の委託も含めて1億8,000万円ほどご
ざいます。そして、原子力の防災ネットワーク、

テレビ会議システムについて国と他県、関係4
市も含めた形でのネットワークのテレビ会議シ

ステムを構築しておりますが、その機器の更新

を含めた、賃借料として約4,600万円ほどそして
備品の購入で、定期的に徐々に充実をしており

ますが、可搬型のモニタリングポストや、表面

の放射線量を測定するサーベイメーター、そし

て空間の放射線量を測定するシンチレーション

というような備品等を合わせて約8,000万円ほ
ど購入をいたします。そして、放射線防護施設

を昨年までに10カ所設置いたしておりますが、
その中への備蓄品を購入するための経費、これ

は設置している関係3市への補助という形で、
合計1,300万円ほど、その他それ以外の事務費等
も含めた形で合計3億8,000万円という積み上
げになっております。

【吉村(庄)副会長】 3億8,000万円の内容はいい
んですけれども、6,500万円増えているわけでし
ょう。だから、従来も必要なものは備品その他

も含めて購入するし、それから機材等について

も一定のことはずっとしてきたわけですが、

6,500万円増えたところはどこら辺にあるのか
という内容を聞かせていただきたい、こういう

ふうに思います。

【近藤危機管理課長】主な増というのは、先ほ

ど宮本委員にご説明をしましたモニタリングポ

スト等の回線を二重化するために、これまでに

は全くやっていなかった回線の委託ということ

で、そこの部分は合計約1億円増えております。
それ以外で、昨年度から見直しをして積み上げ

た結果、マイナスの部分もございますので、合

計が6,500万円増ということです。
【吉村(庄)副会長】 わかりました。6,000万円
増えているから、結果的に言えば、例えば、新

規にこういうものが必要だったので購入すると

いうものがあるのかなというような感じを含め

てお尋ねいたしました。

次に、1ページの防災対策費について、総合
防災訓練等の実施、自主防災組織結成の防災推

進員養成講座の実施というので6,000万円して
あるわけです。その内容はいろいろあると思い

ますが、防災推進員の状況がどういうふうにな

っているのか、あるいは養成ということで考え

ると、例えば、年次計画的にどうやっていくの

か、関係した経費の6,000万円の内容として、現
状がどういうふうになっているのか、計画がど

ういうふうになっているのか、ここをお知らせ

ください。

【近藤危機管理課長】 防災対策費で6,100万円
ほど計上をさせていただいているところでござ

います。その中の一番大きいものにつきまして

は、防災訓練とか、自主防災組織の結成という

ようなところもございます。ご指摘のありまし

た自主防災組織につきましては、総合計画チャ

レンジ2020の目標としまして、自主防災組織の
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結成率を70％にすると掲げており、現在69％ほ
ど、あとわずかにはなりましたけれども、それ

をまず結成する、そして自主防災のそれぞれの

組織内を活性化させるための事業に取り組むと

いうことを考えております。ついては、その中

の核となる人材の育成というのが一番重要だと

いうことで、引き続き、自主防災のリーダーの

養成研修を年3回ほど実施したいと考えており
ます。あとアドバイザーの派遣事業ということ

で、自主防災組織の活動をしているところに専

門家の講師を招聘しまして、その活性化を促す

というような取組も引き続き実施をしたいと考

えておりまして、地域防災力の向上対策に向け

て取り組んでまいりたいと考えております。

【吉村(庄)副会長】 わかりましたが、私がお尋
ねしたいのは、防災推進員養成としてあります

から、防災推進員というのは、例えば、県のあ

なた方のところで認定をすると。だから、認定

をできるような状態にしていくために講座を開

くとか、そこら辺のことはどういうふうになっ

ているのですか。例えば、私が言いましたのは、

現在、防災推進員というような人は県下にどの

くらいいらっしゃるのか、あるいは平成31年度
は、今のような考え方に基づいて、そういうも

のをどれくらいつくるとか、そういうものがあ

るのかどうかというのを含めてお聞かせ願いま

す。

【近藤危機管理課長】防災推進員の養成につき

ましては、平成21年度から実施をして、来年度
で10年になります。最終的には、防災推進員養
成講座を受けると、防災士の試験を受けること

になりますが、これはＮＰＯ法人日本防災士機

構が認定をする防災士の資格が得られることに

なっております。

その合計何人という目標は立ててはいません

が、まず核となる人材を育てたいという目的で

の事業であり、県内で防災士の認定を受けられ

た方が、これは8月末現在の数値ではあります
けれども、1,419名です。このうちに、県のほう
で防災のリーダー研修を受けられた方が約900
名いらっしゃるということで、1,400名分の900
名は、県の講座の受講によって認定を受けられ

た方だということであり、その数をもっと増や

して、地域防災力を高めていきたいと考えてい

るところでございます。

【吉村(庄)副会長】 わかりました。
私は非常に大事だと思って、もちろん消防法

に基づいた消防組織は、常備消防、消防団、そ

れからそういうところ各地域の自主消防組織も

いらっしゃいますし、ここは災害全般で地域防

災計画というものを持っているのは承知をして

おりますが、そういうところで全体的な防災行

政を推進していくために、訓練等はもちろんで

すが、自主防災組織をつくろうという時には、

なかなか自分たちだけでは思い立っても、例え

ば地域の組織でもいろんなところでも難しい。

そういう状況であれば、今のリーダー養成とい

うのは非常に大事だと私は思っているんです。

そして、思わぬ時に災害が起こるというのが

最近の状況でございますから、私は、そういう

ものに対する事前の対応というのが非常に大事

だと思って、そういうものがどういう状況にな

っているかということを含めて、予算化も6,000
万円してありますから、それは訓練等の実施の

ところも一定の費用はかかっていると思います

が、ぜひ努力をしていただきたいと私は思いま

す。

最近の事例でも、全国的に言いますと、いわ

ゆる自主防災組織か、あるいはそれに準ずるい

ろんな見守り隊云々、そういうものが取り組ま
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れているところについて言えば、いろんな災害

はあるけれども、例えば家屋とかは崩壊したけ

れども、人的な非常に厳しい条件にはなかなか

ならずに、うまいぐあいに何とか人命が保たれ

ていると、こういう例もありますから、ここら

辺は非常に大事なところではないかと思ってお

尋ねをいたしました。

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【吉村(洋)委員】 幾つかお尋ねします。
地域のいろんな災害対応ということで、今の

自主防災組織も今から非常に重要な部分を占め

てくると思います。それと並んで、一般質問で

もいつも出ているんですけれども、地域の防災、

それから災害が起こった後の対応ということで、

消防団の活動というのも非常に重要な役割を持

っているわけです。これを県としても進めてい

かなければいけないというふうな話がいつも答

弁では出るわけですが、4ページで、消防団活
動充実強化ということで244万円。我々も消防
団の皆さんの前では、地域の人々の生命、財産

を守るということになるわけですから、県も消

防団の活動に対しては強力なバックアップ体制

をしいて応援をしておりますので頑張ってよろ

しくお願いしますと言う割には、240万円ぐら
いの小さな予算なので、なかなか消防団員の皆

さんの前で大手を振って話せないところもある

のですが、そういう中で、今度は補正で、11ペ
ージですが、消防団員確保・組織強化事業、同

じで、18万9,000円減額補正をしてあるわけで
す。少ない予算の中で、1割弱ですけれども減
額をされたという、この中身についてお知らせ

をいただきたいと思います。

【宮﨑消防保安室長】 18万9,000円の減額につ
いてでございますけれども、昨年から、事業所

との連携ということで、商工会それから商工会

議所に拡大していくというようなことを考えま

して、危機感を共有していただくための講演会

事業などを検討してきたわけでございます。そ

の中で、講師の旅費でございますとか、謝礼等

を検討して組んでいたわけでございますけれど

も、謝礼等のかからない県の内部講師で対応で

きるところが多くございましたものですから、

回数は実施したんですけれども、経費がかから

なかったというところでございます。

【吉村(洋)委員】 経費のかからない講師も効果
があればいいんだろうと思いますけれども、こ

の予算の規模からすると、なるべくこれをもっ

とほかに有効な、去年から事業所との連携とい

う協定を結んだりということでやっております

が、これについて県内の状況というのをお知ら

せいただきたいと思うんですが、そのところあ

たりにも、そういう予算が回されないのかなと

思いますが、その内容についてもお知らせをい

ただければと思います。

【宮﨑消防保安室長】 平成29年12月に、県の
商工会連合会と県、それから市長会、町村会と

基本協定を締結し、その基本協定を受けまして、

一昨年1月の雲仙市を皮切りに、市町と地元の
商工会の間で、実際の支援をやっていただく細

目協定というのを締結していただくことを推進

いたしまして、現在、21商工会中19の商工会で
細目協定を締結していただいております。また、

これにあわせまして、島原商工会議所と福江商

工会議所におきましても、同様に協定を締結し

ていただき、ご支援をいただくことになってお

ります。

今後は、さらにこの細目協定の連携を拡大い

たしますとともに、細目協定を結ぶこと自体が

ゴールではございませんので、この細目協定の

中身を、より実行に移していただけるように、
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各市それから商工会を支援してまいりたいと考

えております。

来年度予算の消防団活動充実強化事業の中で、

こうした連携を拡大していくためには、まずは

危機感の共有、それから昨今の災害の激甚化の

状況などを共有することが大事であると考えて

おりまして、講演会あるいは勉強会などを開催

していくことを考えており、そうした予算を組

み込んでいるところでございます。

【吉村(洋)委員】 消防団の組織自体は市町が窓
口になるんですけれども、その後ろ支えとして、

県がまたそこに重ねてやっていくというふうに

なるんだろうと思います。

商工会は、21商工会のうち19で、あと2つし
かないようになったのですが、商工会議所のほ

うが少しまだ協定の締結率というのは低いのか

なと思うんですが、こういうものをその地域で

協定を結ぶことで、先ほど言われた意識の共有

とかそういうものも図れるわけですから、そう

いうことを積極的に進めていただきたいと思い

ます。ですから、そういう意味では、なるべく

補正で減額をしないように、ちゃんと活用する

ようにお願いしたいと思います。

それからもう一つ、防災ヘリコプター運航費

のところですが、予算で対前年度5,180万円増え
ておりますね。それで、特定財源で1億400万円
当初で組んでございます。この特定財源の中身。

それから、防災航空隊の活動経費及び常駐化

に要すると。この常駐化というところがちょっ

とひっかかるんですが、まだ常駐じゃないのか

なと。そこら辺、どういう意味合いがこの中に

含まれているのか、お知らせをいただきたいと

思います。というのは、12ページに補正で、防
災ヘリコプター運航費で、補正額は51万7,000
円ですよね。しかし、金額はそれですが、財源

内訳の中で、一般財源から特定財源に振り替え

られております。これでは、補正でここに出て

くるわけですから、当初からこれは組んでなか

ったのかなと。それとの関連ということでお尋

ねをしているわけですが、よろしくお願いいた

します。

【近藤危機管理課長】防災ヘリコプターの運航

費でございます。まず、平成31年度当初予算で
計上をしております中の特定財源のその他1億
443万8,000円という部分につきましては、宝く
じの収入を充当していただくようにお願いをし

ているところでございます。

あと、常駐化についてでございますけれども、

消防本部から防災航空隊員という形で今、7名
に派遣をいただいて常駐をしているところでご

ざいます。その中で、給与等については市町の

負担で、それ以外の活動経費等を県のほうから

も支出をしているというようなところでござい

ます。平成30年度の51万7,000円の補正の減額
でございますが、ここは予算の削減的な執行留

保というようなものも含めた形での減額部分に

なっているというものでございます。

【吉村(洋)委員】 財源の振り替えも聞いたじゃ
ないですか。それをお願いします。

【近藤危機管理課長】失礼いたしました。財源

の振り替えにつきましては、委託費について、

これはＯＲＣへ委託をしておりますが、パイロ

ットの増をお願いしておりまして、それに当た

っては、免許の取得を伴うため、免許の取得を

約3,100万円予算化していたところでございま
す。しかしながら、年度内の執行が難しいとい

うことで、予算が残っていたものであります。

一方機体の一部、エンジンの不具合が発生をし

まして、どうしても組み替えユニットの交換が

必要だというような緊急の修繕費が同じく約
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3,000万円ぐらい発生したものでございますの
で、その残った部分を修繕費という形で振り替

えをさせていただいたところでございます。

【吉村(洋)委員】 今の話で、中身はいろいろあ
るのだなと。免許取得は、そういえば視察に行

った時に、かなりの金額がかかるんだなと思っ

たことを思い出しましたが、財源の振り替えだ

から、一般財源が要らないようになって、特定

財源。そうしたら、特定財源の1億7,600万円は、
財源は何ですか。これも宝くじですか。そこを

教えてと言ったんです。

【近藤危機管理課長】失礼しました。財源につ

きましては、宝くじでございます。ここは財政

課のほうで調整されたものであります。

【吉村(洋)委員】 宝くじということがわかりま
した。

そうしたら、ここの補正で、もう最終補正段

階に入って、1億7,600万円、宝くじの収入がこ
こに充てられるようになったと。当初はこれは

予定できなかったということかなと思うんです

が、平成31年度では、それを1億400万円もう既
に予算段階で予定をするということについての

取扱いというのは、どのように考えられている

のか、お知らせをいただきたいと思います。

【古謝財政課長】宝くじの収益金につきまして

は、その使途が法令上定まっておりまして、防

災関係ですとか、文化関係、それから土木事業

関係に充当をしているところでございまして、

当初段階から一定見込んでいる額というのは全

て財源として充当しているんですけれども、今

回なぜ補正しているかといいますと、一部事業

で思ったよりも歳出のほうが縮んで、財源が宝

くじとして必要なくなった部分がございますの

で、それをさらに使えるように、まだ宝くじを

充てていなかった防災分野などに、さらに充当

しております。例えば、自治振興資金貸付金と

いう市町向けの貸付金等にも当初段階では財源

充当しているんですけれども、結果的に、その

貸付金が使われなかったという状況で、それで

あれば、その分の宝くじ財源をほかのところに

充てることができますので、こうした防災ヘリ

の分野とかに充てているというような状況でご

ざいまして、平成31年度当初予算につきまして
も、そういった状況を踏まえて、その充て先と

いうのを勘案して充当しているというような状

況でございます。

【吉村(洋)委員】 今の財政課長の話なんですが、
充て先は幾つか充てるところがあって、平成30
年度は、この防災ヘリコプターには充てていな

かったけれども、最終的に余剰ができたので、

ここで充てさせていただいたという結果論。そ

して、平成31年度については、そういう需要が
あるので、当初より1億400万円、もう既に宝く
じの収益金を充てることとするということで判

断をされたということで理解してよろしいので

すか。

【古謝財政課長】おっしゃるとおりでございま

す。

【吉村(洋)委員】 そうであれば、宝くじの収益
金がどれぐらいあるのか、全国に収益金はたく

さんあるんだろうと思いますけれども、必要な

ところに充てていく、充てられるところに充て

ていくということになるんでしょうけれども、

防災ヘリコプターの運航費というのは、順位的

に言うと、低いということになるんですか。収

益金が増額されてきたので当初で組めるように

なったということなのか。そこの行き当たりば

ったり的な宝くじの収益金の充て方ということ

について、どうなのかなと思うんですけれども、

そこら辺、もう少し詳細に教えていただきたい。
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【古謝財政課長】宝くじの収益金につきまして

は、実は、毎年減ってきておりまして、平成30
年度が31億円程度で当初予算を組んでおった
んですけれども、平成31年度については28億円
ということで、全国的にそうなんですけれども、

大分売上が減ってきているという状況です。

今お尋ねのありました、どういう事業に充当

して、その優先順位等はどうなのかという話で

すけれども、実際の予算編成といたしましては、

宝くじ財源があるから組むというような考え方

はとっておりませんで、歳出は歳出として全て

の事業を均等にといいますか、その必要性や効

率性、緊急性を加味して計上して、その上で、

宝くじ財源を充てているというような形ですの

で、防災ヘリコプターが宝くじ財源の中のどう

いう順位かというような考え方をとっていると

いうわけではございません。

【吉村(洋)委員】 もうちょっと理解できないの
ですが、これは後もって個人的にお尋ねをした

いと思います。

それから、7ページのホームページ「ながさ
きの消防団」保守管理業務39万6,000円ですけ
れども、これは債務負担行為ですね。ここまで

債務負担行為を設定してまでやる。このホーム

ページの閲覧数とかは把握されておりますか。

【宮﨑消防保安室長】 本年度におきましては、

1月に約4万件ほどございますけれども、実は、
セキュリティーチェックのため管理会社からの

アクセス数もございまして、それも含まれてお

り、それが余り行われていなかったそれ以前の

状況を見ますと、約7,000件程度でございますの
で、実質的な閲覧は、その程度ではないかと考

えております。

【吉村(洋)委員】 月に実質7,000件閲覧がある
と。これはどういうところが閲覧されているの

ですか。後学のためにお聞きしたいのですが、

「ながさきの消防団」ですから、消防団活動を

支えてやろうという目的のもとに、このホーム

ページも作成されているんだろうと思いますが、

消防団の方々とか、消防団に入っていただける

ような方々に向けてのホームページなのかなと

思うんですけれども、そこら辺のこのホームペ

ージの内容については、どういうことがありま

すか。

【宮﨑消防保安室長】「ながさきの消防団」の

ホームページでございますけれども、消防団の

仕組みでございますとか、状況、それから各地

の消防団の活動状況などでございまして、基本

的には、消防団活動を紹介するものになってお

ります。ですから、基本的には、今後消防団に

入ろうと、もしくは消防団に関心をお持ちの方

に見ていただいて、消防団に加入したり、また

協力しようという方々を増やしていこうという

趣旨でございます。

【吉村(洋)委員】 そういうことだろうと思いま
すが、私もこのホームページを見たことがない

ので、今度閲覧をさせていただいて、またその

折にお話を聞かせていただきたいと思います。

それから、総務部ですが、まず1点、3ページ
の小規模改修事業費について。これが県有施設

の安全性を確保するため、庁舎等の改修に要す

る経費として1億5,000万円と書いてあれば、経
常的にこういう小規模な改修が必要なんだろう

と思うんですが、その前段に「県内中小企業の

受注拡大と雇用創出を図り」とわざわざ一文付

けてあるので、ここの意味するところをお尋ね

したいと思います。発注方式等を含めて、いか

がでしょうか。

【赤尾管財課長（参事監）】 小規模改修事業に

つきましては、委員ご指摘がありましたように、
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緊急不況対策の一環として、中小企業の受注機

会拡大等を図るということで行っております。

対象事業につきましては、県有施設につきまし

ては、1件当たり事業規模が土木工事でありま
すと1,000万円未満、建築一式工事につきまして
は2,000万円未満、電気工事及び管工事につきま
しては1,500万円未満、塗装工事につきましては
250万円未満ということで、ランク的にいきま
すとＣランク、Ｄランク等の会社への発注を目

的としている事業でございます。

【吉村(洋)委員】 今の説明で、ある程度わかる
のですが、ＣからＤの事業者に絞って発注をさ

れるということで理解をしてよろしいのですか。

【赤尾管財課長（参事監）】 おっしゃるとおり

でございます。

【吉村(洋)委員】 日頃からいつも私も言ってお
りますが、建設、土木であっても、いわゆる小

規模事業者というところに入る方々も県内には

多くあられて、当然Ａランクとかいうのが少な

いんですけれども、額的にはＡランク、Ｂラン

クというところが多くを占めると思いますけれ

ども、Ｃ、Ｄというところもやはり育成をする

ということは非常に大事なところであるし、地

域の経済の活性化ということについても意味合

いが強いということもあるので、ここら辺のこ

とについて、この件数がどれぐらいあるのかと

思います。

それと、今後、このようなことでこれを拡大

していくということについて、考え方をお知ら

せいただければと思います。

【赤尾管財課長（参事監）】件数でいきますと、

平成30年度は120件、平成29年度で89件、平成
28年度でいきますと105件になっております。
また、予算につきましては、厳しい財政状況

の中で、今のところ、ある程度の対応はできて

いると考えておりますけれども、これについて

は予算要求の中で協議をしていきたいと考えて

おります。

【吉村(洋)委員】 そこら辺を、県内地域、各振
興局管内というふうな考え方でよろしいかと思

いますけれども、そういうところの小規模な事

業者の育成ということについて、今後も一定拡

大をするような余地を見つけていただければあ

りがたいと思いますので、そういうところも今

後、考え方の中に持っておきたいというところ

をお願いしておきます。

次の4ページ、債務負担行為ですが、庁用管
理特別会計予算です。これは小さなことで申し

わけないのですが、総務行政事務の機器等の賃

借に係る平成32年度から平成34年度まで3カ年
の債務負担行為5万1,000円とありますが、この
5万円というのが債務負担行為を設定してまで
3年間やるようなものなのかなというのが個人
的に疑問を感じたので、中身をお知らせいただ

ければと思います。

【荒田総務文書課長】 これは平成29年度に契
約をいたしました高速複写機及びカラー複合機

のサーバー等のリースの消費税に係る変更分で

ございます。

【宮﨑消防保安室長】 先ほど吉村(洋)委員から、
「ながさきの消防団」のホームページのアクセ

ス数、私、毎月7,000件と申し上げましたけれど
も、年間7,000件の誤りでございます。
それと、もう1点、消防団員確保・組織強化

事業、補正予算のほうで18万9,000円の減のご
質問がございましたけれども、この大半は、実

は、消防団の協力事業所がございます。この協

力事業所を紹介する動画を今年作成いたしまし

て、その動画の入札執行残がほとんどでござい

ました。
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おわびして訂正いたします。

【大場分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【吉村(庄)副会長】 1～2点お聞かせ願いたいと
思います。

まず、私は、総務部や財政にお礼を申し上げ

なければいけないと思いますのは、前にも言い

ましたが、私は、中心的には佐世保の問題を挙

げて、急傾斜崩壊防止事業、こういうところが

非常に遅れているということの中で、特に、こ

ういった面の普通建設のところの単独事業につ

いて、一定の財源を確保しながら頑張っていた

だきたいということを申し上げました結果、平

成31年度においては相当数の予算を確保して
いただいて、本当にありがたかったと思います。

ありがとうございました。

それに関連してお尋ねをしますが、県債発行

のところの河川、砂防、こういうところについ

て、そういう関係もある中で、それから国の方

針の中でも、防災・減災・国土強靱化緊急対策

事業費、河川も砂防もそれぞれあるんですよね。

いずれも平成31年度に皆増、新しく県債を発行
するという形がとられるということになりまし

た。それから、緊急自然災害防止対策事業、こ

れも河川、砂防ともに平成31年度については皆
増。ただし、防災対策事業債というのが、国の

方針との関係かわかりませんけれども、今年は

それぞれ河川も砂防もゼロになっている状況で

す。

その中で、防災・減災・国土強靱化緊急対策

事業費は平成31年度当初2億1,100万円、皆増と
いうところですね。それから、砂防では4億200
万円ですから、2つ合わせると6億1千300万円と
いう形になっているんですね。資料をいただい

ておりました。それから、緊急自然災害防止対

策事業債は河川8億3,100万円、それから砂防が

13億1,500万円、こういう形になっていますよ
ね。ただし、先ほど言いましたように、防災対

策事業のところで、平成30年度、河川402億円
と砂防が470億円、だから870億円ぐらいが、そ
ういう名目のところが新しいものに変わってい

ると、こういう事業なんですが、まず第一にお

尋ねしますが、この新しくなった事業債につい

ては、地方交付税の基準財政需要額にどういう

形で算定される見通しに制度としてなっていま

すか、教えてください。

【古謝財政課長】今いろいろとお話ありました

けれども、今回増額しておりますのが、公共事

業ということで、国庫補助を受ける事業につい

ても平成30年度より増額をしておりまして、そ
れから県の単独事業の自然災害の防止関係事業

についても増額を図っております。公共事業の

ほうの国庫補助の残る地方負担の部分に対する

地方債が防災・減災・国土強靱化緊急対策事業

債というところでございまして、県単独の自然

災害防止に充てられる新たな地方債が緊急自然

災害防止対策事業債ということになっていると

ころでございます。

この緊急自然災害防止対策事業債の交付税に

関してですけれども、充当率が100％で、後年
度の交付税措置が70％というところになって
おります。

【吉村(庄)副会長】 いい形で活用していただい
たというふうに私は思っていますが、これは国

が国土強靱化計画というものをして、これはた

しか3年計画ぐらいで出しておったように思う
んですが、これから先の見通しとしては、3年
間はこれは国土強靱化計画自体の中であるかも

しれないですが、そこら辺の計画のところと、

それから先の見通しについては、どういうふう

に捉えておったらよろしいでしょうか。
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【古謝財政課長】 国の防災・減災・国土強靱化

の3カ年緊急対策につきましては、この起点は
平成30年度からの3カ年ですので、平成30年度、
平成31年度、平成32年度の3カ年において集中
的に、昨今のさまざまな自然災害を踏まえて防

災対策事業を行っていくというような閣議決定

でございますので、平成32年度までは同様の措
置が確実にあると考えておりますけれども、そ

の後、平成33年度以降どうなるかというところ
については、見通しを持っているものではござ

いません。

【吉村(庄)副会長】 従来、防災対策事業債とい
うものもありましたから、こういう関係も含め

て、長崎県の場合は、例えば、昨年あたりの非

常に大きな災害があったところと比べると、昨

年はたまたまそういう状況まで至っておりませ

んが、例えば、局部的には、豪雨によって対馬、

壱岐だとかはこうだったとかと、こういうとこ

ろも長崎県の中では出てきておりますからね。

それから、昨年は佐世保では、7月6日でしたが、
相浦川と早岐川のところについては避難指示が

出ました。避難指示というのは最近は初めてな

んですよ。それで、市民もどうしていいかわか

らないというような状況でしたが、これは一方

で、防災関係の対策をしなければいけないです

が、そういうことが予期せぬ形で起こる可能性

がございますから、ぜひそういうところの対応

も私は、国土強靱化計画といいますか、国の方

針、そういうものが今の時点では3カ年という
ことでありますから、ひとつ活用される部分が

あるとすれば頑張っていただきたいと思います。

それから、県債管理基金の特別会計、公債管

理特別会計のところでお尋ねしたいのですが、

運用益というものは当然あるわけですが、運用

益について言えば、平成31年度当初では、歳入

合計は604億7,900万円、そして歳出も同じ数字
になっているのですが、歳入の中で、県債管理

基金運用益というのが8,000万円予算をされて
いるのですが、この運用益というのは、例えば、

狭い意味の金融機関で言いますと、金利がそう

大してない状況が続いているわけですが、この

運用益の主な中身。市場公募というものがある

んですか。それから、資料をもらっているもの

には国土安全金融機構、財政融資というのもあ

りますが、平成31年度当初のところについての
8,000万円の主な中身、平均していれば平均して
いるように、どこどこがどうだと、こういうふ

うにお知らせ願いたいと思うんですが、いかが

でしょうか。

【古謝財政課長】公債管理特別会計ですけれど

も、この財産運用収入につきましては、市場公

募債という起債の方法があるんですけれども、

市場公募債、市場で調達する起債ですけれども、

30年で満期一括償還という形をとっておりま
して、30年後に一括で償還をするというもので
ございますので、支払い自体は30年後にやって
くるのですが、30年後に一括で返すというのは
財政的に非常に大きな負担になりますので、そ

の償還額の30分の1ずつを毎年しっかり積み立
てるということになっております。その積み立

てていった額については、実際は30年後にしか
使いませんので、その30年間は運用に使えると
いうことで、その30年間を有効に活用するため
に、その積み立てた額を使いまして、他の地方

公共団体の地方債を購入したり、それから政府

関係団体の機構債等を購入しまして運用を図っ

ているというところでございまして、それに対

する利子というのが、この財産運用収入という

ことになっております。

【吉村(庄)副会長】 そうしたら、後でここで結
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構なんですが、それぞれのところが主なところ

でどういった平均的な利息になっているのか、

利率になっているのかというのを後でしたいと

思います。以上、お聞きした点で結構です。

それから、あとは具体的なことなんですけれ

ども、管財課ですか、資料をいただいているん

ですけれども、県有地の売払収入が今の見込み

でいきますと平成31年度当初は3,500万円にな
っているんですけれども、平成30年度が1億
2,000万円、平成29年度が8,500万円、それから
平成28年度が7億円、平成27年度は2億5,000万
円と、こういうふうにかなり動いているんです。

これはどういう内容で、主な内容で結構ですけ

れども、例えば、平成28年度は7億円です、平
成30年度は1億2,000万円、平成29年度は8,500
万円となって、ちょっと上がり下がりがひどい

感じがしますが、後で意見的なものとか現状に

ついては言いますが、まず数字について。

【赤尾管財課長（参事監）】 県有地の売却収入

でございますけれども、平成28年度につきまし
ては、旧桜町公舎の敷地が売れまして5億2,149
万円ということで、大規模な土地が売却できた

ということで7億円となっております。あとは
一般競争入札とかインターネット公売等で販売

した実績ということでございます。

【吉村(庄)副会長】 わかりました。それでは、

特殊な状況において、特別なものがあったり、

いろいろなことで金額がいることは承知をさせ

ていただきました。

そこで、現時点でも構わないんですけれども、

これは県有地となっていますから、県有地で利

用で残しておかなければいけないんじゃなくて、

売却できるのは一体今どのくらいあって、その

評価額はどのくらい残っているのかお知らせ願

いたい。

【大場分科会長】 しばらく休憩します。

― 午前１１時１２分 休憩 ―

― 午前１１時１３分 再開 ―

【大場分科会長】 再開します。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第9号議案、第13
号議案、第57号議案のうち関係部分及び、第64
号議案、第68号議案は、原案のとおり、それぞ
れ可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

【大場委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

危機管理監より所管事項説明をお願いいたし

ます。

【豊永危機管理監】それでは、危機管理監関係

の所管事項についてご説明いたします。

お手元に配付しております総務委員会関係議

案説明資料及び総務委員会関係議案説明資料

（追加1）の危機管理監部分をお開きください。
今回、ご報告いたしますのは、原子力防災訓
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練の実施について、雲仙岳火山防災協議会の開

催について、防災消防ヘリコプター相互応援協

定について、救急自動車の緊急走行時における

ＥＴＣレーンの利用についてでございます。

説明資料、危機管理監の1ページをご覧くだ
さい。

まず、原子力防災訓練の実施についてでござ

いますが、去る2月2日、玄海原子力発電所での
事故発生を想定した、原子力防災訓練を佐賀県、

福岡県と実施いたしました。今回は避難手段の

多重化を探るため、松浦鉄道を活用した避難を

行うとともに、県警ヘリからの映像により避難

誘導に活用する方法も確認いたしました。

また、社会福祉施設の避難や壱岐市から福岡

県直方市への広域避難のほか、災害対策本部の

情報伝達共有を行うためのテレビ会議等も実施

いたしました。

今後、今回の訓練を十分に検証し、その結果

を地域防災計画と防災対策に反映させてまいり

ます。

続きまして、雲仙岳火山防災協議会の開催に

ついてでございますが、去る2月7日、島原市に
おいて、島原半島3市市長、気象台、自衛隊、
警察、消防、国の関係機関、火山専門家、関係

する民間機関などからなる委員の方々にご出席

いただき、雲仙岳火山防災協議会を開催いたし

ました。

今回の主な審議事項といたしましては、平成

新山山頂付近に設定されている警戒区域の更新、

市街地における避難計画を追加した雲仙岳火山

防災計画の策定、雲仙岳の噴火シナリオの改定

など、住民等に対する防災対策をご審議いただ

いたところです。

今後も引き続き、協議会を年に1回程度、幹
事会を年2、3回程度開催し、噴火災害に備えた

対策を推進してまいります。

次に、説明資料、危機管理監の2ページをご
覧ください。

防災消防ヘリコプター相互応援協定について

でございますが、来る4月1日、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県が締結している防災消防ヘリ

コプター相互応援協定に本県も加入することを

予定いたしております。

この協定は防災ヘリコプターの運休期間にお

ける消防防災事案対応の強化に繋がるものであ

るとともに、平成30年3月に消防庁が発表した
「消防防災ヘリコプターの安全性向上・充実強

化に関する検討会報告書」においても提言され

ている、相互応援体制の強化に資するものであ

ると考えております。

今後は、協定に基づき九州各県との防災航空

体制の連携をより一層深めるとともに、本県に

おける消防防災体制の充実強化を図ってまいり

ます。

最後に、救急自動車の緊急走行時におけるＥ

ＴＣレーンの利用についてでございますが、説

明資料（追加1）の危機管理監部分の1ページを
ご覧ください。

去る2月27日、西日本高速道路株式会社九州
支社との間で、救急自動車の緊急走行時におけ

るＥＴＣレーンの利用に関する協定を締結いた

しました。

これまで、救急自動車の緊急走行時に、高速

道路等を利用する場合、無料にはなるものの、

ＥＴＣレーン以外のレーンを通ったり、インタ

ーホンを通じて連絡し、バーを開閉していただ

いておりましたけれども、この協定に基づき、

専用のカードを使ってＥＴＣレーンを通り、料

金所をより早く通過することができるようにな

りました。
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今後、本土の消防本部に対しまして、協定の

活用を促してまいります。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場委員長】次に、総務部長より総括説明を

お願いいたします。

【古川総務部長】総務部関係の議案についてご

説明をいたします。

総務部の総務委員会関係議案説明資料をお開

き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第17号議案「長崎県手数料条例の一部を改正す
る条例」のうち関係部分、第18号議案「職員の
勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例」、第19号議案「長崎県行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例」、第50号議案「包括外部監査契約の締結に
ついて」であります。

はじめに、条例議案についてご説明いたしま

す。

第17号議案「長崎県手数料条例の一部を改正
する条例」のうち関係部分。

この条例は、県が事実の証明や公募又は公文

書の謄本又は抄本を交付する際に徴する手数料

について、他県の設定状況等を踏まえて見直す

ため、所要の改正をしようとするものでありま

す。

第18号議案「職員の勤務時間、休暇等に関す
る条例の一部を改正する条例」。

この条例は、平成30年10月5日に行われた県
人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧

告や国家公務員の取扱いの状況等を踏まえ、時

間外勤務命令の上限を設定するため、所要の改

正をしようとするものであります。

第19号議案「長崎県行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例」。

この条例は、生活困窮者等の自立を促進する

ための生活困窮者自立支援法等の一部を改正す

る法律の施行に伴い、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法

律が改正されたことにより、所要の改正をしよ

うとするものであります。

次に、事件議案についてご説明いたします。

第50号議案「包括外部監査契約の締結につい
て」。

この議案は、地方自治法第252条の36第1項の
規定に基づき、包括外部監査契約を締結しよう

とするものであります。

次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。

今回、ご報告いたしますのは、「長崎県業務

継続計画（地方機関版）」の策定について、綱

紀の保持、平成31年度の組織改正についてであ
ります。

（「長崎県業務継続計画（地方機関版）」の

策定について）

県の機関が大規模災害に被災した場合でも、

限られた人的・物的資源の中で定めた目標まで

に必要な業務を実施できるようにするために策

定した業務継続計画については、本庁舎移転に

伴い平成29年12月に本庁版を改訂し、公表した
ところです。

一方、地方機関分については、計画の前提条

件となる「想定する大規模災害」及び「被害想
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定」などについて、振興局管内の市町との整合

性を図る必要があることなどから、非常時優先

業務マニュアルの整備にとどめていたところで

あります。

その後、国から早期策定等にかかる方針が示

されたことなどを踏まえ、災害時における本県

としての対応強化を図るため、この度、地方機

関版を策定したところであり、3月末に公表を
予定しております。

今後、状況の変化等に応じて定期的な見直し

を進めるとともに、計画の実効性をより高める

ため、地方機関における代替庁舎の更なる確保

など、計画内容の充実に努めるほか、職員への

周知や訓練の実施、業務マニュアル等の見直し、

市町に対する業務継続計画策定への支援などを

進めてまいりたいと考えております。

次に、総務委員会関係議案説明資料（追加1）
をご覧ください。

（綱紀の保持）

先般、平成29年10月から11月の間、インター
ネット上の掲示板サイトに誹謗中傷する投稿を

行った結果、名誉毀損の容疑で逮捕・起訴され、

罰金30万円の刑が確定した職員に対して、平成
31年2月19日付けで停職4月の懲戒処分等を行
いました。

また、平成29年度から平成30年度にかけて、
時間外勤務中の飲酒や公用車出張の移動中の車

内での飲酒などを繰り返して行っていた職員に

対して、同じく2月19日付けで減給3月の懲戒処
分等を行いました。

職員の服務規律の確保については、これまで

も再三にわたり周知徹底を図っている中で、職

員がこのような不祥事を起こしたことは、誠に

遺憾であり、県議会をはじめ県民の皆様に対し

て、深くお詫びを申し上げます。

今後、県民の皆様の信頼を回復するため、職

員一人ひとりが、法令遵守はもとより、全体の

奉仕者として高い倫理観を持って行動するよう、

綱紀の保持の徹底に全力を尽くしてまいります。

最後に、総務委員会関係議案説明資料（追加

2）をご覧願います。
（平成31年度の組織改正について）
平成31年4月1日付けで組織改正を行うこと

としておりますので、その概要についてご説明

いたします。

企画振興部については、ＩＲ誘致に向けて、

ＩＲ事業者の公募・選定に係る実施方針案の策

定や、九州経済団体等と連携強化を図り九州が

一体となった取組などを促進していくため、「Ｉ

Ｒ推進室」の組織体制を強化し、「ＩＲ推進課」

へ改組することとしております。

土木部においては、九州新幹線西九州ルート

の用地取得を促進するために設置しておりまし

た「新幹線用地事務所」について、建設主体で

ある独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援

機構からの受託業務が概ね完了することに伴い

まして、3月末で同事務所を廃止することとし
ております。

今後とも新たな組織体制のもと、より効率的、

効果的な県政運営の実現に努めてまいります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場委員長】次に、人事課長及び総務文書課

長より補足説明をお願いいたします。

【大安人事課長】お手元に配付いたしておりま

す平成31年2月定例県議会総務委員会説明資料
をお願いいたします。

2ページをお開きください。
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第18号議案「職員の勤務時間、休暇等に関す
る条例の一部を改正する条例」についてご説明

させていただきます。

今回の改正は、県人事委員会の「職員の給与

等に関する報告及び勧告」、国家公務員の関係

法令の改正状況等を踏まえまして、時間外勤務

命令の上限を設定するため、改正をしようとす

るものでございます。

なお、民間におきましては、昨年6月に働き
方改革関連法が成立したことに伴いまして、労

働基準法が改正され、本年4月から、時間外労
働の上限規制が定められることになっており、

このような状況も踏まえまして、上限を設定し

ようとするものでございます。

改正の内容についてでございます。

条例の改正内容ですが、時間外勤務命令の上

限を人事委員会規則で規定するため、条例にお

きまして、人事委員会規則へ委任する規定を定

めるものでございます。

次に、時間外勤務命令の上限設定の内容の概

要でございます。

本概要は、国家公務員の取扱いや労働基準法

の内容を踏まえたもので、規定される上限設定

の内容等につきましては、今後、人事委員会を

経て、人事委員会規則で規定されることになり

ます。

内容でございますが、資料中ほどの表の左側

をご覧ください。

1、2に掲げる職員以外の職員につきましては、
1月45時間、1年360時間が時間外勤務命令の上
限となります。こちらが原則ということになり

ます。

表の右側をご覧ください。

1の原則にかかわらず、2、他律的な業務の比
重の高い部署に勤務する職員又は臨時的な特別

の事情のある業務に従事する職員につきまして

は、1月100時間、1年720時間が時間外勤務命令
の上限となります。ただし、1月の時間外勤務
命令につきましては、③、④のとおり制限がご

ざいまして、2～6箇月で平均80時間を超えるこ
とができないこと、また1年のうち1月45時間を
超えることができるのは、年間6月までとなり
ます。

時間外勤務命令の上限時間は以上のとおりで

ございますが、3に記載しておりますとおり、
大規模災害への対応など避けることのできない

事由であって、特に緊急に処理することを要す

るような場合には、これらの上限時間を適用し

ないということといたしております。

実施日につきましては、記載のとおり、平成

31年4月1日からと考えているところでござい
ます。

第18号議案の補足説明は以上でございます。。
よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【荒田総務文書課長】 引き続きまして、4ペー
ジに記載しております第50号議案「包括外部監
査契約の締結について」、補足してご説明をい

たします。

お手元に配付しております表題が「平成31年
度包括外部監査契約の締結について」、右上に

「総務文書課長補足説明資料」と記している資

料をご覧ください。

包括外部監査制度は、1に記載のとおり、地
方自治法に定められており、地方分権の推進に

対応した地方公共団体の体制の整備及び適正な

予算の執行を図るため、都道府県に導入が義務

付けられているものでございます。

平成31年度の包括外部監査契約の相手方に
つきましては、3に記載しておりますとおり、
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弁護士の濵口純吾氏と契約したいと考えており

ます。

選定過程は4に記載しておりますが、地方自
治法第252条の28第1項の規定により、まず包括
外部監査契約を締結できる者として弁護士、公

認会計士が挙げられていることから、長崎県弁

護士会及び日本公認会計士協会北部九州会長崎

県部会に候補者の推薦依頼を行いました。これ

に対して、長崎県弁護士会から濵口氏の推薦が

あり、日本公認会計士協会北部九州会長崎県部

会からは推薦者なしとの回答であったこと、ま

た、濵口氏が現在、長崎県弁護士会副会長の要

職に就くとともに、公益財団法人長崎県暴力追

放運動推進センターの理事を務めており人柄も

信頼できることなどから、平成31年度の包括外
部監査人として濵口氏との契約を締結したいと

考えております。

裏面をご覧ください。

5の契約上限額でございますが、1,381万
7,100円を設定しており、平成31年10月の消費
税率の引き上げを踏まえて、平成30年度よりそ
の分増額いたしております。

なお、6の参考に記載しておりますように、
監査のテーマにつきましては、包括外部監査人

自らが設定することとなります。また、監査体

制につきましては、包括外部監査人があらかじ

め県の監査委員に協議し、補助者を定め監査に

当たることとなります。

以上で補足説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【大場委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【宮本委員】 1点だけ確認の意味で質問いたし

ます。第18号議案「職員の勤務時間、休暇等に
関する条例の一部を改正する条例」で、先ほど、

民間においても働き方改革関連法が成立したと

いうことを踏まえているということのご説明が

ありまして、2ページの1が原則であるというこ
とで、2が原則以外のことで、この「他律的業
務の比重の高い部署に勤務する職員又は臨時的

な特別の事情のある業務に従事する職員」とい

うのは、今の想定では、例えば、課長以上、部

長以上であったり、総務部であったり、そうい

った分け方になるようなイメージなんですか。

働き方改革なので大事なことであろうかと思い

ますが、1カ月45時間を超えない範囲、原則以
外の方は100時間未満ということで、ちょっと
差はありますよね。もちろん長く働かなければ

いけない方もいらっしゃるかと思いますが、こ

の2に該当するのは、今の想定では、どのよう
な方か、ある程度決まっているならばお知らせ

いただければと思います。

【大安人事課長】他律的業務等のお尋ねでござ

いますけれども、こちらにつきましては業務を

どうかということの捉え方になってまいります。

国におきましては、この他律的業務といたしま

して、国会関係、法令協議、予算折衝など、そ

の業務での業務量、業務の実施時期、その他の

業務に遂行することが自ら決定することが困難

な業務というふうなことで規定がされていると

ころでございます。また一方で、労働基準法に

おきましては、臨時的な特別の事情がある場合

として、予算決算業務などの想定もされている

ところでございます。そういった国または労働

基準法等の考え方も踏まえまして、本県におき

ましては、現在、例えば、議会本会議・委員会

対応業務でございますとか、秘書業務、住民事

業対応、外部関係者との折衝・交渉、また条例
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等の制定・改廃、災害関係、予算決算、人事関

係業務などのところを想定しているところでご

ざいます。

【宮本委員】わかりました。そういった形であ

る程度は想定されながらいかれるかと思います

が、4月1日からということですので、民間でも
働き方改革というのが進んでいますので、県職

員の方に対しても、こういったものをしっかり

と条例を定めながら、健康管理に十分注意され

ていただければと思います。ただ、他律的業務

の比重が高いというのは否めないところだと思

いますから、しっかりとまた注視していただけ

ればと思います。

【大場委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【吉村(庄)副委員長】 関連で聞きますが、今の
第18号議案は、中身はわかりましたが、通常、
厚生労働省あたりも判断しているのであります

が、過労死ラインが月80時間という一定の基準
といいますか、ラインがあると思いますが、特

に2番の職種のところは、そういう業務の比重
の高い云々というのは当然あるんですけれども、

これとの関係はどういうふうに判断をされてお

りますか。例えば、3番には、月平均80時間を
超えない範囲内云々というのは当然ありますけ

れども、お聞かせを願いたいと思います。

【大安人事課長】今回のこの時間外の分は、上

限を設定ということで定めるものでございまし

て、長時間労働の是正というのは、必要な業務

はしっかりとやりながらも、時間外というのは、

この上限よりも、より短くしていく、長時間労

働を是正していくということでやっていく必要

があろうかと思っております。

あと、健康管理等もあわせて所管のところで

も行われているところでございますけれども、

本県におきましては、例えば、1月80時間を超

えるようなところについては医師の面接指導等

も行っているところでございまして、そういっ

た観点も含めまして、職員の健康管理、またい

わゆるワーク・ライフ・バランスの両立等を踏

まえた長時間労働の是正といったところに取り

組んでいきたいと考えております。

【吉村(庄)副委員長】 後のほうも私はお尋ねし
ようかと思ったら、健康管理とかで対応は当然

していただくということにされておりますが、

要するに、労働基準法が改正されて云々という

こともあります中で、ここにも書いてあります

ように、こういう人事委員会規則をやると、規

制すると、こういうところの中身をこの条例で

示すような形をとっておられるのですが、過労

死ラインが80時間というのが非常に大事な中
身だ、こういうふうに思います。

そして、特に県の職員の場合は、一般行政職

については、労働基準法36条による時間外協定
というのが今のところは結べないというか、結

ばないシステムになっているように思います。

しかし、県の職員でも、一部適用の所属の皆さ

ん方については労働基準法をそのまま適用され

ますから36条協定が結べる、十分意思疎通があ
るというふうに思うんですけれども、一般的な

ところについては先ほど言ったような事情です

から、私は、職員団体とも当然十分協議はされ

たと思いますけれども、先ほど後に付け加えら

れました健康管理、その他、過労死ラインとの

関係、こういうものについては十分配慮をして

いただきたいと思います。これは要望です。

続きまして、包括外部監査契約です。これは

平成30年度は多分、中身が債権管理問題をこの
外部監査でしていただいたというふうになって

おりますが、今回は、そういう内容については、

ここに書いてあるように見受けないんですけれ
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ども、中身について、この包括外部監査でどう

いうものを予定しているのか、お知らせ願いた

い。

【荒田総務文書課長】 平成31年度のテーマに
つきましては、この議会で承認いただいた後に、

ご本人と契約をし、その契約後に、ご本人が選

定されるということになっておりまして、現在

は全くわかりません。

【吉村(庄)副委員長】 手続的なものはわかりま
したが、本人が選択されるということは、例え

ば、県側としては、どういうものをということ

を提示していくという関係にはないのですか。

システム的なところまで十分理解していないと

ころもありますから、教えていただく意味も含

めて、制度的にそういうふうになっておれば、

それはそれで結構なんですけれども、教えてい

ただければ。

【荒田総務文書課長】制度的には、ご本人がご

自身の見識でテーマを選定するということにな

っておりますけれども、今現在どういう状況、

テーマとして候補があるのかということについ

ては、事前に情報を提供することとしておりま

す。

【吉村(庄)副委員長】 それでは、これも法定な
んですけれども、県には県の監査委員会があり

ますから、そういうところとダブっていくとい

うことがあってもおかしくないとは思いますけ

れども、そういうところについては効率的な体

制をとっていただきたいことを申し上げておき

たいと思います。

【大場委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに、質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第17号議案のうち関係部分、第18号議案、第
19号議案及び、第50号議案は、それぞれ原案の
とおり、可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案はそれぞれ原案のとおり、可

決すべきものと決定されました。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４２分 休憩 ―

― 午前１１時４２分 再開 ―

【大場委員長】 再開いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休

憩いたします。午後は、1時30分より再開いた
します。

― 午前１１時４３分 休憩 ―

― 午後 １時３２分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これより請願審査を行います。

第1号請願「国に対し『2019年10月からの消
費税率10％への引き上げ中止を求める意見書』
の提出を求める請願書」を議題とします。

紹介議員から説明をお願いします。

【堀江紹介議員】 請願第1号「国に対し『2019
年10月からの消費税率10％への引き上げ中止
を求める意見書』の提出を求める請願書」紹介

議員の堀江ひとみです。

本請願は、今年10月からの消費税率10％への
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引き上げ中止を求める意見書を政府に送付して

いただきたいと要望しています。

それは消費税10％への引き上げが地域住民
の暮らしや中小業者の営業、地域経済に深刻な

打撃を与えるからです。低所得者ほど負担が重

いのが消費税です。長崎県民の所得は低く、県

民1人当たりの県税は全国46番目です。生活保
護を受給している被保護世帯は2万1,693世帯、
保護率は全国9番目の高さです。高過ぎる国民
健康保険税を払えず滞納している世帯は2万
6,637世帯、国保加入者の12％に上ります。消
費税が上がれば、暮らしが成り立たない、商売

はやっていけないとの悲痛な声が聞かれます。

どうか請願を採択いただき、県民の声を政府

に届けていただきますよう、よろしくお願いい

たします。

また、本日は、請願人が趣旨説明を希望して

おります。私の発言は議事録に残りますが、請

願人の発言は議事録に残りません。重なる部分

がありましたらお許しいただきたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。

【大場委員長】 この際、お諮りいたします。

請願人から、趣旨説明を行いたい旨の申し出

があっておりますが、これを許可することにご

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。

なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で簡明にお願いいたします。
しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３４分 休憩 ―

― 午後 １時３９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これより請願についての質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【吉村(洋)委員】 ただいま請願人からありまし
た「国に対し『2019年10月からの消費税率10％
への引き上げ中止を求める意見書』の提出を求

める請願書」でございますが、これにつきまし

て反対の立場から討論をさせていただきたいと

存じます。

私も小規模事業者の1人でございまして、た
だいまお話しになられたことは重々わかるわけ

でございますけれども、まず国の一般会計に占

める社会保障関係費につきまして、1990年度は
11兆6,000億円、2018年度は33兆円と約3倍に
拡大をいたしているところでございます。団塊

の世代が全て75歳以上の後期高齢者となる
2025年度につきましては41兆円に達する見込
みであることを、まずもってご承知をいただき

たいと思っております。

また、民主党政権下にあった2012年8月、消
費税の引き上げを5％から8％、8％から10％へ
の2段階引き上げの実施、また増税分は全額社
会保障費に充てるというのは、民主党、自民党、

公明党の3党合意のもとに、社会保障と税の一
体改革として既に決定済みの事項であります。

この改革前の消費税の使途は、基礎年金、老

人医療、介護の高齢者3経費に充てることとさ
れておりましたが、全世帯型対応に向け、基礎

年金、医療、介護、子育ての社会保障4経費に
充てることと見直されております。

今回の8％から10％への税率改定に当たって
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は、予測される増収分5兆6,000億円につきまし
て、当初、社会保障費のための赤字国債発行の

抑制のために4兆円強、全体の約4分の3、残り1
兆6,000億円、4分の1が高齢者支援中心とした
社会保障費の充実に充てる予定となっておりま

したが、平成29年12月の「新しい経済政策パッ
ケージ」により、さらに見直しを行い、赤字国

債発行の抑制に2兆8,000億円、これは全体の2
分の1を充てる、それから教育、子育てに1兆
7,000億円、これは予定されていた国債分の残で
ございます、と他の財源を合わせ2兆円分のパ
ッケージにして対応するということになってお

ります。また、1兆1,000億円を社会保障の充実
に充てるということであります。また、パッケ

ージの中身につきましては、既に決定された事

項として、2019年10月より、低所得者世帯のゼ
ロ歳から2歳児及び全ての3歳から5歳児の幼児
教育・保育の無償化、32万人分の保育の受け皿
整備等による待機児童の解消、介護人材の処遇

改善及び2020年4月より高等教育の無償化も予
定されております。

懸案事項といたしましては、食料品等への軽

減税率の導入、キャッシュレス化に向けたポイ

ント制度等の周知、また軽減税率導入に伴う約

1兆円規模の減収分の財源確保については、引
き続き議論が行われているところでございます。

以上、全体的に勘案をいたしまして、今回の

消費税率10％への引き上げにつきましては、合
理性が確保されているものと想定でき、今般の

消費税率10％への引き上げ中止を求める意見
書の提出につきましては、反対をいたすもので

あります。

以上、皆様方のご審議をよろしくお願いいた

します。

【大場委員長】 ほかに討論はありませんか。

【吉村(庄)副委員長】 請願について、賛成の立
場で意見を申し上げたいと思うんですが、もと

もと消費税というのは社会保障に全額充てると、

こういう出発をしたのですが、今お話しもあり

ましたように、最近、中身としては政府のほう

で方針を変えると、こういう話になって、社会

保障費ばかりではなくて、ほかのものに使って

いくと、こういう状況にもなっているというの

は、やっぱり国民への当初の約束をどうかなと、

こういうふうなことに疑義を大きく感じるもの

であります。

もちろん税率の問題については、いろんな経

過がございまして、今のような状況になってい

ることは確かですけれども、8％を10％にする
という問題については、経済の状況やいろんな

ことから延ばしてきた経過もあられるわけでご

ざいますが、消費税のいわゆる低所得者ほど負

担が重いという中身は変わっておりませんし、

当初の約束からいって非常に問題のある形にな

っている、こういう状況から、私は、請願趣旨

そのものに賛意を表し、請願項目である政府へ

の意見書、こういうものを県議会として対応す

べきだと、こういうふうに思って、採択をする

ことに賛成ということに表明をさせていただき

たいと思います。

【大場委員長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに、討論がないようですの

で、これをもって討論を終了いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時４５分 休憩 ―

― 午後 １時４５分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

第1号請願に対する質疑・討論が終了しまし
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たので、採決を行います。

第1号請願「国に対し『2019年10月からの消
費税率10％への引き上げ中止を求める意見書』
の提出を求める請願書」を採択することに賛成

の委員の起立を願います。

〔賛成者起立〕

【大場委員長】 起立少数。

よって、第１号請願は、不採択とすべきもの

と決定されました。

以上で、請願の審査を終了します。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時４６分 休憩 ―

― 午後 １時４７分 再開 ―

【大場委員長】委員会を再開いたします。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【近藤危機管理課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき本委員会に提出いたし

ました危機管理監関係の昨年11月から本年1月
までの実績に関する資料についてご説明いたし

ます。

まず、1,000万円以上の契約案件につきまして
は、資料1ページから2ページに記載のとおり、
長崎県防災ヘリコプター2,100時間点検整備と
統合原子力防災ネットワーク機器賃貸借契約の

2件となっております。
次に、知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、昨年11月から本年1月に、県議会議長
宛てにも同様の要望が行われたものにつきまし

ては、新上五島町からの要望が1件、島原半島
振興対策協議会からの要望が2件となっており、
それに対する県の取扱いは、資料3ページから6

ページに記載のとおりであります。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【荒田総務文書課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき本委員会に提出してお

ります総務部関係の資料についてご説明をいた

します。

1ページをお開きください。
1,000万円以上の契約状況一覧でございます。
平成30年11月から平成31年1月までの実績は計
2件であり、1ページに各契約の内容を一覧でお
示ししております。その内容といたしましては、

県税の電算処理に使用するサーバー等のリース

期間満了に伴い、これらの機器等の更新を行う

長崎県県税総合システム用機器等の賃貸借及び

保守契約（仮想化）が1件、職員の給与計算を
行うための大規模システムである職員総合シス

テムで使用しているプログラムを他の言語へ移

行する必要があるため、変換ツールの開発を進

めており、その移行後のシステム動作検証に必

要となるテスト仕様書及びテストデータの作成

を行う職員総合システムプログラム変換テスト

仕様書作成（全画面）業務委託が1件となって
おります。

また、2ページにつきましては、入札結果一
覧表を添付しております。

3ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

11月から1月までに、県議会議長宛てにも同様
の要望が行われたものは、上五島町は1件、対
馬市が1件、株式会社ジャパネットホールディ



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月８日）

- 159 -

ングスが2件の計4件となっております。
具体的な要望項目としては、上五島町から、

資料の3ページに記載しております「離島振興
対策の充実について」、資料の4ページにおい
ては、対馬市から「通信インフラの整備につい

て」、資料の5ページから6ページには、株式会
社ジャパネットホールディングスから「スタジ

アムシティ（仮称）全体の減免に関するご支援

（不動産税の減免）」、「行政庁によるネーミ

ングライツの取得」でありまして、それぞれに

対する県の対応をお示ししております。

7ページをご覧ください。
最後に、附属機関等会議結果報告でございま

すが、11月から1月までの実績は、長崎県公益
認定等審議会が1件、長崎県行政不服審査会が1
件、長崎県情報公開審査会が4件、長崎県個人
情報保護審査会が2件の計8件となっておりま
す。

それぞれの会議の結果につきましては、8ペ
ージから15ページにお示しをしております。
以上で資料の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場委員長】次に、財政課長より補足説明を

お願いいたします。

【古謝財政課長】 お手元に配付しております

「財政構造改革のための総点検」による主な見

直し項目についてご説明をさせていただきます。

横長の表です。

平成31年度当初予算編成におきます財政構
造改革のための総点検の取組状況につきまして

は、約9億円の収支改善を図っておりますけれ
ども、その主な見直し内容を配付資料のとおり

整理をしております。

資料の構成といたしましては、人件費、補助

金等の区分ごとに主な見直し項目を整理してお

りまして、それぞれの項目において、具体的な

見直し内容とともに、他県比較、交付税乖離と

いった見直しに当たっての視点についてもあわ

せて記載をしております。

まず、1、人件費についてでございます。
廃棄物適正処理推進指導員の配置数見直しに

つきましては、他県比較の視点で見直しを実施

しております。本土地区の配置数が九州内で最

多の配置数であったことから、現場の実態も考

慮した上で、3年間で1名ずつ削減することとし
ております。

職員給与費につきましては、交付税乖離の視

点で職員数の見直しを行っております。教育庁

につきましては、交付税措置のない県単独で配

置している教職員や現業職員について見直しを

行っており、また警察職員につきましては、警

察事務職員数が交付税措置を超えて配置されて

いることから、見直しを行っております。

次に、2、施設管理等でございます。
水産調査船配置数の見直しにつきましては、

他県比較の視点で見直しを行っております。調

査船単独配置数は、佐賀、熊本、長崎の3県が2
隻、その他は1隻もしくは漁業取締船との兼用
でございまして、調査船の老朽化のための修繕

費が年々かさんでいることからも、1船を廃船
としております。

次に、3、補助金等でございます。
低コスト耐候性ハウス整備への県単独継足し

補助金の見直しにつきましては、他県比較の視

点での見直しでございまして、九州各県では、

本県と佐賀県のみが実施をしていたという状況

であったことから、平成31年度から段階的に補
助率を見直し、平成33年度に廃止することとし
ております。
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また、港湾施設整備特別会計繰出金につきま

しては、交付税乖離の視点で見直しを行ってお

ります。港湾施設使用料収入等による独立採算

が原則となっておりますけれども、交付税措置

を超えて一般会計からの繰入れにより収支均衡

を保っている状況でありましたため、国際観光

クルーズ船関係ツアーバスの駐車料金を有料化

したほか、歳出の見直し等により繰出金の削減

を図っております。

次に、4、普通建設事業でございます。
普通建設単独事業につきましては、他県比較

の視点での見直しでございます。平成21年を
100とした場合に、直近の平成28年度決算を比
較してみますと、他県に比べて突出して高い水

準となっておりました。このため、当初予算編

成における要求基準、いわゆるシーリングを設

けまして、平成31年度当初予算におきましても、
平成30年度と同様に10％の削減を行っており
ます。なお、本委員会でもご議論いただきまし

た自然災害防止対策事業については、この対象

外ということにしております。

最後に、5､使用料等収入でございます。
国際観光クルーズ船係船料の引上げにつきま

しては、他県比較の視点での見直しでございま

して、長崎港と同様にクルーズ船の入港が多い

博多港の水準を参考として、段階的に引き上げ

を行うものであります。

以上でございます。

よろしくお願いいたします。

【大場委員長】以上で説明が終わりましたので、

まず、陳情審査を行います。

配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくこととします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

うことといたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 次に、所管事務一般について、

ご質問はありませんか。

【宮本委員】それでは、議案外所管事務一般に

ついて質問をいたします。

まず、危機管理監からです。議案説明資料（追

加1）になります。「救急自動車の緊急走行時
におけるＥＴＣレーンの利用について」という

ことでありました。この課題につきましては、

1年間ずっとこの委員会でも質問をさせていた
だきまして、今般、こういった形で協定が締結

したということを非常にうれしく思っておりま

す。

そもそも大村の木場スマートインターチェン

ジを救急車が通らないということから発して、

いろんな意見交換もさせていただきました。こ

れによって、専用のカードを使ってＥＴＣが通

れるようになったということは、うれしく思っ

ております。利用台数につきましても、前回の

委員会でも確認したとおり、多いということが

わかりました。

今後、消防本部に対しまして、ということで

ありますが、今からのスケジュールについて、

ご説明をいただけますでしょうか。

【宮﨑消防保安室長】 今後、2月末で協定を結
びまして、その協定で定めていない細かい項目

を今、若干調整しておりますので、そのあたり
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がはっきりしましたら、市町消防のほうに具体

的に通知をしまして、その利用の促進を促して

まいりたいと思います。

市町のほうで救急車にＥＴＣの車載器を取り

付けまして、市町の負担でカードの交付申請を

していただくということになりますので、基本

的には、市町でご判断いただくことになるんで

すけれども、こうして締結ができましたので、

利用を促してまいりたいと思っております。時

期的には未定ですが、細かい点の打ち合わせが

終わり次第、取りかかりたいと思っております。

【宮本委員】あとは各市町に協議になるという

ことであります。言われましたとおり、しっか

りと周知徹底を促していただきたいと思います。

これは非常に大事なことでありますので。

もちろんＥＴＣを通行する際の料金は国負担

という形になるのかどうか、再度確認ください。

【宮﨑消防保安室長】 「道路整備特別措置法」

に基づきまして、救急自動車が高速道路等を緊

急走行する場合の費用は、国で負担するという

ことになっております。

【宮本委員】わかりました。国負担ということ

でありますので、しっかりと促していただきた

いということを強く要望いたします。あと経過

がわかりますならば、また連絡いただければと

思います。

ちなみに、これが2月27日でありました。1月
21日に、実は、佐賀が救急車ＥＴＣ利用可能と
いう記事が載っていまして、佐賀に先越された

かなというのがありますが、やはり全国的にも

こういった流れはあるんだなということを改め

て確認させていただきました。佐賀県において

は、1月21日に西日本高速道路と締結したとい
うこともあります。この中にとってもメリット

は大きいということで産婦人科のドクターも言

われていますので、しっかりこういった形の記

事も参考にされながら、各市町のほうには促し

ていただきたいと思っておりますので、今後こ

ういった利用が促進できるように、そしてまた

1秒でも10秒でも早く搬送ができる仕組みづく
りを確立していくという、そういった基本に立

ちながら進んでいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

あと、総務部についてです。これも説明いた

だきました資料の追加1、「綱紀の保持」にな
ります。これを読ませていただきまして、こう

いったこともあるんだなと思っています。真ん

中の段です。平成29年度から平成30年度にかけ
て、飲酒などを繰り返し行っていた職員という

形です。あってはならないことですよね。これ

は懲戒処分とありますけれども、果たして、こ

の処分が妥当なのかどうかということを改めて

確認したいと思いますが、ご意見をいただきた

いと思います。

【大安人事課長】今回の不祥事につきましては、

職員が起こしたことにつきましては、大変申し

わけなく思っております。

ご指摘いただきました飲酒行為における処分

の判断でございますけれども、この処分の量定

につきましては、飲酒行為の他県での処分事例

などを踏まえながら、弁護士のほうにも相談を

いたしまして慎重に判断をした上で、今回の減

給3月という懲戒処分を行ったところでござい
ます。

【宮本委員】他県と比較して妥当であるという

ことではありますけれども、移動中の車内での

飲酒ということは、飲酒運転ではないというこ

とでよかったでしょうか、確認させてください。

【大安人事課長】今回、職員が飲酒運転を行っ

たものではございませんで、公用車の後部座席
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に乗車していたところで飲酒をしたということ

でございます。

【宮本委員】しかも、時間外勤務中での飲酒と

いうこともありますね。あってはならないこと

ですよね。こういったことがあるということが

どういうことかなということで、いまだ信じら

れない気持ちでおりますので、これは再発防止

というか、今後の対応はどのようにやっていく

のかというのをお聞かせください。

【大安人事課長】当該職員につきましては、も

ともと酒好きというか、飲酒の量も多かったと

いうような側面もございます。現在、飲酒を控

えるというふうなことで、飲酒を伴う場合の参

加というのは自重するなど、そういった意思の

コントロールというのを行っているところでご

ざいます。そこにおきまして、職場でも当該職

員に対しては、定期的に面談を実施するなどし

まして、継続的な観察指導を行うようにいたし

ております。

また、全体的な再発防止という観点もござい

ます。今回、処分案件が2件もございました。
この際ということで、各所属長に対しまして、

綱紀の保持の依命通達を発出しまして、服務規

律の確保ということの徹底、また当日、各部の

主管課長会議を開催いたしまして、職員一人ひ

とりに対して、綱紀の保持の徹底を図るように

周知徹底を行ったところでございます。今後、

こうした職員の規律確保につきまして、全力を

尽くしてまいりたいと考えております。

【宮本委員】執務室において時間外勤務中の飲

酒行為、そして移動中の車内での飲酒行為とい

うことです。これはしっかりと、監視というふ

うなものが適当なのかどうかわかりませんけれ

ども、注意をしておっていかなければならない

ことであろうと思います。日頃からの接し方、

日頃からの上司と部下の関係といいますか、周

りとの関係性というのも大事になってこようか

と思います。この部署だけに限らず全庁挙げて

やっていくことが大事であろうと思います。こ

ういったものが起こると、県民の方々の不信感

というのはやっぱり募るばかりでありますから、

綱紀の保持、これは言うまでもないことである

ので、こういったものが出ないような形でしっ

かりと取り組んでいただきたいと思いますが、

この件に関しまして、総務部長、今回は退職と

いう立場であられるかもしれませんけれども、

最後に、しっかりと徹底をするという観点から、

何かご意見をいただければと思います。

【古川総務部長】 今回、2件こういう形で綱紀
の保持ということで出すような形の状況になっ

たということは大変申しわけなく思っていると

ころでございます。

特に、時間外勤務の時の飲酒であるとか、公

用車出張中の車内での飲酒、普通考えられない

ことでございまして、業務に対する仕事の意識、

そこが要するに、ここまで低いというふうな状

況でございます。これは周りの人間は当然わか

るような状況ではないかと思いますので、そう

いうふうなことについては、すぐに報告を上げ

させて、上司とかは、そういうふうなことはだ

めだというのは当然わかっているわけですから、

要するに、そういうふうな情報をしっかり上げ

られるような体制というのも監視という意味で

は必要かなと思っております。

いずれにしましても、こういうことがないよ

うに、県民の信頼を損ねることがないように精

いっぱい努力をしていきたいと思っております。

【宮本委員】しっかりと努めていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。
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それと、最後に1点だけ、同じく総務部関係
ですけれども、昨年から私もこの委員会でもい

ろいろ意見もしておりました障害者雇用の水増

し問題についてです。それを受けまして、さま

ざまな処分もあったことは聞いております。今

回、それを受けて、初めての採用試験になりま

したが、それに特化した障害者の採用試験の結

果等について、精神障害者で、今回からたしか

知的障害者も枠を広げるとお聞きしております。

あと身体障害者、それぞれで採用結果等々がわ

かれば、教えていただければと思います。

【大安人事課長】今回の障害者を対象としまし

た正規職員の採用につきましては、今ご指摘い

ただきましたとおり、受験資格要件の見直しを

行いました。障害区分、身体障害者に限定して

おりましたものを、精神障害者、知的障害者も

対象とするというようなことで、追加試験を実

施したところでございます。その結果でござい

ますが、知事部局におきまして、先月、新たに

6名の方が合格されたところでございます。こ
の合格者6名の障害区分といたしましては、4名
の方が身体障害者、2名が精神障害者になって
いるところでございます。

【宮本委員】 知事部局において6名合格で、身
体障害者の枠が4名、精神障害者の枠が2名とい
うことであります。

これは前年度と比べるとどうですか。前回と

比較するとどのようになっているかというのは

わかりますか。

【大安人事課長】 今年度の4月に採用された方、
昨年度の試験の数でいけば1名ということでご
ざいます。それは制度改正前ですので、身体障

害者の方1名ということでございます。今年度
につきましては、先ほど申し上げました追加試

験の前に、11月に先に1回目の試験をいたして

おります。そこの中で身体障害者4名の方が合
格をされております。ですので、今年度の合格

者は計10名となっているところでございます。
【宮本委員】 わかりました。

障害者雇用率というのは、この段階でわかり

ますか。全体的な率がわかれば教えてください。

【大安人事課長】障害者の雇用率につきまして

は、6月1日時点での率ということになってまい
りますので、現時点では、率はまだわからない

ということでございます。

【宮本委員】 わかりました。

また今後もしっかりと障害者の雇用について

は枠を広げる、もしくはしっかり対応していく、

そしてまた雇用率達成に向けて、しっかりと対

応していただければと思いますので、よろしく

お願いします。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

【吉村(庄)副委員長】 先ほどお話ししておった
県有地の売払収入に関連して続けさせていただ

きたいと思います。最近のもので結構ですけれ

ども、いわゆる売却が可能な県有地、あとどの

くらい残って、その評価額は幾らなのか教えて

ください。

【赤尾管財課長（参事監）】 処分等の予定地に

つきましては、管財課で廃止した庁舎、学校、

職員公舎の跡地等を取りまとめておりまして、

最近の数字でいきますと、平成29年度末時点に
おきまして、処分予定地は94件、概算の評価額
は約13億円となっているところでございます。
【吉村(庄)副委員長】 私は、これは売却する場
合のいろんな条件といいますか、そういうもの

に非常に難しいところもあるんじゃないかと思

いますが、評価額で13億円程度ということです
から、先ほど財政課長からも、財政構造改革の

ための総点検、主な見直しということでありま
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したが、いずれにしましても、中期財政見通し

の関係も含めて県財政は非常に厳しいんですよ

ね。したがって、これは財政課長にお尋ねしま

すが、13億円ぐらいというのは現在時点の評価
ということになるのですが、時価にすると、こ

れは相当なものになるのではない、こういうふ

うに思うんですが、こういうところの活用とい

う問題について、財政課としては、どういうふ

うに考えているのですか。

【古謝財政課長】本県の財政状況につきまして

は、社会保障費等の義務的経費が伸びる一方で、

歳入の部分、税収入ですとか交付税の部分の伸

びがそれに追いついていないという状況で、結

果、基金の取り崩しに頼らざるを得ないという

状況でございますので、できるだけそうした一

般財源といいますか、自由に使えるお金という

のは確保したいと考えておりますので、未利用

地の活用についても推進を図っていければと考

えております。

【吉村(庄)副委員長】 以前もお聞きしたことは
あるんですけれども、管財課長、未利用地の売

却に向けて、どういう手だてを講じておられる

か教えてください。

【赤尾管財課長（参事監）】 売却地につきまし

ては、平成23年度から管財課で一元管理をして
おりまして、まず一般競争入札、インターネッ

ト入札、その後は、先着順による随意契約、そ

れと不動産業者への仲介依頼ということで売却

の促進を図っているところでございます。

【吉村(庄)副委員長】 この中身は、まだ売却で
きていないものの中には、長年にわたって、例

えば佐世保市で言えば、傾斜地の以前の県の職

員の個人公舎あたりも残っておったり、あるい

はまたその中でも、建物についてはもう古くな

っているから解体しているけれども、土地は依

然として残っているところで、車の出入りも非

常に困難だと、こういうところもあると思って

いますが、そういう状況のことも当然ながら頭

の中に置いて考えていただいていると思います

けれども、先ほど財政課長も答えておりました

が、こういう点について言うと、一般財源とい

うことで、ほかの事業、その他含めて考えてい

かれるということになっていく部分があるわけ

ですから、見直しの中で、これは全部私は賛同

できるものばかりではないんですけれども、例

えば、全庁的に職員給与というところでいきま

すと、教員の県単の定数については減らすとい

うことでずっと見直していくんだと、こういう

表明がありました。ここで言いましても、それ

は県の職員で言いましても、この前から私も一

般質問等でお願いしておりましたが、教職員に

ついて言えば、給特法という特例的な時間外と

の関係で一定の法律もありますけれども、要す

るに、このたび県の教育委員会、教育庁のほう

では、県内の教職員の長時間労働というものも

一定考え方を示して、長時間労働をしないよう

な状態をつくり上げるということになったので

すが、県単であっても職員定数が必要だという

ことで考えられておったものが減らされるとい

う状況、あるいは減らさなければならないと、

こういう状況に県の財政があるし、基金の残高

の問題もありますが、こういう点については、

もっと積極的に、具体的にそれぞれの地域でも、

出先も含めて知恵を絞って、処分を早めると。

もちろん評価額は13億円ですけれども、私は、
時価にするともっと高くなるのではないかと、

必ずしも1件1件はそういうことに当たらない
かもしれませんけれども、全通的には高くなる

のではないかと思いますから、ぜひ努力をして

いただきたいと、こういうことを申し上げてお
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きたいと思います。答えは努力していこうとい

うことで返ってくると思いますから、要望にさ

せていただきたい。

それから、危機管理監のほうです。去年も玄

海原発万一の事故に備えての原子力災害の防災

訓練がありました。佐世保では原子力潜水艦、

いわゆる原子力艦艇、こういうものもありまし

たが、原子力発電所のことに限って結構なんで

すけれども、前からいろいろ心配しているのは、

避難のところで課題が多く残っているんじゃな

いかと。それは起こったらいけませんけれども、

万一、起こった場合の課題という意味では、避

難の時間、こういうことの中で、特に、鷹島か

ら陸路で避難する場合の佐賀県の県道について、

余り拡幅とか、時間短縮をするための措置、つ

まり、道路改修が進んでいないという話を聞い

ておりますが、一体どのようになっているのか、

玄海のほうから伊万里側に来る県道の改修状況

というのはどういうふうになっているのか、ぜ

ひ教えていただきたい。

【近藤危機管理課長】鷹島町から避難先につい

ては、地域防災計画上、波佐見町のほうに避難

をするというような形になっておりますけれど

も、そこの陸路の避難に当たっては、佐賀県道

の筒井万賀里川線という道路を通って陸路で避

難をすると計画上なっているところでございま

す。佐賀県道ということでございまして、国に

対しても要望するとともに、佐賀県に対しても

要望をしております。具体的には、昨年11月、
知事と関係の4市町等が上京しまして、内閣府
に、インフラ整備を含む原子力防災対策の要望

を実施している中で、具体的に、この道路も挙

げまして要望を出しているところでございます。

また、佐賀県につきましても、国も一緒に佐賀

県に対しても働きかけをいたしているところで

ございますが、現状のところ、まだ整備という

ような方向には至っていないという状況でござ

います。

県としては少しでも住民の方に目に見える形

で整備ができないかというようなところで、内

閣府の事業である原子力災害時避難円滑化モデ

ル実証事業というモデル事業も使えないかとい

うところも含めて、今、佐賀県に働きかけをし

ているところでございます。

【吉村(庄)副委員長】 状況をそういうふうに聞
いているものですから、私は非常に懸念をして

いるんです。

それで、具体的にお尋ねしますが、陸路を使

って鷹島のところから、あなた方が設定してい

る中身で結構ですから、波佐見まで、例えば、

3年前かかった時間と昨年かかった時間という
のは現実問題として短縮できているのですか。

私は、佐賀県の県道は抜本的に解決されるの

を非常に強く求めていきたいわけです。佐賀県

のことでもありますけれども、だからさっきお

っしゃったような取組ということになっている

わけですが、同じルートでの波佐見までのこの

件について考えれば、実際に、避難時間は余り

変わっていないんじゃないかと。どういう状況

になっていますか。

【近藤危機管理課長】 去る2月2日の原子力防
災訓練で、実際この佐賀県道を通って鷹島町か

ら波佐見町に移動をした時間というのは、バス

で約2時間かかっております。これは毎年やっ
ているところではございますけれども、現状と

して、時間短縮には至っていない現状でござい

ますが、実際の移動としては、通常の信号とか

に沿って、赤なら赤で止まるという形にはして

おりますけれども、白バイ、パトカーとか、そ

ういったような先導も付けて訓練はやっており
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ますし、万一の際であれば、筒井万賀里川線の

ような対面通行が厳しい道路につきましては、

片側通行、一方通行で対応できないかというよ

うなところを含めて関係機関と協議をして、そ

れはぜひ実現して、できるだけ時間短縮を図り

たい。しかし現実問題として、インフラ整備に

は時間がかかると考えられますので、その間に

万一のことがあっても安全・安心に避難ができ

るような対策をとれるよう考えてまいりたいと

考えているところでございます。

【吉村(庄)副委員長】 今の問題について言えば、
まだほかにも介護施設、病院、そういった問題

もありますが、今も2時間を規定して、それに
こだわって言うわけじゃございませんけれども、

万が一、大事故になって、放射物質について空

間に云々ということで、風向かれこれも影響あ

りますけれども、こういう状況になった時に、

2時間ということでいった場合に、私は、非常
に厳しい状況になるんだろうと思うんです。起

こってはいけませんけれども。だから、そうい

うことも含めて、私から言わせると、佐賀県に

ついて言うならば、玄海原発で、玄海町につい

ては立地ということ、佐賀県についても立地と

いうことで、該当しないところについてはない

国の財政措置もあるわけですから、やっぱりそ

ういう点を含めて、ぜひ陸路の使い方について

は、佐賀県に対しても、国に対しても、きちん

と改善をしていただくようなことを強く言って

いかなければいけないのではないか。もちろん、

そればかりに頼るわけじゃなくて、海路そのほ

か考えて、あるいはまたそういう時の道路の使

い方、こういった問題については創意工夫をし

てやっていかれることは当然だろうと思います

が、ぜひこの点については力を入れてやってい

ただかないと、本当に万一あった場合は大変な

ことではないかと。これはもちろん長崎県もで

すけれども、佐賀県だって大変だと思いますか

ら、ぜひ努力をしていただきたいと、こういう

ことを申し上げて、私からの所管事務一般につ

いての質疑は終わりたいと思います。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

【吉村(洋)委員】 1点、大綱的に質問させてい
ただきたいと思いますが、平成31年度の当初予
算というので、先ほど財政課長から、非常に厳

しいということからの見直し項目等の概要が説

明があったわけですが、予算編成の基本方針と

いうところについて、一層の選択と集中を図ら

なければならないので、新たな視点や発想を取

り入れながら施策を分野横断的に展開してまい

りますということがあるわけですが、これの意

味するところ、新たな視点や発想というところ

がどういうところに出ているのかなと思うんで

すが、それをお聞かせいただきたいと思います。

【古謝財政課長】予算編成の基本方針に記載を

しております新たな視点や発想を取り入れなが

ら、人に生きがいを、産業に活力を、暮らしに

潤いを与えられるような施策を展開してまいり

ますというところですけれども、特徴的なとこ

ろといいますと、やはり人口減少対策のところ

になろうかと思っておりまして、例えば、産業

振興の面で、新たに雇用という視点を用いて地

域産業雇用創出チャレンジ支援事業を立ち上げ

ましたことですとか、また集落支援等につきま

しても、これまでは基本的には市町の役割とい

うことで考えておりましたけれども、県内各地

になかなか今後見通しが立たないような集落が

増えていくということを踏まえまして、県とし

ても、しっかりサポートをするという視点で、

集落支援対策事業等を構築した、そういったと

ころが新たな視点や発想を取り入れながらの施
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策構築の部分になってきたかなと考えておりま

す。

【吉村(洋)委員】 財政課長の思考レベルが非常
に高いので、そういう言葉になってくるのかな

と思いますが、私の思考レベルはもう少し低い

ところにあるものですから、そういう言葉につ

ながっていきません。

先ほどからありましたが、普通建設事業県単

独が8.8％減ですね。構成比率が7.5ポイントで、
平成30年度の8.2ポイントから0.7ポイント下が
っている。これが国の補助事業等を積極的に活

用しながらというところになっていくのだろう

と思いますが、我々の目に一番映るのは、この

県単独というところでございまして、ここが減

らされると、日常の中で非常につらさが出てく

ると。いかにそのつらさを緩和するかというと

ころに工夫が要るんだろうと思いますけれども、

そういう工夫がどこかに出てくるのかなと思う

わけです。

例えば、その財源不足をカバーするのに、先

ほど説明がありました主な見直し項目の調査船

の維持管理、これは1隻あればいいだろうと。
それから、クルーズ船の駐車場の有料化、こう

いうもので約2億円を捻出するというようなこ
と。それから、港湾施設のクルーズ船の係船料

を博多港並みにやると、こういうことは収入対

策としてやっていただきたい。

支出をどんどん絞るというのは、なかなかつ

らさがあって、農林の低コスト耐候性ハウス整

備は10％の継足し補助でございますが、平成33
年廃止に向けて段階的に引き下げていくと。よ

その県はないんだと言いますけれども、長崎県

の特徴としては、やはり中山間地が多いという

ところで、その効率性から考えると他県から劣

るというところがあるわけです。だから、ここ

ら辺もよくよく考えながらやっていただきたい

と。先般も、こういうものは全部一般質問でも

出ておりますけれども、捕獲補助等についても、

私から言わせたら、多少みみっちいカットの仕

方をやろうとされておった形跡があるわけです

ね。ですから、そこをもう少し大所高所に立っ

て、県民が納得するような施策という中でやっ

ていただきたい。

普通建設事業につきましても、約2割、平成
30年度で23.3％が新幹線ですね。平成31年度に
ついても19％あって、これが大きな割合を占め
ているわけで、投資的経費はそうそうカットし

ていないのですよと言いながら、我々の身近な

県単が減るということについて、朝三暮四では

ないですけれども、光が見えてこないというと

ころがあると。そこを幾らかでも光が見えるよ

うにやっていただきたいと思うんですが、そう

いうところについて、財政課長、もう少しご答

弁をいただけないかなと。優しい気持ちで。

【古謝財政課長】まず、普通建設事業単独分で、

平成30年度と比べて50億円減になっているん
じゃないかというところですけれども、これは

先ほどご説明しました普通建設単独事業による

効果というのも中にはあるんですけれども、基

本的には、図書館整備が終わったということで、

それがちょうど50億円程度の減ということで、
ほぼほぼそれになっております。普通建設単独

事業の身近なところでの削減という意味で言い

ますと、午前中にも少し話がありましたけれど

も、自然災害防止対策事業については、むしろ

増額を図っておりまして、国の新たな地方債措

置、緊急自然災害防止対策事業債という交付税

措置の高い起債ができましたので、そこについ

ては平成30年度が14億円程度だったところを、
倍増して30億円程度ということで、安全・安心



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月８日）

- 168 -

に係るそうした身近な単独の建設事業について

は大幅に増額を図って、そういった意味で選択

と集中を図ってきていると考えております。

そのほか、今回、低コスト耐候性ハウスの継

足し等、見直しをさせていただいておりますけ

れども、委員おっしゃるとおり、大きな経済的

影響が出ないように、そこは所管の部局、それ

から関係団体としっかり調整をしながら、今後、

見直しを図っていきたいと思っております。

【吉村(洋)委員】 今、関係部局と調整を図りな
がらという言葉が出てきたので、ありがたかっ

たのですが、一般質問でも触れさせていただき

ましたけれども、部局間の連携というのが今か

ら要るんじゃなかろうかなと。産業労働部と企

画振興部とか、それから教育委員会と文化観光

国際部とか、それぞれでばらばらにやっている

と、似たような事業があったりするので効率性

が損なわれたりする分があって、それを部局間

が連携して整理することで、より効率化が図れ

て、なくなった感も和らげられるということが

あるんじゃなかろうかと思うので、統轄監もで

きましたので、そういう横軸の連携というのは

これから発揮をしていただいて、なかなか統轄

監の効果というのが、まだ来られたばっかりで

すから、平成31年度からその効果がはっきりし
てくるんだろうと思いますけれども、そういう

ことを期待するところでございます。

あと、繰出基準というのがございますが、県

の交通局に対する補助にしても、繰出基準に基

づいてやられているのですが、こういうところ

も県民の足としての県の交通局というところの

役割というのをきちっと構築していかないと、

今後つらさが出てくるんじゃなかろうかなと。

今日の説明書の中でも、先ほどのクルーズ船

のバスの駐車場を有料化するということで、こ

れは特別会計ですが、「繰出基準・交付税措置

を超えた一般会計から繰入により収支均衡を保

っている状況」というのがここにもあるわけで

す。ですから、繰出基準で出しているんですよ

と言うと当然のような感じに見えるのですが、

そこはやはりその妥当性とか、ここはなければ

いけないとかいうところの理由付けがはっきり

してこなければ理解が得づらくなるんじゃなか

ろうかと思うわけでございます。

そういうことで、最後に、先ほどの小規模改

修事業費もそういう気持ちで尋ねさせていただ

いたのですが、厳しい財政の中ではあるんです

が、やはり県民の皆さんに光がともるようなこ

とを念頭に置いて政策を進めていただきたいと

思うわけですが、最後に総務部長の見解をお聞

きして、終わりたいと思います。

【古川総務部長】これまでも申し上げていると

ころでございますが、財政状況は非常に厳しい

中にあって、どうしても何でもかんでもやれる

ような状況にないということでございます。そ

こは選択と集中というのはどうしても必要にな

ってこようかと思います。ただ、一方で、将来

の長崎県が明るい形になるような形の部分で施

策もそちらのほうに重点化していくということ

でございますし、そういう意味では、人口減少

対策というのが最重要課題となっておって、そ

こに重点化をかけていくという状況でございま

す。

いずれにしても、県民が長崎に生まれてよか

った、長崎で暮らしてよかったと、そういうふ

うなことになるように、各部とも連携をしっか

りと図りながら、県民の方々のご意見、ニーズ

といいますか、そういうものをしっかり捉えて、

これからの施策というのは進めていくというふ

うなことで考えているところでございます。
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【吉村(洋)委員】 総務部長におかれましては、

県庁を去られても、今のようなお話の気持ちを

持っていただいて、長崎県の中で今後、これま

での経験をもとに、ますますご活躍をされるよ

うに期待しまして、質問を終わらせていただき

ます。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

危機管理監及び総務部関係の審査結果について、

整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３８分 休憩 ―

― 午後 ２時３８分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

この後、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３９分 休憩 ―

― 午後 ２時４１分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

今定例会で審査いたしました内容（結果）に

ついて、3月13日（水曜日）の予算決算委員会
における総務分科会長報告及び3月15日（金曜
日）の本会議における総務委員長報告の内容に

ついて協議を行います。

それでは、審査の方法について、お諮りいた

します。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありません。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

― 午後 ２時４２分 休憩 ―

― 午後 ２時４２分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

総務分科会長報告及び、総務委員長報告につ

いては、協議会における委員の皆様の意見を踏

まえ、報告させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時４３分 休憩 ―

― 午後 ２時４３分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

ほかにないようですので、ここで挨拶のため、

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時４４分 休憩 ―

― 午後 ２時４９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本任期中における定例会の最後の

委員会になりますので、私からご挨拶を申し上

げます。

総務委員会の委員改選前の最後の定例会にお

ける委員会となりますので、委員長として一言

ご挨拶を申し上げます。

昨年3月に総務委員会の委員長を仰せつかり
まして約1年間、多くの部局を所管する総務委
員会において、定例会における通常の委員会審
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査に加え、決算審査や県内外での現地調査など

を実施してまいりました。

この間、吉村(庄)副委員長をはじめ各委員の
皆様には、ご助言やご協力を賜り、また理事者

の皆様方には、誠意あるご対応をいただきまし

た。おかげさまをもちまして、総務委員長とし

ての重責を果たすことができましたことを、こ

の場をおかりして心からお礼を申し上げます。

さて、本委員会が所管する分野は、総務部を

はじめ、危機管理監、企画振興部、文化観光国

際部、出納局、各種委員会、警察本部と広範囲

にわたっております。

この1年間を振り返ってみますと、昨年の1月
には、新議会棟が完成をし、新議会棟による初

めての委員会が行われました。

また、昨年6月30日には、「長崎と天草地方
の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産登

録が決定し、7月4日に世界遺産一覧表に記載を
されました。

委員会の審査においては、県産品のブランド

化と販路拡大、ＩＲ区域整備の推進、九州新幹

線西九州ルートの整備促進、玄海原子力発電所

の再稼働、国境離島地域の振興、新規国際定期

航空路線の開設、離島航路の確保・維持に向け

た取組、県庁舎の跡地活用など、総務委員会が

所管する事業等について、さまざまな審議がな

されました。その他、論議のありました事項、

懸案する課題はまだまだたくさんございますが、

時間の都合上、割愛させていただきます。

最後になりますが、委員の皆様並びに理事者

の皆様方には、ご健康に十分留意をされ、さら

なるご健勝、ご活躍を心から祈念申し上げまし

て、私のご挨拶とさせていただきます。

本当にありがとうございました。（拍手）

次に、理事者を代表して、総務部長からご挨

拶を受けることにいたします。

【古川総務部長】閉会に当たりまして、総務委

員会所属の各部局を代表いたしまして、お礼の

ご挨拶を申し上げます。

大場委員長 、吉村庄二副委員長並びに各委員

の皆様方におかれましては、多くの部局が属す

る総務委員会において、幅広い分野にわたり、

終始熱心にご審議をいただき、大変貴重なご意

見、ご提言を賜りましたことに対し厚く御礼を

申し上げます。

この間、地域防災力の向上、高齢者の交通事

故防止対策、特殊詐欺被害防止対策、世界遺産

の登録実現と今後の保存活用、国際定期航空路

線の新規開設、観光産業の活性化、特定複合観

光施設ＩＲ区域整備の推進、九州新幹線西九州

ルートの整備促進、国境離島地域の振興などに

ついて熱心なご議論を賜りました。

その中でも、「長崎と天草地方の潜伏キリシ

タン関連遺産」につきましては、11年間の曲折
を経て、昨年7月、念願の世界文化遺産登録と
なりました。改めて、これまでのご支援とご協

力に対して心から感謝申し上げます。

登録後の「潜伏キリシタン関連遺産」への来

訪者は引き続き好調に推移しておりますが、世

界遺産の登録効果を一過性に終わらせないよう、

一層の受け入れ態勢の充実を図るとともに、資

産の適切な保護や周辺環境の保全はもちろん、

次世代へ継承していくためのふるさと教育や構

成資産地域の活性化にも全力で取り組んでまい

りますので、今後とも、県議会並びに関係者の

皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。

また、九州新幹線西九州ルートについては、

与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム

（西九州ルート）検討委員会で整備のあり方が
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検討されておりますが、昨年7月の中間取りま
とめにおいて、整備の前提とされていたフリー

ゲージトレインの西九州ルートへの導入が断念

されたところであります。このため、県として

は、未整備区間の新鳥栖～武雄温泉間について

は、整備効果が高いフル規格による整備方針の

早期決定を国に対して求めております。今後と

も、本県選出の国会議員や県議会の皆様、関係

自治体等と連携を図りながら、西九州ルートの

フル規格による整備の実現に向け、全力で取り

組んでまいります。

このほかにも課題は山積しておりますが、本

委員会において賜りました貴重なご意見、ご提

言を今後の施策に活かしながら、県民の皆様に

具体的な成果をお示しできるよう、職員一丸と

なって取り組んでまいります。

最後になりますが、委員の皆様方におかれま

しては、この4月、一つの節目を迎えられるこ
とと存じます。時節柄、健康には一段とご留意

の上、ますますのご発展、ご活躍をご祈念申し

上げ、簡単ではございますが、お礼のご挨拶と

させていただきます。

まことにありがとうございました。（拍手）

【大場委員長】 ありがとうございました。

それでは、本日の審査はこれにてとどめ、3
月11日（月曜日）は、午前11時から委員会を再
開します。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時５５分 散会―



第 ５ 日 目【集中審査】
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１、開催年月日時刻及び場所

  平成３１年３月１１日

自 午前１１時 ２分

至 午後 ５時１６分

於 委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 吉村 庄二 君

委 員 宮内 雪夫 君

〃 小林 克敏 君

〃 橋村松太郎 君

〃 下条ふみまさ 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮本 法広 君

３、欠席委員の氏名

坂本 智徳 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企画 振興部 長 柿本 敏晶 君

企画振興部政策監
(離島・半島・過疎対策担当) 廣田 義美 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興対策担当) 浦  亮治君

新幹線・総合交通対策課長 早稲田智仁 君

新幹線・総合交通対策課企画監
(航路・バス事業等担当) 椿谷 博文 君

監査 事務局 長 辻  亮二君

監査 課監査 監 町田 博昭 君

６、参考人の氏名

長崎県新船建造費等
検証委員会委員長

池上 国広 君

長崎県新船建造費等
検証委員会副委員長

齋藤 徳篤 君

７、審査の経過次のとおり

― 午前１１時 ２分 開議 ―

【大場委員長】 おはようございます。

ただいまから、総務委員会及び分科会を再開

いたします。

なお、坂本(智)委員から欠席する旨の届出が
出ておりますので、ご了承をお願いいたします。

なお、橋村委員より、所用により本委員会へ

の出席が遅れる旨の連絡があっておりますので、

ご了承をお願いいたします。

本日の議題は、株式会社五島産業汽船の航路

問題等についてであります。

そのため、理事者の出席範囲については、議

題に関連する範囲とし、お手元の配席表のとお

りと決定したいと存じます。

審査は、お手元に配付しております審査順序

のとおり、午前中は監査事務局との質問・応答

を行い、午後からは参考人との質問・応答、そ

の後、企画振興部との質疑を行うこととしたい

と存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、これより監査事務局関係の審査に

入ります。

監査事務局より、配付資料の説明をお願いい

たします。
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【町田監査課監査監】それでは、お手元にお配

りしております離島航路におけるリフレッシュ

事業の聴き取り調査について、監査事務局から

ご説明いたします。10分ほどお時間を頂戴いた
します。

この資料は、平成29年9月定例会一般質問に
おいて、山田博司議員からの離島航路における

リフレッシュ事業についてのご質問を受けまし

て、監査事務局から新幹線・総合交通対策課へ

の聴き取りを行い、同年12月に山田(博)議員へ
調査結果としてお渡ししたものでございます。

報告書の2ページをお開きください。
「3 監査事務局の対応」でございます。「（2）
事務局内での対応」といたしまして、まず、9
月29日付で企画振興部長宛てにあらかじめ質
問項目を送付し、その後に聴き取り調査を行い

ました。

「第2 聴き取り調査の実施」で、2の①のと
ころにございますように、聴き取り調査は平成

29年10月13日に実施し、3ページの「3 聴き取

り調査項目」に記載の5項目につきまして、そ
れぞれ聴き取りをいたしました。

以降の「第3 聴き取り調査の結果」からは、

聴き取りの結果を各項目に沿って記載したもの

です。

まず、「1 事業予算承認の経緯、配分状況

等の補助金交付の経緯について」でございます

が、本件事業における国の交付金及び県費補助

金の仕組み等について記載するほか、4ページ
の「（3）事業予算承認の経緯、配分状況につ
いて」では、23年度に換装したエンジンに多額
の修繕費用が発生していたことから、新船建造

費等検証委員会の検証結果を踏まえ、長崎～鯛

ノ浦航路の安定・安全運航の維持に必要である

との判断から、県費補助金の交付を認めたこと

などを記載しております。

4ページの下の方になりますけれども、「2
新船建造費等検証委員会の協議内容等につい

て」では、「（2）委員会の開催状況等につい
て」で、検証委員会の概要や協議の方法等につ

いて記載をするほか、5ページの「（3）委員会
における協議内容と担当課の判断について」で

は、例えば6ページの上の方の⑦のところに、
多額の修繕費が発生していたことやエンジンを

取り替えないことによる事故発生の懸念につい

て事業者から委員会へ申し出があったこと、次

の⑧にはエンジンの換装により大幅なコスト削

減が達成できる見込みとなっていたこと、⑨に

は新しいエンジンには長期間の保障が付帯して

いたことなどを記載しております。

7ページをご覧ください。「3 補助金の適正

性について」ですが、（2）の①には、エンジ
ンが耐用年数より短期間で交換が必要というこ

とであれば、補助目的は達成されていないので

はないかとの点につきまして、担当課から以下

のとおり回答があったということで書いており

ます。

②の3行目に、リフレッシュ事業は、そもそ
も複数回の船舶の修理点検や部品の取り換え等

を予定しており、今回の事例においても適正な

判断により行われたものであること、③といた

しまして、28年度事業で取り外したエンジンは、
減価償却期間に限らず、県費補助金額を運賃割

引として利用者に還元を終えるまでは事業者が

保管することなど、担当課からの回答内容を記

載しております。

9ページをお願いいたします。
「（4）『ありかわ8号』の航路変更について」
でございます。ありかわ8号の航路が、平成29
年5月から福江～佐世保航路に変更されたこと
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については問題ないのかと。この確認に対しま

して、補助を受けた、当時就航しておりました

鯛ノ浦～長崎航路における運賃割引はその後も

継続されておりまして、航路の変更は問題ない

との回答が担当課からあった旨記載をいたして

おります。

9ページの中ほど、「4、換装したエンジンの
保管、管理、処分の状況について」ですが、「（2）
換装したエンジンについて」として、28年度事
業で取り外したエンジンは、必要に応じて担当

課職員が現地確認していること、また、事業者

が予備エンジンとしてメンテナンスを行いなが

ら保管していることなどを記載しております。

10ページの中ほどになります。「5 『あり

かわ8号』の工事内容、コスト比較について」
ですが、山田(博)議員からの短期間で2回のエン
ジン換装を行っていることが疑問であるという

質問の趣旨に基づき、県内で比較可能な他社の

同型船の情報があれば、その工事内容、コスト

比較を行うなどして妥当性の確認を行うことも

検討いたしましたが、これについては担当課か

ら得られる資料がなかった旨を記載しておりま

す。

「第4 判断」ですが、11ページをお願いし
ます。

「1 判断」ですが、これはこれまで述べた5
項目の聴き取り調査の結果を踏まえた監査事務

局としての判断を「（2）本件の判断について」
として記載しているものです。

専門的な知見を有する検証委員会においては、

11ページの下の方になりますけれども、①エン
ジンの不具合状況及び修繕金額、②エンジン換

装によるコスト削減額、③再発防止の取組につ

いて検証が行われ、12ページの2行目になりま
すけれども、委員会は、船舶の長寿命化、安全

運航確保の観点から換装計画は妥当と認める判

断を行っていることなどから、監査事務局とい

たしましても、補助金交付の判断が妥当ではな

いとは言えないとの判断に至っております。

また、減価償却期間が残存しているエンジン

換装については補助事業で取得した財産の処分

に当たらないかとの論点については、事業者が

県費補助金額を運賃割引として還元を終えるま

で予備エンジンとして保管を続けることから、

補助の交付の目的に反して使用しているとは言

えないと監査事務局としても判断しております。

以上のことから、「2 結論」でございます

が、本件リフレッシュ事業予算の承認及び配分

状況並びに当事業の透明性については問題がな

いと判断するとの結論を記載しております。

以上をもちまして、本日配付資料についての

説明を終わります。

【大場委員長】それでは、委員からのご質問を

お受けいたします。

質問はありませんか。

【吉村(洋)委員】 ざくっと説明を受けたので、

見る時間が多少ほしいんですが、これは、平成

29年9月に同僚の議員が一般質問で、監査委員
会に「どうですか」と振られたものだから、監

査事務局としても多少聴き取りを行った結果と

考えております。

我々が今まで考えておったのは、このリフレ

ッシュ、リプレイスという事業については、社

会資本何とかでしたか、国が全額補助をするん

だろうと、大体そういう認識でおったんですが、

この資料を見せていただくと、3ページで、平
成28年度のエンジン換装の事業については国
が10分の6.435、県が10分の3.565の負担で事業
がなされているというふうにとれるんですが、

そのようなことと解釈してよろしいんですか。
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【町田監査課監査監】はい、そのように聴き取

っております。

【吉村(洋)委員】 これまでは、国の事業で補助
が出るので、とりあえず県はその中継ぎ役とい

うような感じを受けておったんですが、そうで

はないと。県も主体となって、いわゆる補助金

を支出しているということになるわけですね。

そうすると、よく確認をしてなかったというこ

とでは困るなということになるわけです。

ずっとここに記載があるんですが、平成23年
度に換装をしたエンジンが故障が多かったとい

うことで、結果論をずっと受けられて、監査の

聴き取りだけで、それ以上の交渉はなされなか

ったのだろうと思います。そもそも、なんで故

障がそのように多かったかという原因の究明が

なされていないような気がするんですが、そう

いうところは監査事務局においては、聴き取り

だけで尋ねはしなかったということですか、い

かがでしょうか。

【町田監査課監査監】 平成23年度に換装をい
たしましたエンジンが非常に故障が多かったと、

その故障の原因について聴き取りをしているの

かというご質問だと思いますけれども、新幹

線・総合交通対策課からは、結果として平成23
年度に換装をしたエンジンが非常に故障と申し

ましょうかトラブルが多いと、したがって非常

に多くの修繕費がかかっているというご説明が

あっております。

では、平成23年度に換装したエンジンが、何
ゆえにそういうふうに頻発する故障が出てくる

のかという部分については、ご説明を受けてお

りません。

【吉村(洋)委員】 監査事務局に専門的に聞くの
もどうかとは思うんですが、ここではっきりと

なったことは、国の補助金100％でやっている

のではなくて県単補助を出していることについ

ては、やはり監査事務局としても、普段より、

より一層の注意を払っていただかなければなら

なかったんじゃなかろうかなというところが見

えてくるわけです。

ページを追って質問させていただきますが、

4ページの④で、リフレッシュ事業においては
補助交付額の全額を運賃の割引を通じて利用者

に還元することから、直接的に企業の利益にな

るものではなく、離島住民の負担軽減と交流人

口の拡大のための制度なんだと、これはまさに

読んでそのごとしということでわかるんです。

だから私も、この事業がだめなんだとは一言も

言ってはおらないわけで、この事業を通して活

用の仕方に多少課題を残しているんじゃないか

と、そういう課題を残すと、今後のこういう事

業展開が。

長崎県の場合は離島が多くあるわけですから、

こういう事業に関して全国的にいかがですかと

いう話を聞いた時に、ほぼ長崎県だけなんです

というような状況を考えたら、こういう制度を

残すためには、この大もとの長崎県がしっかり

しておかんと、国としてもこの制度を。

一応本年度で5年の事業期間が終了するよう
ですが、新たにまたそういう需要が出てきた時

に、立ち上げてくださいよという整合性という

か妥当性が問われざるを得ないような状況にな

ってはいかんので、この検証をちゃんとやらん

といかんということで進めさせていただいてお

るんです。

これは運賃補助をやるんですよと、補助金を

交付された額で。そうしたら、1回のエンジン
換装で約1億5,000万円程度と考えて、これを運
賃割引の総額と比較した時に、ちょうど同等の

価格、ペイするのかなと思うんですが、そこら



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月１１日）

- 176 -

辺は検証をされたのか、いかがでしょうか。

【町田監査課監査監】県の方で、国の交付金と

合わせてですけれども、助成をいたしますと、

最終的に、先ほど委員おっしゃいましたように

利用者の方に還元をされると。その還元をされ

る額と、これまでにリフレッシュ事業において

補助をした額の均衡のお話かと思います。

最終的に利用者に運賃割引で還元をされると

いうことですので、当然今後も引き続いて割引

をしていただく必要がございます。

この割引というものは、額としてはもちろん

補助金の額を割り引いた部分で還元していくと

いうことなんですけれども、航路の利用者は今

からずっと変遷してまいりますでしょうし、こ

の利用者が何人かという部分の変遷において、

その還元がいついつまで続くということになり

ますので、例えばボリュームとしていつまでそ

れが続くのかという部分については不確定かと

は存じますけれども、いずれにしても、運賃割

引という形で補助した額が全額還元をされる仕

組みになっていると伺っております。

【吉村(洋)委員】 その辺は確認をしておいてい
ただけたらなと思います。専門的には企画振興

部が窓口で、そこの制度自体はわかっているの

かもしれませんが、せっかく聴き取りをされた

ということであれば、そういうところのいわゆ

る整合性がどういうふうにとれているのかと。

運賃割引も区切られた期間があるようですか

ら、未来永劫続くわけではなくて。リフレッシ

ュ事業を活用したら、その分で何年から何年ま

で運賃割引をしなければならないとか、たしか

そういう決定の仕方になっていたような気がす

るんですが、それが今の監査監のお話のように

つり合いがとれるまで続くのかどうかというの

が聞きたかったんですが、それ以上のことは、

ここでは無理かなと思いますが。

それと、4ページの⑥で、「ありかわ8号につ
いては、23年度及び28年度にリフレッシュ事業
でエンジン換装を行っており、県費補助金を多

く受給している。しかし、その他の年度の受給

額は少額で、各年度を累計すると、同社が他社

と比べて突出して補助金を受給しているとまで

は言えない」と、この中身が少しわかりづらい

んです。

県内にほかにも離島航路業者があるわけです

が、リフレッシュ事業は全体として毎年どれく

らいの活用があって、金額としてどれぐらいで、

どこの事業者が活用していたか、年度ごとの区

分け表みたいなものがあればわかりやすいんで

すが、そういうことは求めませんでしたか。

【町田監査課監査監】 平成29年10月当時に、
どのようなヒアリングの中で詳細にやりとりを

したかというのは、私も承知していない部分は

あるんですけれども、委員おっしゃいますよう

に、他県にも航路事業者がおられて、このリフ

レッシュ事業を活用されていると。その累計額

として幾ら助成をしたのかというのは出ており

ますし、他社とこの五島産業汽船との比較も当

然可能であろうと思います。その結果として、

こういう取りまとめの仕方をしておりますので、

大変恐れ入りますけれども、その辺の額の比較

については、新幹線・総合対策課の方にお尋ね

いただければありがたいと思います。

【吉村(洋)委員】 そのような答弁になるのかな
と思いますが、そこら辺は後もって企画振興部

にも聞きたいと思います。

その次の5ページ②の委員会とは検証委員会
ですね。平成29年3月17日、ホテルセントヒル
長崎で開催をされております。

この折の出席者で、委員が4名、事務局とし
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ての担当課の4名というのはわかるんですが、
運航事業者等の会社の常務、部長、課長とはど

こが出られたのか。当該事業者の役員というこ

とになれば、これはちょっと公平性に欠けるの

ではないかと思うんですが、そこら辺がわかっ

ておられればお知らせいただきたいんですが。

【辻監査事務局長】私どもの聴き取りでは、こ

の運航事業者とは、当時の五島産業汽船の記載

の役付きの方々がご出席になられたと認識をし

ております。

【吉村(洋)委員】 当該事業者が検証委員会に出
て説明をするということになるのかなと思いま

すが、平成29年3月というのはエンジン換装事
業が済んだ翌年ですね。その前年、翌年に検証

するのも委員会の役割と記載があるので、そう

いうことで呼ばれたのかなと思うんですが、そ

の時にこの事業者が出ることによってどのよう

な委員会での利益といいますか、具体的な検証

がなされたのかなと思うんですが、そこら辺は

聴き取りの中では及んでおりませんか。

【辻監査事務局長】 平成29年3月17日の、換装
が済んだ後の検証委員会におきましての詳細な

聴き取りは行っていないかもしれませんが、結

論といたしましては問題がなかったという委員

会の検証結果であったというふうに聴き取って

おると思います。

【吉村(洋)委員】 そこら辺がもう少しつまびら
かにならんと、その次がわからないんですが。

その時かどうかはわかりませんが、5ページ
の「（3）委員会における協議内容と担当課の
判断について」で、④の「ありかわ8号」に対
する平成22年度から26年度までのリフレッシ
ュ補助期間、それと28年度に行ったリフレッシ
ュ補助のエンジン換装や修繕については、事業

者がリフレッシュ補助を申請する場合のみ、そ

の妥当性について委員会は検証を行ってきたと

いうことで、⑤で「工事内容やコストの妥当性

について問題を指摘されたことはない」と言い

ながら、次のページの⑥で「平成28年3月の定
期の委員会において、ありかわ8号は詳細資料
により引き続き精査となっているが、これは問

題点の指摘があったわけではなく、慎重かつ丁

寧な検証を行う必要性があるとの判断」と、こ

こら辺の言葉の言い回しが非常にわかりづらい

んですが。

私からすれば、「詳細資料により引き続き精

査」というのは、ちょっと課題が残っておるん

じゃないかと、問題があるんじゃないかという

ふうに思えます。しかし、その後で「問題点の

指摘があったわけではなく」と否定をして、そ

れから「慎重かつ丁寧な検証を行う必要性があ

る」と、これは矛盾しておりませんかね。そこ

ら辺は、聴き取りの中で監査としてはどう思わ

れましたか。

【町田監査課監査監】 報告書の6ページの⑥の
ところで、「詳細資料により引き続き精査とな

っている」と、これは28年3月の定例委員会の
結果で事実と伺っております。

要するに、通常であれば9年ほどもてると想
定される中で、5年ぐらいで換装をするという
ことで、専門委員会としても慎重な議論がなお

必要であろうと、4行目に書いていますが、追
加資料を求められて、⑦、⑧、⑨について議論

をされたというふうに説明を受けております。

【吉村(洋)委員】 そこら辺をもう少し聞いてお
いてほしかったなと思うんですが。

結局、これを見ていると、「（4）委員会で
定めたエンジン換装の基準について」の①に、

こうこうと書いてある2点を基準とすることが
平成29年3月16日開催の委員会において了承さ
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れた。②で「当該基準は、山田(博)議員の指摘
を契機に、担当課で整理して委員会に諮って了

承された」ということは、それまではそのよう

な基準が全くない中で進められていたというこ

とと認識をするわけですが、その点については

いかがですか。

【町田監査課監査監】 その点につきましては、

つまり平成29年3月16日開催の委員会において、
これこれの2点を基準とすることが了承された、
この書いてあるとおりでございます。

それまではどうしていたのかにつきましては、

新幹線・総合対策課からは、同様の基準で判断

をしていたんですと、ただ、平成29年3月16日
の時点で、はっきりと基準として明文化するよ

うにお諮りをしたと伺っております。

【吉村(洋)委員】 だから、それまではなかった
ということですよね、多分。所管の担当部局に

も後もってお尋ねをしたいと思います。

平成28年の時のエンジンは、ここを読むと、
保管してあるわけですね。平成23年のエンジン
は、そういう基準をつくる前だったので、どこ

にいったかわからない、事業者任せですよと。

その保管してあるエンジンは、なるほど長崎

市内にあるわけですね。そこは確認されたのか

なと思いますが。

それで、このエンジンメーカーに聞きました。

ここに、どうしても必要が出てきた場合、予備

のエンジンとして保管をしているんだ、そして

それを整備しながら保管をしておくんだという

ふうに書いてありますが、メーカーの方に聞い

たら、そういうことはまず100％あり得ません
と。なぜなら、エンジンを乗せる台座が違う、

配管も違う。ぽんと乗せて、さっとつなげるよ

うな話ではないんですよと。配管も1本2本じゃ
なくて何十本もあるんでしょう、私も専門家で

はないからわかりません。一笑に付されました

よ。そういうことは全く、全国どこでもありま

せんと。

それをそういうふうに取っておくとされたの

はなぜかと思うんですが、その根拠については、

お尋ねされたでしょうか。

【町田監査課監査監】ご説明としては、しかる

べき倉庫の中に、メンテナンスをしながら業者

の責任でもって保管をしておりますと。平成28
年度に換装した新しいエンジンに不具合があれ

ば、当然そのエンジンを修繕して運航するんで

しょうけれども、平成28年度に新しく換装した
エンジンが、もう使いようがないと、修繕では

追いつかないとか、エンジンそのものをもう入

れ換えないといけないというような場合には、

かなり時間もかかりますので、現在保管をして

いるエンジンに一定調整を加えながら、調整と

いうのは恐らく、委員おっしゃったように配管

とかなんとかの問題があると思いますけれども、

そういうことをやりながら、その保管している

エンジンを換装することによって運休の期間を

できるだけ短くして安定就航につなげるんです

というご説明を受けております。

今保管しているエンジンを、先ほどおっしゃ

った台座も含めて、いろいろ手を入れる部分が

あると、それは必ずしも現実的ではないという

ご指摘でありましたら、そこの部分は新幹線・

総合交通対策課にご確認いただければありがた

いと思います。

【吉村(洋)委員】 後もって、そういう中身の詳
しいところは聞かざるを得ないのかなと思いま

すけれども、最終的に、このエンジンがだめだ

ったような話で、平成28年の「ありかわ8号」
のエンジン換装という1点についてのみ、監査
事務局においては聴き取りをされたということ
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だろうと思います。

しかし、関連してですね。平成23年にエンジ
ン換装をした「ありかわ8号」が平成28年にエ
ンジン換装をしました。5年間という期間で。
しかし、平成22年に「びっぐあーす」がエンジ
ン換装しております。これも5年で、平成27年
にエンジン換装しているんですよ。同じメーカ

ーなんです。だから、そういう関連を考えてし

まうんですよね、我々は。

それともう一つは、先般もちょっと言いかけ

て時間がなかったのですが、有川～佐世保航路

の「ひまわり」という船、これもエンジン故障

ですよ。エンジンを故障して熊本のドックに入

って、ずっと修理を繰り返すのです。

今日は九州運輸局の課長もお願いをしておっ

たのですが、国土交通省に尋ねたら難しいとい

うことで、今日は来ていただけませんでした。

電話で直接お話をいただいて、平成29年10月
に機関トラブルで運休。運休するには、運輸局

に申請をして認可をもらわなければいけないわ

けですね。九州運輸局は、合計8回、延長の認
可をしているんですよ。11カ月間ですよ。そし
て、平成30年8月24日に8回目の延長の認可をし
ているんですよ。それまでは有期の期限付き延

長認可です。でも、8月24日の時点では、復旧
できるまでということで、期限なしの認可です

よ。これは直接この課長から聞きましたから、

そういう認可をされたのだろうと。

しかし、それでは問題だと。その次の措置が

考えられたので、そういうことにされたのか知

りませんが、8月24日の認可を出した直後だろ
うと思いますが、小型船を2隻。
それまでの11カ月間は、やむを得ないとして

認められるんですが、海上運送法違反です。サ

ービス基準を満たさないままにずっと11カ月

間運航しているんですよ。それで、その件もお

尋ねをしたのですが、やむを得ない場合は仕方

がないということで認可をしましたと。

それで、小型船2隻を8月の終わりに導入して、
サービス基準をクリアして9月1日から運航を
再開したと。しかし、この小型船を同時に運航

するというような話には恐らくならないだろう

と。準備をしただけで、実際走った船は1隻じ
ゃなかろうかとは思うんですが、まだここは想

定の範囲なので、それ以上のことは申しません。

そして、10月2日に破綻となるわけです。
それで、「ひまわり」は熊本市内のドックに入

ったままなんだろうと思っております。九州運

輸局にも確認をしましたら、熊本市内までは言

えますが、どこのドックとは言えない、企業の

守秘義務がありますという話で、そこまで承っ

ているわけです。ドックに入っているというこ

とは書類上、確認をしておりますと。

しかし、いろんな話を聞くと、管財人とか同

僚委員からの話を聞いたりすると、それ以前に、

どうも買い戻し特約付き売買契約が締結されて

いるというようなこともあるわけですよ。

それと、このエンジンは非常に故障が多かっ

たというんですけど、こういうふうにそのメー

カーの資料もあるんです。これが立派なエンジ

ンなんですよ。一般質問でも申し上げましたが、

全国で610台使ってあるんです。長崎県内にも
45台あるんですよ。これはこっそり教えてもら
ったんです。本当は言ったら怒られるんです。

メーカーから、言わないでくださいと言って教

えてもらったのに言いよりますけれども。

県の企画振興部がそれぞれに尋ねたところで

は、この台数も教えてもらえなかったと、長崎

県内の船も。でも、45台の実績があるんですよ。
それが故障しよるかといったら、そういうふう
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でもないと。

ですから、故障という事業者の話をうのみに

して補助事業を進めたことは、やはりもう少し

慎重を期しておかなければいけなかったんじゃ

なかろうかと。

この補助事業をするに当たっては、当初、国

が100％と思っておりましたが、そうではなく
て県も県費補助を出しているということであれ

ば、国、県、その予算を通した県議会、そうい

うところに責任は及ぶと思うわけです。

ですから、そういう意識のもとに監査事務局

におかれても、県費の支出の流れということか

ら、もう一度、きちっとした監査をやっていた

だきたいと、これは聴き取りではなくてと思う

んです。

これを個人的に言うのもだろうと思うんです

が、委員会としてお諮りをすれば、そういう監

査事務局の体制がとれるのかなと。定期監査は、

それぞれ毎年項目を決めてされているようです

が、特殊な案件として、別途そういう事項を設

けて監査を行うことができるのかどうか、委員

長、お諮りしていただければと思います。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４３分 休憩 ―

― 午前１１時４３分 再開 ―

【大場委員長】 再開いたします。

その旨は、確認した後、皆様にお知らせした

いと思います。（発言する者あり）

しばらく休憩します。

― 午前１１時４４分 休憩 ―

― 午前１１時４８分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【吉村(洋)委員】 監査委員会の中での取り決め

やら、地方自治法やらがあろうかと思いますが、

委員長にお願いを申し上げますが、できますれ

ば、先ほど申したような点について、再度詳し

く監査を行っていただきたいと思うわけです。

委員長から諮っていただいて、委員会として監

査事務局にその旨を申し入れていただくという

ような取扱いをしていただければありがたいと

思いますが、いかがでしょうか。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４９分 休憩 ―

― 午前１１時５９分 再開 ―

【大場委員長】 再開いたします。

【小林委員】大場委員長は時間どおりやりたい

ということみたいで、内容のことよりも時間が

大事なのかと、こういうことになっていくわけ

だけれども、私のほうから簡単に質問をいたし

ます。

結論だけ言いますと、あなた方は12ページに
いやしくも「結論」で、「以上のことから、本件

リフレッシュ事業予算の承認及び配分状況並び

に当事業の透明性については、問題がないと判

断する」と。全く問題がないと、こうやって結

論づけているわけですね。問題がないというこ

とであれば、それは結構なんだけれども、そこ

についての疑問を簡単に言います。

聴き取り調査の資料の11ページ、（2）本件の
判断についてで①、②、③とあります。

まず①エンジンの不具合状況及び修繕金額。

短期間において多数の修繕を行っており、修繕

金額も多額に上っていること。

②エンジンの換装によるコスト削減額。エン

ジン換装により大幅なコスト削減が達成できる

見込みとなっていること。
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まずこの2点だけれども、修繕金額が多額に
なっていること、大幅なコスト削減が達成でき

ると、これは何をもってそう言っているのか。

【辻監査事務局長】所管課からの聴き取りによ

って、こういうふうな記載になっているという

ことでございます。

【小林委員】だからさ。あなた方の正式な監査

が必要だというのは、こういう一番問題点の、

修繕金額が多額になっていること、じゃ、修繕

金額は幾らなんですかと。

じゃ、金額を聞いたのですか。

【辻監査事務局長】金額についても聴き取りを

しているようでございます。ただ、その折に所

管課から、これは企業情報であるので表には出

せないというふうな申し添えといいますか、が

あったようでございます。

【小林委員】 だからね、普通の企業情報と。

いいですか、あなたもわかっているように、

エンジンは公金で買っているんだよ。国民や県

民や市民の皆さん方の税金で買っているわけよ。

その税金で買っているエンジンの、故障が多い

と、その故障が多額になっていると、こういう

ようなことを言っているわけだから、ではその

故障費は幾らですかと。6回ぐらい故障しまし
たということだけは明らかになっているけれど

も。

多額になっている、多額になっている、だか

らエンジンを換えるんだと。では、公費で買っ

たエンジンに幾らの修繕費がかかっているので

すかと。何のおかしいことでもないし、当たり

前に公表しなければいけないのに、これがなん

で会社の個人的な情報になるのですかと。

こういうわけのわからないことを我々が、「あ

あ、そうですか」というようなことでイエスマ

ンになることはできないじゃないか。

それから②に「大幅なコスト削減」と。これ

は何をもって大幅なコスト削減になるのか。

【辻監査事務局長】これにつきましても、内容

について所管課から聴き取りをした上で、コス

ト削減効果があると判断できると我々のほうで

も判断しているということかと思います。

【小林委員】判断したというのは、ちゃんとそ

れだけの数字をもって、どれだけの内容だった

とかということがわかって、これだけのことを

書いているのか。ただ所管の新幹線・総合交通

対策課の担当がそういうふうに言ったから、そ

のとおり右へ倣えして書いているだけのことで

は、監査の役割を果たしていないじゃないか。

どうですか。

だから委員長、そういう修繕の金額が多額に

なっていると、これが幾らだから、こうやって

エンジン換装しましたよという具体的な金額を

明らかにしていただくことによって、「ああ、そ

ういうことか」と。

それからまた、大幅なコスト削減になります

ということであるならば、エンジンが1億2,500
万円だとしますと、修繕費が1億2,500万円を上
回るような金額なのかどうかですね。そういう

ところで、この2点も、なるほどこうかという
ことで。

その根拠が全く出てこない状況の中で、あな

た方も調査も何もやってなくて、ただ言われる

がまま、そのままこんなふうに文章化してきて、

そして問題がないと判断したとかね。監査事務

局長、こんないいかげんなことをしていたら問

題になりますよ。もう既に問題になっているけ

れども。

だから、そういう点から考えてみて、右へ倣

えで、ただ内部の監査で、こんな内々の、和気

あいあいとして、なあなあのやり方で本当に監
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査事務局と言えるかどうか。人間的な関係だか

らわからぬわけではないけれども、しかし、議

会からそういうような話があったらば、やっぱ

りある程度、そのところは明らかにしていただ

かなければ。

その①、②の問題は会社の個人的情報ではな

いと。公金でエンジンを買っているわけですよ。

そのエンジンは、入札もしないまま個人の会社

の肝入りで買って、そのエンジンが故障して、

5年間でまた公金を出しなさいと、それにつら
れて出しているわけです。だから、そこのとこ

ろをきちんと監査事務局でお願いをしたいと、

こう言っているわけですから、何も筋が通らぬ

わけでもないし、何も力づくで無理に圧力をか

けているわけでもない。当たり前のことを当た

り前に監査事務局はやってないから、それをや

ってください、お願いしますと、こういうこと

です。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ６分 休憩 ―

― 午後 零時 ７分 再開 ―

【大場委員長】 再開いたします。

ほか、ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】それでは、ほかに質問がないよ

うですので、午前中の審査をこれにてとどめ、

午後は1時30分から再開いたします。
しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ８分 休憩 ―

― 午後 １時３２分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

本日、参考人としてご出席いただきました、

長崎県新船建造費等検証委員会の池上委員長、

齋藤副委員長におかれましては、お忙しい中、

本委員会にご出席をいただきましてありがとう

ございます。厚く御礼を申し上げます。

ここで参考人の方に念のため申し上げますが、

呼称につきましては、規定により「参考人」と

いう言葉を使わせていただきますので、ご了承

をお願いいたします。

また、発言される場合は、挙手の上、委員長

の私の指名した後、簡明に、案件の範囲を越え

ることなくご発言いただきますようにお願いを

いたします。

なお、参考人は委員に対しての質問ができな

いこととなっておりますので、併せてご了承を

お願いいたします。

それでは、審査を行います。

参考人に対してのご質問はありませんか。

【吉村(洋)委員】 ただいま委員長からもござい
ましたが、大変お忙しい中、また遠路より、当

委員会の集中審査のために参考人としてお願い

を申し上げましたところ、快くお受けをいただ

いて、まことにありがとうございます。

関係の件でございますが、離島航路の事業者

の運用する船舶、これにつきまして。

昨年10月に経営破綻をしたわけです。それが
余りにも急だったものですから、我々もびっく

りしまして、県もあずかり知らなかったと、そ

ういうことでございます。それで、どうして破

綻に至ったかという周辺状況をよく調査、検証

をした後でなければ。

長崎県にとって離島航路は、非常に重要な、

離島に住まいをされる方の足でございます。ま

たこれは国道でございます。ということで、国

土交通省の補助事業であるわけです。その破綻

の要因、原因をよく検証しなければならないだ

ろうと考えておりましたら、1週間もたたない
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うちといいますか、そういうことで運輸局も。

大事な島民の方々の足ですから、一刻も早く

復旧しなければならないということはよくわか

るわけですが、旧事業者がどうしてそういうこ

とになったかというところが曖昧なままに済ま

されると、今後に向けてよくないんじゃなかろ

うかということで、我々はその検証作業を始め

させていただいているところでございます。

長崎県新船建造費等検証委員会が、その検証

をなされているんだと、いわゆるリフレッシュ

事業でございます。その折の検証委員会の中身

がどうであったのかということをお聞きしたい

と県当局に問い合わせたところでございますが、

なかなかそこがよくわからない点がございまし

て、本日に至ったことをお許しいただきたいと

思います。

まず、このきっかけとなった「ありかわ8号」
という船舶、これが平成23年にエンジンを換装
されております。その折には、「ありかわ8号」
の船齢を考えますと、大分時間がたっておった

ので、エンジンの載せ換えをやることについて

は余り異論が出なかったとお伺いしているので

すが、その後、平成28年にまたエンジンを換装
すると。この時には検証委員会においても、相

当深く調査をする必要性があるのではないかと

いうことになったようにお聞きをするのですが、

実際のところ、議事録等を作成していないとい

うことでございまして、その委員会の中でのお

話を直接お聞かせいただければありがたいと思

いまして。

平成28年当時のエンジン換装についての委
員会のご見解といいますか、どういう経緯を経

て了承ということになったのかをお聞かせいた

だければありがたいと思います。

【池上参考人】ご質問いただきました「ありか

わ8号」の平成28年度のエンジン換装に関する
検証委員会での議論の中身ですが、委員会とし

て開催したのは1度だけです。最初だけです。
議事録といいますかメモ等では2回とあります
けれども、その1回目の委員会の時に、五島産
業汽船から、エンジンを換装したいということ

で説明がございましたけれども、その理由、中

身等が、委員会の委員が十分納得のいくもので

はなかったということで、それだけではわから

んよと、我々も換装がいいのかどうかわからん

ということで、追加の資料を求めました。

それが2度にわたって提出されました。1回目
に提出された説明資料につきましては、委員4
名が検証委員会を再度開いて中身を検証するの

ではなくて、委員は職場にいますので、それぞ

れのところに資料をお送りいただいて、それぞ

れの委員が独自に、これで換装を認めるべきか

どうなのかという意見を委員長である私に報告

してくれということで意見を聞くことにしまし

た。

だから、取りまとめはそういった形で、最終

的には3人の委員の意見を聞いて、私のほうで
判断して事務局に、委員会としての結論はこう

なりましたということでメールか何かで報告し

ております。

その時の一番の理由は、平成23年に換えたの
ですが、平成25年、平成26年に故障が頻発した
ということで、非常に故障の修理代がかさんで

きていると。1,000万円ぐらいでした。かさんで
きているということが一つ大きな理由として挙

げられておりまして。

それで我々は、その故障がどんな故障だった

のか、それから時系列的に、何月にどんな故障

が起こったのかと、その辺の故障の内容につい

て、もう少し詳しく説明してくれということで、
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それが資料を求めた時の3回目。
今日お渡ししています補足説明資料の3ペー

ジ目、これは我々が時系列的に示しなさいと、

そういった表現を私どもは使ったんですけれど

も、時系列的にエンジン不具合の発生の内容を

こういうふうに、平成26年9月から平成27年11
月の計6回の不具合が発生しましたということ
で。

私はエンジンの専門じゃないので、今日来て

います副委員長は、この辺は非常に詳しく知っ

ていますので、後で補足説明してもらいたいと

思うんですけれども、だから専門家から見れば、

これで大体内容がわかるんです。

じゃあ、トラブルが発生するから換えるのか

と、そうはいかないわけで、もう一つの大きな

要素が運航費、コストの面です。

我々、船のエンジンに余り関わっていない人

間にとっては、本当かな、どうかなと首をかし

げたくなるんですけれども、現状のエンジンを

オーバーホールをしてずっと使い続けた場合と、

それをキャタピラーという新しいエンジンに換

えた場合、年の運航コストが大体500万円以上、
新しくエンジンを取り換えた場合が安くなると

いうことで、運航費をずっと累積していくと、

平成30何年で逆転します。新しいエンジンに換
えたほうが安くなります。そういったことで、

換えたほうがコスト的に非常に有利になります

から換えさせてくださいということだった。

それから、私がもう一つ判断したのは、先ほ

ど吉村(洋)委員もおっしゃったように、離島の
方たちにとって船というのはまさしく国道なん

ですね。国道ですので、寸断されたら、要する

に不通になったら、そこで日常生活がものすご

く打撃を受けるわけです。

我々は、日常生活というよりもむしろ、この

費用で低廉化したおかげで、今まで週に1回し
か病院に行けなかったのが2回も3回も行ける
と、よく聞いています。そういったことで、結

局、離島の方たちの命を守るといった意味から、

欠航、要するに船が運航できない期間は本当に

極力短くしなければいけないと。

そういったことを考えたら、トータル、コス

ト的にもよくなるし。事故の原因については副

委員長から説明させますけれども、これだけの

事故が発生して、それを1つ1つ検証するという
考え方もございますが、それには膨大な時間が

かかります。そういったことで、今ここで不通

にして、運航を止めて事故の検証をいろいろや

るか、それともここで換装して。これだけ頻発

しているから、これをいっそ新しいエンジンに

換えるほうが、休止の期間がなくなるというこ

と、それからコスト的にもよくなるということ、

安全性の面でもよくなるということで、今の故

障の頻発しているエンジンをオーバーホールし

てそのまま使うという選択肢はないんですよ。

ということで、私は、各3人の委員から意見
をそれぞれ連絡してもらいまして、最終的に私

の判断で、換装やむなしといいますか、換装を

認めざるを得ないなということで、委員会とし

ての意見を結論づけたということでございます。

【齋藤参考人】それでは、補足をさせていただ

きます。

資料の3ページ目です。「エンジン不具合の発
生を時系列に示す」と書いています。

平成26年9月に、右舷側の主機関のＢ4シリン
ダ。これは、Ａ列とＢ列というＶ型のエンジン

でして、Ｂ列の4番目のシリンダヘッドのイン
ジェクターを交換している。これは細かく書い

ていないのですが、実は吹き抜けという事象が

発生したと聞いております。
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この吹き抜けというのが、平成26年12月にＢ
3シリンダで、平成27年3月にはＡ1シリンダで
発生しております。

吹き抜けというのは何を言うかといいますと、

排気バルブ、燃焼ガスを排出するバルブのバル

ブシートというバルブの当たり面があるんです

が、その部分にカーボン粒子がかみ込むことに

よって、排気が排気管側に吹き抜ける事象のこ

とを言っております。この事象が起きると、結

果的に排気バルブの折損が起こりまして、排気

バルブが折損しますとエンジン停止に至る重大

な故障になるというふうに考えていただきたい

と思います。

こういったものが平成26年9月から平成27年
3月にかけて起こりまして、その後、平成27年9
月にインジェクターという部品を交換しており

ますが、これは燃料を燃焼室の中に噴射する霧

吹きのような道具でございます。この部品を交

換しているのですが、前回起きている吹き抜け

という事象が起きる原因の中に、インジェクタ

ーからの燃料の吹き出しの不具合というものが

一つ理由として考えられることから、このイン

ジェクターの交換をやったというふうに推測さ

れます。

ところが、平成27年11月、一番下の行ですが、
今度は左舷機のＢ1シリンダに同様の吹き抜け
事象が出まして、どうやらインジェクターだけ

ではなさそうだということがわかってきたので

はないかというふうに考えております。

この吹き抜けというものが発生するメカニズ

ムは、基本は燃焼不良です。よく黒煙が出てい

るトラックがありますけれども、あれがきちん

と外に出ないで、黒い粒が燃焼室の中にくっつ

いたというふうに考えていただければよろしい

かと思います。そういった事象が起こるのは、

実は原因が非常に複雑で、いろいろ考えられる

のですが。

こういったエンジンの場合、基本的に1年間
は保証期間と言われているのですが、何のトラ

ブルもなく運航していたと聞いておりますので、

メーカーの製造責任を問うというのは難しいこ

とになります。

メーカーの製造責任ではなくて何年後かにこ

ういったトラブルが出てくるということは、運

航者側の運航によるもの、もしくは使っている

燃料の性状によるものというようなことになっ

てくるのですが、これらを分析して原因を究明

するのは非常に難しいことだと思っております。

先ほど委員長からも発言がありましたが、その

原因究明には長期の時間を要することが考えら

れます。

そうなりますと、原因究明をするために運航

休止が長期間に及ぶこともありますし、さらに、

ほかのシリンダにも同様の事象が発生するおそ

れが消えないことから、エンジンを交換するの

が妥当と。

それはもちろん費用的なものもあると思いま

すが、安全に運航するにはエンジンを取り換え

て、費用が見合うのであれば、それが妥当とい

うふうに委員長には意見を述べさせていただい

たところです。

【吉村(洋)委員】 専門的な話で、我々も専門家
ではないので、よくわからないところもあるの

ですが、シリンダヘッドのところにちょっと不

具合があって、それが続けて起こってくるので、

それを一々修理して、その間ずっとドックに入

って修理をすると、そういうことをしていると

島民の方の足に影響することと費用的なもの、

そういうことを考えた時に、やはり新しいエン

ジンに換えたほうがいいだろうという結論だっ
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たんだと理解をしているんです。

時系列でお示しをいただいているのでわかり

やすいのですが、平成26年9月から平成27年11
月まで6回、この各回の費用はお調べになって
いるのでしょうか、1回ごとの費用がどれぐら
いかかったかというのは。

【齋藤参考人】事務局から費用については聞い

ておりますが、このエンジン不具合につきまし

ては、こちらの補助対象ではないことから、各

メーカーの作業記録であるとか領収書とか、そ

ういった細かい添付書類が付けられておりませ

んでした。ですから、その真偽に関してはわか

らないのですが、概略の金額は聞いております。

【吉村(洋)委員】 先ほどの監査事務局の資料に、
委員会に詳しい資料も含めて提出されていると

いうことだった。我々にそういう情報が入って

こないものですから、検証委員会からお知らせ

をいただければありがたいと思ったのですが、

そこら辺も詳しくはお聞きになっていないとい

うことで。

今回は「ありかわ8号」という船の件だけだ
ったのですが、ずっと調べていると、平成22年
にエンジン換装された「びっぐあーす」という

船がある。これも5年後に新しいエンジンに換
えてあるわけです。

それと、このエンジンメーカーも実は我々は

知ることができなかったのですが、この頃は便

利で、ネットでいろいろと調べることができま

す。それで調べておったら当たって、ＭＴＵと

いうドイツのメーカーのエンジンなのですが、

そういう不具合が起こるのかなというようなエ

ンジンでございまして。

全国的に船に取り付けてある数は少ないのか

なと思って、お聞きしたのですが、全国で現在

も約610台が稼働しているそうでございます。

このメーカーの日本の代理店みたいなもので、

実際に製造しているところではない。ここが取

り扱う前は丸紅も取り扱われていたようでござ

います。そういうものを合わせるともっと稼働

しているというような話でした。

長崎県にも実は45台、この代理店が納めただ
けで稼働していて、そういう不具合は全く起こ

っていないと、ちょこちょこした通常の修理は

あるけれどもというようなお話をいただいた。

このエンジンばかりではなくて、長崎県内の

離島航路に就航しているほかの船舶にも、こう

いう不具合がよく起こるのかなと考えたのです

が、そこら辺もほぼないような状態でございま

して、そういうところの判断をどのようにされ

たか。

それと、その都度、その都度、検証委員会は

開かれるという性格のようでございまして、別

の年の別の船とを比較検討するということはな

されないのかなとも思うんですが、平成28年に
ついては、ちょっと期間も短いしということで

資料を求めたようですが、その時に、ほかの船

の同じエンジンとの比較検討はなされなかった

のかなと思いますが、その点についてはいかが

でしょうか。

【池上参考人】ほかの場所で使っているものと

の比較は行っておりません。

【吉村(洋)委員】 旧五島産業汽船が破たんをし
て、期間を置かずに新しい会社が設立されて、

島民の方々の安心の確保につながったのはいい

のですが、前の会社が、どうもそこら辺で合点

がいかないで終わっていることについて、どう

してもそこをもう少し検証させていただきたい。

ここの委員会でこういう話が出て、代理店が

わかって、そこに訪問させていただきました。

代理店も、このエンジンがそのように不具合が
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よく出るんだと言われたら、それはちょっとと

いうことになるだろうと思いまして、名誉のた

めにもどうですかとお聞きをしたところ、先ほ

ど言うように全国で600～700台の船舶で今で
も稼働しているという状況を見ていただければ

ご判断いただけると思いますけどというような

答弁だったんです。

それと、必要なものをやると、離島航路の足

の確保に必要だからやらなければならないとい

うのはわかるのですが、そこに税金が投入をさ

れるという1点について考えると、その審査が
ルーズなものであってはいけないと。大変申し

訳ございません、先生方が非常にルーズである

と申し上げるわけではないのですが。

いろいろお話を聞かせていただく中で、総務

委員会での発言に、そういうふうに故障が早く

から出て換えなければならないような状況とい

うのは、まさか中古のエンジンを付けたんじゃ

なかろうかというような話が、正式にじゃなく

て出たことがあります。私の記憶にあるんです。

この代理店に赴いた際に、何と鉄道・運輸機

構、監督機関ですが、実はＪＲＴＴからうちに

問い合わせがありましたと。本当に新品のエン

ジンを付けたのですかという問い合わせがＪＲ

ＴＴから実はあったんですよと、こういう話を

聞いて、監督機関がそういう疑念を抱いてしま

わざるを得ないという状況は一体どういうこと

かなということになるわけです。

この補助事業は、概ね長崎県が対象になって

いる。離島のない県もありますから、全国的に

どこでも活用されているわけではない。例とし

ては佐渡島に使われたぐらいで、鹿児島もある

かもしれませんけれども、言ってみれば特殊な

補助事業であったりするわけです。

ですから、その地域の声といいますか、要望

が上がってくれば、そのままぽんと出していく

ということに常日頃からなっているんじゃなか

ろうかと。我々は補助金がたくさんあったほう

がいいんですけれども、公金を使うという点に

おいては、やっぱり正常な形で活用されなけれ

ばならないので、今回破綻した事業者の状態が

どうであったのかということを調べる中で、こ

ういう形であるわけです。

九州運輸局の課長さんにお問い合わせをした

ところ、快く電話では回答をいただいた。これ

はまた別の船ですが、佐世保～有川で「ひまわ

り」という船があって、同じ事業者です。平成

29年10月に機関トラブルで約11カ月間運休を
したんです。8回の運休の再延長の認可を続け
て、そして最後の平成30年8月24日の認可は、
復旧できるまでという期間なしの認可だったそ

うです。これは九州運輸局の課長が言いました

から、そのとおりだろうと思います。

この間、海上運送法のサービス基準を満たさ

ない、法律に抵触する状態が続けられたところ

で、その点についていかがですかとお尋ねをし

たのですが、最後の1行、特例で、いたし方な
い時は例外ですよというところを適用していま

すということだったのですが。

【大場委員長】 吉村(洋)委員、発言中でありま
すが、時間が限られておりますので。

【吉村(洋)委員】 そうですね。
そういうことで、そういうものがいっぱい重

なっているのでですね。

全体で、4人の委員さんが寄られて委員会が
開かれているのかなと思っておったのですが、

先ほどのご答弁で、1人ずつに資料を郵送して
判断を仰いで、それを集めて取りまとめたとい

うことでございますので、委員さんの中で、全

て換えたほうがいいだろうということになった
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のかなと思いますが、そこの中身について、も

う少しお話をいただけませんか。

【池上参考人】 まとめたことについては、3人
の委員とも、換装やむなしといいますか、換装

を認めようということで、1人も、ちょっと何
か疑念があるということはございませんでした。

【小林委員】大変お忙しい中に、ようこそあり

がとうございました。お礼を申し上げたいと思

います。

先生方もご存じかと思いますが、昨年の10月
2日にですよ。先ほど委員長がまさにおっしゃ
っていただいたように、離島島民にとって離島

航路はまさに国道なんだと、まさに生活の足な

んです。そこがある日突然、航路が、船が全然

運航できなくなってしまったと。それも全く前

ぶれもなく、ある日突然と。

こんなような状態は、私どもとしては最悪な

ことではないかと思っているわけです。そこを

避けるがためのいろんなご尽力を先生方は、委

員会を通じながらやってお越しになったのでは

ないかと思うんです。

ところが、結果的に五島産業汽船が破綻をし

まして、まさに島民の足が奪われてしまったと、

最悪な状態になったということ、そのことを指

摘しているんです。

しかも、先生方もご存じかと思いますが、五

島産業汽船に補助金が幾らぐらい出されている

かといいますと、トータルして17億3,000万円。
トータル17億3,000万円という公費が、まさに
国民、県民、市民の税金が、五島産業汽船とい

う会社に実は支給されているわけであります。

しかもその内容は、リプレイス補助金が8億
7,000万円、もちろん新上五島町を経由してであ
りますが、さらにリフレッシュ補助金として8
億7,000万円、計17億3,000万円という大きな金

額が提供されているわけであります。この17億
3,000万円という金額をですね、公費でありなが
ら。

破綻をしてしまった要因が、いろんなところ

に問題があってですね。率直に言えば、ここが

破綻しなくて通常の運航をしておけば、これら

の問題は浮き彫りにされなかったと思うんです。

これだけの公費を支給しながら、最悪な結果に

なったわけです。

だから、これはどうしても我々総務委員会と

しては所管の委員会として、この問題を先生方

にまでお越しをいただきながら真相を明らかに

することは、県民に負託された我々の義務と責

任だと、こういう判断をいたしております。そ

ういう立場に立ってお尋ねをさせていただきた

いと思っているわけです。

まず、なぜ、9年間という耐用年数がありな
がら5年間でエンジンを換えなければいけなか
ったのかと、単純な疑問であります。そこにつ

いては、故障しがちだったと言っているわけで

す。故障が続いていると、6回あったと。
じゃ、故障にかかった金額は一体幾らなので

すかということについて検証委員会に、先ほど

のご説明の中では、きちんとしたものじゃない

けれども、概算で出てきたということですけれ

ども、その金額は幾らぐらいでございましたか。

【池上参考人】 大体1,000万円ぐらいだったと
記憶しております。

【小林委員】その修繕費が初めて明らかになり

ました。

というのは、公費で買ったエンジンでありま

す。しかも先生方ご存じのように、このエンジ

ンの購入は全く入札なしであります。五島産業

汽船が、この会社が、自分でよかれかしと思う

ところのメーカーのエンジンを、入札なしで自
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分で選んで自分で付けているわけです。本来な

らば、公費ですから、税金ですから、入札がな

いということは実際おかしいわけです。ところ

が、今申し上げるような事実関係の中で明らか

になったことは、五島産業汽船の場合、ほかに

もそうかもしれませんが、全く入札なし、しか

も自分が選ぶメーカーのエンジンを付けると。

そういうような経過の中で、ＭＴＵというド

イツのすばらしい権威あるエンジンが6回にわ
たって故障したと。先ほど吉村(洋)委員からご
指摘がありましたように、どのくらいの故障だ

ったのかと、幾らぐらいのお金が故障費として

かかったのかと。こんなようなことを私どもは、

当然のことでありますけれども、ちゃんと会社

に行って調べてきて、幾らぐらいのお金がかか

った、どれくらいの故障なのかと、こういうよ

うなことを全部調査してきているわけでありま

す。

しかしながら県当局は、いわゆる企業の秘密

みたいな状況で、公費で買ったエンジンなのに、

しかも入札なしで自分で選んだエンジンなのに

もかかわらず、この故障の金額は幾らかかりま

したかと、果たして1億2,500万円とか、1億
2,700万円とかという多額な金額をもって換装
しなければならないような、本当にそれに足る

理由があるのですかと、こんなようなことを聞

いても、なかなかそれについての金額が、たく

さんにかかる、金額は相当数かかると。

今の1,000万円と1億2,500万円のエンジンを
比べた時に、換装する理由がそこに見出せるか

どうかということ、ここのところについてです

ね。

今、1,000万円ぐらいの故障の修理代だったと。
この修理代は6回合わせての修理代なのか、1年
間の修理代なのか、この辺のご認識はどうです

か。

【池上参考人】今、小林委員からご指摘がござ

いましたけれども、当初、私がここで意見を述

べさせていただきましたように、修理費が1,000
万円かかった、2,000万円かかった、新造は1億
2,000万円かかったと、そういった比較じゃなく
て、換装した場合に換装にかかる費用と、今か

らずっと運航していく油代とか人件費とか、い

ろんな費用を累積していけば、オーバーホール

して今のエンジンを使った場合と比較したら、

新しいエンジンに取り換えたほうが安くなるん

ですよ。それを最初に述べたと思います。

そういったことで、ただトラブルが多く発生

したから、これはだめだということで換えたん

じゃなくて、それも1つの大きな原因なんです
が、やはり大きなものは、委員おっしゃるよう

に税金ですから、入札もしなかったというのは、

私はその辺のしきたりはよくわからないのです

が、費用としては、要するに換装したほうが安

いんですよ、油代とかなんとかで。そういった

ことで判断して、換装していいと、そういった

判断に行き着いたわけでですね。修理代が1,000
万円で、換装したら1億2,000万円もかかると、
その時点での比較じゃないんですよ、我々が結

論づけたのはですね。

【小林委員】 私は、1,000万円が修理代と、エ
ンジンを換えたら1億2,500万円かかりますよ
と、1億2,500万円と1,000万円の修理費、ここ
の差額を比較対照しながら言っているわけでは

決してありません。

ただ、そこの問題点として、事務方である県

当局が、先生方にどこまで正しく説明をしてい

るのかというようなことが後々問題になってく

ると思うんです。先ほどから先生方のご意見を

聞いておりますと、あまりきちんとした資料が
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先生方のもとに来てなかったかのような、本当

に正しい説明がどこまで行われているかと。例

えば1億2,500万円とか、あるいはトータル17億
3,000万円のリフレッシュ、リプレイス、まさに
検証委員会で先生方に決定をいただいていると

ころの、これだけの多額のお金が五島産業汽船

1社のみに実は流れているわけです。
この故障がどのくらいのものかということに

ついて、実は私も吉村(洋)委員に同行させても
らって調べてきました。ＭＴＵというのは、先

生方もご存じかもしれませんが、すごい権威が

ある。日本全国で、あるいは長崎県でもＭＴＵ

のエンジンは相当数使われているわけです。こ

の故障の中身についてお尋ねしましたけど、失

礼だけれども、その1,000万円ぐらいというのは、
正直言って1,000万円もかかっていないかもし
れません、我々の調査では。あえて金額は、そ

ちらから1,000万円ということでございました
ので、こちらは言いませんけれども、実際的に

1,000万円もかかっていないかもしれません。同
時に、6つの中の1つの修理代が例えば30万円ぐ
らいで済む内容とか、あるいは全然故障に値し

ないような、どこでもあるような話で。

他の九州商船だとか野母商船とか、ほかにリ

フレッシュ、リプレイスの恩恵を受けて五島の

足を維持されているところもあるわけですが、

みんなどこもメンテナンスを自分たちでやりな

がら、公費の無駄遣いをしないような形で頑張

っているということ、こんなにたびたびエンジ

ンが故障する事例はどこにも1件もないわけで
すよ。これはここの中できちんと説明がなされ

ております。もう一度言いますが、どこの会社

も、税金で5年に1回エンジンを換えるなんて、
よっぽどのことがない限りはですね。

例えば、1,000万円ぐらいの修理費と、1億

2,000万円という換装のために使うお金を比べ
た時に、いつ1億2,500万円を超えるぐらい、結
果的に安くつくんだと、何年先にそんなことが

考えられると、見識のある方々がどこまでお考

えいただいたのだろうかと。

もう一回、先生、失礼でございますが、あえ

て言わせていただきます。1億2,500万円がエン
ジンにかかるんです。1,000万円です。1,000万
円で、何年すれば1億2,500万円になるかと。10
年しても1億円じゃありませんか。
要するに換装したほうが安くなるんだと、し

かも、耐用年数はエンジンは9年だと言われて
いるのにもかかわらず、その辺のところを比較

対照したら、答えは明らかではないかと思うん

です。

今、問題点を指摘しております。他の会社は、

メンテナンスに自分たちでしっかりお金をかけ

て、公費を使わないようにする努力をしてくだ

さっているわけです。当たり前のことです。こ

れはやっぱり県民としてのモラルですよ、国民と

してのモラルですよ、こんなことは。

そういうような状況にもかかわらず、5年に1
度、ちょうど車の車検と同じように、まさに船

のエンジンもオーバーホールというようなこと

をしなければならない時期が来るわけです。そ

んなことに大体幾らぐらいのお金がかかるかと

いうと、3,000万円から5,000~6,000万円かかる
わけです。よその会社は、自分たちの会社のお

金を使いながら、そういうことをやっているわ

けです。そういうことから考えていきますと、

私はそこに大きな問題点があると思うんです。

では、失礼でありますが、ここの比較対照を

先生方ご自身で、1,000万円ぐらいの修理費に対
して1億2,500万円ということについては、これ
を検証されたのでありますか。
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【池上参考人】 小林委員から、1,000万円と1
億2,500万円ですか、その比較と盛んに出ていま
すけれども、私どもが検証いたしましたのは、

燃料代だとか、潤滑油代だとか、いわゆる運航

コストが幾らなのかと。運航コストがかかるわ

けですよ。

今日の資料に一部出ています。今日の補足説

明資料の4ページ、5ページで、我々は運航コス
トを出すのに、例えば燃料消費量比較です。こ

れは、ＭＴＵとキャタピラーを載せた時の燃料

消費量はどうなのかということを比較している

わけですけれども、結局、陸上運転と…

どちらが陸上運転だったですかね、（発言す

る者あり）換算してですね。

だから、陸上運転と実際に海の上を走ってい

る時で燃費が違うわけですよ。そういったとこ

ろがどう違うのかというデータを出していただ

いたり、それから潤滑油の消費量についてもそ

うです。

最初、五島産業汽船から提示されたのは、そ

ういったところはあまり考慮せずに、言ってみ

ればカタログ値で、ぽっぽっぽっとしてあった

のを、我々委員会としては、もっと詳細に、厳

密に燃料消費量、潤滑油消費量、それからあと

は何だったですかね、とにかく幾つか、より精

度を高めてコストの評価をいたしました。

その結果として、平成36年でしたね、平成36
年に、換装した場合と、そのまま使った場合で

とんとんになるという計算結果が出ています。

そこまでちゃんとやっていますので、1,000万円
と1億2,500万円の比較じゃないんですよ。そこ
をご理解をお願いしたいと思います。

【小林委員】 2時半までしかなくて、ほとんど
議論ができてなくて、大変申し訳ないんですけ

れども。

なぜ替えなければいけないのかと、多額の修

理費がかかると、こういうことが全部、我々に

説明が。5年間でなぜ替えるのかと、故障が多
いからと。故障が多いから、じゃあ、何なのか

と。相当の多額な修理費がかかると、こういう

ようなことの説明が全部、公にされているんで

すよ。県の説明は全部そういうことです。多額

の修理費がかかるから、替えることによってコ

ストダウンができるということでしょう。

だけど、1,000万円というような金額を、実は
県の方は出そうとしないわけです。これは、さ

っきも言いましたように企業秘密だというよう

な形で、なんで企業秘密かというところで意見

がなかなかかみ合わなかったんですけれども、

今、池上参考人から大体1,000万円ぐらいという
数字が出てきて、我々の調査と合致するなと、

こういうようなことに実は相成っているわけで

すよ。

ですから、換装をしなければならない理由と

して、修理代が多額になっているということは

当たっていないということが、今、明らかにな

っているところであります。

もう一つ聞きたいのは、「びっぐあーす」が、

これも5年間でエンジンを替えました。この理
由は何ですか。

【池上参考人】 詳細は別として、「びっぐあー

す2」は、今まで搭載されていたのは5,300馬力
のエンジンでした。それを今度、3,300馬力のエ
ンジンに替えています。

そこで何が一番影響があったのかというと、

1日に燃料費が500リッター違います。というこ
とで、これもやはり最終的には、そういったコ

ストのところの評価が一番大きかったと私は理

解しているんですけれども…（発言する者あり）

【小林委員】 今、5,300馬力を3,300馬力に替
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えたと。

エンジンは、県で買えと言ったわけでもなけ

れば検証委員会で買えと言ったものでもないし、

先ほどから言っておりますように、入札なしで

自分たちで選んで買っているわけですよ。ここ

のところを考えていけばですね。

自分たちで選んで、それが燃料費がたくさん

かかるからと、税金でそこのところをしなけれ

ばならない理由が、私はどうしても理解ができ

ないんです。

こちらから「このエンジンでなければいかん」

と、「このエンジンを買いなさい」と言ったな

らば話は別だろうけれども、自分たちで入札な

しでですよ、先生、自分たちで好き勝手にエン

ジンを、これが一番いいと言って選んでいるわ

けですよ。そこは当然エンジンを買う時に、コ

ストが幾らかかるとか、あるいは耐用年数がど

うかとか、丈夫かとか、それはもう会社の責任

のもとにおいて考えていただかなければですよ。

そこまで公費でですよ。

自分たちが選んだエンジンが悪かったんだと、

「びっぐあーす」まで5年に1回、エンジン換装
をしているというのは、ちょっと問題だと思う

んです。しかも、そういうような理由だけでこ

れを換装するという客観的な合意を見出すこと

はできないんですよ。

もう一回言っておきますけれども、検証委員

会がすべからくオーケーしてくれたからと、検

証委員会でゴーサインが出たから何の問題もあ

りませんよと、こういうような結論になってい

るんですよ、全部、県の言い分は。検証委員会、

検証委員会と、検証委員会の先生方の専門家が

やったから、全然問題ないんだと。

それから最後に、もう一つ質問させていただ

きますが、先生、大変ご無礼でありますけれど

も、エンジンのわかる、エンジンの専門家の委

員の方はいらっしゃるんですか。すみませんが、

そういう質問をちょっと、恐縮ですが。

【齋藤参考人】ちょっと今、誤解があったので、

訂正させていただきますけど、「びっぐあーす」

は5,300馬力ではございません。それは「びっぐ
あーす2」です。（発言する者あり）はい、1の
方の質問でした。（「換装した理由は何ですか

と」と呼ぶ者あり）

私、その時に委員でなかったので、内容を細

かくご説明できないんですが、当時、ＭＴＵの

4,000のＭ71というエンジンが搭載されていた
はずです。そのエンジンをキャタピラー社に交

換しております。

Ｍ71というのは、ＩＭＯの排ガス規制、一次
規制対応のエンジンで、現在、使用することは

できません。現在、二次規制が施行されており

まして、ＭＴＵでいいますとＭ72という形にな
ります。

それと、長期に使用した場合に、4,000シリー
ズということなので、オーバーホールもかなり

高額になると思います。その関係でエンジンを

交換することになったというふうに理解してい

るんですが。

【大場委員長】小林委員、時間がきております

ので、簡潔にお願いいたします。

【小林委員】先ほど私が申し上げましたように、

「びっぐあーす1」のエンジンも5年間で替わっ
ているわけですよ。「びっぐあーす1」の方で
す。「びっぐあーす2」の方は10数年もったと
いうことで。

それから、「ありかわ8号」についても5年で
すよ。「ありかわ8号」については、故障続き
で修理代がかさむと、こういうような原因です。

最初につけたＭＴＵは保証期間が1年しかない
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と、キャタピラーのものは5年ありますよと。
しかし、それも五島産業汽船がご自分で選ん

だことなんです。県の方から押し付けられたと

か、誰かから押し付けられたものではなくして、

自分の会社の運営、経営面から考えた時に、こ

れだけの予算を補助金でいただく、だからどこ

のエンジンを付けるかと、これは会社がご自分

で選んでいるわけですよ。保証期間が1年しか
ないとか、保証期間が5年間あるとか、そんな
ようなことについても当然知っていると思うん

です。

基本的に五島産業汽船の経営戦略は、5年間
でオーバーホール、車でいう車検をするために

3,000万円から5,000~6,000万円のお金を出す
よりは、ここでリフレッシュとかリプレイスと

いう制度資金を、まさに公金である税金をそこ

に持っていって自分たちの出すお金を少なくし

て、公金でエンジンまで替えてしまえば、それ

が御の字だと、こういう経営戦略があったれば

こそ、こういう形の中で5年、5年と、こうやっ
てですね。

そういう金額が高いとか、あるいはどうとか

というような話は、ご自分で選ばれたそのつけ

は、何も国民とか県民、市民の税金に振り替え

るんじゃなくして、自分たちの方で、会社の責

任でやっていただかなければいけないことでは

ないかと、私はそのことを、ぜひ先生方にご理

解いただき、わかっていただきたいと思ってい

ますが、最後にそのことについて、先生方のご

見解はいかがでございますか。

【大場委員長】 最後の質問といたします。

【池上参考人】まさしく、小林委員がおっしゃ

ったとおりだと思います。ただ、我々検証委員

会としては、経営戦略とか、そういったところ

はちょっと、我々が判断する範疇外のことでご

ざいます。

我々としては、その委員会の時に、予算、決

算、計画を提示していただいて、その計画がい

いかどうかということで、経営戦略とは全然別

の次元の話ですから、そういったことで検証さ

せていただいていますので。

【大場委員長】 既定の時間が参りましたので、

質問・応答を終了いたします。

参考人におかれましては、本日は大変ありが

とうございました。

本委員会を代表いたしまして、お礼を申し上

げます。

それでは、参考人にはご退出いただきたいと

存じます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３５分 休憩 ―

― 午後 ２時４４分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

質疑の途中ではありますが、本日3月11日は、
東北地方を中心に未曽有の被害をもたらした東

日本大震災の発生から8年目に当たるというこ
とで、ここで、震災により犠牲となられた全て

方々に対し哀悼の意を表すべく、黙とうを捧げ

たいと思います。

皆様、ご起立をお願いいたします。

（黙とう）

【大場委員長】黙とうを終わります。ありがと

うございました。

それでは、これより企画振興部関係の審査を

行います。

企画振興部長より説明をお願いいたします。

【柿本企画振興部長】離島航路の運休問題につ

いて、ご報告を申し上げます。

離島航路については、住民の生活や物資の輸
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送、交流人口の拡大に必要不可欠な交通機関で

あります。

このような中、昨年10月、株式会社五島産業
汽船が運航する全航路が運休し、航路利用者に

大きな影響が生じたところであります。

そのため、生活航路である「鯛ノ浦～長崎航

路」の再開と「有川～佐世保航路」の利便性の

確保に向け、関係自治体や国と連携しながら取

り組みを進め、「鯛ノ浦～長崎航路」において

は、新会社である五島産業汽船株式会社により

運航が再開され、現在、新上五島町所有の大型

船舶と自社船舶によって、運休前と同じ、一日

3便での運航が実施されております。
一方、「有川～佐世保航路」においては、6

便から3便に減便となった状態から、同航路を
運航する九州商船株式会社により、4便への増
便が実施され、新上五島町所有の大型船舶が就

航したことで、輸送量が140人から300人に拡大
するとともに、有川と佐世保を結ぶ朝夕のダイ

ヤの設定により、一定の利便性の改善が図られ

たものと考えております。

県としては、離島航路の確保・維持に加え、

離島航路の安定化を図るため、今回の航路運休

問題を契機に国との連携を強化し、航路の休廃

止に係る情報の共有や、欠損補助を受けていな

い事業者を含めた、生活航路を運航する全ての

事業者を対象とした共同ヒアリングを実施する

など、航路事業者の経営状況の把握に努めるこ

ととしております。

また、年度内には、国や関係自治体間におい

て離島航路の抱える課題を整理し、離島航路の

安定化に向けて、関係者が議論を行う「協議の

場」も設置することとしております。

県としては、このような対策を通して、離島

航路の安定的な維持・確保が図られるよう、し

っかりと取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

説明は以上でございます。

【大場委員長】 次に、新幹線・総合交通対策課

企画監より補足説明をお願いいたします。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】それで

は、私の方から補足説明をさせていただきます。

資料は、Ａ4サイズ横の資料とＡ4サイズ縦の
資料となります。最初にＡ４サイズ横の資料を

ご覧ください。

株式会社五島産業汽船の航路問題においては、

昨年10月の運休以来、地元自治体と連携し、生
活航路の利便性の向上を最優先に取り組み、一

定の回復はしているところでございます。

しかしながら、株式会社五島産業汽船の航路

問題につきましては、破産管財人による債権者

集会が今月20日に開かれ、経営破たんの経過や
原因についても説明があると伺っており、その

内容も踏まえまして、県としても引き続き、航

路運休の要因についての検証を行う必要がある

と考えております。

今回の補足説明資料においては、株式会社五

島産業汽船の運休において洗い出された課題、

それに対する今後の対応について記載をしてお

ります。

それでは、資料に沿ってご説明をいたします。

1ページ「1 離島航路の安定化に向けた取組

～現状認識と課題～」をご覧ください。

このページでは、株式会社五島産業汽船の航

路問題における現状認識と、今後の取り組む主

な課題について記載をしております。株式会社

五島産業汽船の航路問題における現状認識から、

3点の課題を整理しております。
「（1）許認可情報入手の現状」としては、

航路の休廃止情報の入手において九州運輸局と
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の連携不足があったため、情報収集がスムーズ

にいかなかったことから、航路事業に係る関係

機関との情報共有が課題と考えております。

また、「（2）航路事業者が抱える問題点把
握の現状」として、欠損補助を受けている航路

事業者に対しては定期的に経営状況の確認を行

っておりましたが、欠損補助を受けていない航

路事業者の経営状況については把握ができてい

なかったことから、航路事業者の経営状況を把

握するための取組が課題であると考えておりま

す。

また、「（3）離島航路が抱える課題の掘り
起しの現状」としては、欠損補助を受けていな

い航路においては、航路の安定化を視点とした

意見交換を行う場がなく、これまで各航路が抱

える課題の掘り起しが十分ではなかったことか

ら、協議、意見交換を行う場の拡充に向けた取

組が課題であると考えております。

以上3点の課題の対応を資料2ページと3ペー
ジに記載しております。

それでは、2ページをご覧ください。
「（1）航路事業に係る関係機関との情報共

有の取組」として、生活航路に係る航路の休廃

止届出が九州運輸局に出され、その際、当該事

業者が県等に連絡を入れていない場合には、直

接、九州運輸局から県等に対して連絡を入れて

いただくこととし、国との情報共有の強化を行

いました。

また、一般旅客定期航路事業の許可申請があ

った場合は、県への情報提供をいただけるよう、

今後設置をします関係機関との協議の場なども

活用しまして国と協議をしていきたいと考えて

おります。

次に、「（2）航路事業者の経営状況を把握
するための取組」として、生活航路に係る航路

事業者に対する経営状況の把握のため、①欠損

補助を受けている航路事業者に加え、②欠損補

助を受けていない航路事業者に対しても、決算

資料による状況把握と経営状況に関する聞き取

りを実施することとしております。また、併せ

て使用船舶の状況についても確認を行うことと

しております。

続きまして、3ページをお開きください。
「（3）協議・意見交換を行う場の拡充に向

けた取組」として、①離島航路の安定化につい

て協議を行う協議の場を設置することとしてお

ります。

また、②既存組織の積極的活用としまして、

必要に応じて新船建造費等検証委員会を開催し

まして、離島航路の安定化に向け、リプレース

補助金において建造された船舶に対する技術的

な検証を実施していきたいと考えております。

また、九州運輸局に設置された、海上旅客航

路事業者の経営分析と経営改善の指導・支援策

の検討を行う「海上旅客航路維持・活性化推進

本部」とも連絡を図っていくこととしておりま

す。

続きまして、A4サイズ縦の資料についてご説
明いたします。

1ページからは、「ありかわ8号」に関する長
崎県新船建造費等検証委員会関係資料としまし

て、会議結果の概要（平成23、28年度）、それ
からエンジン換装補足説明資料（平成28年度）
を添付しております。

「ありかわ8号」では、平成23年度、平成28
年度の2回のエンジン換装が行われております。
それぞれのエンジン換装につきましては、前年

度に計画概要に対する検証、当該年度の末に実

施内容についての検証が行われているものであ

ります。
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平成23年度のエンジン換装では、使用期間が
15年であるとして承認が行われておりますが、
平成28年度は、株式会社五島産業汽船に詳細な
追加資料の提出を求め、その内容を検証した上

で認められたものでございます。

3ページから11ページには、その追加資料を
添付しております。検証委員会に提出された資

料につきましては、3ページがエンジンの不具
合の発生を時系列的に示した資料、4ページか
ら6ページが燃料の消費量に関する資料、7ペー
ジから11ページは潤滑油消費量に関する資料
でございます。

次に、13ページをお開きください。ここには、
九州商船株式会社の欠損補助金の差額について、

作成をした資料を添付しております。

この資料は、佐世保～上五島航路が競合航路

となった前後において、九州商船株式会社に交

付された補助金額を比較したものでございます。

競合航路であった期間に九州商船株式会社に交

付されなくなった補助金の全額について、算定

に必要な基礎データを求めることができなかっ

たものですから、ここでは単純に、平成26年度
と補助金を受けられなくなった直後の平成28
年度の単年度の差額を示す資料として添付をし

ております。

次に、15ページをご覧ください。
こちらは、新会社の五島産業汽船株式会社の

会社概要となります。前回の委員会後に修正、

追加した箇所について下線を引いております。

事業内容、資本金の増資目的及び前監査役の持

ち株の引き受けの状況について記載をしており

ます。

17ページからは、新上五島町から株式会社五
島産業汽船への公金支出状況を確認するため、

同町に開示を求めた文書について添付をしてお

ります。

まず、「びっぐあーす」関係でございますが、

32ページをご覧ください。
ここには、「びっぐあーす」を新上五島町が

購入した際の請求書を添付しております。5億
7,300万円の売却金額のうち、親和銀行と記載さ
れておりますが、株式会社五島産業汽船宛てと

しまして1億3,070万3,382円、みずほ銀行に2億
5,244万459円、福岡銀行に1億8,985万6,159円
が支出をされております。この福岡銀行への金

額が、五島産業汽船の会社収入になったものと

考えられます。

みずほ銀行と福岡銀行への支出につきまして

は、33ページ、34ページの文書の中段にありま
すように、債務の弁済に充当されたというふう

になっております。債務の内容については記載

がございませんが、「びっぐあーす」に係る債

権担保の抹消に要する費用であると推測されま

す。

続きまして、38ページをご覧ください。
この契約書は、「びっぐあーす2号」に係る

船舶売買の契約書でございます。売却金額は、

第2条に記載のとおり8億7,000万円、株式会社
五島産業汽船へ支払われております。

次の39ページ、第9条にございますが、4回に
分けて大規模改修費が支払われておりまして、

1回当たり1億3,000万円となっております。
4回目の支払いの内訳としましては59ページ

にございますのでご覧ください。4億8,000万円
の内訳としまして、大規模改修費の5億2,000万
円の残額の1億3,000万円、そして残り3億5,000
万円が船体の支払いとなります。みずほ銀行へ

の3億214万円と福岡銀行への643万1,429円と
を合わせ3億857万1,429円は、「びっぐあーす2
号」の債権担保の抹消に要する費用でございま
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す。

また、株式会社五島産業汽船への1億7,142万
8,571円から大規模改修費の残額1億3,000万円
を引いた4,142万8,571円が、株式会社五島産業
汽船の会社収入となったものと考えられており

ます。

配付資料の説明は以上でございますが、午前

中の監査事務局との審査の中でご説明があった

内容について、1点、担当課の新幹線・総合交
通対策課からも説明をさせていただきたいと思

っております。

監査事務局からの資料の3ページに、リフレ
ッシュ事業の財源についての記述がございまし

た。国から交付される社会資本整備総合交付金

につきまして、国が10分6.435、県費が10分の
3.565といった記載になっております。
この負担割合につきましては、リフレッシュ

補助事業としまして国に対して申請を上げる時

の割合でございまして、実際に事業実施の段階

で交付金が県の方にまいりまして、その後に分

配する際には、事業ごとに補助率が調整できる

仕組みになっておりますので、リプレイス補助

金、リフレッシュ補助金につきましては、交付

金10分の10で実施されているものでございま
す。

説明は以上でございます。

【大場委員長】それでは、委員よりご質問をお

受けいたします。

ご質問はありませんか。

【吉村(洋)委員】 今の負担割合のことは、資料
に書いてあったものですから、そのようなこと

やったのかなと思って、ちょっとびっくりした

んですが、今の説明で大体わかりました。

本日は、参考人として九州運輸局もおいでい

ただきたいとお願いをしておったんですが、今

日来られなかった理由について、まずお伺いを

したいと思います。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 今回、

参考人ということで、九州運輸局の旅客課長に

対する出席の要請がございました。

事前の連絡の中で、議会事務局から、まずは

担当課の方で、その旨連絡をしてほしいと。つ

いては議会事務局の方から、その後にご案内を

差し上げるといったことがございました。

そういったやり取りをいたしまして、議会事

務局から正式なご案内はいったものとは思いま

すけれども、その後、また私から九州運輸局に

今回の出欠の事実については確認をいたしてお

りますが、その理由についてまでは確認をして

おりません。

【吉村(洋)委員】 九州運輸局の関わりというの
が大きいわけです。ここをやっぱりお尋ねした

かった。

先ほど、検証委員会の正副委員長に来ていた

だいたんですが、やはり与えられた題材に対し

て検討をするだけで、それ以上のものがないの

で、どうしても質疑ができなくなってしまうん

です。

運輸局は許認可権者ですから、そこら辺につ

いて、その周辺状況をお尋ねしたいと思ってお

ったんです。許認可権者として来て、ちゃんと

説明をするべきではなかったかなと思うんです

が、そういう強い働きかけはされたんですか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】参考人

として出席を要請すると、まずは議会のお考え

がございますので、あまり出過ぎたまねはでき

ないという中ではございますが、海上運送法を

所管する官庁として九州運輸局がございますの

で、その説明で明らかになるところはございま

すといった所見は申しております。
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【吉村(洋)委員】 非常に残念なんです。今後、

やはり一度は来ていただいて。こっちから行っ

てもいいんですけれども、何かそういう場面の

設定をしていただきたいなと思うんです。やは

り直接聞かないと。

電話で、ある程度の部分的なものはお聞きし

たんです。さっきも申し上げたんですが、有川

～佐世保航路の長期欠航の件については、九州

運輸局に電話を差し上げて回答をいただいたん

ですけれども、その他の部分について、許認可

権者である九州運輸局の話を聞いていないので

ですね。

今後、そのような場面設定を、これはどこに

言えばよかとかな。委員長かな。もう一度、そ

ういう設定を要請していただきたいと思います。

とりあえず、この件は委員長にお願いをして終

わりたいと思います。

【小林委員】 私からも政策監、君に聞くぞ。

今の監督官庁の国、九州運輸局。まさに五島

産業汽船の突然の休止、こういうところで島民

の皆さん方にご迷惑をかけたと。しかも17億
7,000万円とは君は知っているだろう、こういう
ような公金が出ているわけで、そこの内容を、

原因究明を県の方に聞いたとしても、国の所管

だからというようなことで、なかなかそこのと

ころが明らかにならないわけだよ。

はっきりしていることは、そうやって17億
3,000万円の公金が株式会社五島産業汽船にき
ちんと投入されたにもかかわらず、なんでこれ

がつぶれたのか、破綻したのかと。その要因は、

まさしく上五島から佐世保の航路だと、ここで

赤字を出したんだと、こう言っているわけだよ。

そこの航路は、もともと九州商船が独占して

走っていて、それでも毎年毎年赤字が多大に出

ているというような非常に厳しい航路なんだよ。

その航路に、あえて五島産業汽船が出ていって

競合路線にして、九州商船の単独の補助をじゃ

まするのかどうか知らぬけれども、結局それが

できないように、そこに出ていったわけだよ。

それで毎年1億円以上の赤字で、4億円ぐらいの
借金が重なったと、それが今回の破綻の要因だ

と、これは公の場で五島産業汽船がはっきり言

っているわけよ。

じゃ、どんな内容で認可したのかと。赤字路

線にあえて五島産業汽船が入っている。どんな

内容の申請書だったのか。当然黒字にしてやっ

ていこうという内容ではなかったかと思うけれ

ども。

誰が考えても、いわゆる破綻の要因は五島産

業汽船のこの航路への無理な参入が、結果的に

命取りになっていると。ならば、認可権者であ

る国が来て、そこについては説明する必要があ

ると思うけれども、それについてはどう思いま

すか。

いやいや、政策監に聞いているから、君が答

えろ。

【廣田企画振興部政策監】小林委員のご質問に

お答えしますけれども、今回の認可権者はあく

までも九州運輸局と承知いたしております。

私も詳細な経過については承知していない部

分がございますけれども、今回、五島産業汽船

が運休に至ったと、倒産に至ったということで、

住民の生活あるいは経済活動に大きな支障を与

えたという事実はございますので、それに至っ

た経緯というものを十分検証しつつ、今後、そ

ういったことがないよう努めていく必要があろ

うかと考えております。

【小林委員】全然答えになっておらん。君は企

画振興部政策監、離島・半島の対策担当の政策

監じゃないか。何かそうやって、私はよくわか
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らないんだけれどもと。離島・半島の政策監で、

君はその責任者の一人じゃないか。しかも政策

監という、一番の責任ある立場じゃないか。今

の答弁を聞いておったら、何かよそごとみたい

に。これでも離島・半島の政策監ですか。いつ

からそんなに偉くなったのか。いつからそんな

思い上がっているのか。もっと地道に勉強した

らどうですか。これだけ大きな問題を抱えてい

るわけです。

まず、私の質問に答えてください。認可権者

である国の監督官庁の九州運輸局に、この委員

会に来て説明をしていただきたいとお願いをし

た。しかし、結果的にそれが来ていないという

こと。

あなた方は、どういう要件で、どういう内容

で参入を許可したのかという説明を受けていな

いはずだよ。そういうことが公になっていない。

だから、ここに来て破綻の要因を教えてくださ

いと、どんな申請書の内容だったんですかと、

当然赤字が続きますよなんていう申請を出すと

はあり得ないことで、黒字になるということだ

から許可したと思うんだよ。

認可権者は、五島産業汽船からこういう申請

があったから許可したんですと、しかし、結果

的に残念ながらそれが破綻の要因になったと、

こんなようなことをきちんと説明する責任があ

ると思うんですよ。だから、来てくださいと言

っている。

しかも、あなたは勉強不足か勉強しているの

か知らぬが、去年の10月2日に五島産業汽船が
いきなり運航休止ということで、多大な島民の

皆さん方の足を奪ったということはわかるでし

ょう。

大体が、単独航路とか競合航路とか、30日以
内とか、あるいは半年前に、休便するならば休

便するというようなことをきちんと届け出なけ

ればならないとなっているわけだよ。それも全

くやらないで。

しかし、1週間前に五島産業汽船から福岡の
九州運輸局にその知らせがあったと。半年前と

か30日前とかじゃなくして1週間前だよ。1週間
前であったとしても、県の方に知らせるべきで

はないかと。しかし、県にはそれを知らせてい

ないと、だから大混乱になったわけです。

こういうことから考えてみれば、国の監督官

庁のご意見を聞いて、その要因を探るというこ

とは、我々がぜひともやらなければならないこ

となんです。だから今日は来てくださいという

お願いをされているわけ。

そういうことに対して、来ていないことにつ

いてどう思いますかと質問していますから、そ

れについて答えてください。

【廣田企画振興部政策監】小林委員のご質問に

お答えいたしますけれども、今回の事案におき

まして、航路事業者にかかる関係機関との情報

共有、言い換えれば九州運輸局との情報共有が

十分でなかったということで、本来指定された

時期までに休・廃止の届け等をすべきところが

守られていなかったということは、私どもとし

ても非常に遺憾であると考えております。

そういったことから、先ほど企画監がご説明

いたしましたけれども、今後におきましては、

やはり国との情報共有を密にすることが必要か

と思っております。これまでは、私ども長崎県

といたしまして、その情報収集が十分でなかっ

たということは反省すべき点だと思っておりま

す。そのようなこともございますので、今後は

九州運輸局と情報共有を密にして取り組んでま

いりたいと考えております。

【小林委員】 なんで私の質問に答えんとかな。
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なんでそんな格好つけて、よそごとばかり言っ

ているのか。君は自分のしゃべっている内容が

わかっているんですか。

監督官庁である国の九州運輸局に、ここに来

て説明をしてくださいという当たり前のお願い

をしているんですよと。実際的に、10月2日の
休便についても事前の知らせが全くなかったと

いうこと。

破綻の要因になった有川~佐世保の航路につ
いて、ここが引き金になっているわけだから、

どういう申請の内容で、なぜ認可をされたのか

とか、まだ聞けば「ひまわり」の話とか、国の

監督官庁の責任はいっぱいあるんですよ。全然、

県に知らされていないではないですか。

あなた方は、国の所管だから、国の所管だか

ら、聞いていないからと、結局全然要因が明ら

かにならないわけですよ。だから、今日ここに

来て、我々の質問を受けて、いろいろ県民の皆

さん方が疑問に感じているところを明らかにし

てくださいと当たり前のお願いをして、来ない

ということをどう思われるんですかということ

をね。来ないことに対してどう思うかというこ

とを聞いているんですから、そこだけに絞って、

あといろいろ飾りの言葉は要りません。

【廣田企画振興部政策監】小林委員のご質問に

お答えします。

今回の参考人の要請については、所管課であ

ります新幹線・総合交通対策課からそういった

お願いをいたしました。しかしながら、理由は

確認していないということでございますけれど

も、今回出席していただくことができなかった

ということは、非常に私どもとしても残念なこ

とだと思っております。

【小林委員】それでは、残念なことであったと

いうことであれば、先ほどから吉村(洋)委員が

指摘をされていますように改めてですね。我々

は、この委員会は最後でありますし、また改め

て、改選されたところで委員会はできるであろ

うと思いますので、国の所管である九州運輸局

は、来て、説明をしていただく義務があると思

うんです。責任もあられると思います。ぜひ、

当委員会の新たな構成の中で、どういうメンバ

ーになるかわかりませんけれども、こういうよ

うなことは絶対に、機会を見て明らかにしてい

かなくちゃいかんことだと思いますから、その

辺のところはですね。

今の時期だから、大場委員長にお願いをする

といってもなかなかあれかもしれませんが、あ

えてこの委員会の名をもって、その所管官庁で

あるところの国の監督官庁に、ぜひ来ていただ

くように重ねてお願いを、要請をお願いしたい

と思います。

【吉村(洋)委員】 今日出た資料の中で、ちょっ
とお尋ねをさせていただきます。

まず、補足説明資料13ページ、佐世保～上五
島航路における九州商船の欠損補助金の差額、

約1億9,300万円ですが、これは宇久～小値賀も
入っているので、有川～佐世保が幾らだったの

かというのはわからないんですけど、単一航路

であれば赤字補填がされるのにされなかったと

いうことで、九州商船には収入が上がらなかっ

たと。

ただ、離島の方々はサービスが上がるので喜

ばれるんですけれども、そういう赤字なんです

よと聞かれてもサービスを向上させてくれと言

われるかといったら、どうかなと思ったりもし

ます。それがないのであれば、ちゃんと運営で

きているのであれば、それこそ何者も入ってサ

ービスが上がった方がいいわけですから。

その前には美咲が入っておったので、その時
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には赤字補填はされなかった。美咲が撤退して、

九州商船は赤字補填がされるようになって、そ

う楽な航路でもないので助かったとなっておっ

たところが、旧五島産業汽船と競合することに

よって赤字補填がされなくなったということで

す。

それから、そういう時期よりちょっと前ぐら

いですかね、新上五島町が船舶を購入していま

すね。先ほどの説明で、債券担保抹消という言

葉が出てきたんです。借入額が相当になってお

ったと。

だから、考えてみれば新上五島町が、購入し

てでも島民の足を確保しようとされたのかなと

もとれますけれども、一方で考えれば、五島産

業汽船という一事業者を新上五島町が助けると。

結局その債権が払えないというようなことだっ

たんじゃなかろうかなと思ったりもするわけで

す。そうすると、その経営状態がどうであった

のかというところ。

この新上五島町が購入した船は、大分たって

おると、それでエンジンのリプレイスもされた

わけですね。リプレイスをした船も購入してい

るわけです。それでもまだ債権が担保として残

っておったということになれば、やはり事業者

としては非常に厳しい状態にあったんだという

ふうに考えざるを得んのですが、そういうとこ

ろを県として把握をしておられたのか。

ようやくこういう資料が出てきたんですけれ

ども、これがわかった時点でどういうご見解を

お持ちか、お尋ねをしたいと思います。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】今回の

五島産業汽船の運休に際しまして、これまで以

上に突っ込んで、同社の決算の状況を検証する

といった機会を得ております。その中で改めま

して、欠損の状況や債務の状況は確認をしまし

て、厳しい状況であったところは確認をしまし

た。一方で、キャッシュフローが回っていると

いうことで、何とか運転はできていたといった

ことも事実でございます。

そういった状況を平成25年当時も知り得て
いたかといいますと、当然ながら県の補助金を

出しておりますので、その時点での検証は行わ

れていたと思っております。

ただ、先ほど申し上げましたように、一定運

航ができているといった中で、負債があっても

キャッシュが回っていれば航路事業は継続がで

きるという判断も一定あったのかなとは思って

おります。

また一方で新上五島町としましては、地元企

業でもございますので、船の購入が支援につな

がるという部分は考えられたかもしれませんが、

その前にまずは航路の安定化を考えるといった

ところが大前提にあったものと伺っております

ので、その点で整理をされたものと考えており

ます。

【吉村(洋)委員】 先ほどから私ばっかりで、ち
ょっと申し訳ないんですが。

私が2月6日に依頼をしてつくっていただい
た資料があるんですが、先ほどの検証委員会の

委員長の答弁にあったんですが、ＭＴＵのエン

ジンの4,000のＭ71は第二次排ガス規制をクリ
アしていないと。これは「びっぐあーす」の方

です。だから、平成27年にエンジンを換装した
んだという話だったんです。なるほど、わかる

と。

平成21年度中に換装されたエンジンはＭＴ
Ｕですが、この時の交換理由は、国の省エネル

ギー化実証実験の一環として取り替えたんだと。

国の省エネルギー化実証実験は、どれぐらいの

実験期間で、どれぐらいの実績でというところ
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は調べていますか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 当時、

平成21年でありますが、国の離島航路効率化利
便性改善実証事業で、エンジンの換装を含めた

ところで実施をされております。

当時の詳細な資料につきまして、国に確認を

とっている最中でございますけれども、今のと

ころ、詳細についてはわかっておりません。何

分、年数がたっておりますので、保管文書を確

認してもらっておりますが、詳細な部分につい

ては出てこない可能性もございます。

【吉村(洋)委員】 まあ、国もそのぐらいで補助
金を出すのかなとびっくりします。

平成21年ですよ。古いとはいえ、そういう書
類は、5年で廃棄してもいいというのもありま
すけれども、まだまだ取っておかないといかん。

こういう特殊というか、省エネルギーのために

実験をしましょうという特別な事業ですから、

それがすぐわからんというのも、こっちは理解

に苦しむわけですけれども。

それで替えたエンジンが平成27年には二次
排ガス規制をクリアしないというところも、な

んでそれぐらいの期間でだめになるのが出てく

るのかなと。

そんなら、二次排ガス規制が平成27年にでき
たとした時に、ほかの船のエンジンは二次排ガ

ス規制をクリアしておったんでしょうかね。全

部替えんといかんごとなるんじゃないかと思い

ますけれども、その辺はいかがでしょうか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 当時、

排ガス規制をクリアしていなかった船舶はござ

います。

先ほど、齋藤副委員長のご説明の中で、それ

も一つのお考えということでお示しがありまし

たけれども、排ガス規制をクリアしていない中

で、燃費につきまして1日当たり500リットルと
燃料を食うといったところで、このエンジンを

替えることについてのご説明があったものと思

っております。

【吉村(洋)委員】 それも一つのといいますけれ
ども、せっかくつくってくれた資料にわざわざ

書いてあるのでですね。わざわざ書いてあるな

ら、これがやっぱり特筆した例だろうと、この

理由だろうと思うわけですよ。

排ガス規制をクリアしておらんでも走れるわ

けですたい、ほかの船は走りよるわけですから。

ですから、これを理由にするというのもなかな

か苦しいところがある。やはりこれは、取り替

えるための理由づけとしかとれないところも出

てくるんです。

なぜかというと、五島産業汽船は、平成21年
度から平成28年度まで、この1者で、船はかわ
りながらも5回、エンジンの換装をしたわけで
す。「びっぐあーす」と「びっぐあーす2号」
と「ありかわ8号」と。おまけに、最後の方に
は有川～佐世保の「ひまわり」が1年近くもド
ッグ入りのままだと。あまりにもこの会社に、

そういうふうな事故、事件が多すぎるんじゃな

いかというふうにとれるんですよね。

リフレッシュ、リプレイスというのは、これ

も資料をつくっていただきまして、トータルし

か出ていませんけれども、ほかの事業者も活用

しているんですよね。いいことなんですよ、九

州商船も九州郵船も野母商船もやっているわけ

ですから。

いいんですけれども、この回数はあまりにも

多すぎるんじゃないかという疑問が出てくるん

ですよ。6年ぐらいで5回のエンジン換装ですか
ら、船を替え、船を替えと、同一の船で2回ず
つ換装があるわけですよね。そういうところで、
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この事業者の運営のあり方に問題があったんじ

ゃなかろうかなというふうに考えるわけですよ。

それで、新しい会社ができてよかったなとな

るんですが、短期間で新会社が設立されて、当

初では資本金が1,000万円だったんですね。それ
が、今日の資料を拝見しますと資本金が4,500
万円、3,000万円増資をされております。理由が、
事務所及び船舶購入費への充当となっているわ

けですが、この船舶購入というのは、どの船舶

ですか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】「あり

かわ8号」でございます。
【吉村(洋)委員】 「ありかわ8号」は前の会社
の持ち物で、「びっぐあーす」の2隻は新上五
島町が公設民営で貸し付け、指定管理者になっ

ていると。「ありかわ8号」だけは購入という
ことになるんですか。ここは前の会社の持ち物

だったから、購入せんといかんという話になる

んですか。そこら辺をもう少し詳しくお知らせ

いただきたい。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 今回、

旧会社と新会社の間では航路事業引継ぎが行わ

れておりまして、いわゆる海上運送法上でいう

ところの事業譲渡の認可を受けております。

その際、船舶については売却ということで、

使用船舶が旧会社から新会社に移されたもので

ございます。

【吉村(洋)委員】 ここで3,000万円増資してあ
るんですが、「ありかわ8号」の購入価格はわ
かりますか。幾らで購入されるのかというとこ

ろをお願いします。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】申し訳

ございません。担当課としては承知をしており

ますけれども、この金額については公表いたし

ておりません。

【大場委員長】 吉村(洋)委員、まだ質問があり
ますよね。規定でですね、速記者の休憩が必要

になりますので。

【吉村(洋)委員】 この前からちょっと気になる
んですけれども、先ほどもあったんですが、公

金を使ってですね。ここは民間の会社が買おう

としておりますが、公金を使っていろんな事業

がなされるという時に、あなたたちは「いや、

そこは言われません」と言うけど、いろんな公

金や何やらが入った部分はつまびらかにしなけ

ればならないと思うんですが、その考え方につ

いて、もう一度お尋ねをいたします。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】私たち

も、今回の運休問題につきましては非常に重た

い問題と受け止めております。そのため、情報

につきましては積極的に出すといった中で動い

ておりまして、前回の委員会の後に、また破産

管財人に2度お会いをいたしました。その都度、
情報についての状況が変わっていると。

といいますのが、債権者集会が20日を予定し
て準備が進められているということで、破産管

財人においてもさまざまな情報が整理、または

整理中といった状況がございますので、都度都

度、私たちも訪問しまして、その状況について

確認をしているところでございます。

また、県民情報センターにも確認をする、ま

たは県の顧問弁護士にも確認をする中で、今ま

では旧会社の情報につきましては一律出せない

ものかなといったところもございましたが、先

ほど来、お話があっております県の補助金に関

係するもの、あるいは県が持っている情報につ

きましては出す手続がないものかと、今、検討

しているところでございますので、県の基本的

な姿勢としましては、関係書類はできるだけ出

していきたいというふうに思っております。
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【大場委員長】 しばらく休憩いたします。3時
40分より再開いたします。

― 午後 ３時３１分 休憩 ―

― 午後 ３時４０分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【吉村(洋)委員】 なかなか情報が出てこないと
ころもあるんですが、新しい五島産業汽船には

今後頑張っていただきたいと。早速増資もされ

て、船舶「ありかわ8号」も購入されるという
ことです。これは旧会社の持ち物だったんだろ

うと思うわけですが、3月20日には債権者集会
も行われる予定になっていると、そこら辺から

今後の動きがある程度見えてくるのかなと期待

するところです。

そういうことであれば、熊本のドックに修繕

のためにドック入りしている「ひまわり」、こ

れについても係留されているのかどうか。やは

りこれも県は関係ないとは言えない、有川～佐

世保航路に就航していたわけですから。これも、

修繕ができて戻ってくれば、売却代金は債権者

のために利用できるかと思うんです。

熊本に修理のために係留されている「ひまわ

り」について、県としては把握をされておりま

すか、お伺いをいたします。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】前回の

委員会でのお話もございましたので、「ひまわ

り」の現状について、確認がとれる範囲で確認

を行っております。

現在、東京都所在の会社に売却をされている

ということで、売買を原因として所有権も移転

をされていることは確認をいたしました。

しかしながら、売買契約が8月に行われた後、
登記が10月で、少し間がありましたので、所有
権の移転後も、もとの所有者の使用が認められ

ている状態だったのかどうか。こういった可能

性も、船舶であれば譲渡担保といったことでや

れることはやれますので、どういった契約内容

で行われているかを破産管財人にお尋ねをして

いるところでございます。

現時点では契約書の開示はできませんといっ

たお話があっておりますけれども、先ほど吉村

(洋)委員のお話もありましたけれども、この「ひ
まわり」につきましては、購入者との協議が必

要な財産であるといった認識は持っていると伺

っております。

【吉村(洋)委員】 最後にしますが、政策監の答
弁の中で少し引っかかったんですが、今日、九

州運輸局に参考人として来ていただきたかった

というのは、合計8回の運休手続の延長認可を
されているわけです。それが平成30年8月30日
まで続いているわけですよ。今、8月に売却と
いう言葉が出てきたんですが、8月の何日にそ
の契約はされたんですかね。

そうすると、8月31日まで運休の認可をして
いた九州運輸局の監督責任はどのようになるの

かなと思うんですが、その辺についてご見解を

お示しいただきたいと思います。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】私の今

持っている資料では、売却日は8月31日となっ
ております。

【吉村(洋)委員】 ちょうど日にちを合わせて売
却をされたんですかね、そうしたら。でも、九

州運輸局の延長認可が8月24日から復旧できる
までとなっているという話だったんです。復旧

できるまでなんです。売却するまでじゃないん

です。

そこら辺の運輸局の監督のあり方について、

我々は国会議員ではありませんから、国にそこ

までやかましく言うことができるかどうかわか
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りませんけど、そういう意味においても、運輸

局のそういう判断についてお伺いをしたいこと

もありますので、今後、もう少しその経緯を見

ながら質疑を交わさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

【宅島委員】 私から2～3点、質問させていた
だきたいんですが、今日、午前中から監査事務

局、また、参考人の方から詳しく話を聞かせて

いただきました。その中で、旧五島産業汽船に

出ていたリフレッシュ事業の総額を、まず教え

ていただきたいと思います。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 約8億
6,000万円でございます。
【宅島委員】 8億6,000万円。「びっぐあーす1
号・2号」、また「ありかわ8号」の3隻で約8億
6,000万円だと認識をしているんですけど、間違
いありませんか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】現在運

航している船舶はその3隻でありますが、過去
に運航していまして退役した船舶まで含まれて

おります。

【宅島委員】 総額8億6,000万円のリフレッシ
ュ事業が交付をされて、最終的には8億6,000万
円分をきちんと島民の方々の割引に充てなけれ

ばならないと認識をしているんですけれども、

間違いありませんか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】宅島委

員おっしゃるとおり、交付された補助金額につ

きましては全て、還元が終了するまで運賃低廉

化を行うことになっております。

【宅島委員】 総額の8億6,000万円のうち、今
現在、残っている金額はわかりますか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 約6億
円となっております。

【宅島委員】 残余の6億円分を低廉化し、島民

の方にとってみたら、安く乗れるということで

大変ありがたい制度だと思いますけれども、残

念ながら、この事業は今年度をもって終わると

いうことで、今後、離島の人たちの足が不便に

ならないように、県としてもしっかり国と協議

をしていただきたいと思います。

今現在というか、新会社に移行してからの乗

客数は把握していらっしゃいますか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 今、新

会社で運航している船舶が「びっぐあーす」と

「ありかわ8号」で、乗船人数が、定員が違っ
ておりますので、大きくまとめた形ですが、12
月の実績では1日当たり239人、1月の実績では1
日当たり約230人となっております。
【宅島委員】 1日当たりの実績人数として239
人から230人ぐらいということです。

10月から約5カ月がたったわけであります。
私も離島の人たちといろいろ話をする時に、運

航が再開されて大変助かっていますというよう

なご意見をたくさん頂戴して、早く航路が再開

できてよかったなというふうに感じております。

また、新上五島町におかれても、町民の方た

ちの足を守るためにも何とか「びっぐあーす」

を鯛ノ浦～長崎間、また、有川～佐世保間で島

民の方たちの利便性を増すような政策をとって

いただいて、本当によかったなというふうに思

います。

今後、リフレッシュ等々の事業がなくなると

いうことであれば、早急に県としても国と協議

をしていただきたいと思います。企画振興部長

の見解を求めます。

【柿本企画振興部長】リプレイス、リフレッシ

ュ事業は、運賃低廉化によって離島住民の皆さ

んの不便を少しでも解消するということで実施

してきた事業でありますが、ご指摘のとおり、
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今回の5カ年計画で最終ということでございま
す。

今、還元の残額がそれぞれございますので、

当面、運賃の割引は継続されるところでござい

ます。

ただ、これは過去に事業をやった部分の継続

でございますので、将来的なことを考えた場合

に、どうやって継続した効果を生み出していく

かということについては、一つは、離島住民の

方には国境離島新法による割引が適用されます。

ただ、有人国境離島法の場合には離島の住民だ

けでございますので、そういったところが今後

の課題として出てくるということを我々もしっ

かり踏まえ、それを何らかの形で少しでも解消

していくことができないかと、国のほうにも、

制度的なところでどういった工夫ができるかと

いうことについて、そういった現状をしっかり

訴えながら協議をしてまいりたいと考えており

ます。

【宅島委員】 ありがとうございました。

世界遺産登録も決定をいたしまして、今から

盛り上がっていかなければならない新上五島町

でありますので、県としてもしっかりサポート

をしていただきたいと思います。よろしくお願

いします。

【吉村(洋)委員】 今、最後に宅島委員からお話
があったところ、私も同感です。部長の見解を

聞かせていただきました。

それで、「離島航路におけるリフレッシュ事

業の聴き取り調査について」の3ページの①、
国が10分の6.435だとか、県費負担が10分の
3.565、これは説明がありましたように、中身の
運用の仕方でもって実際は10分の10だと、交付
金を使ってということです。それはわかりまし

た。

4ページの上段に、平成23年と平成28年度に
実施した補助事業は5年しか経過していないと
ころで県費補助金が交付されているということ

で、この補助金と、3ページに書いてある10分
の幾らだとかという補助金は同一のものだと私

は理解をするんですが、この予算の取り扱いは

どうなっていますか。県費の補助金がちゃんと

予算に計上されていて、財源は交付金と、こう

言えるような関係に多分あるのじゃないかと私

は思っていますが。

その前段でちょっと意見を言わせてもらえば、

せっかくこういう監査の聴き取り調査の資料が

ありますが、平成28年度については、実際は10
分の10の運用があったんだと担当課から聞き
ましたが、監査事務局の聴き取りの資料にも、

そのことを書いていただいていたほうがわかり

やすかったなと思いますが。

そのことはともかくとして、予算上の取り扱

いは、計上して財源はこうだというような形で

県費補助金として出ているのか、どういうこと

なのか、聞かせてください。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】リフレッ

シュ補助金の財源につきましては、予算額の計

上の財源としましては交付金という形です。収

入計上課は土木部になりまして、歳出計上課は

新幹線・総合交通対策課ということで交付金が

充当されています。それは10分の10の交付金で、
補助金として県費補助金が出ているということ

でございます。

【小林委員】私がずっと答弁を求めてまいりま

した、エンジン換装の理由は何かと。それは、

要するに修理代がかさむと、非常に修理代が高

いんだと、こういうような答えがずっと返って

きました。では、幾らか言ってくださいと何回

も質問するんだけれども、企業情報だからと、
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よっぽど企業秘密かのような答弁が返ってきま

したが。

いつも言っているように、公費で、しかも入

札なしで、自分たちで買ったエンジンという状

況だから、丸々100％いかなくても、1億2,500
万円とか1億2,700万円とか、相当なお金が公費
から入っているわけだから、そこが故障して換

えなければいかんとか、修理代がかさむという

ならば、修理代がどういうふうになっています

かということについて全然答弁ができないと。

こういうところについて、あなた方から答弁

ができないという姿勢を貫こうとしているのか、

まず政策監、お尋ねします。

【廣田企画振興部政策監】今、ご質問があった

件でございますが、多額の公費が支出されてい

る中で、そういった内容が適正かどうかという

ことは十分に精査をしないといけないところで

ございます。

これまで企画監がご説明を申し上げておりま

すが、情報公開等の整理の中で十分なご答弁が

できてない部分があるのは承知いたしておりま

す。今後どういった形でそのあたりを精査する

かということは、引き続き対応してまいりたい

と考えております。

【小林委員】自分で答弁して、つじつまが合わ

ないということが君はわからないのか。立派な

大学を出、立派なそういう経験を持っているあ

なたが、政策監まで上り詰めて、まだそんない

いかげんな答弁をして、それで私どもが納得で

きると思っていますか。冗談じゃありませんよ。

私たちが聞いているのは、よく聞いてくださ

い。実際、事実を認めながら、その事実を隠そ

うとしているあなたの答弁の姿勢が、本当に県

の姿勢はこれでいいのかと、ここが問われてい

るということを、もう少し真面目に受け止めて

いただきたいと思うんです。

いいですか、今回問題にしていることは、全

部公費なんです。もしこれが私的なお金だった

ら、議論する必要もないんです。

エンジンは9年の耐用年数というけれども、
エンジンの専門家、そういう業界の方々に聞け

ば、何も耐用年数が9年と決まっているわけで
はないと、メンテナンスをしっかりやっていけ

ば、9年間とかということではなく、実際に「び
っぐあーす」は23年間もやっているし、船はそ
んな簡単に買い換えるということはないわけで

すよ。

だから、さっきも指摘するように、どこの会

社も公費を使いっぱなしということはできない

んだから、十分に節約をして使わなければいけ

ないと、検証委員会において九商あたりがまと

もなご意見を述べられているではありませんか。

そういうことを一つの参考例にするならば、

こうやって5年も満たない中で修繕費が相当に
かさむと、だから換えなければいけないと、換

えることによって削減効果が出るんだと、こう

いうことをしきりにおっしゃっているわけです

よ。

それを受けて、換えるとするならば、修理代

が幾らかかりますかと、そして削減効果をどれ

くらいと見ているんですかと、こういう質問を

するのは当たり前であって、それに真面目に答

えるのがあなた方の姿勢ではありませんか。

もう一度聞きます。今の答弁をしてください。

【廣田企画振興部政策監】ご質問の件について

お答えいたします。先ほども申し上げましたが、

今回の補助金、多額の公費が使われているとい

うことについては、私ども十分認識をいたして

おります。

過去の支出の経緯等については、私ども精査
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いたしておりますけれども、まだ十分でないと

ころもございますので、今後精査の上、また改

めてご報告できる形をとらせていただきたいと

思います。

【小林委員】あなた、とんでもないことを自分

で答弁しているということはわかっているのか。

精査してないと。それなら、監査事務局の皆さ

ん方の聴き取りで言っている内容は一体何なの

か。なんでそんないい加減なことを言うのか。

十分精査してないことを監査委員の聴き取り

の中で言っていると言っているんだぞ。自分で

言っていることがわかるのか。

【廣田企画振興部政策監】一応私どもといたし

ましては、当時の支出した状況については、関

係書類を精査した上で適正なものとして支出を

いたしております。その結果といたしまして、

旧五島産業汽船がこういった状況にあったとい

うことについては、私どもとしても十分その内

容について精査が必要かと思っております。

それで、この間、各委員会の委員の皆様から

いろんなご指摘をいただいておりますので、そ

ういったものをいま一度受け止めまして、整理

をさせていただきたいと思っております。

【小林委員】そういう、うそっぽい答弁はやめ

てくださいよ。そういう、方向付けを変えるよ

うな、そんな言葉巧みに言われて、「はい、そう

ですか」と言うわけにはいかないじゃないです

か。

何度も言っている。公費をどのような形の中

でエンジン換装として使うのかということ、当

然そこに一つの根拠があらなければいかんじゃ

ないかと。エンジン換装が必要であるならば、

その必要という一つの根拠を我々に示して、だ

からこうしたんだということを言わなければい

かんのに、なんかわけのわからん、公費なのに

企業秘密みたいな話をしていて、全くもって、

検証委員会の先生方の話を聞いてもなかなかき

ちんとした答えが出てこない。

検証委員会というのは、失礼だけれども、も

っと内容の濃いものだと私は率直に思っておっ

た。これは失礼な言葉であるけれども、先生方

に対しては申し訳ない言葉であるけれども、実

際、私が感じたままの話をさせていただければ、

検証委員会、検証委員会とあなた方が言われて

いる検証委員会、私自身が考えておった検証委

員会と、こんなに大きな隔たりがあるのかと驚

いております。

だから、もう一度、私はあなたに聞いている

んですよ。企画監がそこにいたわけではないん

だよ。あなたは、離島・半島のまさに責任者の

政策監だよ。あなたが誰よりもしっかり勉強し

ていただかなければ。下っ端に任せて、自分の

部下に任せて、自分は涼しい顔をするな。許さ

んぞ、私は。あなたにこれからどんどん質問し

ていく。もっと勉強しなさいよ。だから、そう

いうことで今言っているわけだよ。

ここにきちんと、「ありかわ8号」は多額の修
繕費が発生していると、こういうようなことを

明らかにきちんと指摘しているじゃないか。聴

き取り調査で、監査事務局はこのとおり書いて

いるじゃないか。だから、多額の修繕費が幾ら

ですかということについて、それをなんで精査

せんばいかんのか。

【廣田企画振興部政策監】再度の答弁になって

恐縮でございますけれども、これまでの公費の

支出につきましては、当時の関係書類等を精査

し、そして適正と認めて支出をいたしておりま

す。

今回の問題を受けまして、監査事務局の聴き

取り調査がございました。そこでの監査事務局
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としての意見もございます。私どもとして、監

査事務局からの意見は十分重く受け止める必要

があろうと思っております。

そういったこともございますので、先ほど申

し上げましたように、当時の根拠としては適正

に処理したということで支出をいたしておりま

すけれども、今回の事態を招いたというところ

を踏まえ、委員の皆様のご指摘、あるいは監査

事務局の聴き取り調査の結果、そういったもの

を含めて、いま一度整理をさせていただきたい

と考えているところでございます。

【小林委員】当時の方々が適正な処理をしてお

ったと、こんなことを言い切るだけの根拠はあ

るのかと。

我々は、さかのぼって当時の適正な処理と言

っているのは、適正な処理でなかったのではな

いかと、わずか5年間で1億2,500万円の公費を
投入して換装しなければならない、その理由を

聞いているわけですよ。なんでそんな言葉巧み

にうそばっかり言うのかと。何が適正ですか。

適正ではないから、今こうして、この1億2,500
万円の根拠は一体何だったんですかと、何度も

同じことを聞いているんです。

修理代が相当の重みを持って、会社経営に大

きな問題点を残すと、修理代が多額になってい

ると指摘しているんです。修理代が多額になっ

ているとすれば、先ほどからあなたも聞いてお

られるように、自分たちでメーカーを選んで、

自分たちで一番よかれかしと思うメーカーに注

文をしてお買いになっているわけです。しかも、

野口社長はエンジンに詳しい方です。五島産業

汽船としてエンジンにも手を出しておったわけ

だから、全くずぶの素人ではないんです。1年
間の保証しかなかったものが、なぜＭＴＵかと。

こんなような状況だって全部わかって、自分た

ちで判断されて、入札もせずに直接購入してい

るわけです。

公費で物を買う場合において、100％じゃな
かったとしても、当然入札を求められるわけで

す。当たり前のことです。

入札はしなくてもいい。それを求めないで、

自分たちが選んで買ったエンジンが、故障が多

いと言っているわけです。しかし、あなた方が

選んだエンジンではなかったんですかと。では

故障の代金は幾らですかと、それはご自分で払

うべきではないですかと。

他の会社は、メンテナンスをしっかりやりな

がら、公費に迷惑をかけないようにというよう

な形でやっていますよと。これだけ故障が多い

とか、いろいろ言っているような案件は他にな

いということをはっきりこの中にも言っている

し、また、このことをあなた方が聴き取りの中

で監査事務局におっしゃっているじゃないです

か。

そういう筋の通った話をしているわけですか

ら、そうやって公費で買ったエンジンの修理代

として幾らですかと、これをなぜ言えないと言

うのか、なんで企業情報として括ってしまうの

か、そこに何か言えない理由があるのか、何か

おかしなことがあるのかと、こう疑わざるを得

ないような答弁の仕方をやっているんですよ。

ここはどうですか。（発言する者あり）

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ７分 休憩 ―

― 午後 ４時 ８分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【廣田企画振興部政策監】ただいまのご質問に

お答えいたします。

当時、検証委員会の方に、対外的に公表しな
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い、いわゆる非公表ということで修理代等の金

額の報告をいただいております。

しかしながら、小林委員からのご指摘もござ

いますので、それは情報公開条例上、公表でき

るかどうかということを、いま一度検討させて

いただきたいと思っております。

【小林委員】同じような内容を、実は企画振興

部長は、私の質問に答えておっしゃっているわ

けです。部長は覚えていらっしゃると思います。

こういう内容を個人情報としていいかどうかと

いうことは、改めて検討すべきだと、こういう

ようなことを既に、たしか12月議会か何かでお
っしゃっているわけですよ。

そこからどんな検討が起こったのかと、検討

をやっていただいたのかと。今日、こうして確

実に集中審議があるわけだから、同じ内容の質

問が飛んでくるというぐらいのことはわかって

いると思うんです。

だから、部長の答弁は、ただ口先だけの答弁

だったのか。本当にこの間において、この重要

さを理解されて、内部で検証して、これは公表

すべきかどうかというところについて、私の言

っている指摘が間違いなのか、やっぱり個人情

報として企業の秘密をしっかり守るんだと、そ

れに値することなのかどうかと、こんなような

ことをきちんとどこまであなた方が検証された

かということになって、今みたいな政策監の答

弁が返ってくると、企画振興部長は残念ながら

何もやっていないのではないかと、こんなよう

なことを彼が実証していると思うんですが、い

かがですか。

【柿本企画振興部長】この一連の問題に関して

の情報の取扱いについては、本委員会において、

さまざまご指摘をいただいているところでござ

います。

検証委員会等に際して提出をいただいた情報

について、それが一律に企業情報であるからと

いうことだけで情報として開示ができないかと

いうふうなことではなく、我々としては、その

後、破産管財人に対して、その情報を開示する

ことで何か影響があるのかどうかと確認をし、

それから、情報公開条例に基づいてこの情報を

開示することは問題がないかと県の顧問弁護士

にも相談をいたしております。

現状として、それを開示することが情報公開

条例、地方公務員法の守秘義務のところで懸念

があるというふうなご指摘を顧問弁護士からい

ただいています。

私どもとしましては、こういった問題の経過、

今日の検証委員会の委員の方々へのご質問の状

況、こういったことも十分に踏まえながら、一

件一件の問題について、本当にその時点、今の

時点において、その情報が開示できるのか、で

きないのかということについては、私どもとし

てはやはり真摯に受け止めて、それを情報とし

て開示できる可能性があれば、そこをしっかり

と今後も関係者と協議しながら、できるだけそ

ういった開示ができるというふうなことは取り

組んでいきたいと考えております。

【小林委員】要するに、あなた方は何か重苦し

く言っているけれども、例えば我々に配った、

五島産業汽船「ありかわ8号」リフレッシュ補
助金修繕交付実績についてと、幾らかかったと

書いているじゃないか。平成21年度200万円、
平成23年度はエンジン換装だから1億2,700万
円、これは対象外。平成24年度100万円、平成
25年度200万円、平成26年度400万円、平成27
年度該当なし、平成28年度1億2,500万円と、こ
れを足しただけでも900万円になる。
こんなようなものを出しながら、なんでその



平成３１年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月１１日）

- 211 -

ようにあなた方がおっしゃるのかというつじつ

まが合わないと言っているんだよ。自分たちで、

本当にあなた方はわかっているんですか。

我々に、五島産業汽船「ありかわ8号」と。
同じことを聞いているじゃないですか。1億
2,500万円の、5年しか経たないのにエンジン換
装をしなければならないと。しなければならな

いならば、5年しか経っていないけれども、ど
ういう理由ですかと、故障が多いんですと、故

障が多いならば故障の理由は何ですかと、故障

の修繕代がかさむから、とてもじゃないんです

と、では修繕代は幾らですかと、こんなような

ことを聞くのは当たり前のことであって。何度

も同じことを言っているんだけれども、これを、

さも個人情報、企業情報みたいにしている。

そう言いながら、一方において我々への資料

には、幾らかかったというようなことをいとも

簡単に出しておるじゃないか。なんでそんなつ

じつまの合わないようなことをやっていくのか

と。わかっているか。

そういうようなことだから、部長、あなたも

いろいろ問題を、企画振興部は本当に県の心臓

部だから、大変な問題を抱えているということ

は、みんな理解しているんです。

だから、五島産業汽船の問題は政策監がしっ

かり、離島・半島の政策監として、もっとね。

部長クラスだから、格好ばっかりしてそこに座

っておくな。ちゃんとした答えをしてくれよ。

まじめにやっているんだ、我々は。そんないい

ころかげんな言葉で惑わそうと思っても、そん

な簡単にいきませんよ。まだ同じような答弁を

しているから、こんなふうになっているんだよ。

これは資料として出ています。これを見ただ

けで、この資料でもおおよそ900万円です。し
かも検証委員会の委員長が、約1,000万円ぐらい

だと明らかにされているではありませんか。そ

んなような形をもって、まだあなた方の口から

それを割りきらない。

誰か怖いのか。誰か圧力をかけているのか。

誰か怖いのか。まじめな行政をやらなければい

かん人間が、そんな誰かの圧力に驚いたり、圧

力が後から怖いとか、そんなへこたれた腰抜け

で一体どうしますか。正しい行政をやってもら

いたいと思っているんです。

そこの金額は明らかにしてもらいたい。何も

委員会じゃなかったとしても、直ちにその資料

を、明らかにする資料を正確に持って来ていた

だきたいと思うんだけれども、いかがですか。

（発言する者あり）

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時１６分 休憩 ―

― 午後 ４時１７分 再開 ―

【大場委員長】 再開いたします。

【廣田企画振興部政策監】今、ちょっと資料の

確認をさせていただきましたけれども、私ども

が公表できない情報公開条例というのは、補助

金の対象外にかかる修理費の件でございます。

そして、私が手元に持っております「ありか

わ8号」のリフレッシュ補助金、修繕長寿命化
にかかる交付実績といたしましては、平成22年
度200万円から随時、23年度1億2,700万円（「21
年度が200万円だよ、22年度じゃない」と呼ぶ
者あり）資料が間違っておりました。（「我々に

は21年度と書いて出しているじゃないか」と呼
ぶ者あり）訂正がございます。（「そこにあるの

か、資料が」と呼ぶ者あり）22年で、見え消し
でちょっと訂正しておりますので申しわけござ

いません。（「これは21年度と書いてある」と呼
ぶ者あり）平成22年度が200万円、平成23年度
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が1億2,700万円、平成24年度が100万円、平成
25年度が200万円、平成26年度が400万円、平
成27年度はございませんで、平成28年度が1億
2,500万円、総額で2億6,100万円という状況で
ございます。

【小林委員】 だから何なんだ。だから、何なん

だ。何か鬼の首を取ったみたいに、それが何な

んだ。あなたは何か勘違いしておりはせぬか。

何を君は血迷っているのか。2億6,100万円、そ
れがどうしたのか。

我々が今聞いていることは、そういう修繕費

が幾らですかと、その修繕費の中に平成23年度
の1億2,700万円とか、補助をした1億2,500万円
とかというのは入っておらんで、これを足した

ら900万円と、こう言っているんだ。これは我々
の調査でも大体同じような金額だし、ましてや

検証委員会の委員長が、1,000万円ぐらいの修理
代だと、こう言って明らかにしたではないかと。

その状況の中で、なんで隠さんばいかんのかと

言っているわけだから、ちゃんとそこのところ

をきちんとやればいいんだと。

【廣田企画振興部政策監】ご質問の分について

は、この補助金の対象外の経費にかかる分だと

思っております。その分については、先ほども

ご説明しましたように、当時、検証委員会の中

に、あくまでも公表しないということで補助対

象外である修繕費について報告をいただいたと

ころでございます。

そういったこともございますので、先ほど部

長が申し上げましたように、今回のご指摘等も

踏まえて、顧問弁護士等と今、協議を進めてお

りますので、今日のご指摘を踏まえ、再度、顧

問弁護士等と調整をし、対応させていただきた

いと思います。

【小林委員】あなた方も整理をされていってい

るようだけれども、こちらも整理をしたいんだ

けれども、エンジン換装以外の900万円、ここ
はリフレッシュ補助金、修繕長寿命化交付実績

ということになっているんだよ。あなた方は、

要するに補助金対象外の金額だと、こう言って

いるわけだな。これは、修繕費用は全く入って

いないと政策監は言っているのか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】この資

料につきましては、リフレッシュ補助金という

ことで修繕長寿命化、いわゆるドック入りの経

費、点検経費等が入っているものでございます。

【小林委員】じゃ、これについては修理代は全

く入ってないと、こういうことでよろしいんで

すか、修理代は全く入ってないと。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】先ほど、

検証委員会の中、もしくは私どもで説明をいた

しました、エンジン不具合の発生を時系列的に

示すといった部分での修理代金については入っ

ていません。

【小林委員】これ以外に修理代というのが別に

あるのか。そういうことになるわけだな。それ

が多額になっていると、こう言っているわけだ

な、多額に。

多額という金額は、どこをもって多額と言う

のか。例えば1億2,500万円とか1億2,700万円が
エンジン換装費と。こういうようなお金に対し

て、それを上回るような修繕代と、これがずっ

と毎年かさんでいると、こんなようなことを言

っているのか。もうちょっとわかりやすく、日

本語で言うてくれ、我々の感覚でわかるごと。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】確かに

エンジンの換装経費が1億円を超える中で、多
額といった時に修理代金が幾らぐらいかといっ

たところは、受け止め方にも個人差があると思

います。
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私たちが使っている言葉の適切さもございま

すけれども、通常、修理、点検の中で考えられ

ている部品代であったり、工事、修繕の内容で

あったりから考えた時に、エンジンの通常の整

備の中で言うと多額だろうといった…（発言す

る者あり）

【小林委員】そんな答弁を君がするから、私は、

もうちょっと上の政策監に、この人だったらい

い答えを出してくれるだろうと。そして、委員

会も早く済むだろうと思ったら、これがしゃべ

ればしゃべるほど長くなるわけだ。そういうよ

うな形でね。もうちょっと勉強しろよ、担当と

して。格好ばかりじゃないぞ。

そして同時にもう一つ、この経費削減効果と

いうのが何かと。経費の削減効果というものが

あるんだと。修理代のみならず、このエンジン

を換装することによって経費の削減効果がある

から換えるんだと。

じゃ、経費の削減効果は幾らか、政策監。（「休

憩をお願いします」と呼ぶ者あり）

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時２４分 休憩 ―

― 午後 ４時２５分 再開 ―

【大場委員長】 再開いたします。

【廣田企画振興部政策監】少し同じ答弁になり

まして恐縮なんですけれども、検証委員会の折

には、あくまでも非公表ということで修繕費、

あるいは年間のランニングコストの数字につい

てはいただいております。検証委員会委員長が

先ほどご説明しましたように、そういったもの

をトータルしますと経費節減につながるという

ことで、検証委員会で検証結果をいただいたと

ころでございます。

そういったこともございますので、その修繕

費、ランニングコスト、いわゆる経費節減効果

の検証結果と申しますか、そういったものにつ

いても情報公開条例との関係がございますので、

今日のご指摘を踏まえて、そういったものも含

め、公表してご説明できるかということで検討

させていただきたいと思います。

【小林委員】政策監、今日初めて指摘したわけ

じゃないということは、横におって、何を考え

て、聞いているのか、こっちの意見を。なんば

しんごと、なんばしみたいに、今日初めて聞い

たかのような涼しい顔をするなよ、恥ずかしい。

ずっと同じことを、何回も何回もこの委員会で

私は質問しているわけよ。あなたは、今、初め

て聞いたかのような、そんないいころかげんな、

無責任なそんな話をしたらだめですよ。聞いて

いるでしょうが、実際、そんな話は。今、初め

てじゃありませんよ。

だから、もう一回聞きます。検証委員会の委

員長等に、エンジンを換装することによってど

のくらいの、ここで言う経費の削減効果が出ま

すと、この金額を伝えておりますか。（「休憩を

お願いします」と呼ぶ者あり）

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時２７分 休憩 ―

― 午後 ４時２７分 再開 ―

【大場委員長】 再開いたします。

【廣田企画振興部政策監】先ほど申し上げまし

たように、修理費あるいはランニングコスト等

の数字については、検証委員会の委員には提出

をいたしております。その数字を踏まえまして、

エンジン交換の是非をご判断いただいていると

ころでございます。

しかしながら、その数字につきましては、本

当に繰り返しになって申し訳ございませんけれ
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ども、当時、それを対外的に公表しないという

ことで事業者の方からいただいておりますので、

今回のご指摘を踏まえて、再度、どこまで公表

できるかということを顧問弁護士、破産管財人

等と協議をさせていただきたいと思います。

先般からご指摘を受けて、今日、明確な答え

をご説明できないということについては、本当

に申し訳ないと思っておりますので、再度お時

間をいただきたいと思っております。

【小林委員】本当にでたらめな答弁をしている

んだよ。

あなた方は、この聴き取り調査の中に、監査

事務局があなた方から聴き取りをした時に何と

言っているかというと、「これから経費削減効果

が見込まれるエンジン等の換装は」と、こうい

うようなこととか、換装した場合と換装しない

でそのまま使用を継続した場合のコスト比較等

により検証を行うこと、こんなことを平成29年
3月16日開催の検証委員会において了承してい
るじゃないか。なんでそんなでたらめな答弁を

するんですか。

委員長、余りにもでたらめ過ぎますよ。検証

委員会ですら、だまされよる。平成29年3月16
日開催の検証委員会において、経費削減効果が

見込まれるものを対象とする、こういうような

ことで、ここの内容は、経費の削減効果が見込

まれるエンジン等の換装は対象とするがと、減

価償却期間等を勘案して決定すると。つまり、

今回のことの反省が、まさに平成29年3月16日
開催の検証委員会において明らかになって。平

成29年ぞ。今は平成31年だよ。
こういうようなこととか、換装した場合と使

用を継続した場合のコスト比較等により検証を

行うと。だから、当然のことながら、そういう

内容というものが明らかにならんばいかんじゃ

ないのか。

そして、先ほども明らかになったように、平

成29年3月16日のこのような検証委員会の決定
だけれども、その前からそういうような形の中

で、換装した場合と使用を継続した場合のコス

ト比較については、以前からやらなければなら

なかったということを明らかにしているじゃな

いか。なんでそうやって、初めて今日聞くかの

ような、そんなでたらめな答弁を政策監は繰り

返すんですか。あんまり委員会を愚弄していま

すよ。こんな、いわゆる議会軽視も甚だしい。

ちょっとこれは罪なものであって、普通だった

ら懲罰委員会だぞ、こんなでたらめな内容の。

そういうような形で、もうちょっと自分で恥

を知ると同時に、もうちょっと責任を感じませ

んか。ちゃんとここに書いているじゃないか。

書いていて、それを平気で、今から検証するみ

たいな、今から検討するとか、そんな内容はな

いと思いますよ。もうちょっとまじめにやって

くれませんか。やっておれませんよ、こちらは。

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】当時、「あ

りかわ8号」のエンジンの換装ということで、
私も携わった者ですので、その経過で、委員ご

指摘の比較のところですけれども、当時の資料

におきましては、エンジンを換装した場合と現

行の整備をした場合の比較で、年間のランニン

グコストがおよそどのくらい、それが積み重な

って、どのくらいだと1億2,000万円ぐらいのエ
ンジンと比較して元がとれるのか、改善効果が

できるのかというような比較検証を、追加資料

ということで検証委員会の方に提出されており

ます。

それと、ランニングコストと併せて修繕費が

どれぐらい単年度でかかるのかと、それを比較

検討して、先ほど齋藤副委員長がおっしゃいま
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したが、通年8年ぐらい、例えば平成28年度で
考えた場合は、5年保証でさらに8年間、比較す
ると元がとれる、かつ安定的な運航ができると

判断をされまして、検証委員会の方ではランニ

ングコストと修繕費用、それから安定的運航の

保障、エンジン保証がつくということと、さら

にエンジン監視装置という遠隔的な操作でエン

ジンの故障とか管理できる機能も備えていまし

たので、そういったところも総合的に勘案しま

して、新船建造費等検証委員会でも承認された

と、こちらでは認識をしているところでござい

ます。

【小林委員】もう時間なんですよね。委員長か

ら、時間、時間と言って責められて、こっちも

たまったもんじゃないんだよ。もうちょっとき

ちっとした答えを出して、無事に終わりたいん

ですよ。余りにも問題がちょっと多過ぎて、ま

してや、後ろにいらっしゃる監査事務局まで、

何かここに書いていることがうそを言っている

かのような、いいころかげんなことを書いてい

るような、県庁内部でそんな権威のないことを

やっとってどうするんですか、本当の話。もっ

と正直に。

誰が怖いのかと、こう言っているんだよ。あ

んまり身の保全ばっかり考えるな。誰も怖くな

んかないよ。当たり前のことを当たり前に正直

に答弁する、その姿勢でなければいかんじゃな

いですか。

そういうようなことで、一番大事な、換装し

た場合と換装をしないで使用を継続した場合、

ここの比較対象がとても大事だと、こんなよう

なこともおっしゃっているわけです。

先ほどから検証委員会の委員長に、そういう

比較対照した時に、どれくらいの改善効果があ

りますよという説明は本当にしたんですかと、

「しております」と、こう言っているんだよ。

しかし、私の情報では、そんな内容は全然聞い

ていないと、委員の皆様方のそんな話もあるわ

けです。

誰の話が本当なのか。一番正直であらなけれ

ばいかんあなた方が、そこを逃れるかのごとく

うそばっかりついて、こんなようなやり方でね。

我々も改選の時期だから、こんな時間を、本当

に我々だって決して喜んではいないわけです。

もっときちんとやっていただきさえすれば。

なんでエンジンの換装をしなければいけない

んですかと、これだけの故障があって、これだ

けのお金がかかって、これをきちっと換えるこ

とによって改善効果がありますから、こうです

よとか、まともにきちっとあるがままの話をし

ていただければ、それで事は済んでいくんだけ

れども、どうしてもこうやって、何か奥歯に物

が挟み、誰かを怖がっているかのような、とん

でもない話ですよ。だから、こうやって時間が

かかって、あんまり内容が先に進まないと。

ほかの委員の皆さん方にもお気の毒だし、ほ

かの皆さん方にも大変迷惑をかけています。何

も私も好きこのんでやっているんじゃない。た

だ、こういう当たり前のことが当たり前に通ら

ん我々の議論でいいのかということは、議会軽

視も甚だしいし、あなた方の信頼、信用の問題

にもかかってくるじゃありませんか。

ここは、幾ら聞いても初めて聞いたかのよう

に、政策監がそんな答弁を繰り返しては、いつ

まで経っても、それで上等だったと言うわけに

はいかんよ。絶対にいかんよ。いやが上でも当

選し、総務委員会に在籍して、あなたが変わっ

ていない限りは徹底的に究明をしていかなくち

ゃいかんな、これは。

そういうことだから、最後に一つ聞かせてく
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ださい。「びっぐあーす1号」も5年間でエンジ
ンを換えています。その要因は何ですか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】「びっ

ぐあーす1号」につきましては、平成27年度に
エンジンの換装を行っております。

27年3月の検証委員会におきまして、「びっぐ
あーす」のエンジン換装について説明を受けた

ところでございますが、その時点でも、「ありか

わ8号」と同様に短期間のエンジン換装という
こともございましたので、説明や資料が十分で

なかったといったことで追加資料を求め、再審

査を行っております。

その後、追加資料により最終的にはエンジン

換装となりましたけれども、既存のエンジンを

オーバーホールした場合の資料と比べたところ、

エンジン換装により中期的にはコスト削減が図

られるといったところで検証委員会の方では認

証したというようなことになっております。

【小林委員】 そんなことで、公費の何億円と、

そんなお金を簡単に右から左に出せるようなも

のですかと、5年間ぐらいで。「びっぐあーす2
号」は12年か14年ぐらい経っているんですよ。
これは理解ができるような感じがするんです。

耐用年数とかいうのがない状況の中でも9年間
と出ている以上、その前に換えなければいかん

というところについては。

「ありかわ8号」についてはそうやって故障
が多いと、いろいろ問題点があった。そんなこ

とを言いながら、その内容は明らかではない。

じゃ、「びっぐあーす1号」については、3億円
近くのエンジン代だ。こっちは1億2,500万円だ
ったけれども、今度は2億9,000万円ぐらいだろ
う、恐らく。これだけの多額の金額を「びっぐ

あーす1号」のエンジン換装に、5年も経たない
うちにそれを換えていると。

じゃ、実際何ですかと。結局、私がさっき指

摘したように、5年間の、車検と同じようにオ
ーバーホールとかというのは、どこの会社だっ

てやっているんだよ、自分たちのお金で。

5年間でエンジンを換装するという戦略が最
初から組まれて、まさに公費を無駄遣いしてい

る。旧五島産業汽船には17億3,000万円入れて
いるんだよ。その中で、吉村(洋)委員に調査を
していただいた結果、17億3,000万円のうちの
14億3,500万円は全部エンジン換装だ。こんな
状態は一体何と考えればいいのかと。

公金を扱うあなた方、国のお金であるとして

も、あなた方が全部これでオーケーと言えば、

要するにあなた方の決定に従って、全部国は右

から左にお金を出しているじゃありませんか。

そんなようなことを考えていけば、もうちょっ

とまじめにやってもらわんばいかん。

何かもう、さっきの政策監の話は、誰かにお

びえているような、誰かから言われることを避

けがたいと思って、何かそういうようなことで

ね。何だ、大したことないな、この政策監も。

誰がそんなことを言うて、おたおたしているの

か。責任のある君が、そんな態度で一体どうす

るかと。あんまりごまばっかりするな。もうち

ょっときちっと、正しい政策をやってもらいた

いと思うんです。

いいですか、17億3,000万円の全額のうちに
14億3,500万円がエンジンの換装になっている。
これも摩訶不思議。一体ここにどんな裏がある

のかということもよくわからない。そういうよ

うなことも、これからもっともっと究明してい

かなければいけない問題点が多いと、こういう

ようなことだけを指摘して終わりたいと思いま

す。

【大場委員長】 ほかにございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時４０分 休憩 ―

― 午後 ５時１５分 再開 ―

【大場委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

それでは、今回の委員会で出ましたご意見を

踏まえて、一旦会派の方に持ち帰りをいただい

て、最終的に委員長として判断をさせていただ

きたいと思います。そのようにさせていただき

ますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 それでは、これをもちまして、

総務委員会及び予算決算委員会総務分科会を閉

会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ５時１６分 閉会 ―



総務委員会委員長　　大場　博文

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

長崎県手数料条例の一部を改正する条例（関係分） 原案可決

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供
に関する条例の一部を改正する条例

原案可決

警察本部の組織に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

武道館条例の一部を改正する条例 原案可決

包括外部監査契約の締結について 原案可決

和解及び損害賠償の額の決定について 原案可決

和解及び損害賠償の額の決定について 原案可決

計　８件（原案可決　８件）

２　請　　願

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 1 号
国に対し「2019年10月からの消費税率10％への引き上げ中止を求
める意見書」の提出を求める請願書

不 採 択

計　　１ 件（不採択　　１ 件）

第 51 号 議 案

第 50 号 議 案

番　　　号 

番　　　号 

第 17 号 議 案

第 18 号 議 案

第 19 号 議 案

第 20 号 議 案

第 21 号 議 案

第 52 号 議 案

記

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成３１年３月８日

　　　　議長　　溝口　芙美雄　　様
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委 員 長       大 場  博 文

副   委   員   長     吉 村  庄 二

署 名 委 員    宮 内  雪 夫

署 名 委 員    坂 本  智 徳

書  記   馬 場  雄 志

書  記   藤 澤  英 忠

速  記   (有)長崎速記センター
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